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は し が き

伊 藤 敏 雄

私たちは、平成22(2010)年 度 に 「石刻史料 と史料批判に よる魏 晋南北朝史の基

本問題 の再検討」 とい う研究課題(研 究代表者:伊 藤敏雄)で 、科学研究費補助金基盤研

究(A)に 採択 され て以来、魏晋南北朝史 に関する基本 問題(貴 族制 ・官僚制 ・基層社会 ・

民族 問題 など)の 再検討 を意図 しなが ら、近年陸続 と増加 している新出の石刻史料 ととも

に、既出の石刻史料のデータ ・べ一ス化を図 りながら、石刻史料及び文献史料 の史料批判

的研究によって研究 を推進 してきま した。

その研 究の一環 として墓誌な どの石刻史料 につ いて、中国で実見 ・調査 を実施 し、中国

側の御協力 を得て、予期 した以上の成果 を挙 げることができ、それ らを利用 した研究を進

めることもできました。但 し、実見 ・調査の成果の中には、中国側 の公表 を待たない と公

表できないものもあ りま した。

そこで、2012年9月16日(目)に 海外共同研究者 の張銘心氏(中 央民族大学)ら

を招 き、本課題研究の中間成果報告会 として、国際学術 シンポジ ウム 「墓誌 を通 した魏晋

南北朝史研究の新たな可能性」を開催 しま した。佐川英治(東 京大学)に 、本課題研究の

海外調査 の概要 とその成果 を整理 し、研究の展望 を示 していただくとともに、張銘心氏に

墓誌研究 の基本的問題にあた る墓誌の伝播 の状況 を本格的に呈示 していただきま した。 ま

た、王素氏(故 宮博物院、代読)に 新出の大唐西市博物館蔵北朝墓誌(当 時未刊)の うち

9点 を紹介 していただき、李鴻賓氏(中 央民族大学)に 同墓誌の 「北周是云侶及夫人賀拔

定妃墓誌」をもとに是云氏 と北魏元氏や賀拔 氏 との関係 を明 らかに していただき、墓誌 を

用いた魏 晋南北朝史研究 の可能性 を示 しま した。その成果等 をもとに、2013年5月 に

中間成果報告書 『墓誌 を通 した魏晋南北朝史研究の新たな可能性』を刊行 しました。

以上の成果等を踏まえて研 究を継続 しなが ら、2013年8月 末 には河北省 ・河南省 の

業地区で石刻史料 を実見 ・調査 し、2014年9月15日(日)に 最終年度 の研究成果報

告会 として、国際学術シンポジウム 「石刻史料か ら見た魏晋南北朝史―― 北朝史を中心 に

」 を開催 しま した。研究成果 の一端 として、佐川英治は墓誌 を用いて六鎮の乱 を見直

し、佐藤 智水(龍 谷大学)は 石刻史料 をもとに6世 紀前半青斉地方 における仏教の展開 と

その特徴 を明 らかにし、窪添慶文(東 洋文庫)は 墓誌 を用 いて北魏後期 の官僚 の遷転過程

を分析 し、北魏後期の官僚 の遷転がシステマチ ックであった ことを明示 しま した。 また、

葉煇 氏(北 京大学)に 新出墓誌 を多数含む墨香 閣蔵北朝墓誌 とその価値 を紹介 していただ

く一方、海外共 同研究者 の朴漢済氏(ソ ウル大学校名誉教授)に は、石刻史料をも とに魏

晋南北朝時代における 「胡」の問題 にっいて講演いただきました。

このシ ンポジウムの報告や講演をもととす る北朝関係の論考を中心に しなが ら、川合安



(東北大学)の 南朝墓誌に関する研究整理、研究協力者の室山留美子(大 阪市立大学都市

文化研究センター)の 石刻史料の史料批判的研究、永田拓治(阪 南大学)の 漢晋史研究に

おける文献史料の史料批判的研究の可能性に関する論考を加えて、研究成果報告書を刊行

します。

本研究成果報告書は、本研究課題の研究成果の一部ですが、魏晋南北朝史研究と石刻史

料研究 ・史料批判的研究の更なる進展と、魏晋南北朝史の基本問題の再検討に裨益するこ

とになれば幸甚です。
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北魏末の北辺社会と六鎮の乱

楊鈞 墓誌と韓買墓誌

東京大学　 佐　川　英　治

は じ め に

北朝 から隋唐への歴史展開を考えるとき、北魏 を崩壊 に導き、関隴集団 といわれる人々

の活躍 に道を開いた六鎮の乱 は重要である。 このことは関隴集 団の名付 け親で もある陳寅

恪が注意 していたことであったが1、この事件の歴史的な意義 を最初に正面か ら論 じたのは、

谷川道雄 「北魏末の内乱 と城 民」である2。この中で谷川氏は六鎮の乱 の反乱の主体 を 「城

民」=兵 士 と規定 した。 しか し、その後、直江直子 の北朝後期為政者 の出自に関す る議論

を受け3、「武川鎮軍閥の形成」では反乱の指導者を豪族 と位 置づ け、豪族が郷民を指導 して

起 こした反乱 と捉 え直 した4。直江氏は再度 「北魏の鎮人」において も、鎮民は必ず しも城

民ではな く、郷里社会で生業 を営む豪族 であったことを確認 している5。 これ に対 して川本

芳昭は、 「郷里」 といって もそれは史料 を残 した漢人の見方であって、実際 に反乱集団を結

びつけていたのは部族的紐 帯ではなかったかとす る疑問を提起 している6。一方、唐長孺 の

「試論魏末北鎮鎮民暴動的性質」は、豪族的な鎮民 と兵士である城 民を区別 しなが ら、反

乱の主体 は城民であ り、鎮民 はむ しろこれ を鎮圧す る側に立った として、反乱 の主要な原

因は鎮民の地位低下ではな く、鎮民 と城民の間の階級対立 にあるとした7。 これ に対 して朱

大渭 「代北豪強酋帥崛起述論」 は、六鎮の乱のみを対象 に論 じたものではないが、北魏末

の混乱期 における北辺 出身の豪族や酋長の活躍 を論 じた8。近年、薛海波 「北魏末年鎮民暴

動新探」 は、反乱の主体を匈 奴や高車 の酋長 とし、反乱の原因は軍鎮の官員 となった豪強

1万繩 楠整理 『陳寅恪魏晋南北朝史講演録』第十七篇 「六鎮問題」
、昭明出版社、1999年 、

301-326頁 。
2谷 川道雄 「北魏末の内乱 と城民」『増補　隋 唐帝国形成史論』

、筑摩書房、1998年 。 もと

は1958年 に 『史林』41巻5号 に掲載。
3直 江直子 「北朝後期政権為政者 グループの出身について」『名古屋大学東洋史研究報告』5

、
1978年 。
4谷 川道雄 「武川鎮軍閥の形成」『増補　隋 唐帝国形成史論』

、筑摩書房、1998年 。 もとは
1982年 に 『名古屋大学東洋史報告』8号 に掲載。

5直 江直子 「北魏 の鎮人」『史学雑誌』92-2
、1983年

6川 本芳昭 「部族解散の理解 をめ ぐって」『魏晋南北朝時代の民族問題』
、汲古書院、1998

年、173-178頁 。

7唐 長孺 「試論魏末北鎮鎮民暴動的性質」『山居存稿』中華書局
、1989年 。 もとは黄恵賢と

の共著で 『歴史研究』1964年 第1期 に掲載。

8朱 大渭 「代北豪強酋帥崛起 述論」同著 『六朝史論』 中華書局
、1998年 。 もとは1989年

に 『文史』第31輯 に掲載。
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酋帥とそ うなれ なかった一般の酋長層 との内部矛盾 にある としている9。総 じて、 この反乱

が民族問題 と深 く関わってい るとい う視点は深 ま りつつあるが、依然 として反乱が何 らか

の格差 に対する不満 に発 した とす る見方 は変わっていない。

この反乱が北魏全域に広がった ことを考えるとき、その背景 に広汎な被支配層の不満 が

あった とみるのは当然であ り、その性格は分析 しなくてはな らない。 しか し、そ うした不

満が必ず しも北魏 に対す る反乱 とい うかたちに結実す るか といえば、そ うとはいえないの

であって、よ り身近な鎮将 に対す る反抗や鎮か らの逃亡 とい うかたちになって現れた とし

てもおか しくはない(実 際 に 『魏書』の中にそのような記述はある)。 それにゆえに、この

反乱が明確な北魏 国家 に対す る反乱 となった理由を追及 しよ うとすれば10、なぜ破落干抜陵

なる人物が523年 頃、六鎮の とくにその西部地域で蜂起 したのか とい う問題 を当時の北魏

の北辺社会の地域性や特殊性 において より具体的に考えてみる必要がある。ただし、それ

を知るための破落干抜陵に関す る史料は、残念なが ら 『魏 書』に散見 され る寥 々たる記述

だけであって全 く乏 しい。 しか し、幸いに近年の墓誌 の発 見や資料の公刊 によって、六鎮

の乱の初期に最大の攻防戦の場 となった懐朔鎮で破落干抜 陵側 の包囲軍 と戦 って亡 くなっ

た鎮将の楊鈞 と鎮人 の韓買の墓誌が世 に現れた。本報告ではこの二つの墓誌 を手がか りに

この問題を考えてみたい。

一　 北魏建義元年(528)楊鈞 墓誌11

来歴不明。本世紀初頭 に陜西省華陰県 より出土。呉綱主編 『全唐文補遺 ・千唐誌齋新蔵

専輯』(三 秦出版社、2006年)、 陳輝 ・薛海洋編 『北魏楊鈞 墓誌』(河 南美術出版社、2008

年)、 堀井裕之 「「北魏 ・楊鈞 墓誌 」の訳注 と考察」(『駿台史学』第144号 、2012年3月)、

胡海帆 ・湯燕編 『北京大学図書館蔵金石拓本菁 華1996-2012』 北京大学出版社、2012年12

月)。

○史料1　 楊鈞墓誌(抄 録)

除使持節 ・都督恒州柔玄懐荒御夷三鎮二道諸軍事 ・安北將軍 ・恒州刺史。此寔舊 都、

枌楡之本。侈同耿亳 、富過苑許。地接戎場、人雜夷夏、鳴鏑或聞、胡茄時動。鳥徙風行、

昔號難制。公道之以禮、齊之以威。士有百金、職能三捷。是使莞蒲之盗、解犢捐 牛、藜

莠之民、獻馬奉秬。復以本號除廷尉卿。取訟連官、受裁方國、寰土用靖、肺石以虚。會

茹茹内亂、唐黎播越、綏來觀釁 、事委深算。遂除散騎常侍 ・假鎭北將軍 ・撫軍將軍・都

督懐朔沃野武川三鎭諸軍事 ・懐朔鎭大都督。尋授七兵 尚書、仍本將軍 ・北道大行臺。公

任總文武、職兼内外、將昇太階、剋隆鴻範。而運屬横流、覆舟反嘘噬、鎭堅構逆、遂見攻

圖。公親當矢石、嬰城 固守。犬羊浸盛、虎豹 尚遙、在危在節、處嶮 彌厲。以正光五年八

9薛 海波 「北魏 末年鎮民暴動新探― 以六鎮豪強酋帥為 中心― 」『文史哲』2011年2期 。
10下 記の 〔史料5〕(C)の 「中国を軽 んず」 とい う態度に明瞭に示 される。
11梶 山智史編『北朝隋 代墓誌所在総合 目録』(明治大学東アジア石刻文物研究所 ・汲古書院、

2013年5月)、NO.447。
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月廿九 日、遘疾薨 於鎭所。 天子振悼、群僚悲慟。男建義元年歳次戊申九月乙卯朔卅 日

甲申、將歸葬 於華山之下。

○史料2　 『魏書』巻58楊 播伝附鈞伝

播族弟鈞。祖暉、庫部給事、稍遷洛州刺史。卒、贈弘農公、諡曰簡。父恩、河間太

守。鈞 頗有幹用、自廷尉正為長水校尉 ・中壘將軍 ・洛陽令。 出除中山太守、入為司徒

左長史。 又除徐州 ・東荊州刺史、還為廷尉卿。拜恒 州刺史、轉懷朔鎮將。所居以強濟

稱。後為撫軍將軍・七兵 尚書 ・北道行臺。卒、贈使持節 ・散騎常侍 ・車騎大將軍 ・左光

祿大夫 ・華州刺史。

○史料3　 『周書』巻22楊 寛伝

父鈞 、博學彊識、舉秀才、拜大理平、轉廷尉正。累遷、歴洛陽令 ・左中郎將 ・華州

大中正 ・河南尹 ・廷尉卿 ・安北將軍 ・七兵尚書 ・北道大行臺 ・恒州刺史 ・懷朔鎮將、卒

越鎮。贈侍中 ・司空公、追封臨貞縣伯、諡曰 恭。(中 略)属鈞 出鎮 疸州、請從展効、乃

改授將軍 ・高闕戌主。 時茹茹 既亂 、其主阿那珍來奔、魏帝遣使納之、詔鈞率兵衛送。

寛亦從行、以功拜行臺郎中。時北邊賊攻圍鎮城、鈎 民等推寛守禦。尋而城陷、寛

乃北走茹茹。後討鎮賊、破之、寛始得還朝。

正光元年(520)正 月、柔然 の内紛 によって国を追われ た阿那珍 が洛陽にいた ると、朝廷

は恒州刺史楊鈞 を懐朔鎮将に任 じて阿那珍 を国に送 り返 した 〔史料1〕 〔史料3〕 。 尚書左

丞の張普恵 はわ ざわざ北魏の国力 を費や して柔然の復活 を助 けることにな ると反対す るが、

朝廷 は従わなかった12。正光 四年(523)四 月頃18、沃野鎮人破落干抜陵が反乱をお こす。

懐朔鎮は破落干抜陵の将衛可孤に一年以上囲まれ たが援軍は来なかった。楊鈞 は賀抜勝 を

朝廷か ら鎮遠將軍 ・仮征北将軍 ・都督北征諸軍事 に任 じられた臨淮 王彧 のもとに派遣 して

危機 を告 げさせ る14。賀抜勝は決死の少年十余騎で もって夜 に囲みを破 って雲 中の臨淮 王彧

のもとへいき、援軍の約束を得て帰 る。楊鈞 はまた賀抜勝を武川鎮 に派遣す るが、武川鎮

は陥落 した。楊鈞 が正光五年(524)八 月二十九 日に亡 くなったのちも 〔史料1〕 、懐朔鎮

城民は楊鈞 の子 の楊寛 を推戴 して抵抗 を続 けたが、孝昌元年(525)三 月に破落干抜陵の別

帥王の也不盧 らの攻撃によってついに懐朔鎮 は陥落 し15、楊 寛は柔然に逃 げる 〔史料3〕 。

12『 魏書』巻78張 普恵伝。
13『 資治通鑑』巻149梁 紀5に 、「考異曰 、魏帝紀 「正光五年破落拔 陵反、詔臨淮 王彧討

之、五月、彧敗、削官。」按令狐德フン周書賀抜勝傳 「衛可孤圍懷 朔經 年、勝乃告急於彧 。」

然則拔 陵反當在四年。」 とある。
14『 周書』巻14賀 抜勝伝。
15『 魏書』巻9粛 宗紀。なお、標点本 は 「王也不盧」を人名 と読むが、『魏書』巻82常 景

伝 には 「洛周遣其都督王曹総真 ・馬叱斤等率衆薊 南、以掠人穀、乃遇連雨、賊衆疲勞 。」 と

あ り、『資治通鑑』巻151梁 紀7の 同条の胡三省注に 「時杜洛周 ・葛榮等作亂 、其軍中將領

無不加以王爵、曹総 真以都督加 王號、故 日都督王。」 とあることか らすれ ば、ここは別帥王

の也不盧 と読 み、また 『周書』巻15干 謹伝 に 「西部鐵勒酋長也 列河」 とあるのを 『北史』

本伝 、『通典』巻156兵9は ともに 「也」 とす ることか らすれば、 「也」は 「也」 の訛 とみ

なすべきであろ う。
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二　 北斉天保七年(556)韓 買墓誌16〔写真1〕

2003年 晋中市楡次で 出土。原石 は晋 中市楡次区文物管理所で所蔵。太原市三晋文化研究

会編 『晋陽古刻選』編輯委員会 『晋陽古刻選 ・北朝墓誌』(山西 出版 ・山西人民出版社、2008

年1月)。 劉沢民主編 『三晋石刻大全 ・晋中市楡次区巻』(山 西 出版伝媒集団 ・三晋出版社、

2012年12月)に 「北斉□ 買墓誌銘」 として収録。

○史料4　 韓買墓誌(全 文)

□諱買、字買奴、遼東徒何人也。昔招搖降神、序星辰、而作帝、龍魚 叶祉、播

清明、以御天、道溢含文、事光甄耀。聖烈不窮、胎厥孫子、承家命氏、雄據 遼碣

、擇木來遊、遂居朔野、世緒彌昌、嘉聲 日競。祖冠軍將軍懐朔鎮將、有徳

有業、被於物談。父車騎大將軍儀同三司朔州史君、立功立事、績書王府。

公感雷電之精、受山陵之氣、天表魁傑、骨相英奇、孝友聞於邦國、任恤著

於郷部、器度弘遠、不拘近細。早結蕪庭之志、幼懐康俗之心。加以雅好詩

書、尤重干戚、深圖峻概、卓矣難窺。出身殿中將軍 ・員外司馬督、尋転軍主。

干時、皇猷外闢 、國歩内康、置戌交河之南、列候天山之北。而□夷猾夏、密

邇亭障、來若驚禽、去同激天。秋風暁渡、已見胡塵之逼、漢月夜圓、便聞鳴

鏑之響。公炎勇紛紜 、威動關 塞、追亡逐北、靜漠空山。以功加寧遠將軍 ・羽

林監。正光之末、數屬 屯否、 餓隸黥 徒、蝟起梟磔 、役散驪 山之下、盗聚緑林

之中、雑種 酋渠、遠近相扇 、懐朔一鎮 、濁在重 囲。劉琿處并 、 匹此非急、 馬敦

居□、 方茲 尚緩。王師赴援、失律相尋、物 晴崩駭、 人懐去就。公心俟本朝、確

乎不拔 、誠通皎 日、氣厲嚴霜。道窮力竭、將餌虎 口、壯節雄心、恥見降沒、□

夭年催、奄隨化往。以魏孝昌元年三月七 日卒於朔州、時年卅 五。間巷罷

歌、軍府行哭、朝廷哀傷、追加榮命。乃贈使持節燕恒肆三州諸軍事 ・恒州

刺史 ・太尉公。惟公材力絶人、忠勇貫世、軍謨將略、非亡韓白之流、拔剣據

鞍、豈直關張之敵。懸鼓鐘於匈鬲 、納山藪於心衿、軽生重義、遺財好士、空

負匡時之用、未展濟世之功。而地接窮桑、邑連負夏、積善既徴、高門且験。

是生三虎、剋誕八龍、英傑出於良弓、將相光於堂構、金張掩其貂珥 、袁楊

愧其公輔。有子如此、何恨幽泉。越以天保七年八月十八 日、遷葬於晉 陽

東北七十里、看山之南。式雕方石、圖美泉門、乃作銘曰。

修々巨海、奕々高山。氣流精躍、鍾美英賢。公侯継軌、世祿相傳。派流不已、

自東徂西。惟公挺生、是稱世徳。秉文資武、博見多識。言成世師、行為士則。

望雲驤首、憑風矯翼。世途有剥 、關河板蕩。忠勇奮發、釋位 同奬。朝野斯頼、

邦國終仰。功業未 申、但年忽往。哀結冕旒 、禮追文物。方即夜臺 。壟霧蒼芒、

松風蕭瑟。 一沈蒿裏、三千見 日。

16『 北 朝隋 代墓誌 所 在総 合 目録 』、No .760。
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本墓誌 の姓氏は不明であるが、『晋陽古刻選』 は 「韓買、字買奴、遼東徒何人、北斉安徳

郡王韓軌之父」 とす る。山西省文物局のHPに は全国重点文物保護単位である楡次 区什貼

村西北の什貼墓群 を紹介 して、 「地表には六基の封土が現存 してお り、当地の人 は“王墓”

と呼んでいる。墓葬 は黄土高原 の丘陵上に散在 してお り、面積 は約8万 平方米である。史

料 の記載 によれば、古墓中の一つは北斉 中書令韓軌 の墓 である。 これ らの六基 の封土墓 と

す でに調査 され た別 の一基 の無封 土墓 はみな韓軌 の家族墓葬 とみなせ る。墓葬 はみな天

井 ・過洞 ・斜坡 の墓道 かな る土洞墓である」17とある。韓軌 は 『北斉 書』巻15及 び 『北史』

巻58に 「太安狄 那人」 とあ り、懐朔鎮の出身者 であるが、父の名 は記 していない。本墓誌

は この墓群の中か ら出土 した ものと思われ るが、この墓群 を韓氏の もの とし、韓買を韓軌

の父 と断定 した根拠 は不明である。 ただ し、徒何は三国魏 か ら昌黎郡に属 し、昌黎 の韓氏

には 『魏書』巻42韓 秀(昌 黎人)や 『魏書』巻60の 韓麒麟(昌 黎棘城人)が い る。また

同 じく 『晋陽古刻選』収録 の墓誌 に、出土地は異なるものの、山西省晋 中市祁県白圭村出

土の韓裔 墓誌があ り、唱 黎賓屠人」 としている。その父の韓賢については 『北斉書』巻19

及び 『北史』巻53に 「廣寧石門人」とある。広寧郡は北魏末に朔州の桑乾郡を改めて広寧

郡 とし、井州の界内に僑置 した郡であ り、石門はその領県である18。羅新 「北斉韓長鸞 之家

世」 は、朔州 はもともと懐朔鎮 に置 かれ 、その郡県 は井州 の界内に僑置 されたことか ら、

韓賢は懐朔鎮出身者であるとす る19。また同 じく 『晋陽古刻選』に昌黎郡龍城県の人 なる韓

祖念墓誌があるが、 これ も六鎮出身の人である可能性 が高い。他に遼東 の人で懐朔鎮に移

った人には可朱渾元 もいる20。恐 らく後燕滅亡時に多 くの遼東遼西地域の人が六鎮に移 され

たであろ う。従 って断定す る根拠はない ものの、遼東徒何 を本貫 とし、代々懐朔鎮 に暮 ら

したこの墓誌の主が韓氏である可能性は考 えられる。本報告ではひ とまず 『晋陽古刻選』

の断定 には何 らかの根拠があるもの とみな し、韓買の墓誌 としてお く。

韓 買は殿 中将軍 ・員外 司馬督 に起家 し、ついで懐朔鎮の軍主に転 じた。その後、墓誌に

は柔然 と戦った様子がみえる。 となれ ば、この時、楊鈞 の部 下であった可能性 が高い。 こ

の功績 によって寧遠将軍 ・羽林監 を加 えられた。 しか し、正光末 に起 こった六鎮の乱 によ

り懐朔鎮は包 囲され、韓買は孝昌元年(525)三 月七 日に朔州で亡 くなる。 この場合の朔州

とは懐朔鎮のことであ り、 これが懐朔鎮陥落 の 日で あろ う。楊鈞 が亡 くなって約半年後の

ことである。

三　破落干抜陵の蜂起

17http://www .sxcr,gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=53&id=175
「現存地面六座封土堆、当地人俗称“ 王墓”。墓葬散布在黄土高原的□□ 之上、面積約8万

平方米。据史料記載、古墓 中其一為北斉 中書令韓軌之墓。該六座封土墓和巳探明的別1座

無封土墓、同為韓軌家族墓葬。墓葬均為帯天井 ・過洞 ・斜坡 墓道的土洞墓。」
18施 和金 『北斉地理志』中華書局、2008年6月 。
19羅 新 「北斉韓長鸞 之家世」『北京大学学報(哲 社版)2006年 第1期

、2006年 。羅氏は韓

喬墓誌の 「賓屠」 は 「賓徒」の誤 りとする。従 うべきであろ う。
20『 北斉書』巻27に 「可朱渾元

、字道元。 自云遼東人、世為渠帥、魏時擁衆内附、曾祖護

野肱終於懷 朔鎮將、遂家焉。」 とある。『北史』巻53も ほぼ同 じ。
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○史料5　 『北史』巻16太 武五王伝

及沃野鎮人破六韓拔 陵反叛、臨淮王彧討之失利、詔深為北道大都督、受尚書令李崇

節度。時東道都督崔暹敗於 白道、深等諸軍退還朔州。深上書曰

(A)邊豎 構逆、以成紛梗、其所由來、非一朝也。昔皇始以移防為重、盛簡親賢、擁麾

作鎮、配以高門子弟、以死防遏。不但不廢仕宦、至乃偏得復除、當時人物、忻慕為之。

及太和在歴、僕射李沖當官任事、涼州土人、悉免厮役、豐沛舊 門、仍防邊戌。自非得罪

當世、莫肯與之為伍。征鎮驅使為虞候 ・白直、一生推遷、不過軍主。然其往世房分、留

居京者、得上品通官、在鎮者、便為清途所隔。或投彼有北、以御魑魅、多復逃胡郷。乃

峻邊兵之格、鎮人浮遊在外、皆聽流兵捉之。於是少年不得從師、長者不得遊宦。獨為匪

人、言者流涕。(B)自 定鼎伊洛、邊任益輕、唯底滯凡才、出為鎮將。韓相模習、專事

聚斂。或有諸方姦吏、犯罪配邊、為之指蹤 、過弄官府、政以賄立、莫能自改。或言姦吏

為此、無不切齒 増怒。(C)及 阿那珍背恩、縦掠竊奔、命師追之、十五萬衆度沙漠、不

日而還。邊人見此援師、便 自意輕中國。尚書令臣崇時即申聞、求改鎮為州、將允其願、

抑亦先覺 、朝廷未許。(D)而 高闕 戌主、率下失和、拔 陵殺之為逆命 、攻城掠地、所見

必誅。王師屡北、賊黨 日盛。此段之舉、指望銷平。其崔暹隻輪不反、臣崇與臣、逡巡復

路。今者相與、還次雲中。馬首是瞻、未便西邁。將士之情、莫不解體,今 日所慮、非止

西北、將恐諸鎮尋亦如此。天下之事何易可量。

時不納其策。東西部勅勒之叛、朝議更思深言、遣兼黄門侍郎□道元為大使、欲復鎮

為州、以順人望。會六鎮盡 叛、不得施行。:深後上言 「今六鎮倶叛、二部高車亦同惡黨 、

以疲兵討之、必不制敵。請簡選兵、或留守恒州要處、更為後圖。」

○史料6　 永安三年(530)元彧 墓誌21

自正光之末、艱虞再起、戌卒跋扈 、揺蕩疆塞。

○史料7　 太昌元年(532)元顥 墓誌22

歳在執徐、楡關大擾、王師毎喪、□狗横行。仍以徒役苦虐吏之浸、流戌積懐歸 之思、

縁逖万里、影響群飛。

〔史料5〕 は六鎮の乱の背景 を分析 した同時代史料 として大変有名 な史料である。従っ

て最 も信頼 に足 る史料ではあるが、同時にそれはあ くまで朝廷の側か らみた分析であって、

必ず しも事件 の真相 を明 らかにした もの とはいえない。 ここで広陽王淵 は六鎮の乱 の原因

を分析 して、四つの原因を挙げてい る。(A)洛 陽遷都以後 の六鎮 の地位 の低下 とそれに伴

う鎮民の地位低下、(B)鎮 将の人選 の軽視 と凡庸な鎮将の収奪に苦 しむ鎮民の怒 り、(C)柔 然

の阿那珍 に対す る追討 の失敗 とそれによって生 じた辺民の中国に対す る軽視乃至は軽蔑の

感情、(D)高闕 戌主による戌兵の侮辱、である。 この うち、反乱 の直接の引き金 として挙げ

てい るのは(D)で ある。 この ことに関 しては、確 かに元彧 墓誌及び元顥 墓誌 も戌卒の反乱 と

21『 北朝 階代 墓誌所 在総 合 目録 』、NO.483。
22『 北朝 階代墓 誌所 在総 合 目録 』、No.503。
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していて見方が一致 してい る 〔史料6〕 〔史料7〕 。 しか し、韓買墓誌 をみる と事情はもっ

と複雑 である。「正光之末、數屬 屯否、餓隸黥 徒、蝟起梟磔 、役散驪 山之下、盗聚緑林之中、

雑種酋渠、遠近相扇 、懐朔一鎮、獨 在重 囲」 とあ り、戌卒の逃 亡だ けでなく、雑種 の酋渠

が参加することによって広 が りを得えた ことがわかる 〔史料4〕 。元淵 の上表 にも 「今六鎮

倶叛 、二部高車亦 同惡黨 」 とあり、兵士 の反乱 は間もな く高車 の民族反乱に広がったこと

がわかる 〔史料5〕 。『魏書』巻9粛 宗紀正光五年(524)夏 四月条に、 「夏 四月、高平酋長

胡宝反、 自稱高平王、攻鎮以應拔 陵」 とあるこ ともその例証 となる。

○史料8　 『北斉書』巻27破 六韓常伝

破六韓常、字保年、附化人、匈奴單 干之裔也。右谷蠡 王潘六奚沒於魏、其子孫以潘

六奚為氏、後人訛誤、以為破六韓。世領部落、其父孔雀、世襲酋長。孔雀少饒勇。時宗

人拔陵為亂、以孔雀為大都督 ・司徒 ・平南王。

○史料9　 『周書』巻15干 謹伝

謹兼解諸國語、乃單騎入賊、示以恩信。於是西部鐵勒酋長也列河等、領三萬餘戸並

款附、相率南遷。廣陽王欲與謹至折敷嶺迎接之。謹曰 「破六汗拔陵兵衆不少、聞也列河

等歸附、必來要撃。彼若先據險 要、則難與爭 鋒。今以也列河等餌之、當競來抄掠、然後

設伏以待、必指掌破之。」廣陽然其計。拔 陵果來要撃、破也列河於嶺上、部衆皆沒。謹

伏兵發、賊遂大敗、悉收得也列河之衆。魏帝嘉之、除積射將軍。

○史料10　 『北斉書』巻1斛 律金伝

斛律金、字阿六敦、朔州勅勒部人也。高祖倍侯利、以壯勇有名塞表、道武時率戸内

附、賜爵孟都公。祖幡地斤、殿中尚書。父大那珍 、光祿 大夫 ・第一領民酋長。天平中、

金貴、贈司空公。金性敦直、善騎射、行兵用匈奴法、望塵識馬歩多少、嗅地知軍度遠近。

初為軍主、與懷朔鎮將楊鈞送茹茹主阿那珍還北。王珍見金射獵、深歎其工 後珍入寇高

陸、金拒撃破之。正光末、破六韓拔陵構逆、金擁衆屬焉、陵假金王號。

○史料11　 『周書』巻14賀 抜勝伝

賀抜勝字破胡、神武尖山人也。其先與魏氏同出陰山。有如回者、魏初為大莫弗。祖

爾頭、驍勇絶倫、以良家子鎮武川、因家焉。獻文時、茄茄數為寇、北邊患之。爾頭將遊

騎深入覘候、前後以八十數、悉知虜之倚伏。後雖有寇至、不能為害。以功賜爵龍城侯。

父度拔 、性果毅、為武川軍主。

実際の ところ、最初 に立 ち上がった破 落干抜陵も一介 の戌卒ではない。破落干抜陵は酋

長一族の出身であ り 〔史料8〕 、抜陵の下には西部鉄勒酋長也列河 らが参加 していた 〔史料

9〕。反乱の側 に立った斛律 金や鎮将の側 に立った賀抜勝は、いずれ もこのような酋長層の

出身であって ともに軍主の地位 についていた 〔史料10〕 〔史料11〕 。 これ らのことかす

れ ば、抜陵もまた軍主 クラスであった可能性 が高い。広陽王淵 が 「一生推遷、不過軍主」

とい うように、軍主の地位 は極 めて低い 〔史料5〕 。 しか し、通常の郡県 とは違 って民政組

織をもたない六鎮社会 における軍主の地位 は、必ず しも郡県社会 と同 じとはい えない。『魏

書』巻41源 賀伝附懐伝 に引 く源懐 の上表に、 「景明以來、北蕃連年災旱、高原陸野、不任
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營殖、唯有水 田、少可災 畝。然主將参僚、專擅腴 美、瘠 土荒疇 給百姓、因此困弊、 日月滋

甚。諸鎮水 田、請依地令分給細民、先貧後富、若分付不平、令一人怨訟者、鎮將已下連署

之官、各奪一時之祿 、 四人 已上奪祿 一周」 とあるのは、本来 なら郡県の官僚が担 うべき役

割を鎮将以下の軍官が担 っていた ことを示す。そのなかで軍主は在地社会を代表す る存在

であった。 このよ うな軍主 を担 う酋長層が蜂起 した結果 、六鎮が次々 と陥落 していったの

は、六鎮社会において酋長層が果 たす役割がいかに大きかったかを示す。

しか し、六鎮が次々 と陥落す るなかで、ひ とり援軍 を待ちながら、一年半以上の長 きに

わたって籠城 を続 けたのが懐朔鎮であった。 このことは懐朔鎮が六鎮の中で も特殊 な性格

をもっていたこ とを示す。 以下、六鎮 における懐朔鎮 の位置 について述べ る。楊鈞 墓誌に

「都督懐朔沃野武川三鎭諸軍事 ・懐朔鎭大都督」 とある 〔史料1〕 。懐朔鎮は六鎮 中の西方

三鎮を統括す る都督府 が置かれていた鎮であった 〔表3〕 。六鎮 の乱の起点 となった高闕戌

もこの懐朔鎮の都督区に含 まれたことは疑いない。 とい うの も、『周書』楊寛伝 に「屬鈞 出

鎮恒州、請從展効、乃改授將軍 ・高闕 戌主」 とあ り、楊鈞 が恒州刺史 となった とき、その

子 の楊寛は高闕 戌主 となっている 〔史料3〕 。そ して楊鈞 が懐朔大都督であった ときに六鎮

の乱は勃発 してい る。その間に楊鈞 は一旦廷尉卿 となって中央 に戻っているか ら、六鎮の

乱勃発時の高闕 戌主は楊寛ではなかったであろ うが、『魏書』楊鈞伝 に 「拜恒州刺史、轉懷

朔鎮將。所居以強濟稱 」 とあることか らすれば、楊鈞 は恒州刺史、懐朔鎮将 の時代 に北辺

社会に対 して強い指導力 を発揮 したようである 〔史料2〕23。 六鎮 の乱が起 こった とき、六

鎮の西部 地域を統括 していた鎮将 は、実は元淵の言 うよ うな凡庸 な人物ではなくて、却 っ

て有能で野心的な楊鈞 であった ことに注意する必要がある。

そもそ も鎮将 に漢人 が就 くこ とは稀であ り 〔表2〕 、 しかも 〔史料1〕 に 「會茹茹内亂 、

唐黎播越 、綏來觀釁 、事委深算 」 とあるごとく、楊鈞 の懐朔鎮将就任は来降 して きた柔然

の阿那珍 を処遇す るとい う特殊な任務を帯びていた。 さらに、 〔史料5〕 の(C)に あるご

とく、この処遇 をめ ぐる失敗 は、辺民に 「輕 中國」の感情 を懐かせ るこ とにな り、六鎮の

乱 を導 く原 因の一つ となった。 こ うしてみ ると、北魏末 の六鎮の乱は、む しろこの楊鈞 の

懐朔鎮将就任 と深い因縁 をもっていたのである。

四　六鎮の変容と懐朔鎮

○史料12　 『魏書』巻4上 世祖紀上神片二年(429)条

冬十月、振旅凱旋干京師、告於宗廟。列置新民於漠南、東至濡源、西曁五原 ・陰山、

寛三千里。詔司徒平陽王長孫翰 ・尚書令劉潔 ・左僕射安原 ・侍中古弼鎮撫之。

○史料13　 『魏書』巻103高 車伝

後世祖征蠕蠕、破之而還、至漠南、聞高車東部在巳尼陂、人畜甚衆、去官軍千餘 里、

將遣左僕射安原等討之。司徒長孫翰 ・尚書令劉潔等諫、世祖不聽、乃遣原等井發新附高

23『 北斉書』巻25張 亮伝に 「亮性質直、勤力強濟、深為高祖 ・世宗所信、委以腹 心之任。」

とあり、『隋書』巻43楊 処綱伝に 「處綱雖 無才藝 、而性質直、在官強濟 、亦為當時所稱 。」

とあることか らすれば、 「強済」 とは行政手腕 を発揮す ることである。
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車合萬騎、至干巳尼陂 、高車諸部望軍而降者數十萬落、獲馬牛羊亦百餘萬、皆徒置漠

千里之地。乗高車、逐水草、畜牧蕃息、數年 之後、漸知粒食、歳致獻貢、由是國家馬及

牛羊遂至干賤、氈皮委積。高宗時、五部高車合聚祭天、衆至數 萬。大會、走馬殺牲、遊

遶歌吟忻忻、其俗稱 自前世以來無盛於此。會車駕臨幸、莫不折悦。後高祖召高車之衆隨

車駕南討、高車不願南行、遂推哀総樹者為主、相率北叛、遊賤金陵、都督宇文福追討、

大敗而還。又詔平北將軍 ・江陽王繼為都督討之、繼先遣人慰勞樹者。樹者入蠕蠕、尋悔、

相率而降。

○史料14　 『魏書』巻44孟 威伝

時四鎮高車叛投蠕蠕、高祖詔威曉喩禍福、追還逃散、分配為民。

○史料15　 『魏書』巻16江 陽王継伝

高車酋帥樹者擁部民反叛、詔繼都督北討諸軍事。 自懷朔巳東悉禀繼 節度。(中 略)

太師高陽王雍 ・太傅清河王懌 ・太保廣平王懷及門下人座、奏追論繼太和中慰喩高車、安

輯四鎮之勳、増邑一千五百戸。

ここでそ もそ も六鎮 は何 か振 り返 ってお こ う。六鎮の始ま りは、太武帝が柔然に壊滅的

な打撃 を与 えた後、 巳尼陂(バ イカル湖)周 辺にいた東部高車の民 を漠南に列置 し、これ

を 「鎮撫」 したことにある 〔史料12〕 。 北魏 は毎年柔然が攻 めてくる秋 から冬の時期 にか

けて平城か ら莫大な兵力 を送 り高車 の民 を庇護するかわ りに、彼 らか ら牛馬 の貢納 を受け

て共存共 栄の関係 を構築 した24。 〔史料12〕 によれば、は じめ高車 を鎮撫 させたのは長孫

翰 ・劉潔 ・安原 ・古弼の四人であ り、また 〔史料14〕 に 「四鎮高車」とあ り、〔史料15〕

に 「慰喩高車、安輯四鎮之勳 」 とあることか らすれば、いわゆる六鎮の中で もこの時特に

高車 を鎮撫す るた めに置かれたのは四鎮 であった と考え られ る。 また 〔史料15〕 か らそ

の四鎮 とは懐 朔鎮以東の四鎮であ り、すなわち懐朔、武川、撫冥、柔玄、懐荒、禦夷諸鎮

中の四鎮 であったこ とがわかる。 よって、その四鎮 とはいずれ も懐柔の意味が込 められた

懐朔、撫冥、柔玄、懐荒の四鎮 であった可能性が高い25。す なわち、本来の懐朔鎮の 目的は、

他 の鎮 と並んで高車 を始め とす る北方遊牧民族 を鎮撫 して漠南に定着 させ ることにあった。

○史料16　 『魏書』巻9粛 宗紀正光五年(524)八 月詔

諸州鎮城人、本充牙爪、服勤征旅、契闊行間、備嘗勞劇。逮顯祖獻 文皇帝、自北被

南、淮海思乂、便差割強族、分衛方鎮。高祖孝文皇帝、遠遵盤庚、將遷嵩洛、規遇北疆、

蕩關南境、選良家酋腑 、増戌朔垂、戎桿所寄、實惟斯等。

○史料17　 『魏書』巻41源 賀伝附懐伝

懐旋至恒代、案視諸鎮左右要害之地、可以築城置戌之處。皆量其高下、掃其厚薄、

及儲糧積仗之宜、犬牙相救之勢 、凡表五十人條。表曰「蠕蠕不覇、自古而爾。遊魂鳥集、

水草為家、中國患者、皆斯類耳。歴代驅逐、莫之能制。雖北拓楡中、遠臨瀚海、而智臣

24拙 稿 「北魏六鎮史の研究」(科研 報告書 『大青山一帯の北魏城址 の研 究』
、2013年6月)。

25武 川鎮は道武帝の時代からあ り
、沃野鎮 と禦夷鎮が六鎮の列 に加わったのは洛陽遷都以

後である。六鎮の設置についての詳 しい経緯 は、「北魏六鎮史の研究」 を参照 されたい。
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勇將、力算倶竭、胡人頗遁、中國以疲。干時賢哲、思造化之至理、推生民之習業。量夫

中夏粒食邑居之民、蠶衣儒歩之士、荒表茄毛飲血之類、鳥宿禽居之徒、親校短長、因宜

防制。知城郭之固、暫勞永逸。 自皇魏統極、都於平城、威震天下、德籠宇宙。今定鼎成

周、去北遙遠。代表諸蕃北固、高車外叛、尋遭旱倹、戎馬 甲兵、十分闕八 。去歳復鎮陰

山、庶事蕩盡、遣尚書郎中韓貞 ・宋世量等檢行要險、防遏形便。謂準舊鎮める東西相望、令

形勢相接、築城置戌、分兵要害、勸農積粟、警急之 日、隨便翦討。如此則威形增廣、兵

勢亦盛。且北方沙漠、夏乏水草、時有小泉、不濟大衆。脱有非意、要待秋冬、因雲而動。

若至冬 日、冰沙凝属、遊騎之寇、終不敢攻城、亦不敢越城南出、如此北方無憂矣。」世

宗從之。今北鎮諸戌東西九城是也。遷驃騎 大將軍。

○史料18　 『太平寰宇記』巻36霊 州 ・廃懐遠県

蘭山澤 ・六鎮三戌、按陸恭之 『風土記』云、正始三年(506)、 尚書源思禮(源 懐)・

侍郎韓貞撫巡蕃塞、以沃野鎮居南、(其)〔與〕蘭山澤 ・六鎮不齊、源別置三戌。

○史料19　 『玉海』巻19元 魏六鎮

六鎮並在今馬 邑 ・雲中 ・単干界。正始中(504-508)、 源思禮以跋 野(沃 野)置 鎮

居南、與六鎮不齊、更立三戌亦在馬 邑等郡界。

○史料20　 『水経注』巻3河 水条

白道中溪水注之、水發源武川北塞中、其水南流逕武川鎮城、城以景明中(500-503)

築、以禦北狄矣 。

しか し、こ うした鎮 の性格は五世紀の後半に大 きく変容す る。劉宋 の晋安王子助 の乱を

きっかけ として、献文帝 の時代 に淮 北四州を併合 した結果、大量の兵力を南方に振 り向け

ざるをえな くなったか らである 〔史料16〕 。その結果、源懐によって六鎮 にも大改革が施

された 〔史料17〕 。 その大改革 とは、第一に、鎮 を充実 させ るための入植がお こなわれ た

こと 〔史料16〕 、第二 に、鎮の再配置 と城戌の増設 によって北緯41度 附近に一列 に並ぶ

防衛ラインが築かれ たこ と 〔史料18〕 〔史料19〕 〔表1〕 〔図1〕26、 第三に、鎮 に城郭

と倉庫が設置 され、籠城の設備が整 えられたこと 〔史料17〕 、そ して第四に、都督制が導

入 され、鎮の組織化が図 られたこ とである 〔表3〕27。 この中で懐朔鎮 は、沃野、懐朔、武

川の西方三鎮 を管轄す る六鎮 中の重鎮へ と発展 していったのである 〔史料1〕 。

五　阿那珍の投降と楊鈞の懐朔鎮将就任

○史料21　 『魏書』巻69袁 翻伝

神龜末(520)、 遷冠軍將軍 ・涼州刺史。時蠕蠕主阿那珍 ・後主婆羅門、並以國亂

來降、朝廷問翻安置之所。翻表日 「(中略)自卜 惟洛食、定鼎伊藻、高車 ・蠕蠕迭相呑

嘘。始則蠕蠕衰微、高車強盛、蠕蠕則 自救靡暇、高車則僻遠西北。及蠕蠕復振、反破高

26こ の時、沃野鎮が北 に移 され、御夷城が御夷鎮に昇格 した。 「北魏六鎮史の研究」参照。
27管 見の限 り、孝文帝以前に六鎮 に都督制が しかれていた事実はない。「北魏六鎮史の研究」

参照。
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車、主喪民離、不絶如綫。而高車今能終雪其耻、復摧蠕蠕者、正由種類繁多、不可頓滅

故也。然闘此爾敵、即卞荘之算、得使境上無塵數十年中者、抑此之由也。(中 略)今 蠕

蠕雖主奔於上、民散於下、而餘黨 實繁、部落猶衆、處處碁布、以望今主耳。高車亦未能
一時井兼、盡令率附。(中 略)又 高車士馬雖衆、主甚愚弱、上不制下、下不奉上、唯以

掠盗為資、陵奪為業。河西桿禦強敵、唯涼州 ・敦煌而巳。涼州土廣民希、糧仗素闕、燉

煌・酒泉空虚尤甚、若蠕蠕無復竪立、令高車獨檀北垂、則西顧之憂、匪旦伊夕。愚謂蠕

蠕二主、皆宜存之、居阿那瑰於東偏、處婆羅門於西裔、分其 民、各有攸仮屬。那珍住所、

非所經見、其中事勢、不敢輯陳。其婆羅門請修西海故城以安處 之。西海郡本屬涼州、今

在酒泉直北、張掖西北千二百里、去高車所住金山一千餘里、正是北虜往來之衝要、漢家

行軍之舊道、土地沃衍、大宜耕殖。非但今處婆羅門、於事為便、即可永為重戌、鎮防西

北。宜遣一良將、加以配衣、仍令監護婆羅門。凡諸州鎮應徒之兵、隨宜割配、且田且戌。

雖外為置蠕蠕之舉、内實防高車之策。一二年後、足食足兵、斯固安邊保塞之長計也。」

○史料22　 『魏書』巻103蠕 蠕伝

九月、蠕蠕後主侯匿伐來奔懷朔鎮、阿那瑰兄也、列稱 規望乞軍、并請阿那瑰。十月、

録尚書事高陽王雍 ・尚書令李崇 ・侍中侯剛 ・尚書左僕射元欽 ・侍中元叉 ・侍中安豐 王延

明 ・吏部尚書元脩義 ・尚書李彦 ・給事黄 門侍郎元纂 ・給事黄門侍郎張烈 ・給事黄門侍郎

盧同等奏曰 「竊聞漢立南 ・北單于 、晉有東 ・西之稱、皆所以相維禦難、為國藩籬。今臣

等參議以為懷朔鎮北土名無結山吐若奚泉、敦煌北西海郡即漢晉舊 障、二處寛平、原野彌

沃。阿那瑰宜置西吐若奚 泉、婆羅門宜置西海郡、各令總率部落、牧離聚散。其爵號及資

給所須、唯恩裁處。彼臣下之官、任其舊俗。阿那瑰所居、既是境外、宜少優遣、以示威

刑。請沃野 ・懷朔 ・武川鎮各差二百人、令當鎮軍主監率、給其糧仗 、送至前所、仍 於彼

為其造構、功就聽 還。諸於北來、在婆羅門前投化者、令州鎮上佐準程給糧、送詣懷朔阿

那瑰、鎮與使人量給食塵廩。在京館者任其去留。阿那瑰 草創、先無儲積、請給朔州麻子乾

飯二千斛、官駝運送。婆羅門居於西海、既是境内、資衛不得同之。阿那瑰等新造藩屏、

宜各遣使持節馳驛先詣慰喩、井委經略。」粛宗從之。

○史料23　 『魏書』巻78張 普恵伝

正光二年(521)、 詔遣楊鈞 送蠕蠕主阿那瑰還國。普恵謂遣之將胎後患、上疏曰 「臣

聞乾元以利貞為大、非義則不動、皇王以博施為功、非類則不從。故能始萬物而化天下者

也。伏惟陛下叡哲欽明、道光虞舜、八表宅心、九服清曼晏。蠕蠕相害於朔垂、妖師扇亂於

江外、此乃封豕長蛇、不識王度、天將悔其罪、所以奉皇魏。故荼毒之、辛苦之、令知至

道之可樂也。宜安民以悦其志、恭己以懷其心。而先 自勞擾、艱難下民、興師郊甸 之内、

遠投荒塞之外、救累世之勁敵、 可謂無名之師。諺曰 『唯亂門之無過』、愚情未見其可。

當是邊將窺竊一 時之功、不思兵為凶器、不得巳而用之者也。夫 白登之役、漢祖親困之。

樊□欲以十萬衆横行匈奴中、季布以為不可、請斬之。千載以為美。況 全旱酷異常、聖慈

降膳、乃以萬五千人使楊鈞為將而欲定蠕蠕、忤 時而動、其可濟乎。阿那瑰投命皇朝、撫

之可也、豈 容困疲我兆民以資天喪之虜。昔荘公納子糾、以致乾時之敗、魯僖以□國、而

有懸冑之恥。今蠕蠕時亂、後主繼 立、雖云散亡、姦虞難抑。脱有井□ 之慮、楊鈞 之肉其

可食乎。高車 ・蠕蠕、連兵積年、飢饉相仍 、須其 自斃、小亡大傷、然後 一舉而并之。此
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卞氏之高略、所以獲兩虎、不可不圖之。今土山告難、簡書相續、蓋亦無能為也、正與今

舉相會、天其或者欲以告戒人、不欲使南北兩疆 、並興大衆。脱狂狡構間於其間、而復事

連中國、何以寧之。今 宰輔專欲好小名、不圖安危大計、此微 臣所以寒心者也。那瑰 之不

還、負何信義。此機 之際、北師宜停。 臣言不及 義、文書所經 過 、不 敢不陳。兵猶火也 、

不敢將 自焚。二虜 自滅 之形、可以為殷鑒 。伏願輯和萬國、以靜 四疆 、混一之期 、坐而 自

至矣 。 臣愚 昧多違 、必 無可採、 匹夫之智、願以呈獻 。 」

○史料24　 『魏 書』巻103蠕 蠕伝

(正光)三 年(522)十 二 月、阿那瑰 上表乞粟以為 田種、詔給萬石。 四年(523)、 阿

那瑰 衆大飢、 入塞寇 抄、肅 宗詔 尚書左 丞元孚 兼行臺 尚書持節 喩之。孚見阿那瑰 、為 其所

執、以孚自隨、驅掠良口二千、公私驛馬牛羊數十萬北遁、謝孚放還。詔驃騎大將軍 ・尚

書令李崇等率騎十萬討之、出塞三千餘里、至瀚海、不及而還。侯匿伐至洛陽、肅宗臨西

堂、引見之。五年、婆羅門死於洛南之館、詔贈使持節 ・鎮西將軍 ・秦州刺史 ・廣牧公。

○史料25　 『魏書』巻18太 武五王列伝

孚持白虎幡勞 阿那珍於柔玄 ・懷荒二鎮間。阿那瑰衆號三十萬、陰有異意、遂拘留孚、

載以□車、日給酪一升、肉一段。毎集其衆、坐孚東廂、稱為行臺、甚加禮敬。阿那瑰遂

南過至舊京、後遣孚等還、因上表謝罪。有司以孚事下廷尉、丞高謙之云孚辱命、處孚流

罪。

○史料26　 『北史』巻56魏 蘭根伝

正光末(正 しくは正光四年)、 尚書令李崇為大都督、討蠕蠕、以蘭根為長史。因説

崇日 「縁邊諸鎮、控攝 長遠、昔時初置、地廣人稀、或徴發 中原強宗子弟、或國之肺腑寄

以爪牙。中年以來、有司乖實、號曰府戸、役 同厮養、官婚班齒、致失清流。而本宗舊類、

各各榮顯、顧瞻彼 此、理當憤怨。宜改鎮立州、分置郡縣。凡是府戸、悉免為平人、入仕

次第、一準其舊。此計若行、國家庶無北顧之慮。」崇以奏聞、事寢 不報。

○史料27　 『魏書』巻103蠕 蠕伝

是歳(524)、 沃野鎮人破六韓拔 陵反、諸鎮相應。孝 昌元年春(525)、 阿那瑰 率衆

討之、詔遣牒 具仁齎雑物勞賜阿那瑰、阿那瑰拜受詔命、勒衆十萬、從武川鎮西向沃野

頻戰克捷。四月、肅宗又遣兼通直散騎常侍 ・中書舍人馮雋使阿那瑰、宣勞班賜有差。阿

那瑰部落既和、士馬稍盛、乃號敕連頭兵豆伐可汗、魏言把攬也。

六鎮 の乱はこの懐朔鎮の管轄 内で起 こった。そこで次に523年 とい う時期が上記に述べ

た懐朔鎮 の性格 とどのよ うにかかわるか とい う問題 がある。す でに見たよ うに、柔然の阿

那瑰 の投降 と楊鈞 の懐朔鎮将就任 とは直接のつなが りがある 〔史料1〕 〔史料3〕 。当時、

アルタイ 山脈 を拠点 とす る高車が強勢 となってお り、柔然はこれに敗れて弱体化 していた

〔史料21〕 。分裂 した柔然主の阿那瑰 と婆羅門が相継いで降伏 してきた ことで、朝廷は阿

那瑰 を懐朔鎮の北 に置 き、婆羅門 を敦煌 に置いて高車に対す る藩屏 とす る策を取 る 〔史料

22〕 。 この うち、阿那瑰 を懐朔鎮 の北 に安置す る使命 を担 ったのが懐朔鎮将の楊鈞 であっ

た。 しか し、張普恵が厳 しく指弾 しているよ うに、これは 「累世之勁 敵」 を救 う行為でも

あった。 しかも 「當是邊將窺竊 一時之功、不思兵為 凶器、不得 巳而用之者也」 とあること
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か らすれば、楊鈞 自身がこの施策に積極的に関わっていた と考え られる 〔史料23〕 。時あ

たか も元乂 専権の時代であ り、楊鈞 はこの元乂 に取 り入 ろ うとしていた28。つま りは、この

時の柔然安置策は、積年の北辺問題 を解決す ることで功名 を建 てよ うとする元乂 と、その

意を受 けて出世 を果たそ うとす る楊鈞 の野心 になるもの らしいのである29。ゆえに楊鈞 が柔

然 と緊密 な関係 をもっていた ことは、後に懐朔鎮陥落時に子 の楊 寛が柔然 に逃げているこ

とか らも明 らかである 〔史料3〕 。

この時、阿那瑰 を北に送 る役割 を担わ され たのは、「沃野 ・懷朔 ・武川鎮各差二百人、令

當鎮軍主監率」とあるよ うに、楊鈞 の都督 区内の三鎮の軍主であった 〔史料22〕 。しかも、

楊鈞 は阿那瑰 を統御で きず、北辺一体は阿那瑰 の蹂躙 を受 ける 〔史料24〕 〔史料25〕 。

そ こで李崇が阿那瑰 討伐 に派遣 され るが、功績 を挙 げられなかった李崇 は六鎮 に対す る郡

県制 の導入を上表す る 〔史料26〕 。 この郡県制導入の 目的は、この時の李崇 らそ して 〔史

料5〕 の元淵、 〔史料16〕 の粛宗孝明帝の詔の立場は一貫 して低い地位 に置かれた府戸 を

解放す ることにある。 しか し、それ まで六鎮 には軍政系統の行政組織 しかな く、 しかもそ

の軍政組織の末端は酋長層 が占めていたので あるか ら、そこにお ける郡県制の導入 は、六

鎮社会 に対す る官僚的支配 を強化す ることにな り、む しろそれ こそが郡県制導入の主眼で

あったのではなかろ うか。 これ らのことが酋長 にとって北魏、 とりわけ鎮将 の楊鈞 に対す

る強い憤 りに結びついた と想像す ることは難 しくない。事実、高車の曾長 の斜律金は、ま

さに軍主 として楊鈎に従 って阿那瑰 を北に送 ったのち、阿那瑰 の蹂躙 に対 して戦い、そ し

て破落干抜陵の反乱軍に加わ るのである 〔史料10〕 。同 じよ うな経歴 を辿 りなが ら最後ま

で懐朔鎮 に殉 じた韓 買 との違いが どこにあるかは問題であるが、墓誌 を見 る限 り韓 買が曾

長層であったことを示す記述はな く、あるいは完全 なる鎮 の城民 となっていた ことに原因

があるか も知れない 〔史料4〕 。

阿那瑰 は朝廷の求めに応 じて六鎮の反乱軍を破 り、可汗 として復活 を遂 げた 〔史料27〕 。

鎮民は散 り散 りとなって南下を余儀 なくされた。そ もそ もこれ らの諸部族は、太武帝が柔

然 を漠南 から追い払ったあ と、柔然 に対す る藩屏 として安置 された ものである。柔然が再

び彼 らの草原 に入って くれ ば、彼 らの権益だけでな く生存す ら脅かす存在にな りかねない

ことは彼 らには自明のことであったろ う。にもかかわ らず、北魏 が柔然 を漠南に引き入れ、

なおかつ制御が及 ばないことが明 らかになったとき、彼 らはもはや 自立の道を歩むほかな

かった。 〔史料5〕 に言 うところの 「輕 中國」 とはそ うした感情であ り、それ こそまず最初

に鎮民を して反乱に立 ち上が らせた感情であったと思われ る。

ま と め

28『 魏書』巻58楊 播伝附昱伝 「久之、轉太尉掾 、兼 中書舍 人。靈 太后嘗從容謂昱曰 、『今

帝年幼 、朕親萬機、然 自薄徳化不能感親姻、在外不稱人心、卿有所聞、慎勿諱隱。 』昱 於

是奏揚州刺史李崇五車載貨、恒州刺史楊鈞 造銀食器十具、並餉領軍元叉。靈 太后召叉夫妻

泣而責之。叉深恨之。」 とある。
29こ のこ とはシンポジウムにお ける会田大輔博士のコメン トで御示唆を受 けた

。
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本報告の要点 は以下の とお りである。

1.六 鎮の乱で主導的な役割 を果 た したのは酋長層で あり、彼 らはまた鎮の軍主層で もあ

った。

2.反 乱の直接 のきっかけは、北魏が柔然を漠南 に引き入れたこ とで、彼 らの生存が脅か

されたことにある。

3.そ の施策を積極的に進 めたのは懐朔鎮将の楊鈞 であ り、そのため反乱 はまず楊鈞 が管

轄する六鎮の西部地域で起 こった。

4.六 鎮社会 の変化 は、遠 くは劉宋 の晋安王子鋤の乱 に由来 し、 さらには北アジアにおけ

る高車や柔然 の動 きとも連動 していた。

5.少 な くともその初期 において、六鎮 の乱は民族反乱 としての性格をもった。
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表1　北魏北辺城址位置

城址遺址

烏拉特后旗
那仁宝力格
蘇木古城址

烏拉特前旗
根子場古城

烏拉特前旗
増隆昌古城

包頭市九原
区哈徳門溝
古城

固陽県白霊

□城忘刧古

城

武川県二分
子古城

達茂旗希拉
穆仁城忘刧
古城

大青山郷下
南灘古城

武川県大青
山郷土城梁
古城

四子王旗烏
蘭花土城子
古城

四子王旗庫
倫図郷庫倫
図古城

輝騰錫勒遺址

察右后旗克
里孟古城

興和県民族
団結郷土城
子古城

河北省尚義
県三工地鎮
土城子古城

河北省張家

口市張北県

位置

40°　53' 36.96" N

106° 36' 57.12" E

(城址 西 南 角)

41° 8' 48.57" N

108° 47' 55.08" E

(城址 北 城 垣)

41°　11'　15.81"　 N

109°　34'　48.29"　 E

(城址 西 南 角)

40°　41'　9.37"　N

109°　 38'　31.15"　 E

(城址 南 垣)

41°　12'　13.97"　 N

110°　 8'　26.51"　 E

(城址 東 南 角)

41°　21'　27.51"　 N

110°　41'　42.57"　 E

(城址 西 南 角)

41°　19'　23.81"　 N

111°　 11'　26.04"　 E

(城址 西 南 角)

?

40°　57'　N

111°　29'　E

(土城 梁村所 在)

41°　27'　34.39"　 N

111°　44'　17.69"　 E

(城址 西 南 角)

41°　36'　12.52"　 N

111°　 59'　38.62"　 E

(城址 西 南 角)

41°　07'　N

112°　 36'　E

41°　33'　55.55"　 N

112°　50'　16.55"　 E

(城址 西 南 角)

40°　59'　27.09"　 N

113°　48'　54.76"　 E

(城址 東 北 角)

41°　15'　9.57"　 N

113°　57'　14.60"　 E

(城址 西 南 角)

41°　 9'　N

114°　42'　E

標高

1135

1033

1404

1116

1555

1637

1603

1794

1533

1603

2046

1465

1257

1382

1393

規模

北城 、一辺

40、 南城、

南北48× 東

西64

東西約1500

×南北 約500
～600

南北約315×

東 西約240

南北212× 東

西197

東 西約1300

×南北約

1100

南 北約744×

東 西690

南 北426× 東

西452

南城 、南北

110× 東西

102

一辺900の 正

方 形

南 北455× 東

西420

南北700× 東

西1520

一辺約500の

正方形

南 北1003×

東 西1100

地名比定

高闕戌

沃野鎮

光禄城

旧懐朔鎮

懐朔鎮

武川鎮?

武川鎮?

武川鎮?

軍事城塞

撫冥鎮

軍事城塞

九十九泉

牛川城?

長川城

柔玄鎮

懐荒鎮

備考

本報告書の黄論文を参照。

漢沃野県城か ら漢朔方故城を経て北に移

された沃野鎮。

郭建 中 「北魏泰常八年長城尋踪」は本遺

跡を北魏の五原 とみる。懐朔鎮は延和二

年(433)ま で五原に置かれた。

正光四年(523年)に 朔州が置かれ、永

煕三年(534年)に 朔州が内遷 して廃 さ

れる。

武川鎮とされ る城址の一つ。

南北二城か ら成 り、附近には遼金の故城

址あり。武川鎮の所在地 として有力視 さ

れる。

三つの台基、城壁は未確認。かつてはこ

こを武川鎮 とす る説もあったが、今 日で

はこの立揚を取る研究者は少ない。

南城 と規模の大きな北城か らなる。北城

の規模は不明。広徳殿の所在地とす る説

もあり。

城中に三つの建築遺址。

海抜2000メ ー トル 、東西約50キ ロ、南 北

約20キ ロの間に遺跡 が分布 。

東墻330、 西墻700、 南墻1508、 北墻1520

の台形 。 ここを柔玄 鎮 とす る説 もあ る。

常謙 「北魏長川古城遺址考略」による。

魏雋如 ・張智海 「北魏柔玄鎮地望考述」

による。

厳耕望による

比定

東経108度 あた

り、 翻ヒ緯41.5

度

東経109度 か ら

110度 の間 、北

緯41度 のやや北

武川県内

東経112.5度 く

らい、北緯

41.5度 あた り

興和 県の北 、

約東経114度 、

北緯41.5度

張北県附近、

約東経115度の

やや西、北緯

41度 のやや北
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17

18

19

河北省張家
口市沽源県
大紅城子城址

河北省張家
口市赤城県
猫峪村古城

址

河北省張家
口市赤城県

41°　43'　54.03"　 N

115°　43'　12.94"　 E

(城址 西 南 角)

41°　 8'　6.47"　N

115°　44'　57.08"　 E

(城址 西 南 角)

40°　54'　N

115°　49'　E

1404

1078

893

南北164× 東

西200

南 北146× 東

西161

禦夷故城

禦夷鎮

赤城鎮

成 一農 「太 和年 間北魏禦 夷鎮初探 」

(『北大史 学』第5輯 、1998年)に よ

る。 規模 はGoogle　 earthで の計測。

成一農 「太和年間北魏禦夷鎮初探」によ
れば、独石 口郷南1里に独石(城?)が あ

り、さらに河に沿って南下し猫峪堡の西

南500mの とこ古城址 があるとい う。

独石口鎮ある

いはその東数

十里

赤城県の南数
十里

塔猛圭編『草原考古学文化研究』をもとに備考に奉げた他の資料を参照しながら作成。経緯度と高度の数字は
全てGoogle　earthの表示による。城壁の規模のデータは参考までに主な数字を挙げたものであり、全てのデータ

を反映させているわけではない。

表1か ら表3お よび図1は 、いずれ も拙稿 「北魏六鎮史の研究」(『大青山一帯の北魏城

址の研究』、2013年6月)よ り転載。
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図1　 北魏北辺城址 位置図(内 蒙古自治区地図制印院 『内蒙古自治区集』中国地図出版社、2007年10月 、10-11頁 をもとに作成)



表2　六鎮鎮将表

時代

献文帝

孝文帝

孝文帝

孝文帝

宣武帝

宣武帝

宣武帝

宣武孝明

宣武孝明

名

元長寿

元鬱

馮某

韓天生

慕容契

干勁

干祚

慕容昇

孟威

時代

太武帝　　文成帝

孝文帝
孝文帝

孝文帝

孝文帝

孝文帝

宣武帝

宣武帝

宣武帝

宣武孝明

宣武?

孝明帝

宣武孝明

孝明帝

孝明帝

名

可朱護蜀肱　
慕容某

元天賜

元鬱

劉天興

元頤

元萇

陸延

元尼須

穆蔑

宇文福

韓某

于昕　　鮮于寳業

段長

楊鈞

出 自

景穆王子

景穆子孫

平城

安定安武

昌黎

外戚

外戚

昌黎　　
河南洛陽

爵位

城陽王

済陰王

定陶男

富昌子

鉅鹿郡開国公　

将軍号

征西大将軍(前従1上 、後2)

平北将軍(前従2上、後3)

征虜将軍(前3上 、後従3)

征虜将軍(前3上 、後従3)

振威将軍(前4中 、後従4)

征虜将軍(前3上 、後従3)

龍驤将軍(前3上 、後従3)

鎮将

沃野鎮都大将

沃野鎮都大将

沃野鎮将

沃野鎮将

沃野鎮将

沃野鎮将

沃野鎮将

沃野鎮将

沃野鎮将

出自

遼東　　昌黎

景穆王子

景穆子孫

定州中山

景穆子孫

平文子孫

代

代

河南洛陽

遼東徒何

代漁陽

遼西

弘農華陰

爵位

汝

陰王　　　　
済陰王

陽平王

艾陵伯

河南公

将軍号

平西将軍(前従2上、後3)

征北大将軍(前従1上、後2)

征東大将軍(前従1上、後2)

征西 大将軍(前従1上、後2)

安北将軍(前2下 、後3)

征北将軍(前従1中 、後2)

冠軍

将軍(後従3)揚烈

将軍(前5上、後5品上)　　　

仮鎮北将軍(前従1下 、後従2)

鎮将

懐塑鎮将　　

懐朔鎮都大将

懐朔鎮大将

懐朔鎮都大将

懐朔鎮将

懐朔鎮大将

懐朔鎮都大将

懐朔鎮大将

懐朔鎮将

懐朔鎮将

懐朔鎮将

懐朔鎮将

懐朔鎮将

懐朔鎮将

懐朔鎮将

懐朔鎮大都督

出典

魏19/509

秦晋 豫16

安豊311

魏51/1129

魏50/1123

北 23/844

魏31/740

魏50/1123

魏44/1006

出典

斉 27/376

秦晋 豫16

北17/639

秦晋 豫16

碑校5/83

北17/630

北15/548

魏30/731

魏41/926

魏27/677

魏44/1002

晋 陽75

魏31/747

斉41/539

北6/209

駿台史学144

時代

孝文帝

孝文帝

孝文帝

孝文帝

宣武帝

宣武孝明

宣武孝明

孝明帝

孝明帝

孝明帝

孝明帝

孝明帝

時代

名

長孫呉児

元英

元蘭

元叱奴

陸延

苟愷　　宇

文永　　宇昕　　

斛律謹

侯莫陳少興

□萇山

許彪

名

孝文帝　　元継

孝文帝　　元休

孝文帝

孝文宣武

元業

元篤

出自

代

景穆子孫

烈帝子孫

昭成子孫

代

代

昌黎棘城　　
代
太安

朔州武川

河聞鄭

出 自

道武子孫

景穆王子

道武子孫

爵位

南康公

仮魏公

建陽子

河南公

河東公

将軍号

平北将軍(前従2上、後3)

平北将軍(前従2上、後3)

安南将軍(前2下 、後3)

冠軍将軍(後従3)

鎮遠将軍(前従1下、後4下)

揚烈将軍(前5上 、後5品 上)

龍驤将軍(前3上 、後従3)

冠軍将軍(後従3)

鎮将

武川鎮将

武川鎮都大将

武川鎮将

武川鎮将

武川鎮将

武川鎮大将

武川鎮将

武川鎮将

武川鎮将

武川鎮将

武川鎮

将　　　　
武川鎮将

爵位

江陽王

安定王

魯郡侯

将軍号

安北将軍(前2下 、後3)

征北大将軍(前従1上 、後2)

鎮将

撫冥鎮都大将　　　

撫冥鎮大将

撫冥鎮将

撫冥鎮将

出典

魏26/655

魏19/495

北15/558

魏15/578、碑校4/297

魏30/731

魏44/994

秦晋 豫23

魏31/747

斉20/266

□子山集946

碑校9/83

地1092

出典

魏16/401,碑校6/272

魏19/517

魏27/663

魏16/395
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時代

太武帝

太武帝

孝文帝

孝文帝

宣武

宣武孝明

孝明帝

名

羅斤

奚直

李兜

元継

豆盧長

苟愷

元鷙

時代

太武帝

太武帝

太武帝

太武帝

太武帝

太武帝

太武帝

文成帝

孝文宣武

宣武帝

宣武帝

宣武帝

宣武孝明

孝明帝

名

元建

郎孤

陸侯

郎孤

元比陵

司馬文思

干婆

李宝

元継

達奚眷

萬貳

王居伏

苟愷于景

時代 名

太武帝　　趙逸

出 自

代

河南洛陽

道武子孫

昌黎徒何

代

平文子孫

爵位

帯方公

江陽王

河東公

晋陽男

将軍号

平西将軍(前従2上 、後3)

平遠将軍?

鎮北将軍(前従1下 、後従2)

冠軍将軍(後従3下)

龍驤 将軍(前3上 、後従3)

鎮将

柔玄鎮都大将

柔玄鎮将

柔玄鎮都将 _
柔玄鎮大将

柔玄鎮将

柔玄鎮大将

柔玄鎮大将

出 自

昭成子孫

代

道武子孫

河内温

河南洛陽

朧西狄道

道武子孫

代

西河

代

代

爵位

陳留公

建業公

荷曼公

□王

敦煌公

江陽王

河東公

将軍号

鎮北将軍(前従1下 、後従2)

平東将 軍(前従2上 、後3)

安遠将軍(前従3下、後4)　　　

征南大將軍(前従1上 、後2)

鎮北将軍(前従1下 、後従2)

鎮北将軍?(前 従1下 、後従2)

冠軍将 軍(後従3)

征 虜将 軍(前3上 、後従3)

鎮将

懐荒鎮大将

懐荒鎮将

懐荒鎮大将

懐荒鎮将(再任)

懐荒鎮大将

懐荒鎮将

懐荒鎮将

懐荒鎮将

懐荒鎮大将?

懐荒鎮将

懐荒鎮将

廻荒鎮将

懐荒鎮大将

懐荒鎮将

出自

天水

爵位 将軍号

寧朔将 軍(前4上 、後従4下)

鎮将

赤城鎮将

出典

魏44/988

魏73/1629

魏73/1629

魏16/401,碑 校6/272

周19/309

魏44/994

碑校7/277

出典

魏15/382

魏40/902

魏40/902

魏40/902

魏16/395

魏37/854

周15/243

魏38/885

碑 校6/272

周19/303

魏72/1604

階彙3/154

魏44/994

魏31/747

出典

魏52/1145

本表は現在知りうる限りの鎮将を鎮ごとに列 挙し、点線で洛陽遷都以前と以後に分けたものである。鎮将の就任時期の時代比定は
ごく大まかな目安を示すに過ぎず 、あくまで洛陽遷都の前と後の趨勢を知るためのものである。以下、出典を示す。正史は全て中華

書局の標 点本の巻数と頁数である。魏＝ 『魏書』。北＝ 『北史』斉＝『北 斉書』。周＝『周書』。秦晋豫＝趙君平 ・趙文成編『秦晋豫新

出土墓誌蒐佚 』(国家図書館 出版社、2012年1月)頁 数。安豊＝賈 振林『文化安豊』(大象出版社、2011年)頁数。碑校＝ 毛遠明編

『漢魏六朝碑刻校注』(線装書局、2008年12月)冊 数/頁数。晋陽＝太原 市三晋文化研究会・『晋陽古刻選』編集 委員会『晋陽古刻

選― 北魏墓誌巻』(山西出版集団 ・山西人民出版社、2008年1月)頁 数。駿台 史学144＝ 堀井裕 之「「北魏 ・楊鈞 墓誌」の訳注と考

察」『駿台 史学』第144号 、2012年3月。□子山集＝清 ・倪□『□子山集注』(中華書局、1980年10月)頁 数。地＝ 王仲犖 『北周地理

志』(中華書 局、 ・'1年)頁数。隋夷＝王其□ ・周曉薇編『隋代墓誌銘彙考』(線装書局、2007年10月)冊 数/頁数。北魏正光元年

(520)「叔孫協墓誌」には太和六年に「平北将 軍、懐朔鎮将」となったとあるが、偽刻の疑いがあるため除いた。

表3　都督六鎮表

時代

孝文帝

孝文帝

宣武帝

宣武帝

宣武帝

宣武帝

宣武帝

宣武帝

孝明帝

孝明帝

孝明帝

孝明帝

名

楊播

元継

慕容契

慕容契

慕容契

陸延

元淑

楊椿

宇文福

元鷙

楊鈞

楊鈞

都督号

加征虜將軍、都督北蕃三鎮

都督柔玄・撫冥・懐荒三鎮諸軍事、鎮北將軍、柔玄鎮大將

都督沃野・薄骨律二鎮諸軍事、沃野鎮将

都督禦夷・懐荒二鎮諸軍事、平城鎮将

都督朔州・沃野・懐朔・武川三鎮三道諸軍事、後将軍、朔州刺史

都督沃野・武川 ・懐朔三鎮諸軍事、安北將軍、懐朔鎮大將

都督平城 ・禦夷 ・懐荒三鎮二道諸軍事、平城鎮将

都督朔州・撫冥 ・武川・懐朔三鎮三道諸軍事、平北將軍、朔州刺史

都督懐朔・沃野・武川三鎮諸軍事、征北将軍、懐朔鎮将

都督柔玄・懐荒 ・撫冥三鎮諸軍事、撫軍将軍、柔玄鎮大将

都督恒州 ・柔玄・懐荒・禦夷三鎮二道諸軍事、恒州刺史

都督懐朔・沃野・武川三鎮諸軍事、懐朔鎮大都督

出典

碑 校4/307

魏16/401

委鬼50/1123

委鬼50/1123

魏50/1123

魏30/731

碑 校4/ll4、 西 市1/8

魏58/1286

魏44/1001

碑 校7/277

駿台史学149

駿台史学144

西市＝胡戟 ・栄新江主編 『大唐西市博物館蔵墓誌』(北京大学出版社、2012年9月)冊 数/頁数
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写真1　 韓買墓誌(太 原市考古研究所蔵拓本)
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北魏時代の山東石像銘史料の探索と整理

龍谷大学 佐 藤 智 水

現在 の山東省 に分布す る南北朝時代の石仏は、多 くの石窟や摩崖造像 を含 め、多種多様

で膨大な量に達する と思われ る。 中国仏教の展開の視点か らみ ると、儒家思想の拠点(曲

阜 ・孔廟)を かかえ、また神仙道や泰 山信仰な どの民間信仰 の豊富な山東地方に、 どのよ

うにして仏教 が展 開 したのか とい う課題は、地域史研 究 と相侯 って極 めて興味深いテーマ

である。 とりわけ 「立誓願 文」の慧思の記事や、安道一 教団の手になる刻経事業、そ して

伝統的様式 とは異な る薄衣 を纏 ういわゆる 「青州仏像」の出現 は、南北朝後期の山東仏教

の特性を示す ものとして、仏教学 ・中国史学 ・美術史学の観点か ら、従来別 々に注 目を集

めてきた。

本稿では、それ らを含む総合的考察の第一 段階 として、北魏時代 に焦点を しぼって、特

に石像 に刻まれた紀年 を有す る造像記の収集 とその内容 の基本的整理を行なった。巻末に

「北魏時代の山東石仏 紀年造像記一覧」を表示 した。銘文数点については、その移録を巻

末 に添付 した(逆 頁)。 北魏 の金銅像 については、別稿で銘記内容 を整理 し解析 した。(1)

南北朝時代 の山東の造像 がきわめて盛んだったことは周知の ことだが、北魏時代の石像

はさして多 くな く、その うち紀年 を有す る石像銘は、現時点では33点 に絞 られ る。しかも、

初出は神亀元年(518)と 極 めて遅 く、この点は、すでに岡 田健 氏の指摘がある。(2)

次 に、収集 した33例 の紀年銘造像記 について、簡潔 に整理 してお く。

Ⅰ　数量の問題。　 神亀元年～北魏末まで17年 間に33例 とは、かな り少ないが、銘記 は

あって も紀年 を欠 くものや、銘を刻まない作例 も多数 あ り、ゆくゆ くは これ らを含めた

考察の必要が ある。

Ⅱ　時期的遍在 の問題。　太和～煕平の紀年銘 を有す る金銅像の作例が合わせ て14点 、恵

民県や博興県の龍華寺址 か ら出土 してお り、煕平年 間以前になぜ石像 が造 られなかった

か とい う疑問が湧 く。視点 を変 えれば、孝明帝の神亀年間以降なぜ石像造営が盛行 した

のか、とい う問題 と連動す る。

Ⅲ　地域的遍在の問題。　 33点 を分析すると、青州 の中心部23点 、斉州6点 、その他2

点、不明2点 であ り、青州 の中心部が圧倒的に多い。 山東石像盛行 の中心地は、青州臨

シ付近とみて よい。次 に、斉州6点 の うち3点 は州都歴城県(現 ・済南市)に ある黄石

崖石窟 の外壁 に存す る(山 東における北魏 の仏教石窟は黄石崖のみ)。 その他2点 の1

つは、表のNo.6王珎 之等法義造像 で、光州當利県の集団造像 である。出土も近 くの平度

県と伝え られ、北魏造像記の北限 と言 える。半島の突端地域 には石像の作例をみない。

もう1つNo.22劉 平周等造像は、当時の徐州の南部タン城 に集結 していた武官の集団による

もので、 山東北魏造像記の南限である。
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Ⅳ　造像主の問題。　 造像主は、個人 や家族単位の もの と集 団による造像に分 けられ る。

特徴的な ものは集 団造像で、法義 と自称するもの11点(No.2・6・7・8・12・13・14・16・

17・19・31)、 邑義2点(No.15・21)、 その他4点(No.5・9・11・22)、 計17点 で全体の

半分 を数える。集 団造像 を法義 と自称す るのは、山東以外ではあま り見 られ ない。ただ、

邑義 と称す るものもあ り、また北魏全域で多 くみ られ る 「合 邑」がないのは興味深い。

Ⅴ　造像主の身分。　 個人や家族単位 の造像記を見 ると、あき らかに豪族や名族 と思われ

る作例が 目につ く。表No.1は 在地樂安の名家孫氏 と清河房氏出身の夫人、No.10は襄威 將

軍柏仁令 の官職を有す る曹氏、No.29は親族 に將軍号や太守を帯びる李氏一族 と夫人は在

地有力者 の蒋氏、No.30は 東清河崔氏を夫 とす る在地名家賈 氏の妻。

これは、集団造像 においても顕著である。No.2は 河北の清河か ら斉州に移住 した東清

河崔氏 と当地の有力者賀氏 な どの集 団、No.5は 清河 か ら青州 ・斉州 に移住 した張氏 と傅

氏の集団、No.6は 光州 の在地有力者王氏を軸 とす る集団、No.11は 現役 の官職 を有す る名

家賈氏一族 とその夫人張氏、No.22は現役武官たちによる造像事業である。以上のよ うに、

山東の石像銘記か ら、移住 し定着 していた名家 と在地の有力者 との結縁が読み取れる。

Ⅵ　移住 民の問題。　 前項で挙 げたNo.2・5・30に みえるように、永嘉 の乱や後燕滅亡時な

どに河北か ら山東に逃れてきた移住民の積極的参 与が うかがわれ る。また、No.24は揚州

丹陽郡 から斉都 に移住 した陳氏の単独石像、No.25は長安か ら移 った王僧歓が黄石崖の外

壁 に造像供養 を したことを刻 んでいる。 山東仏教造像が時間差はあるものの、移住 して

きた人士によってその一端が担われた ことを示 している。

Ⅶ　女性の積極的参加の問題。　No.5は 移住 した名族清河張氏の出身の女性(張 勝男)が 、

同 じく移住 した名族の清河傅氏に嫁ぎ、移住先の臨シ で信望 を得なが ら、地縁や血縁の

縁ある他 のご婦人たちを勧誘 し、夫たちをも巻き込んで取 り組んだ造像事業である。稀

有の史料 と言 える。(3)No.7は 、女性 たち主体で行なった黄石崖の造像である。

また、No.11は夫の賈 智淵が任地に赴いているときに、夫人 の張氏が香火 同邑の仲間(多

くは女性)と 共に行なった造像であ り、No.30は 婦人の賈 氏が夫崔和の赴任 中に 自らの信

仰を吐露 して造像供養 を行 なっている。青州臨シ における家庭夫人の地位の一端 を垣間

見る。No.21は 比丘尼12人(比 丘0)が 参加する大掛か りな邑義集団に よる造像で、刻

まれた供養者名130余 人の うち約7割 が女性で、しか もその名の配列が男女混合 とい う、

礼制的観念では理解 を越 える集団である。 この時期の山東における奉仏事業へ の女性 の

積極的関与は際立ってお り、 この女性参加 の実態は、ジェンダーの問題に とどま らず、

そのよ うな事態を可能に した経済的成長 とい う地域史的課題 に繋がってい く。

Ⅷ　信仰 内容の問題。　ここでは、本尊の尊格を確認 してお く。銘記によると 「釋迦像」2、

「弥勒像」11で 、そのほか 「尊像」3、 「佛像」1、 「靈像」1、 「如来石像」1、 「天宮

像?」1、 「石像」4と 刻 まれ てい る。注 目すべきは、弥勒が突出 して多いこと、及び他

の地域 でみ られ る 「観音像」「多寳像」「無量壽像」「盧舎那像」が皆無 とい うことである。

以上 、北魏の山東地方 の石像 をとりま く環境を、い くつかの切 り口に しぼって整理を試

みた。ただ、山東 の仏教造像 については、尊像の多様な様式 が難 問として横たわっている。
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像の大小や様式等の相違が、銘記内容 といかなる相関関係があるのか、その検討が欠かせ

ない。今後は、無銘の尊像 も視野に入れると共に、仏教を推進 した側の僧尼や山東地方の

豪族 ・名族の動向について考察を進めていく所存である。

注

(1)拙 稿 「中国初期金銅仏 の銘にみえる祈願― 仏 に遇 う― 」科研報告書 『ガンダーラ美

術の資料集成 とそ の統合的研究』(研 究代表者:宮 治昭。2014)。 金銅像 の分布や銘文内

容 は石像の展開 とは位相 を異に してい ることもあ り、本稿では、折 に触れて言及する。

(2)岡 田健 「山東歴城黄石崖造像」(『美術研究』366、1997)。 因み に、筆者がこれまで

山東制作 とみてきた 「太和七年、魏光州靈 山寺塔下銘」の銘記は、偽刻 と判断 し削除 し

た(倉 本 尚徳氏の示唆による)。

(3)拙 稿 「中国における初期の 『邑義』について(下)― 北魏 における女性の集団造像― 」

(『仏教文化研究所紀要』51号 、2012)

表に引用する文献

Siren

『魯迅』

『石佛選粋』

『臨陶造像』

『碑刻造像』

『李森著』

2012)

『山東省石仏展』

八瓊室

陶斎蔵

大村

新松原

北図拓

台北目

碑刻校注

岡田健 「黄石崖」

拙稿 「女性集団」

京大人文研拓本

淑徳大学拓本

略称と原典

Osvard　Siren　 "CHINESE　 SCULPTURE"　 1925

『魯迅輯校石刻手稿』造像(北 京魯迅博物館　1986)

李静杰 編著 『石佛選粋』(中 国世界語 出版社　 1995)

『臨ク佛教造像藝術』(科 学出版社　2010)〔ク →月+句 〕

山東文物叢書⑩ 『碑刻造像』(山 東友誼 出版社　2002)

李森 『青州龍興寺歴史与窖 藏佛教造像研 究』(山 東大学 出版社

山口県立萩美術館 『山東省石仏展』展覧図録(2008)

陸増祥 『人瓊室金石補正』

端方 『陶斎蔵石記』

大村西崖著 『支那美術史彫塑篇』(佛書刊行会図像部　1917)

松原三郎 『中国仏教彫刻史論』(吉川弘文館　1995)

『北京図書館藏中国歴代石刻拓本□編』(中州古籍出版社　1989)

中央研究院歴史語言研究所、佛教拓片研讀小組編

『北魏紀年佛教拓本 目録』(2002)

毛遠明校注 『漢魏六朝碑刻校注』全10冊(2008)

岡田健 「山東歴城黄石崖造像」(『美術研究』366号,1997)

佐藤智水 「中国における初期の 『邑義』について(下)

―北魏における女性の集団造像―」(『仏教文化研究所紀要』

51号 、2012)

京都大学人文科学研究所所蔵拓本、

淑徳大学書道文化研究所所蔵拓本
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北魏時代の山東石仏　紀年造像記一覧 ★→奉為皇帝　 ☆→爲四恩三有:国 王:家 国,願 皇祚永隆

1.像 主孫寳憘

清信女佛弟子房令妃

山東省博物館藏

尊像

(一光三尊挙手仏立像)

(通高160× 幅98㎝)

青州高陽郡安次県人

(山東樂安北翠柳庄出土)

孫寳憘→青州樂安の孫氏?

「仰資父母。居家眷属 、現世安吉

・・・一切群生、同歸彼岸」

妻房令妃→ 清河の房氏?

Siren　 PL.159

北図拓Ⅳ-52

台北 目Na120

神亀 元年3月20日(518)

24

2.崔懃 等法義兄弟

法義主賀神達

故宮博物院蔵

石像 ・二侍菩薩

神 亀2年9.月11日(519)

(残台座のみ)

(台座 幅80× 高38㎝)

齊州東清河郡愈県人

崔鴻 ・崔シュク・崔コン(有 官者)

「上為皇帝陛下★、三公主司

後為居家眷属 、咸同斯福」

東清河崔光の疏族とその法義構成員25人

像主崔懃 は錢九千。法義兄弟廿五人は 「各錢一百、裁佛金色」

注月 日の干支に誤 りあるも真(← 崔鴻 ・崔シュク墓誌と符合)。 崔光 ・崔鴻 ・崔シュク・崔コンは現職を有 し郷里に不在

3.宋 □(□＝貳?)

臨ク県博物館藏

造象

(一光三尊挙手仏立像)

正 光元年11月8日(520)　 (通高51× 幅31㎝)

(青州)

(臨ク県明道寺旧址出土)

青石質

「願生西方妙樂国土、値□□□

…無諸□ 悪
、十方□ 生 …」

『石佛選粋』64図

北図拓Ⅳ-71

碑 刻 校 注Ⅴ-No.0560

『文物』2002-9

『碑刻造像』p.385

『臨ク 造像』No.1

4.佛 子伊 □

正光2年6月5目

佛像

(一尊挙手仏立像)

(521)　 (通高59× 幅15㎝)

(青州)

(青島市収集)　柱石状

青石質

「上為皇帝★

下為父母兄弟姉妹二十三人、

時々供養 、子々孫々、咸 同斯福」

『文物』1985-1

5.清 信女張勝男等

(女性主導邑義)

斉国歴史博物館藏

正光3年 正月6日(522)

釋迦牟尼石像

(一尊挙手仏立像)

(通高240×75㎝)

女性唯那8人

青州齊郡臨シ県

(臨シ鎮出土)

柱石状

東清河の張氏と傅氏の連携

「清信士女張勝男、率値六十餘人…・

奉為師僧父母兄弟及一切衆生、

仰資亡者…託生靈津、餐承玄旨」

拙稿「女性集団」



6.王珎 之等法義

維那主蘇胡 ・張碩…

(所蔵不明)

正光3年 正月26日　 (522)

(三尊挙手仏坐像)

(拓本112×107㎝)

供養者100余 人

光州長廣郡當利県

(山東平度縣出土)

柱石状?

「(願目記載な し)」

比丘尼21人 名。比丘4人 。 台北 目No.149

王珎之は板官(當 利本縣令) 俗 人はほ とん ど男性:約90人 。

北 図 拓Ⅳ-127。

大 村p.236:図541。

7.劉 愛女等

法義兄弟姉妹等

(黄石崖石窟)

正光4年7月29日　 (523)

石窟像廿四躯

(方形龕:四 尊像)

(籠高30㎝)

(黄石崖石窟の小寵)(齊 州)

(山東済南市)

「(願目記 載な し)」

「釋伏宋同正鋤」(僧 の名?)

維那主4人 、供養者25人＝ 女性

近接 して 「高伏香造釋迦像記」あり

拙稿 「女性集団」

岡田健 「黄石崖」

―
2
5
―

8.成 買寺主道充等

法義兄弟姉妹

(所在不詳)

正光5年8月11日　 (524)

9.慶 福 寺主.程 通等

兄弟姉妹二百九十五人

(所在不詳)

正光5年8月11目　 (524)

弥勒尊像

(形相不明)

(拓本高39×92㎝)

(僧侶指導の法義)

弥勒尊像

(三尊挙手仏立像)

(高 さ ・幅不明)

青州高陽郡新城県

(山東臨シ大夫店摩崖?)

「率化彩邑道俗法義兄弟姉妹

一百人一切羣 生、咸 同福慶」

道充 ・施福寺慧興ほか比丘13人 。男子俗人71人(う ち成公氏23)

青州高陽郡新城県

(故樂安地)柱 石状

成買寺道充造像記 と同名比丘2人(道 充 ・慧静)

「上爲國王☆、下爲高老父母、下

有孝婦□□九十五人、上有龍頂

之壮奇 、一切羣 生、咸 同福慶」

「巫 門 、卜 門 、 石 匠 」

北図拓Ⅳ-171

台 北 目No.169

京大人文研拓本

10　柏仁令曹望憘

襄威將軍

弥勒下生石像

(残台座:形 相不明)

ペンシル ヴァニア大博藏　 (拓本高27×66㎝)

正光6年3月20日　 (525)

齊州魏郡魏県

(旧在.山 東 臨シ 縣)

(台座三面に夫妻礼仏線刻)

「仰爲家國☆己身眷属 、永断苦因

常與佛會、七世先亡、神昇浮境

親表内外齊沐法澤、一切等類…」

『魯 迅 』p.133

北図拓Ⅳ-181

Siren　 PL.150B

11　張寳珠等

香火同邑

釋迦牟尼佛

(三尊挙手仏立像)

(青州)

(旧在益都古廟)　(青州)

「為七世父母歴劫諸師、兄弟姉妹

所親…香火同邑常與佛會…願

新松原図166B

「文 物 」1961-12



山東省博物館藏

正光6年4月19日　 (525)

夫＝質智淵　→

(通高229×135㎝)

背面に清信女20余 人。益都賈 氏、妻清河張氏?

弟 子等、生々世々、値 佛聞法、

永離衆苦、乃至成佛… 」

北図拓Ⅳ-182

□□將軍府幕僚、赴任中。 同族＝賈 智伯(本 郡功曹)、賈 智興(… 大尉祭酒)、 質智琳(… 二郡太守)

12　張買等法義十七人

(黄石崖石窟?)

正光6年5月20日　 (525)

石像(形 相不明)

(拓本高65× 幅35㎝)

青州齊郡臨シ県人 「(願目記載 な し)」

「清信士佛弟子」以下題名17人(そ の うち張氏10人 最多)

京大人文研拓本注

注備考:歴 城黄石崖

―
2
6
―

13　王世和等法義兄弟

博興縣文管所藏

尊像(柱 石状)

正光6年6月15日　 (525)

14　鹿登等略撰法義

《残石》

(一尊挙手仏立像)

(残高240×70×80㎝)

石像(断 裂)

(形相不明)

青州樂安郡般県 「上為皇帝陛下★百官州牧、又為

(博興県店子鎮般若寺遺趾)　　過往将来現在父母師僧居家眷属、

王氏多数。尼道姿あり

(益都県北馬皆庄出)

(拓本高82× 幅114㎝)

復為法界衆生蠕動之類□□□福」

(祈願部分…磨滅甚だし)

供養者線刻、鹿氏多し

『文物』1958-4

『碑刻造像』p.387

北図拓Ⅴ-21

台 北 目No.203

孝 昌2年3月27日　 (526)

15　帥僧達等邑義□人

《残石》

弥勒尊像

(断裂:形 相不明)

(拓本高49×44㎝)

孝 昌2年6月2日　 (526)

青州齊郡臨シ県人

比 丘道就 。金 色 主范□　 (帥3・范2・ 張8人)

「上為皇帝陛下★ 師僧父母…

逮及 己身、居家眷 属、普為

一切无邊衆生　願合家眷属、

常聞正法、値遇諸佛」

『魯迅 』p.147

北 図拓Ⅳ-31

大 村p.238

16 帝主元氏法義丗五人

(黄石崖石窟)

孝 昌2年9月8日　 (526)

弥勒像 (黄石崖の小寵)(齊 州)

(仏坐像。未完成龕)　　 (山東済南市)

(龕高56×37㎝)

「為四恩三有☆法界衆生、願値弥勒」

都維那比丘1;都 維那3;比 丘2+男 性法義11

前半(男性)/後 半(女性)→　 女性維那2+女 性法義23(多)

『魯 迅 』p.143

岡田健 「黄石崖」

台 北 目No.202



17　法義六十餘人

像主王敬賓など王氏

博興県文管所蔵

孝 昌2年　 (526)

弥勒像

(残台座:形 相不明)

青州樂陵郡陽信県

(博興県崇徳村龍華寺出土)

記名100余(王 氏56・ 比丘1・ 比丘尼2・ 女人8)

「為皇帝陛下★七世父母、

一切衆生
、普同其願」

「寺主王徳寳：維那2人 」

筆者調査(2010)

18　比丘道休

山東省博物館藏本尊

石刻藝術博物館藏台座

孝 昌3年2月15日　 (527)

弥勒石像

(一尊挙手仏 立像)

(通高346㎝)

本尊高220㎝

(青州)

広饒県楊張寺村.皆 公寺遺址

石灰岩

「正月二 日奉 詔建立皆公 寺」

「爲一切衆生」

「比丘僧緒、僧援、惠儁 …」

『魯迅』p.155

台北 目No.210

筆者調査2013年

27

19　法義兄弟一百餘人

都維那張神龍 ・王難生、

(黄石崖石窟)

石窟彫刊靈像

(四尊像龕?)

(龕高75× 幅85㎝)

孝 昌3年7月10日　 (527)

20　流泉寺比丘僧慶

孝昌3年7月20日　 (527)

於歴山之陰(齊 州)

(山東済南市)

比丘5:法 義男性名7　 (←法義百余人 と合致せず)

(残石 立像)

(挙手仏立像)

(残高34× 幅23cm)

(青州)

(臨ク県明道寺趾出土)

「上為帝主★法界群生師僧父母、

居家眷属成同福慶、所願如是」

「為亡母未亡妹現存父継母及

利慶身弟等、居家大小、願

生々世々永離三塗、師僧…」

北 図拓Ⅴ-65

岡田健 「黄石崖」

台北 目No.208

『文物』2002‐9

『臨ク造像』No.2

筆者調査2010年

21 尼曇密等邑義

(別称:張 淡造像碑)

青州市博物館藏

如来石像

(一光三尊挙手仏立像)

(通高254cm)

孝 昌3年8月13日 (527)

青州齊郡臨シ県

(旧在:広 饒県張氏淡村)

「邑義六十人等、合率捨弥、尊□

三寳、…欲洪扇慈風、廣濟群品、

普務等滋…」

(比丘尼12人 、比丘0、 供養者133の 大半90余 が女性供 養者名)

『魯 迅 』p.159

北 図 拓Ⅴ-66

『文 物 』1996-12

筆 者 調 査2011-13

22　劉平周等

(＝假宣威將軍統軍)

孝 昌3年□ 月　(527)

(尊像不明) (旧在郊城県署＝徐 州) (願文部分欠損)

(將軍号の人名羅列:□ □別將持節齊州太原郡…)(齊 州太原郡→済南市の西南西50㎞)

タン城軍主…統軍劉康奴など劉氏4。 燕郡太守房超群など房氏6⇒ 赴任先の鄭城県での造像。

『魯迅』p.149

台北 目No.207

淑徳大学拓本



23　鹿光熊

孝 昌4年 正 月5日　 (528)

弥勒尊仏

(一光三尊仏立像)

(拓本通高52.5㎝)

青州齊郡臨シ県

(山東益都)

(旧在山東金石保存所)

「上為皇帝陛下★師僧父母、居家

眷属、一切衆生、咸同斯福」

『魯 迅 』p.163

台 北 目No.216

24　佛弟子陳天寳

武泰元年4月8日　 (528)

造塔三級.建 石像.光趺　 齊都、中練里私宅(青 州)

(台座のみ残)

(拓本高18× 幅43cm)　　 (刻字上級)

「揚州丹楊郡リツ陽縣」より 「齊都」に移住。

「所患雲消、有願従心、上及

七世父母、下曁現在眷 属、

値佛聞法、 朗悟正覺、

輪樂兜率、恒与善會」

北 図 拓Ⅴ-81

『魯 迅 』p.165。

―
2
8
―

25　長安人王僧歓 尊像 (黄石崖石窟)　　　(齊州)

(山東済南市)

(銘記は孝昌3年 法義兄弟 の後に接す)

建義元年5月4日　 (528)

26　 比丘□□道勇

清信士佛弟子雍州長安人→　齊州に移住?

弥勒龍華四面尊像

(形相不明)

建義元年6月15日　 (528)

青州齊郡臨シ県楊□寺

供養者名＝范遠之

「上願皇祚永隆☆歴劫師僧、七世

父母、兄弟姉妹、妻子女等、及

善友知識、邊地衆生、常生佛國

弥勒出世、龍華三會、願登初首」

「上為皇帝陛下★復為亡父母七世

因縁居家眷属、願登果者…、願

生生世々□□佛會、井為…輪廻…」

『魯迅 』p.167

岡 田健 「黄石崖」

碑刻校注Ⅵ-0752

大村P.239

□齋藏七

台北 目No.220

27 清信女韓小華

亡夫:樂 醜児

青州市博物館藏

弥勒像

(三尊挙手仏立像)

(高56× 幅51㎝)

(青州市龍興寺址出土) 「為亡夫 ・両亡息 ・己身 ・息…」

「願使過度悪世 、後生 々尊貴、

世々侍佛」

『山東省石 仏展 』No.1

『碑刻造像』p.390

『李森著』p.51;図21

永安2年2月4日 (529)

28 常□道歸夫妻 (三尊挙手仏立像)

永安2年2月19日　 (529) (残高24㎝)

(臨ク県明道寺旧址出土)　(青州)

(左半部欠損)

「夫妻二人知世非常无 以□□ …」

「上為 □□□ …亡父母 …」

『文 物 』2002-9

『臨ク 造 像 』No.3



29　李文遷等一族

(所在不明)

像主李文遷 ・夫人蒋男英

天宮像?

(形相不明)

永安2年11月14日　 (529)

青州樂陵郡陽信県人

(拓本高73㎝)

「…家 口天宮」 「…現身天宮」

「夏侯 興…現身天宮」 「命過夏侯旦」

李僧保＝ 青州刺史彰城王府鎮遠將軍、行楽陵太守、夫人謝氏、次夫人□ □。

李處真＝ 振威將軍楽陵太守。

北図拓Ⅴ-130

八瓊室十六

30　賈 淑 姿 石像

(一光三尊挙手仏立像)

(通高54.5㎝)

永安3年5月13日　 (530)

(青州龍興寺趾出土) 「願永絶女刑、為佛弟子。

居家春属井及六道、長辞苦海、

同獲常樂」

夫:崔 和＝ 安東將軍 ・銀青光禄大夫 ・青州大中正。(東 清河崔氏+益 都賈 氏?＝ 名門夫妻)

『文物』2000-5

『李森 著』図10

『李森 著』図112

―
2
5
―

31　比丘惠輔等

比丘僧□ ・僧詳 ・恵弥

法義兄弟姉妹百午十人

永安3年8月9日　 (530)

弥勒尊像二躯

(形相不明)

(拓本高125×114㎝)

青州齊郡臨シ県高柳村

(山東省益都石佛庄出土)

「上為皇帝陛下★州郡令長、又為

七世父母居家眷属亡過現存、普為

法界倉生、咸同斯福、所願如是。」

比 丘4・ 尼7・ 維 那2(李槃 ・李 元 伯)・ 女 性3。

(供 養 者＝ 李 氏72、殷19、鄧5、 羊3、 張3、 宋3…)

『魯 迅 』p.175。

台 北 目No.228

北 図 拓Ⅴ-194

32 諸縣人郊□…姉妹 石像(半 壊)

(一光三尊挙手仏立像)

普泰元年4月24日　 (531) (残高28×19㎝)

諸縣人(東莞郡諸縣)＝ 南青州

(臨ク県明道寺址出土＝青州)

「上為 亡父□ …家眷 属 、

造 … 願従心 、値 ……」

『文 物』2002-9

『臨ク 造像』No.7

33　比丘尼惠照

太 昌元年9月8日　 (532)

弥勒一躯(下 半分欠損)

(一光三尊挙手仏立像)

(残高51cm)

(青州)

(青州龍興寺址 出土)

「上為皇帝陛下★師僧父母、亡者

直生西方無量壽國、現存眷属、

常与善倶、 自願己身、生々世々、

『文物』2000-5

『李森著』 図12;22

常作淨行沙門、 一 切 衆 生 、咸 同 斯 慶 。」
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北魏後期の官僚の遷転

東洋文庫　　窪　添　慶　文

は じ め に

筆者 は拙稿A(以 下、前稿 とす る)(1)に おいて、宣武帝以降の北魏 における将軍号に

関 して以下の諸点を明 らかに した。

・通常の異動の場合 は、上位 の官品、同一官品であれば上位 に置かれ る官職、に遷 る。

・同一官品の官職への異動の場合は、他の官職 を同時に与 えるこ とに より、昇進 とい う

形を確保す る。将軍号(2)が その役割 を担 うことが多い。

・官品が下位 、同一官品であれ ば下位 に置かれ る官職へ の就任 の場合、他 の官職 を同時

に与えることによ り、下落 を回避す るか、昇進 の扱 い とす ることがで きる。将軍号が

その役割を担 うことが多い。

・同一官品内に単独 、も しくはグループをなす将軍号がそれぞれ別 の位置に配置 されて

いるのは、同一官 品内での昇進 を示す 目的 による。

・遷転 した後の官職が、将軍号を含む前職 より上位 にあれ ば、将軍号は不要である。従

って将軍号は もたない。

・遷転後にも遷転前の将軍 号 を維持す る場合、 「将軍如故」 「本将軍」 と明記 され るこ

とが多いが、書 かれないこともある。

・将軍号は軍勲によって得 られ るが、遷転の必要上与え られ ることもある。

そ してこの結果を用い る宣武帝以後の官僚の遷転過程 の再検討が必要であると述べた。筆

者は拙稿Bで 北魏後期 の官僚の遷転過程 を検討 した ことがあったが、その段階では将軍号

の理解 に不十分な点があったか らである。 また拙稿Bの 段階 と較べ ると、現在は利用 でき

る墓誌 の数が増加 している。 よってあ らためて官僚 の遷転過程 を検討 したい。

対象 とす る時期 を宣武帝初年か らと限定するのは、太和前令 と太和後令では同一官職 で

も官品に相違 があるか らである。また孝文帝末年には宣武 帝以降の遷転 と同 じよ うな事例

を見出す ことができるのは確かで あるが、列伝な どでは太和 とい う23年 に及ぶ治世のどの

時期に当たるかを判断す ることはなかなかに困難である。 よって比較的判断がつきやすい

宣武帝期以降 とする。事例数はかな り多 く、検討 には十分 であると考 える。

北魏末 まで、 としたのは、東西魏以降 には、都督や侍衛官 などに就任す る事例が多 くな

り、北魏後期 とは異 なる状況が生まれるか らであ り、また将軍号 が乱発 され、将軍号 と実

務の官職 との乖離 が大き くなるか らである。そのよ うな状況 は北魏末の内乱 の時期には既

に見 られ るよ うになってきているが、まだ従来 の遷転の理解 で検討 しうる事例の方が多い。

孝文帝の改革後、北魏 の官僚制度の整備が進み、東魏 ・北斉 の制度 を経 て、隋唐 の官僚

制度に影響 を与 える。 その北魏の官僚制度 をより精密に解明する ことは、 より正確 に隋唐
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時代の制度を理解す ることにつ ながろう。本稿は、遷転が どう行 われたか とい う、 きわめ

て限定 されたテーマ の検討 を行 うが、それはこの時期 の官僚制度 の実態の解明の基礎 とも

い うべき作業 である。また、北魏後期 における遷転のあ り方の解明は、北朝ひいては隋唐

の貴族制 の理解 に も関わって こよう。

1　 遷転表の提示

列伝の官歴 にせ よ、墓誌の官歴 にせ よ、官歴 のすべてを網羅 しているわけでは必ず しも

ない(3)。 しか し、両者を接合 させ ることによ り、すべての官歴ではないかも知れないが、

よ り確度 の高い官歴 を知 ることができるであろう。宣武帝以降北魏末までの遷転が墓誌(4)

(5)と列伝の双方 に複数 回にわた り記載のある事例 を取 り出 して、それ を巻末に 「宣武帝

以降の北魏官僚の遷転過程一覧」 として掲 げる。複数回 としたのは、1度 の就任では遷転

とは言い難いか らで ある。墓誌 と列伝 の食い違 いな ど、 どのよ うに処理するべきか難 しい

判 断を求 められ る箇所が少 なくないが、それ らは一つ 一つ について注記 しておいた。その

すべてが正 しい判断であるか どうかには問題が残 るにせ よ、多数の事例か ら導かれた結果

は一定の方向性 を示すであろ う。

各人の遷転過程一覧に基づき、就任 した官職 の官品ごとに、就任 した回数 を表1と して

示す ことにす る。その作成手続 きは以下の通 りである。

・将軍号 と実務 の官職 な ど同時期に複数 の官職をもつ場合には、高い方の官品の項に記

載す る。ただ し兼任 の官職 の場合は、例えそち らの官品が高 くても採 らない。単独で

「長兼某官」 とある場合はこの限 りではない。 「仮 」字の付 く将軍号は数 えない。

・使者 として派遣 された場合 に帯び る官職(例 えば散騎常侍 な ど)も 、通常の遷転 とは

異なる臨時性 のもので あるので、採 らない。

・当該時期 においては8品 以下 の就任事例はないので、従7品 以上を掲載す る。正4品

以下 の場合は上下階の区分があるが、表示 しない。各官品の上下階双方 に就任 した場

合は備考欄 でそれを示す。

・正従1品 への就任数 は表示 しない。正1品 に将軍号が配置 されていないこと、従1品

将軍 を帯びなが ら正1品 の官職 に就任す るなど、将軍号は同時に就いた官職の官 品よ

り上位 にある とい う前稿で得た理解 に該当 しない ことがあるか らである。

・網掛 けを施 した官品はそれ よ り上位 の官職への就任 がなかった ことを示す。正2品 の

次の欄 に網掛 けのない事例 は、1品 への昇進があったこ とを示す。

・遷転 を示す語の あるごとに1回 と認定す るが、その語がな くて も遷転 と判断できるも

のは回数 に加 える。備考欄に同 じ将軍号や官職のも とに他の官職 を帯びた回数を記す。

・官品が不明の宮職就任 の事例は、前後の官職の間の欄 に☆ もしくは 〔〕で示す。なお、

官品が不明の揚合 でも、前後の就官か ら推測可能な場合はこの限 りではない。☆ はま

た除名や封王のあった時期 を示す ことに も用いる。

・「稍遷」な ど就任 官職の省略の可能性 を示す語があれば、前後 の官職 の間に記載す る。

表1の 前半には元氏、後半にはそれ以外 の諸氏を記載する。記載順はおおむね没年順
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表1　官職就任回数票
番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

番号
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

姓名
元鸞
元詮
元彦
元萇

元遙
元暉
元譿
元昭
元子直
元顕

元煕
元誘
元懌
元乂

魏

元寿安
元融
元淵
元順
元瞻
元譚

元端
元ゲン
元略
元湛
元欽
元子正

元欽
元馗
元継
元天穆
元延明

元□
元恭
元粛
元爽
元誕
元鷙

元均

姓名
寇猛
司馬悦

楊播
王紹

羊祉
崔景ヨウ
辛祥
司馬昞
劉道斌
李遵
賈思伯
崔鴻

侯剛
于景
寇治
楊鈞

韋彧

宇文延
宇文善

辛穆
王誦

源延伯
楊イ
王翊
爾朱紹

穆紹
楊椿
楊津
楊昱
楊侃
楊遁
楊逸
楊仲宣
楊謐
乞伏保
楊機
傅豎眼
封延之

李挺
李憲
宇文測
楊倹
李彬
李騫
薛脩義

従7 正7

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

従7正7

→

1 2

1

→ 1

1 1

従6

1

稍

1

1

稍遷
1

☆1

→

1

1

→

従6

→
1

☆

1

1 ☆

①

1

→1 1

→

1

1

1

2

→2 1

1

1

1 1

1

1

→

1

1

1

1

1

1

1

1

→ 1

1
→

1

1

2

累遷

1

i

2

1

正6

1

遷

1

2

1

1

1

1

〔2

〔

正6

→★

1

1

1
→

稍遷

→

〔 2

1

1

1

1

1

1

1

1

従5

→→

正5従4

王
王

1

1

7

→

1

1

1

1

1

1

王
1

1

→ 1
→

1

王
1

超転 1

〔2官 〕

1

1

1

2

1

1 1

→

1

王
1

官〕

1

王

1 1

1

1

1

2官 1
1

1

1

従5
→

1

正5従4
1

1

歴
→

1

→

→2

1

1 ☆☆　 1

1

1

2

2

☆①

1 1

1

1 2

1

官〕

→
1

4

2

2

1

2

1 1

☆
1

1

1?

1

1

1

1
→

→

1
→ 1 1

1 1

1

2

2

1

1

6

1 ☆

→ 2

2

→

1

1

△
〔2

2

1

〔軍指揮官〕

正4従3
王
→

1

1

1

2

2

→

→

1

1

4

1

1

2

正3
2

4

3

3

2

1

従2

11

2

4

正2

3

2

1

備考

四平3

従3の うち輔 国 ・征虜 各1

四征大2

転じた直閤将軍は官品不明
正4品 は上 下各1、従2品 は撫軍3

正4品 は上 下各1,従3品 は冠軍2

2

1

※1

王

1

1

4

1

1

2

1

1

1

　　正3品のうち四安3、※は正4の前の就任

1 1 ☆5 2 1 ☆で1官(行 州事)、正3の うち前後 左右2

1

1

☆1

2

4

3

1

4

5

4

☆で2官(仮 征虜)、正3の うち四 平2、正2の うち四征3

正4の 前に王爵 、従3は 冠軍 と征 虜、従2は 四鎮4.正2の うち衛2

1 4 3 1 正3の うち四安3、従2の うち護軍2
→ 2 3 2 従3は 竜驤と 征虜 、正3の うち四平2、従2の うち撫軍2

1 4 4 従3の うち冠軍2(別 に行州事2)征 虜1,正3の うち四平 、四安各2

2

1

1

1

2

2

1

1

3

2 正3は 四安2、従2は 撫軍 ・鎮軍

正6は上下各1

従3は 冠軍2,正3の 前 に亡命 、帰 国、封王

正3のうち前将軍2

1

1

王
☆に1官を挟む(官品不明)

1 2 3 2 1

1 1 2
→ 1 2☆2 1 1 正3の時免官により四平と尚書を繰り返す(実質2)

1

3

1

7 1

王
6 正3の うち前後 左右4,正2の うち衛大 将軍4(別 に行 州事1)

1

1

1

3

2

1

1

2

2

☆3

1

2

光 禄卿2、中軍2,車 騎3。車 騎の 間に封王

正7は 上下、但 し上→ 下

☆2

1

1

1 3

2

3

従2の竜驤と征虜の間で封王
散騎常侍 は数えず 、従2は 、撫軍2、 正2は 四征2

3 1 従3は冠軍2と征虜

正4従3
転

1
→

1

2

正3

4

従2 正2 備考

従3のうち征虜2
3品 のうち四安3

3

3

☆2 従4は 左軍2、従3は 竜驤2、 征 虜。☆で免官

従3は 竜驤2・征 虜

★はマイナスの遷転。☆は2官(行州事)
1?

☆
1

3

正7の1は 推定。推定通りだと上下の関係
従4は広武と広威、☆に郡太守、正3は右将軍3

従4は 中塁2、☆ で1官(州官)
→

2

7 8

3
従3は 輔 国3・征虜2,正3は 左右4,四 安4

☆で1官(官 品不 明)、正4は 上下 、正3は 前将 軍3

2 1

2

3 1 5 正3で 右衛2,正2は 衛3・車騎2

従4は寧朔2
1

☆1

☆

1

3

3

2

2

3

1

2

従4は 上下 、従3は 竜驤 と征虜 各1、正3は 前 将軍2

☆ で太 守、中塁2、竜驤2と征 虜1、 四安2、撫 軍2

正5は 下→上 が1、正5上 の内 の1は 格 下げ、従3は 征 虜2

☆ に各1官(武 官)、従4は建 威2

1 2 正3は後将軍2
1 3 ☆ に1官 、従3は 竜驤2と征

虜

1

☆
2

2

1

8

1

5

1

1

3

正3は前後左右5
従3は竜驤と仮冠軍
☆で1官(官 品不明)を履歴
正7は 上 下。正4は 鎮 遠2,正3の うち四平3

従2は撫軍3
1

1

1

2

6 正2の うち衛5

1+2 3 2☆2　　3 正3・従2は 四安・撫軍 各2、☆で除 名後輔 国 ・撫軍 、衛各2

1 1 8 3 4 正3の うち右2,四 平5,従2で 撫 鎮軍3,正2で 衛 ・車騎 各2

5 1 2 2 従3は 征虜5,従2は 撫 軍2

2 2

2

1

1 2

1
正4は 鎮遠2、従3は 冠軍2、正3は 右 将軍2

2

2 正5は 寧遠2、正3は 四平2

1 2 2 1 従5は 上下 。従3は 征虜2

1 1

2

4

2 3

8

1

2

☆は軍官2， 正4は 顕武2、正3は 四平3

従5上 は伏 波4・陵 江2、正4は 鎮遠4,正3は 左2,四 安5、正2は 衛2
1 3 3 2 従3は冠軍1と征虜2

1 1 2 従4は中堅2
2

1＋2

官〕
2

1?

1

1

2十1

1?+3

3

2

〔以後西
1☆2

2 1

☆1

魏

2

1
2

2

西魏

東魏

従2の うち鎮軍2。☆ の段 階で降格(3品 の＋1)

正4→ 従4(固 辞、△印)→ 正4,正3で 除名あり、正2で 四征2

2官は州官と府官
正4は 上下。正3の うち左2。☆で免 官

1

2

2

2

正3は衛尉2

東魏
東魏 正3は 左2

従3の時反乱、降伏あるも旧号を維持、正3は前後左右2
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(没年不明の場合 は葬年)に よる。元氏が38ま で、元氏以外は41以 降 とし、容易 に

弁別 できるよ うに した。

2　 正4品 以下 と従3品 以上の遷転に見 られる相違

表1を 一見すれば明 らかなように、正4品 以下 と従3品 以上では同一官品内に属する官

職 に就任する回数 に相違 がある。 このことを確認 してお こう。

従7(6)は11例 中10例 までが1度 の就任だ けに とどまる。残 る1例 は同一官品の下位

か ら上位 に遷 った もので ある。

正7は25例 が1度 だけの就任に とどま り、4例 が2度 就任 しているが、48と64は 正7

→正7上 と上階に昇進 してい る。34は ともに3品 将軍の録事参軍であるか ら、官品は同 じ

である。 ただ、府主の将軍号が四平 と四安 と異な り、後 に就いた四安の方が上位 であるか

ら、その録事参軍の方が格上 とい う認識 はあったか も知れ ない。35は 正7上 →正7と い う

遷転で不可解である。伝 は、墓誌では2度 目の就官 とされ る正7の 秘書郎を起家官 として

いる。何 らかの特別な事情があったのか も知れ ない。 ともあれ、 この事例 は例外扱 い とし

てよいであろ う。なお、58は 禁衛武官の直後 を経 て正7の 員外侍郎 に異動 している。直後

の官品が不明で あるので、従7、 正7い ずれの欄 を2と すべ きか判断ができないので、 こ

の就任 については検討対象か ら除外 し、上位 の正7の 欄に☆印を記 し、員外侍郎への就任

を丸数宇で表す。以下、上下の官品の差 が1以 内で官品不明の官職 に就任 した場合 の扱い

はこれに準ずる。

従6は15例 が1度 に とどまる。78が2度 であるが、大将軍の田曹参軍か ら長流参軍へ

の横滑 りで、同一官職扱 いに含 めて もよいよ うな事例である。70は 同一官品ながら、その

官品内では上位へ の異動 である。このほか25は 従6上 の前に騎兵參 軍を経ているが、府主

の身分が不明であ り、官品を判断できないので、 この事例は集計か らは除外す る。

正6は17例 までが1度 にとどまる。残 る22は 上階への遷転であ り、昇進である。47は

従5上 からのマイナスの遷転であるが、正6に1度 就任 したことは間違いない。7は 次に

遷 った官職 の官品が不 明であるので数 えない。

従5は19例 が1度 に とどまる。2度の就任 である73は 従5→ 従5上 とい う上階への異動

であるが、76は 伏波将軍の時に4度 、同格 の陵江将軍 の時 に2度 、すべて異 なる実務 の官

職に遷 る とい う、珍 しい事例である。☆を付 した52は この前に官品不明の官職 に就 いてい

るので集 計か らは除外す る。

正5は22例 が1度 にとどま るが、うち10は それ以上の昇進 がなくて終わってい るので、

集計か らは除外すべ きだろ う。他方、63の 相国従事 中郎は官品表 に見えないのでひ とまず

集 計か ら除外 してお くが、相国が二大二公 に準ず るとすれ ばその従事 中郎は正5と なる。

複数の就任 は2例 ある。72は 給事 中か ら正員郎 に遷 ったのであるが、正員郎は給事中に加

え られていた寧遠 より下位 にある。それ を 「不受」つま り拒否 したのであるが、父の楊津

が定州で葛栄 に包囲 されているこ とを朝廷に訴 えて爾朱栄派遣に結びつ けたことによる授

官であり、褒賞の意味があるのだか ら、下位へ の遷転 とは考えにくい。正員郎の時には寧
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遠 を維持 していた と考え られる。次に57で あるが、司空従事 中郎か ら司徒従事 中郎へは上

階への遷転で昇進であ り、 これは他の官品でも見 られることである。 しか し司徒従事中郎

と次に遷 った大将軍従事 中郎は官品表では同格 である。強いて言 えば、大将軍が司徒 よ り

上位であるか らこれ も昇格 とい う認識 はあったのか も知れ ない。 ともあれ、正5上 とい う

同じ官品の実務の官職に2度 も就任するのは、 この レベルでは珍 しい。また、次 の散騎侍

郎は官品表で は司徒従事 中郎 より下位 に置かれていて、格下げ となる。異例づ くめの事例

である。

従4で は27例 が1度 に とどまるが、うち44と47は それ以上の昇進がな くて終わってい

るので、集計 か らは除外す ると、25例 となる。49は 一見す ると同格であるが、広武将軍 と

広威将軍は 「広」字 を共有す るが、両将軍の軍級 は異 なる。昇進 である。それ以外のケー

スについて見る と、55は 上階への昇進 であり、24・83も 同一官品なが ら後に就いた官職 の

方が上位 にある。これ に対 して、45,50・54・56・58・78は いずれ も同一の将軍号 を保持

しつつ別の官職に就いた事例である。77は 行州事への就任 で、将軍 号を維持 していた可能

性が高い。

正4は24例 が1度 に とどまるが、 うち48(清 河郡は上郡であろうか らその太守就任 は

正4に 数 えて よいであろ う)と50は それ以上の昇進がな くて終わってい る。また64は も

との官職 を帯びたままで王友 となった もので、む しろ1度 の就任 に含 めるべきであろ うか

ら、差 し引き23例 と考 えてよいだ ろう。 このほかは8・9・52・82が 上階へ の昇進。 また

21・53・72・79は 同一官品であるが、上位への昇格 となってい る。70・75・76は 同 じ将軍

号を保持 したままでの実務 の官職の異動であるが、この うち76は4度 にのぼる。しかも従

5の 時にも同一の将軍号で複数の官職 に就いていた とい う珍 しい事例である。56は 官品を

確定できない官職 を経 てい るので、集計数か ら除外す る(7)。11は 同一官品なが ら官品表

では後に遷 った黄門侍郎の方 が下位 に置かれている。80は 正4か ら従4上 への異動 を固辞

し、その結果正4の 官職 を与 えられた事例であ り、判断が難 しいが、事情 を勘案 して2度

の同一官品官職就任 の事例 として扱 う(8)。

以上をま とめてお こ う。正従5以 下の遷転においては、1つ の官品に属す る官職を1度

の就任で クリアする事例 が89.9%を 占め、下階か ら上階への昇進を含める と、94.1%と な

る。遷転の機会には上の官品(上 の階 を含む)を 得 るのが原則で あった と言ってよく、そ

れ以外のケースはごく僅かで、例外 と見てよい。従4の 場合 は、1度 で官品をクリアす る

事例が71.4%と 低 下 し、正4と なると、1度 で官品をク リアす る事例がd2,9%と さらに低

下す るが、それで も約3分 の2が1度 で正4お よび従4を 突破 している。なお、同一官品

の上階へ の異動 を含 めると、従4・ 正4と もに74.3%と なる。 これに対 して従前の将軍号

を維持 したままで別の実務 の官職 に異動す るな ど、同一官品に留まる事例 が増 えて くるも

のの、正従4品 ではなお、1度 でそれ を突破す るのが通常のあ り方であった とする と言い

過 ぎかも知れないが、それに近い状況であったことは否めない。

これに対 して従3以 上の揚合は、同一官品内の異動が 目立っ。従3を1度 で通過する事

例は24例(1度 の従3就 任 で死去 した3,25、41と 、長兼の扱 いが難 しい80の 事例 は除

く)で あるのに対 して、2度 以上従3品 の官職に就 く事例 が26例(除 名の前後での同一官
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品就任 を含む67を 除 く)と 拮抗 して くる。正3の 場合 になる と、1度 での通過 が12例(1

度 の正3就 任で死去 した12,22,38,63の4例 を除 く)で あるのに対 して、2度 以上正3

に就任 した事例 は45例 と、4倍 近い。従2に なると10(1度 の従2就 任 で死去 した2,55,

61、64、75の5例 を除 く)対21,正2で7(1度 の正2就 任で死去 した8,18,71、73,

74の5例 を除 く)対20と 比率は減少す るが、なお2度 以上の就任がはるかに上回 る。従3

以上の遷転 のあ り方がそれ以下 とは異なってい ることは明 らかである。

3　 正4品 以下の遷転における上昇幅

表1を 見れ ば、正4品 以下でもすべての官品を経由 して遷転す るわけではないこ とがわ

かる。それ は上昇幅 を反 映す るのであろ う。では どのよ うな上昇幅であったのか。

1回 ごとの遷転の官品差 を示す表 を作成することとし、煩雑 にな るが、表1に 付 した番

号を用いてひ とつひ とつ の遷転が どの官品差 にあたるかが判 明す るようにす る。本節では

正4品 以下の遷転を扱い、表2を 作成す る。官品差0の 場合 は、同一官品内の下階から上

階への遷転を 「下→上」、同一官品同一階で はあるが、官品表でよ り上位 に置かれ る官職

への遷転を 「上昇」、その反対 のケースを 「下落」、それ以外 を 「同格」で示す。

表2　 遷転における上昇幅―正4品 以下

官品差

マイナス

0

下 落

同 格

上 昇

下→上

1

2

3

4

5

6

事例

47,80

11,35,57

34,45,50,54,56,57,58,64,70,72,75,76,76,76,76,76,76,76,76,77,78,

78

21,24,49,53,69,70,72,79,83

8,9,22,48,52,55,57,64,73,82

6,6,8,8,9,9,10,11,12,15,17,18,22,24,24,26,24,32,32,33,34,44,44,48,

48,48,50,52,52,52,52,52,54,54,55,55,55,57,57,59,59,59,59,61,61,

63,64,64,68,68,69,69,69,70,73,73,75,76,76,77,78,,82

12,17,17,21,22,35,36,50,59,61,61,64,64,69,72,73,75,76,79,84

10,14,24,25,33,35,48,49,53,62,71,73,76

18,23,28,30,70,72,78,79,81

11,58,74,83

62,82

事例数

2

3

22

9

10

63

20

13

9

4

2
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7

8 62 1

官品差1が 最多で39.9%を 占めてい る。4割 が直上の官品に異動 しているわけである。

ただ し上の官品への遷転が基本であるものの、遷転のたびに必ず しも常に官品が上 がるわ

けではない。 同 じ官品で も下階 と上階が区別 されていたのであれ ば、上階への異動 は明ら

かに昇進である。同 じ官 品で上下階 も同 じであって も、官品表の下位へ の異動がほ とんど

な く、上位への異動がかな り見 られることは、それ も地位 の上昇 のひ とつであると認識 さ

れていたか らであろ う。 これ らも幅は大き くはなかったにせ よ、上位への異動であると考

えて よいであろ う。 また、将軍号が同じままで異なる官職へ異動する、あるいは同一の府

主のもとで異なる曹の参軍事に転 じるな どのことは 日常的にあ り得 るのであ り、とすれば、

官品差1と 官品差0(下 落 のケースを除 く)を 遷転の基本であった と想定す ることは可能

であろ う。併せ ると67.7%に 達す る。

しか し、官品差2以 上 の遷転 の事例 も3割 ほ どあったこ とを表2は 示 してい る。64の 場

合 、墓誌は

解褐為秘書郎 中・・・俄 転員外散騎侍郎、又除襄 威将軍、補 司空主簿。追 申起家之屈、

遷為従事中郎、特除 中書侍郎、加鎮遠之号、又為清河王友、余官如故。

と記す。正7→ 正7上 →従6上 →正6上 と官品差1の 範囲内で昇進 した段階で 「起家之屈」

つま り、起家官が低す ぎた とい う理 由で正5の 官 を授 け られ ている。従5を 跳び越 した、

つま り官品差2の 遷転 であった(9)。 また次に就任 した中書侍郎は従4上 であるが、加 え

られた鎮遠は正4で あ るか ら、官品差 はや は り2と な り、これは 「特除」 とされ ている。

このように何 らかの理 由があれ ば官品差は1で はな く、それ以上 になったのである。官品

差2は 全体の12.7%で あ り、官品差3は8.2%。

官品差が4以 上の事例 を見てみ ると、官品差4の70は 雍州で反乱を起 こした蕭 宝寅 に対

処するための任命であ り、それは叔父楊椿が前の雍州刺史、かつ長安のす ぐ東方の弘農華

陰を郷里 とすることに重 きが置かれた故であろ う。孝 明帝期 か ら孝荘帝期 にかけて弘農楊

氏、特に楊播兄弟 とその子たちは大きな政治的役割 を果たす(10)。 それ を反 映 してであろ

うが、 この時期彼 らの宮職 の上昇幅は大き くなる。72・74は その弘農楊 氏の一員である。

28は 墓誌 によれば太和21年(497)と 計算 され る起家で、正3の 安西を得 るまでの26年

間で3官 が記載 されてい るだけで あ り、記載漏れ が考え られて よいだろ う。30の 元天穆 も

爾朱栄 の腹心 として并 州刺史 とな るまでの経歴が起家官 を含 めて2官 しか記録 されず、永

安3年(530>42歳 の死去 とい うことか ら考えると、記録の脱落の可能性 が高い。11は 従

6の 給事 中のあ とに王 を襲爵 した。王は従4品 以上の官に就 くのが通例である。よって正4

上の太常少卿 となった。 これは王である故の特例であるが、伝 によると 「累遷」の語 が用

い られてお り、襲爵以前 に別 官に就任 していた可能性 もある。

正光4年(523)に 六鎮 の乱が勃発 したあ と北魏 の政治社会は混乱 し、軍功 に対する褒賞

が多 く、また一律 に 「階」を与える措置が何度 も執 られ た。さらに建義元年(528)の 河陰
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の変で大量の官僚が命 を落 としたに より、その後を埋めるための人事が行 われる必要があ

った。この時期 には、このような事情 による大幅な官品上昇が見 られ るよ うになる。62は

孝昌3年 に24歳 で戦死 したが、17歳 で起家 しているか ら、それは正光元年 となる。81も

正光中の起家、78は 永安3年(530)に 従4上 の中堅将軍 となってい る。58も 従4の 官に

就いたのは孝 昌年間(525～527)で あった し、弘農楊氏ではあるが、楊播 の系統ではない

82が 正4の 官を得 たのは建義元年 であった。83が 従4の 官 を得 たのも孝荘帝即位(528年)

の直前である。 これ らは この時期特有の事情による大幅な上昇 を得た可能性が考え られる

のである。

18と23は 「稍遷」等の語に よって省略 した官職の存在 の可能性が考え られ、79の み現

在の ところ大幅な官品上昇の理 由の説明が見っか らないが、官品差4以 上は、やは りそれ

な りの理 由があったのではないか。

官品差3の 事例の中にも、特別 の理由が判 明する事例がある。14は 孝明帝期、霊太后の

妹 を妻 に していた関係 で立身が早かった。33が 正光3年(522)の 起家であるように、大

幅な官品上昇 に遭遇 してい る可能性 のある事例は他 にもあろう。

このよ うに見てくれば、安定 してい る時期 においては、官品差1の 遷転 が基本であ り、

補正などの事情 によって官品差が2と なることもあったが、官品差3以 上 は特別な事情を

背後 に持 っていた と考えてよいのではないか。

マイナスの遷転 の事例 について もふれてお く。80は 正4上 の太子中庶子か ら従4上 の尚

書左丞 に遷 った。 これ は明 白な左遷 とな るか らであろ う、固辞 されて中庶子 よ り上位の驍

騎 を与えることで左丞就任 を実現 させ よ うとしたが、驍騎 は太子 中庶 子 より下位 にある。

よって中庶子 よ り上位 の吏部郎を長兼 させることでバ ランスをとったのであろう(11}。47

は井州平北司馬(従5上)か ら行井州事 を挟んで郵州竜験長史(正6上)・ 帯義陽太守 と

なったが、次には従4上 の始蕃王長史 となった。降格があってもその次には補償がなされ

ているとも解 しうる。マイナスとなる遷転の場合、このよ うな後処理が求め られたのであ

る。なお同一官品内での下落のケースで あるが、35は 正7上 の員外侍郎 か ら正7の 秘書郎

に遷った。伝では秘書郎 を起家官 としているので、何 らかの誤 りの可能性がある。

ところで、官品差が1で あるとい う場合、正7と 従6を 例 に取れ ば、正7→ 従6,正7→

従6上 、正7上 →従6、 正7上 →従6上 とい う4ケ ースを含む。 同一階の上下の差を1と

した場合 、正7→ 従6は2,正7→ 従6上 は3,正7上 →従6は1,正7上 →従6上 は2の

差 となる。ひ とつの品の内部は上 下で2と なるか ら、1と3は それぞれ1の 幅だけ加減 さ

れているわけで ある。官 品差0の ケースで下→上 を区別 して示 したか らには、 この差 は無

視できない。 よって表2の 官品差1と2の 場合 について、上記の計算 による差がい くつで

あるか、あ らためて検討する必要 があ り、その結果 を示す と以下のよ うになる。

まず官 品差1の 場合であるが、差1が9、 差2が42,差3が12と なる。それぞれ14.3

%、66.7%、19.0%で あ り、差2が3分 の2を 占める。 しかも、差1の うち、9,52,55,

73は 官品差0な が ら下階→上階 とい う遷転の経歴 を別にもつ。つま り2度 の遷転によって、

通常の差2の 上昇 を達成 した と考 えることも可能である。差1,2と 較べる と3差 の事例が

61以 降、つま り北魏末 に多いことも、内乱以前の通常の遷転が差2の 上昇で行 われていた
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ことを裏付けるであろ う。官品差2の 場合、併せて20の 遷転事例 の うち、17回 までが差4

である。 これ も遷転が差2を 基準 としていたこ とを支持す るであろ う。 なお、残 る3は 差

3の 事例である。

要す るに、正4品 以下 においては、官品差で言えば差1,上 下階の差 を1と した場合で

2の 幅で上昇す るのが遷転 の基本 で、官品差2の 上昇の場合 も、上下階の差 を1と した場

合で4の 遷転が通常の あ り方であった。

4　 従3品 以上の遷転における上昇幅

同一官品にとどまる事例が多い従3以 上の昇進はいかな る形で行われ たのか。 ここで、

同一官品内に将軍号グループがそれぞれ別の位 置に配置 され ているのは、同一官品内での

昇進を示す 目的による、 とい う前稿の指摘を想 起 したい。正4品 以下でもこの指摘 は該 当

す るであろ うが、正4品 以下では、同一官品 にとどまる事例が ごく少数であったので、将

軍号で昇進であることを示す必要 はあま り生 じなかったはずである。従3以 上では同一官

品にとどまる事例 が非常に多 くなるので、将軍号で昇進 を示す必要が生 じると考 えられる。

『魏書』官氏志所載 の太和後令では、正3品 に属す る官職 は、下位 か ら上位へ と次の よ

うに配置 されてい る。

開国県伯　 (銀青)　光禄大夫　 前後左右将軍　 左右衛 将軍　 諸王師　 秘書監　 上州刺

史　 河南尹　 六卿　 四平将軍　 列曹 尚書　 侍 中　太子詹事　 中書令　 太子少保　 太子

少傅　 太子少師　 三卿　 中護軍　 中領軍　 四安将軍　 吏部尚書

前後左右、四平、四安将軍を境 に してこれ らの官職群 を分 けて、ある将軍号か らその直上

の将軍号への異動幅 を1と 仮定 してみよ う。正4品 以下の上下の階に相 当す る区分 として

仮定 してみるのである。前後左右将軍を例に取れ ば、四平将軍までは1、 四安将軍までは2

となる。また直上の将軍号までの間に含 まれる官職 に就任 し、将軍号 は帯びなかった場合

も1と す る。例えば左将軍 ・某官(従3品 上以下)か ら秘書監 に転 じた場合は1の 異動幅

と考えるわけである。侍 中に転 じた ら2,吏 部尚書に転 じた ら4と なる。従2品 の官職群

は 「中軍 ・鎮軍 ・撫軍」将軍 と四鎮将軍、正2品 の場合は四征 将軍 と衛将軍、そ して車騎

・驃騎将軍が境界 となる(12) 。ただ し、次のこ とも仮定に加 えなければな らない。官品の

境界を越 える場合 を1と 計算 しない とい うことである。従2品 の最下位 は 「散侯― 金紫光

禄大夫一 中 ・鎮 ・撫軍将軍」 となってい る。正3品 の四安将軍か ら吏部尚書に遷 ると幅1

の上昇で あるが、さらに金紫光禄大夫に遷ってまた幅1の 上昇 とす る と、直上の官、そ し

て直上の官 と間隔 なく遷 っただけで、幅2の 上昇 となる。上昇幅が狭す ぎるのである。 よ

って四安 と撫軍 の間を幅1と 仮定す るのである。つま り、従3の 竜驤 か ら正2の驃 騎 まで、

将軍号(群)の 間隔を幅1と する。

なお、従3品 の場合は、征虜 、冠軍、輔国、竜驤 の各将軍が境界であるとひ とまず考え

ておく。 これ らの将軍号の間 には他の官職が挟 まれ ているか らで ある。ただ し、厳密 にこ

れ らの将軍を区別すべきか どうか疑問があるが、 この問題については後節であ らためて考

えることとして、ひ とまず、表1に 示 した事例の各異動幅を以上の方式で計算 した結果 を、
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表3と して示そ う。事例の項 目に記す数字 は表1の 番号である。 なお、免 官や除名の直後

に就任す る官職 はケースによ り異 なる扱いを受 けているが、特 に区別することなく計算 し、

必要に応 じて言及す る。ただ、使者 として赴 く際に帯びる官職(散 騎常時など)は 臨時性

であるので対象外 とし、その前後の官職で幅 を計算す る。また、ある官に就任 した後 に 「加

～」 として記載 され る官職(将 軍号が多い)は 、それ によって地位が上昇する場合 は1つ

の事例 として数 える。

表3　 遷転における上昇幅―従3品 以上

幅

一6

一3

一2

-1

0

1

2

3

元 氏

事 例

29,32

2,2,5,5,6,8,8,9,11,11,15,15,16,16,16,

16,16,17,17,17,17,17,18,18,18,19,19,

20,20,20,21,21,22,23,24,27,31,31,31,

31,31.,31,31.,31,31,33.,32,32,32,32,33,

34,37,37,37,38

1,4,4,4,4,4,5,5,6,8,8,8,11,12,15,15,15,

15,15,16,16,17,17,17,17,17,18,18,19,

19,20,20,21,24,27,27,27,27,29,29,29,

31,31,31,31,33,33,35,36,37,38

4,6,6,8,14,14,16,16,16,17,17,18,18,19,

20,21,28,28,29,31,31,31,32,33,36,37

2,5,13,19,27,30,32,36,37,38

数

2

56

51

26

10

他 氏

事 例

67

79

61,75

42,43,43,43,45,46,49,49,51,51,51,51,

51,51,51,51,51,51,52,53,53,53,54,55,

55,56,56,57,59,64,61,61,61,62,64,64,

65,65,66,66,66,66,66,67,67,67,67,67,

68,68,68,68,68,68,68,68,69,69,69,69,

69,69,70,70,71,72,73,75,75,76,76,76,

76,76,76,77,78,79,80,82,83,84,85,85

43,4S,4S,S1,S3,S3,S3,SS,S6,S6,S9,61,

61,64,64,66,67,67,68,68,68,68,68;69,

69,69,70,73,76,76,77,77,77,77,77,77,

79,80,80,80,82,82,83,84

51,51,53,53,56,61,64,66,66,67,67,67,

69,70,70,73,75,78,78,79,79,80,83,83

45,46,53,55,56,60,66,68,69,70,73,74,

75,78

数

1

1

2

84

44

24

14

計

1

1

4

140

95

50

24
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4

5

6

計

2,5,6,13,14,15,27,32,35,36,37

6

29,34

11

1

2

159

55,63,71,76,79,82,85

67,83

7

2

179

18

1

4

338

最 も多いのは、上昇幅0、 つ ま りそのほ とん どが将軍号が 「本将軍」や 「将軍如故」 と

記 され るか、あるいはも とのまま と想定 されるケースである。短い期間で他の官職 に異動

す る場合 などは、その都度の地位 の上昇 を避 けるとい う考 え方が採 られ た方式ではないか

と想定できるのである。 元氏 の場合で35.2%、 元氏以外で46.9%、 平均 して41.4%と4割

強の事例が これにあた る。次 に多いのが上昇幅1の 事例。元氏で32.1%、 元氏以外で24.6

%、 併せて28.1%で ある。上昇幅2の 場合 は、元氏で16.4%、 元氏以外 で13.4%、 併せて

14.8%で あるが、上昇幅3と なると元氏で6.3%、 元氏以外で7.8%、 併せて7,1%と1割 を

大きく割 り込む。

以上、従3品 以上の場合、将軍号(群)間 の隔た りを1と 仮定 した場合 、同 じ将軍号を

維持 したままで他官に遷 るケースが最多で、幅1上 位の地位 に遷 る事例がそれに次ぎ、幅

2の 上昇の事例 を併せ る と、 この3つ の遷転が基本 であった と言 ってよいのである。

5 正4品 以下 か ら従3品 以上へ の異 動

以上 の分析において、正4品 上以下の官職か ら従3品 以上の官職への遷転 は採 り上げて

いなかった。正4品 以下 と従3品 以上では基準 とす る数値の設定 に相違があったか らであ

る。本節 ではこの問題 を扱 う。

表1の 中で、正4品 上以下か ら従3品 以上への昇進事例を抽出 してケースごとに分 ける

と、次の表4の よ うになる。

表4 遷転における上昇幅―正4品 以下から従3品 以上へ

官品の変動

正4上 →従3

正4　 →従3

正4上 →正3

正4　 →正3

従4上 →従3

従4　 →従3

従4上 →正3

官品差

1

1

2

2

2

2

3

内 訳

3,6,8,9,12,15,16,17,20,21,27,53,56,68,

4,23,28,42,55,57,60,66,70,73,75,77

11,18,52,72,79,80,82

61,64,76

22,32,33,36,37,45,63,83

38,46,54,59,67

24,71,78

数

14

12

7

3

8

5

3

百分率

41.3

36.5
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従4　 →正3

正5上 →従3

従4　 →従2

従5上 →従3

従5　 →従3

正5上 →従2

正4上 →従1

正4上 →正1

3

3

4

4

4

5

5

6

35,49

25,30.69

65

14,84

62

74

26

2

3

1

2

1

1

1

12.7

6.3

1.6

1.6

官品差1の 事例が半ば近 く、官品差2を 加 えると77.8%と8割 近 くにもなる。 これ は通常

の遷転では1つ 上 の官品、もしくは2っ 上 の官品 に属す る官職 に遷 るとい う正4品 以下の

検討 で明 らかに した結果 と対応 している。正4品 上以下の官職か ら従3品 以上の官職 に就

く場合は、官品の幅が基 準 とされていたと考 えて よいよ うである。

官品差 が4以 上の事例 にっいて見ておこ う。14は 元又、65は 爾朱氏の一員、いずれ も

他 にも大幅な上昇があって、それ については既 に言及 した。74は 、本人の判明す る経歴 は

非常に簡単 であって、省略 の可能性が考え られ るが、前述 した弘農楊氏の一員であるので、

他の楊氏 と同 じよ うに大幅な上昇 を勝 ち取った可能性 もある。26は 孝荘帝 の兄弟で、帝の

即位に伴い、一気 に官位 が上昇 した。62は 第3節 でも触れたが、恐 らくは六鎮の乱による

混乱に際会 しての上昇 である。84は 太宰主簿 となったことから、孝荘帝期か続 く前廃帝期

であることが判明す るが、なぜ大幅な上昇 とな ったかは不明で ある。伝 では征虜の記載が

ないか ら、あるいは陵江→ 中散大夫 とい う上昇幅3の 遷転 であったか も知れない。いずれ

にせ よ、大幅 な官品の上昇 を伴 う遷転 にはそれ な りの理 由が伴 うとい う、前2節 において

確認 した ことが、 ここでも当てはまるのである。

ところで正4品 までは上下階の間隔を1,従3品 以上 を将軍号群の間隔 を1と して数 え

るとい う前2節 の方式(正4上 か ら上が る場合 、竜驤 までが1、 輔国までが2、 冠軍まで

が3、 征虜までが4,散 騎 常侍までが5、 前後左右 までも5,四 平将軍までが6と なる)を

適用 して計算す ると、表4の 諸事例 はどうなるであろうか。官品差1の26例 の場合、幅1

が1例 、幅2が4例,幅3が5例,幅4が8例 、幅5が7例 、幅6が2例 となる。官品差

2以 上は省略す るが、正4品 以下の揚合、官品差で言えば差1 ,上 下階の幅を1と した場

合で2の 幅で上昇す るのが遷転の基本で、官品差 で2、 上下階の幅を1と した場合 で4の

幅の遷転 がそれ に次ぎ、従3品 以上の場合、上昇す る幅は0が 最多で1が 次ぎ、その次が

2、 とい う前2節 の検討結果 と大いに異な り、上昇幅が大 き過 ぎることになる。

これは計算方式に問題 があるか らではないか。実は表3に おいて上昇幅が大きいものに

は従3品 に属す る事例が多 く含まれている。 よって従3品 の官職就任事例 をあらためて検

討 してみよ う。
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従3品 に配置される官職を官品表の下位から記すと、

竜驤将軍　中州刺史　輔国将軍　太中大夫　護羌等校尉　冠軍将軍　武衛将軍　太子

左衛率　二大二公長史　征虜将軍　 (5官)　 四方中郎将　散騎常侍

となっている。正4品 上以下から従3品 の官職に遷った者が、その次に就いた官職を調べ

ると(同 じ将軍号を維持 している場合は、その次の官職を採る)、 以下のようになる。

竜驤の場合

輔国の場合

冠軍の揚合

武衛の場合

:征 虜 に遷 る

正3に 遷 る

:散騎常侍に遷る

正3に 遷る

輔国で終わる

:征虜に遷る

正3に 遷る

冠軍で終わる

:征 虜 に遷 る

正3へ 遷 る

武衛 で終わ る

征虜 の場合:正3へ 遷 る

散騎常侍に遷る

征虜で終わる

中郎将の場合:正3へ 遷る

降格

常侍 の場合:正3へ 遷 る

6例(36,45,46,55,56,60)

3例(37,83,85)

1例(27)

1例(6)

1例(25)

4例(17,20,38,77)

4例(28,63,67,70)

2例(3、9)

1例(54)

2例(32、53)

1例(39)

10例(12,16,29,30,59,51,68,69,

73,84)

1例(31)

3例(42,57、81(13))

1例(33)

1例(75)

7例(8,14,15,21,22,34,66)

冠軍将軍までは、半数近 くが征虜(1例 のみ散騎常侍)に 遷 り、その後 に正3に 遷 ってい

る。

何故に将軍号 をこのよ うな配置 に したのか。正4品 以下の同一官品に複数 の将軍号(群)

が配置 されていたの と同様 の措置で あろ う。将軍号は軍勲 に対 して与え られるとい う側面

をもっていた。軍勲が官 品 とは別の原則 によって運用 されていたことは閻歩克氏の明 らか

にした ところであるが(14)、 『魏書』孝荘紀建義元年五月条の詔 に

又以舊 叙軍勲不過征虜、 自今以後、宜依前式、以上餘 階、積而爲品。

とあ り、軍勲に よって与 え られ る将軍号は征虜 まで とい う規 定が あった ことが分かる。征

虜までは軍勲に対応す るた めに設け られた将軍号であったか ら、征虜、冠軍、輔国、竜験

の諸将軍は正4品 以下 の諸将軍の場合 と同様 に、従3品 において分 けて配置 されなけれ ば

な らなかったのである。例えば正4品 では、鎮遠 など遠字を共有す る3将 軍、建字 を共有

す る3将 軍、立字 を共有す る3将 軍、武字 を共有す る5将 軍 とい う、3つ の将軍号群 が配

置 されているよ うに、である。そ して、従3品 将軍号はそれぞれ離れて配置 されていても、

上で見たよ うに、竜驤 か ら冠軍 まで と征虜 とは明らかに異なる扱いを受 けてい る。竜驤 ～

冠軍は1群 として理解すべ きではないか。先の計算方式によれ ば、正4上 か ら冠軍までは
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1、　征虜 までは2と すべきであろう(15)。

この判断に基づき、正4品 以下か ら従3品 以上に遷 った場合の幅 を計算 し直す こととす

る。その結果 は以下の通 りで ある。なお特別の事情があると考え られる官品差3以 上は省

略す る(16)。

(イ)官 品差1の 場合

幅1:

2:

3：

4：

8例(3,4,6,9,17,20,27,56)

10例(12,16,23,28,53、55,60,68、70,77)

6例(8,i5,21、42、57、73)

2例(66、75)

(ロ)官 品 差2の 場 合

幅3:　 10例(18,36,37,45,52,63,79、80,82、83)

4:　　 8例(32,38,46,61、64、67、72、76)

5:　　 5例(11、22,33、54,59)

この結果 は、正4品 以下の昇進 のあ り方に準ずるものであると言 える。正4品 以下から

従3品 以上に昇進す る場合、

・官品差1が 最多で官品差2が それに次ぎ、 これが基本 である。

・官 品の上下階幅(従3品 は冠軍将軍までを下階に相 当す ると想定す る)を1と した場

合、官品差1に ついて1～2の 上昇が7割 に達 し、これが通常のあ り方であった とし

て よい。

とい うことになろ う。

6　 従3品 の将軍号 と官職の再検討

前節の検討の結果、表3は 、修正の必要が生 じる。修正箇所 を以下に示す。

修正

-6→-5

1→0

3→1

3→2

4→2

5→4

6→4

6→5

事例

1

1

7

1

2

1

1

1

内訳

67

4

19,36,45,46,55,56,60

27

37,85

6

67

83

― 47―　



これによ り表3の 集計 を部分だけを掲示 し、各上昇幅の百分率を示す と次のよ うになる。

幅

-5

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

元氏

0

0

2

57

52

28

7

11

0

2

他氏

1

1

2

84

47

25

9

7

1

0

計

1

1

4

141

99

53

16

18

1

2

百分率

0.3

0.3

1.2

41.7

29.8

15.7

4.7

5.3

0.3

0.6

上昇幅3以 上の割合の減少 を指摘できるが、上昇幅0,1,2の ケースはほぼ変わ らない。

もとの将軍号 を維持す る場合 を除 くと、上昇は将軍号群 の間隔を1と した場合、1,2の 幅

であった とい う結論 は動かないのである。

つま り、従3以 上 の遷転 においては、上昇幅が0か ら2ま でが9割 近い。孝明帝の時期

には大きな政治的闘争があ り、 自派の官僚の優遇 とい う状況が広 く見 られた。また前にも

述べたよ うに六鎮 の蜂起以後の内乱は、河陰の変 にお ける大量の官僚 の虐殺 をも伴い、失

われたポス トの補填が必須 とな り、官僚 の昇進速度、幅 ともに大 きくなる。そのよ うな状

況の中でなお上昇幅が2以 下に止 まる事例が87.6%に 達するとい うことは、官僚の遷転

が、能 う限 りで階梯 を踏む形で行 われていることを示 しているのである。

特 に上昇幅が大きい事例 について説 明 してお こう。34の 元粛は爾朱栄 に協力 して王 とな

り、後将軍 ・広 州刺史に任ぜ られ、次いで衛 将軍 ・緯州刺史 となった。弟 が爾朱氏に擁立

されて皇帝 となるのは この直後である。爾朱氏 との関係 がこのよ うな大幅 な将軍号の上昇

につ ながったのであろ う。67は 撫軍 ・定州刺史の時に除名処分に遭い、マイナス6と 大幅

に下がった後 に輔国 ・南秦州刺 史 として復活 した。大幅な降等の理 由は不明だが、それに

対す る回復措置 と理解できる。79は 中書監 ・兼吏部 尚書の時、 「解除余官、正位選曹(＝

吏部尚書)」 との扱いを受 けた。た とえ中書監 の時に将軍号を保持 していたとしても 「余

官は解除」 とい う措置 の対象 となった と考え られ、 とすればマイナス2の 左遷 となる。理

由は不明。その次に衛将軍 となったか ら、吏部尚書か らは5の 上昇 とい う形になるのであ

るが、中書監か らだ と上昇幅は2と なって通常の遷転 の範 囲内に収まる。回復措置 と通常

の遷転が合わ さった形での異動で あった。また29元 継は元乂 の父。侍 中 ・領軍から特進 ・
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驃騎 に遷 ったのはその関係 が働いたのであろ う。なお、正2品 の衛将軍以上は、

四征将軍　 衛将軍　 車騎将軍　驃 騎将軍　 尚書令　 特進　 太子三師　 衛大将軍

と、短い間隔で将軍号が配置 されている。車騎 と驃騎 は同格 として、それぞれ を1の 幅 と

して計算 した結果 を表3に したが、正2品 の昇進 の幅が これでよいのか どうか、問題 は残

る。実は、幅4と した事例 の うち、5、6,13,15,27,32,76は 、この正2品 の扱 いによ

るのである。 とすれば差4の 事例 は11の み とな り、全体の3.3%に しか過 ぎなくなる。

79以 外のマイナスの遷転事例 にもふれてお こ う。75は 南 中郎将か ら武衛将軍に遷 った。

これ は官品表では左遷 となる。 しか し同時に南中郎将よ りは幅2上 位 の左衛将軍を兼任 し

てい るか ら、これでバランスを取 った可能性がある。次に遷った平南は左衛 よ り上位 に置

かれている。29は 免官か ら復帰 した官職 が免官以前 より低 かった事例。免官か ら復帰 した

場合 の扱いは、 『魏書』巻78張 普恵伝 に 「故事、免官者、三載之後降一階而叙、若才優擢

授、不拘此限」 とい う規 定があるが、実例は一定 してはいない。 除名の場合 も同じである

が、いずれ もこのよ うに下がった地位 につ けられ る場合 もあれば、前官 と同 じ扱いの場合

或いは上昇す る場合 もある(17)。67は 先 にも触れた ように前官 よ り大幅に下がった地位

に落 とされ たが、1官 を経て除名 前の位置に復活 している。32の 光禄卿か ら平北 ・相州刺

史への遷転、61の 度支尚書か ら平南 ・光禄大夫 ・給事黄門侍郎への遷転 はいずれ も地位 の

下落であるが、その理由は不明にせ よ、次には前者が中軍 ・大宗正卿、後者が鎮軍 ・金紫

光禄 ・黄門侍郎 とい う前官 よ り上位 に遷っている。

7　 遷転の間隔

ところで遷転を問題 にす る場合、前職 とどれだけ年数が隔たっていたかが、併せて問わ

れ なければならないだろ う。第3節 で長 い期間に就任記録がないい くつかの事例 を挙 げ、

記載脱落の可能性あ りとしたが、逆 に短期間に多数の官職 を経 るケー スも少な くない。遷

転一覧に記載 した中で墓誌や伝 に就任 した年が明記 されている事例 を選 び、その間にい く

っの官職 を経 たかを調べ、1官 職 あた りの在職年 を計算 して表5を 作成 してみた。世宗宣

武帝即位以後 とするが、その直前の太和末年の事例 も含めることとす る。また六鎮の乱勃

発後は汎階が繰 り返 され、大幅な昇進が行われ るので、粛宗孝荘帝即位までに限定す る。

宣武帝は太和23年(499)4月 の即位、孝明帝 は延 昌4年(515)1月 の即位であるので、

就任記載 に 「世宗初」 あるいは 「世宗即位」 とあれば499年 、 「粛宗初」 とあれば515年

として処理す る。 なお、官に就 いたまま死去 した場合 は、没年までの年数 を最終官を含 め

た経歴官数 で割って平均在職年 とす るが、実際 は最終官に就いてか らの年数があるので、

平均在職年 はそれ よ り長 くなる。故 に 「＋」記号を付す。父母 の喪に服す る時期や免官や

除名 の措置 を受 けてい る事例は、在職年の計算に不確定要素を与えるので、省いてある。

また第3,4、5節 で用いた昇進幅が0の 回数を、備考欄 に示す。昇進幅0を 経験 しない事

例は記載 しない。
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表5　 在官年数

1

2

5

　611

13

21

24

25

30

31

33

42

46

49

53

63

68

69

姓名

元鸞

元詮

元遙

元暉

元煕

元懌

元端

元湛

元欽

元天穆

元延明

元恭

司馬悦

崔景ヨウ

劉道斌

侯剛

楊イ

楊津

楊昱

経 歴

世宗初 に平東→正始2(505)安 北で没

世宗初 に冠軍→元愉の反(508)後 に左僕射

景明初 に平西→延 昌3(514)に 征南大

世宗初 に散騎侍郎→神亀2(519)に 左僕射で没

世宗没(515)で 太常少卿→神亀1(518)安 東

世宗初に金紫光禄大夫→延 昌1(512)太 傅

粛宗初に鴻臚 少卿→孝 昌3(527)に 撫軍

永平4年(511)に 秘書郎→建義1(528)廷 尉少卿没

粛宗初 に員外郎→建義1(528)に 輔国で没

永平1(508)に 員外郎→荘帝即位(528)に 太尉

粛宗初に刺史→ 荘帝即位(528)大 司馬

正光3(522)に襄 威→永安3(530)に 安東

世宗初 に鎮遠→征虜で永平1(508)没

景明4(503)に 都 督長史→延 昌4(515)に 征虜

世宗初 に謁者僕射→正光4(523)に 平東 で没

世宗初 に奉車都尉→正光6(525)に 儀 同三司

太和23(499)に 奉朝請→孝昌2(526)に 冠軍

延昌末(515)に 右→永安初(528)に 衛

延 昌3(514)に 宣威→孝昌初(525)に 征虜

官

2

3

5

9

5

5

5

8

5

4

19

5

3

3

7

15

6

103

平均年数

3＋

3

3

2.2＋

0.6

2.6

2.4

2.1＋

2.6＋

5

0.7

1.6

3＋

4

2＋

1.7

4.5

1.3

3

備考

1

11

3

1

1

10,不 行1

1,不 拝1

1

1(18）

3

51

6

これ らを平均在官年数 で分類 してみ よ う。

1年 未満　　　　　　　　　　　　　11、31

1年 以上～2年 未満　　　　　　　　　　33、53、68

2年 以上～3年 未満　　　　　　　　　　6、13、21、24、25,49

3年 以上～4年 未満　　　　　　　1、2、5、42、69

4年 以上　　　　　　　　　　　　　　30、46、63

事例はかな り拡散 してい る。 ところで、将軍号が変わ らず、実務の官職 が変わる場合は、

官僚 としての地位 に変化 はない と考 えられ る。考課が上中で あれ ば昇進す るのであるか ら、

地位 が上昇 しないのは考課 の成績 が悪いか らとい う可能性 はあるが、ほ とん どが上 中であ

るとい う当時の考課 の状況(19)か らすると、そのことはあま り考慮に入れな くてよさそ う
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である。 とすれば、上位 の地位 に昇進す るほどの年数が経過 していない、或いは昇進資格

が不足 している とい う可能性を、 もちろんそれ以外の可能性 もないではないであろ うが、

考 えるべきであろ う。 よって表5の 備考欄の数字を経歴 した就任数 か ら差 し引いて計算 し

直す と、次のよ うになる。

1年 以上～2年 未満

2年 以上～3年 未満

3年 以上～4年 未満

4年 以上

11、31

6、13,24、25,33、53

1、5、21,49,68,69

2、30、42、46、63

これに よれば、3年 以上を経て上位の地位 に昇 る事例が6割 近 くあ り、2年 以上 となる

と9割 となる。下線 を付 した6例 は在任 中に死去 した事例であるか ら、在職年数は さらに

長 かった可能性 をもつか ら、3年 以上の割合 はもう少 し高 くなるかも知れ ない。上位の政

治的地位に登 るには2年 以上かかるのが通常であったことがまず確認 され るのであ り、時

には5年 以上を要す ることもあったこ とも注 目され るのである。

ところで服喪 の期 間がある故 に表5に は含 めなかった52崔 鴻 の揚合、遷転の年度 が比較

的多 く伝 に記載 され てい るので、 これをこれまでの検討結果 と照合 させてみ よう。

①　景明3(502)

②　永 平初(508)

③　延 昌3(514)

④　延 昌3(514)

⑤　延 昌4(515)

⑥　其年(延 昌4)

⑦　正光1(520)

⑧　孝昌初(525)

⑨　孝 昌1(525)

員外郎→給事中→尚書郎→

行台鎮南長史→軽車 ・尚書郎→員外常侍 ・領郎→

父 の喪→

員外常侍 ・領郎→

加 中堅、常侍 ・領郎故如→ 中散大夫 ・領郎→

司徒長史→

加前将軍→

給事黄門侍郎、尋加散騎常侍→

死去

員外郎か ら② の長史 までは6年 であるか ら1官 平均2年 となる。③ の服喪 を挟んで②の

員外常侍 ・領郎は④ と同一官であるか ら、長史か ら④までは3官 として計算できるはずで、

平均2年 の就任 となる。1年 未満 で終わってい る服喪の期間を考慮す るとさらに短いこと

になろ う。しか し②の長史は10月 に起 こった予州 の城人 白早生の反乱に対処す る行台の属

官であ り、12月 に乱 が平定 され ると間もなくその任 は解かれた としてよいであろ うか ら、

軽車 ・尚書郎 は翌永平2(509)初 め頃の就任 と想定可能であ り、とすれば②～④の軽車お

よび員外 常侍の就任期 間は平均 して3年 とい う考 え方 が成 立す る。 ここまでは表5に 基づ

く計算 と合致す る遷転期 間である。 ところが④⑤ は尚書郎の本職 は変わ らず、従5→ 従4

上→正4と 官僚 としての地位の上昇が図られた と考えて よいが、その就任期間は併せて も

1年 ほ どと非常に短い。 これは表5か らは読み取れない結果である。そ して⑥以後にな る

と状況 は一転 し、⑦の加官があるまでに5年 、それか ら最終官 となった⑧への就任 までに

も5年 を要 していて、正3の 前将軍で10年 間を過 ごした ことになる。これ は長期間に過 ぎ

るとい う感 はあるけれ ども、先述 した、時には5年 以上を要することがある、 とい う事例

のひとつ に数 えることができるであろう。
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とすれば、宣武帝、孝 明帝期 の北魏 においては、2年 以上、そ して4年 未満程度で上位

の官職 に遷転する とい う大まかな状況 を認 めてよいのではないか(19)。 ただ し、崔鴻の事

例で明 らかなように、遷転に要す る年数にはかな り大きなば らつきが ある。考課 とそれ に

伴 う叙任 が規定のよ うには行われ ていなかったとい う事情(20)も 手伝 っていたのであろ う

が、官僚 の遷転 には個人的な事 唐や時期的な問題 などによる差があったのであろ う。

比較的短い期 間での遷転 に伺 える事情 の一般 を探ってみ よ う。短い遷転の一般的な要因

として指摘で きるのは、まず、表5に よって も分かるように、同 じ将軍号等 のもとでそれ

より下位 の官職 をい くつか遷 るケースである。 これは政治的地位 とい う点では変化 を生ま

ない。次に六鎮 の乱以後、度重なる汎階によって将軍号が乱発 された ことが、重要な要因

として挙 げられ よう。 これは政治的地位 の上昇 を伴 う。さらに建義元年(528)の 河陰の変

による多数 の官僚 の死亡な ど、政治的な混乱 も官僚 の遷転 を早めたはずである。

他方、個別の事情 も少 なか らず関わっていたことも間違いない。表5か らは省いてある

が、8元 昭についてはその伝に

世宗時、昭従弟暉親寵 用事、稍遷左丞。世宗崩、于 忠執政、昭為黄 門郎、又曲事之。

忠専擅権 威 、枉 陥忠賢、多昭所指導也。霊太后臨朝、為尚書 ・河南尹 。聾而恨戻、理

務峭 急 、所在患之。尋出為雍州刺史、在州貧虐、大為人害。後入為尚書、詔事劉騰、

進号征西将軍、卒。

とある。于 忠の専権は宣武帝が没 した延 昌4年(515)1月 か ら9月 まで と短 いが、従弟の

元暉が孝明帝 の初めか ら神亀2年(519)9月 の死去まで尚書僕射 として吏部を摂選 し、正

光1年(520)7月 には元乂 ・劉騰が権力 を掌握す る。つま り、元昭の短期間での遷転 を可

能にしたのは人事権 をもつ者 、権力者 との結びつ きだったのである。

また11元 煕については、その伝 に

延昌二年襲封、累遷兼将作大匠、拝太常少卿 、給事黄門侍郎、尋転光禄勲。時領軍于

忠執政、煕、忠之婿也、故歳 中驟遷。

と、よ り明確 な証言が ある。当権者 との姻戚関係が年 内の数度の遷転をもた らしたのであ

る。

さらに6元 暉であるが、上に引いた元昭の記事に 「親寵愛用事」の句があるほかに、暉

本人の伝 にも

再遷侍 中、領右衛将軍、雖無補益、深被親寵。凡在禁 中要密之事、暉別奉 旨蔵之於櫃、

唯暉入乃開、其余侍 中 ・黄 門莫有知者。

と、宣武帝による親寵ぶ りが記 され る。それによ り昇進 が早かったので あろ う。

他の事例 も同様 の検討 が行 えれば よいのであるが、それはなかなかに困難である。けれ

どもこれまでの検討 をみれば、宣武帝、孝明帝の時期 において は、通常、上位 の官職への

遷転には2年 以上、それ も多 くの場合4年 ほ どを要 した として よいのではないか。(21)

お わ り に
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本稿で確認できた ことをま とめると次のよ うになる。

a)正4品 以下の場合、1つ の官品を1度 の就任でク リアす る。その内実は官品の上下

階の隔た りを1と した場合、幅2の 異動で ある。 これが基本 で、官品差2の 遷転(上

下階の隔た りでは幅4)が それ に次 ぐが、これは通常 とは異なる とい う認識があった。

b)従3品 以上 の場合は、同一官品の官職 を何度か経 るこ とが非常に多いが、それ は同

一の将軍号(同 一の官職のこ ともある)を 維持 しているケースが半 ば近い
。上位 に遷

る場合 は、将軍号(群)と 直近上位 の将軍号(群)の 隔た りを1と した場合で、1も

しくは2幅 での上昇が基本であった。

c)正4以 下か ら従3以 上に遷 る場合 は官品差1、2の 上昇が基本で あるが、将軍号(群)

間の隔た りを1と した場合、官品差1に ついて通常1～2の 上昇 であった。

d)こ れ らの上昇幅 を超 える遷転には特別の事情の存在 があった。

e)上 位へ官職への遷転 には通常2年 以上、それも多 くは4年 ほどを要 した。

f)つ ま り、従3品 の壁 を突破するまでは官品差1ま たは2で 昇進 し、それ以後は将軍

号(群)の 差 を1と した場合1ま たは2の 幅で昇進す る。 これが北魏後期 の遷転の基

本的なあ り方であった と考え られる。

政治社会の状況によってこれに違 う事例が多 くなるが、 しか し、これ らが基本のあり方

として存在 していた ことは、システマチ ックな形で北魏後期の官僚の遷転が行われていた

ことを示 している。一方 で、通常 よ り短い間隔で上位の官職 に遷転す る事例があるととも

に、逆に長い事実を経 てよ うや く政治的地位 が上昇する事例 もあることが明 らか となった。

これ らの事実は、北魏 の官僚制のみならず、貴族制の理解に影響 を与 えるで あろ う(22)。

そ のよ うな大きな問題以前 にも、従来見解 が一致 していない 「階」 について新 しい見方 を

可能にす るであろ う(23)。

墓誌や列伝の記載 に欠落がある可能性 は否めない し、確実性 を欠 く遷転判断に立脚 して

いるとい う批判 が起 こるで あろ うことも想定できるが、80を 超 える事例か ら抽出した結果

が一定の方向性 を示 してい ることも間違いない と考 えられ ることを補足 として述べて、ひ

とまず擱 筆 したい。

註

(1)以 下、本稿で言及す る拙稿 は以下の通 りである。

A:「 北魏後期 における将軍号」(『 東洋 学報』96-1、2014)

B:「 正史 と墓誌― 北魏墓誌の官歴記載 を中心に― 」(平 成18-20年 度科学研究費

補助金成果報告書 ・伊藤敏雄編 『魏晋南北朝史 と石刻史料研究の新展開―魏 晋南北朝

史像 の再構築に向けて― 』、2009)

(2)外 号将軍である。本稿で も将軍号 とい う場合は外 号将軍を指す。ただ遷転の過程では

内号将軍に就任 する場合 もあ り、それ も遷転表 に反映 させた。

(3)拙 稿B参 照。

(4)本 稿で取 り上 げる墓誌は梶 山智史 『北朝階代墓誌所在総合 目録』(明 治大学東アジア

石刻文物研 究所、2013)所 掲の ものに限定す る。同 目録は最 も豊富 に、最近までの墓
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誌の情報 を記載 しているか らである。ただ し、 ごく一部 であるが筆者未 見の墓誌があ

る。

(5)複 数 の官職 を記載 してある墓誌 には、就任官職群 を一括 して表記す るものがあ り、列

伝 を参照 しても、遷転過程 を明確に示 し得 ない場合には、採 り上げない。

(6)以 下、官品を示す品の字を省略す ることがある。

(7)中 山郡は上郡 の可能性が高 く、正4の 官職 と思われ るが、その前に もっていた従4

上将軍を維持 していた可能性 も残る。

(8)太 子 中庶子(4上)か ら尚書左丞(従4上)へ の遷転 を固辞 したので、左丞就任 を実

現 させ ようとして驍 騎(正4上)・ 左丞 としたが、驍騎 も中庶子 より下位 にある。 よ

って中庶子 より上位 の吏部郎(正4上)を 与 えることに したのであろ う。吏部郎 は伝

によると長兼吏部郎 となっているが、兼任 よ りは正官 に近い。

(9)64王翊 については前稿参照。

(10)拙 稿 「北魏 における弘農楊氏」(平 成22-26年 度科学研究費補助金(基 盤研究(A)

中間成果報告書、伊藤敏雄編 『墓誌 を通 した魏晋南北朝史研究の新たな可能性』、2013)

(11)伝 によれば長兼吏部郎。次 の左長史 も長兼 となっている。なお、表2,3に おいて

は長兼 した2官 職は正官 に準ず る扱いであった と考 えて処理す る。 それが誤 りであっ

た としても大勢 に影響 を与える数 ではない。

(12)車騎 →驃騎 とい う遷転事例が少なか らず あるが、官品表に付せ られた両将軍 の原註

に 「二将軍加大者、位在都督中外之下」 とあるので、同格 として扱 う。衛将軍 と車騎

将軍 との間には差があ ると考えるべきである。 なお、官品表には諸将軍加大者が四征

将軍の下にあ り、原註 によると、四鎮大将軍は衛将軍の下、四征大将軍は衛大将軍の

下、衛大将軍は太子太師 の上 とある。いずれも正2品 の扱いである。 これ らは切れ 目

となる将軍号 として機能 した可能性 もあるが、衛大将軍以外は実例 は極 めて少 ないこ

ともあ り、その扱いか らは除外 してお く。衛大将軍は実例が多いが、正2品 の最上位

となるので、驃 騎 より1上 位 とすれば よく、間隔の計算 には支障を来た さない。

(13)81は 征虜 を得 たあと西魏の時期に入 る。

(14)『 品位 と職位― 秦漢魏晋南北朝官階制度研 究』中華書局、2002

(15)閻 歩克氏は、既 に前註所掲書459-460頁 に載せ る奚康生の軍勲の計算において、征

虜 ・輔国 ・竜驤 の諸将軍 を同一群 として扱っている。 しか し、 これ らの将軍号は、そ

れ ぞれの間に他官 を挟んで配置 されてお り、同一 として扱 うにはその根拠を示す必要

があったであろ う。

(16)22は 中堅将軍で計算 した。宗正少卿 を採れば数字が異なる。37も 竜驤 将軍で計算 し

た。武衛将軍を採れ ば数字 が異なる。また39は 官品不明の官職か らの遷転であるので

除外 した。

(17)例 えば80は 左将軍 ・エン州刺史 の時除名 されたが、次 には安西 ・光禄大夫 となった。

(18)元 英 が義陽を攻める時の都督長史 となったのである。元英 の義陽攻撃は本紀 による

と景明4年 である。崔景ヨウは景明初 に母 の喪 に服 し、喪が終わって都督長史 となった。

景明4年 は3年 の喪 があける年 に一致する。
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(19)母 老に侍す ために官 を離れた、 さらに除名があったな どの事情で、全時期 を通 して

の検討が難 しいので表5か ら省いた67楊 椿 の事例 を見ると、景明4年(503)に 冠軍

・行梁州事 として官職 に復帰 し、正始2年(505)に は光禄大夫 ・仮 平西将 軍 として仇

池の叛柢 を討 ち、同年 にはさらに光禄大夫の肩書きで武興の楊集起を討ってい る(粛

宗紀)。 ともに梁州に在任 していたか らの任命であろう。そ して正始5年(508)に 安

東 ・太僕卿 となった。足かけ5年 の梁州在任であった と考え られる。その間に光禄大

夫 となっているか ら、1度 の政治的地位 の上昇には平均2年 半 を要 した とい うことに

なる。続いて永平3年(510)に 安北 ・朔州刺史、延昌3年(514)年 に撫軍 ・都官尚

書 となった。太僕で3年 、朔州刺史で4年 の在任 であるが、四安将軍には7年 間とど

まったわけである。その後撫軍 ・定州刺史 となって神亀2年(519)に は在任 していた

ことが息子の楊星伝 か ら判 明す る。昱 は正光元年(520)の 元乂 のクーデターによって

済陽内史に出 され る。椿が弾劾に よって除名 され るのも、恐 らくこのクーデターの時

と思われ る。 とすれ ば、定州刺史 となった時期 は判明 しないものの、尚書 と刺史の時

期 を合 わせて6年 とな り、従2品 の将軍号は6年 間維持 していたこ とにな る。 もっと

も、除名 か ら復活後 は、六鎮の乱 に際会 し、官職の変動 は激 しくなる。

(20)考 課 につ いての先行研究は数多いが、福島繁次郎 『増訂 中国南北朝史研究』名著出

版、1979、 陶新華 『北魏孝文帝以後北朝官僚管理制度研究』巴蜀書社、2004、 戴衛紅

『北魏考課制度研究』 中国社会科 学院出版社、2010、 を挙げてお く。

(21)散 官 の考課 は4年1考 とい う考 え方が行 われ ていた時期 があ り、太守や県令は6年

1考 とされたこ とがあ り、長期にわたる刺史就任 の事例があ り(陶 新華前註所掲書第1

章参照)、 官僚の遷転期 間を一律 に計算す るこ との問題 は承知 しているが、政治的身

分が上昇す るために要す る期 間をおおまかにで も推定す ることに意味があると考 えた

ことを付記 しておく。

(22)例 えば、 『通典』巻16・ 選挙4に 孝 明帝の時、 「官人失序」の状態であることにつ

いて清河王元懌 が行 った上表を載せて、孝文帝の時の起家官の定 めが守 られなくなっ

たことを問題 に してい る。 これ は本稿 にも関わる重要な記事ではあるが、北魏 におけ

る貴族制 を論ず る際に採 り上げることにしたい。

(23)「 階」については、別稿 を準備 している。

[補記]

本稿は2014年9月14日 の国際学術シンポジウム 「石刻史料 から見た魏晋南北朝― 北

朝史 を中心に― 」にお ける報告を骨子 としている。当 日、岡部毅史氏による貴重なコメ

ン トを頂いたが、註(21)に 記 した ように、現在進 めている検討 に生かす ことに して、

謝意を表するのみ とす ることを了 とされたい。
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附:宣 武帝以降の北魏官僚の遷転過程一覧

凡例

・元氏 と元氏以外 に分け、没年(没 年不明の時は葬年)順 に並べる。それぞれ に番号を付

すが、元氏は1～39、 元氏以外 は40～86で ある。

・皇帝名 は廟号で示す。世宗 以前に官歴 のある場合は省略 し、最初 に→ を記 して省略を示

す。東魏、西魏 以後 の官歴 も省略 し、末尾 に→ を付 してそれを示す。

・遷転 は→で示 し、墓誌 もしくは列伝に遷転 を示す語があれば 〔 〕の中に記入す る。官

職の後 の()内 の数字は官品である。

・将軍号 は紙数 の関係で将軍の語 を省略する。

・王爵 を得 た者 は就官に差が生 じるので、それ を得た段階で 〔王〕 と記す。

・墓誌 を中心に記載 し、列伝に記載のある官職 は下線 を付す。墓誌記載量が少 ない場合に

は列伝 を中心に記載 し、その 旨を註記す る。

・註記は各事例 ごとに加 える。

・人名 の後に列伝(『 魏書』の揚合 は巻数のみ)の 所在 と、墓誌 の所在 を記す。墓誌の所

在は代表的なものに限定 し、略称 と頁数 を下に記す。 略称は以下の通 りである。論文の

場合 は、それぞれ の箇所 に註記す る。

校:　　 毛遠明 『漢魏六朝碑刻校注』(全10冊 、線装書局、2008)

『河北』:石 永士等著 『河北金石輯録』(河 北人民出版社 、1993)

『皇家』:天 津人民美術出版社編 『北魏皇家墓誌二十品』(天 津人民美術出版社、2003)

『千唐』:呉 鋼主編 『全唐 文補遺 ・千唐誌斎新蔵専輯』(三 秦 出版社、2006)

『拾零』:趙 君平等編 『河洛墓刻拾零』(北 京図書館出版社、2007)

『補遺』:韓 理洲等編 『全北魏東魏西魏文補遺』(三 秦 出版社、2010)

『聖殿』： 鄭州市華夏文化芸術博物館編 『聖殿裏拾来的文明』(文 物出版社 、2011)

『安豊』:費 振林編著 『文化安豊』(大 象 出版社、2011)

『秦晋』:趙 君平 ・趙 文成編 『秦晋予新 出墓誌蒐秩』(国 家図書館出版社、2012)

『七朝』:斉 運通編 『洛陽新獲七朝墓誌』(中 華書局、2012)

『北大』:北 京大学図書館金石組編 『1996-2012北 京大学図書館新蔵金石拓本菁 華』(北

京大学 出版社 、2012)

1　 元鸞(19下 、 校4-51)

〔王〕→[除]王 墓(3)・ 青 州刺 史→[転]安 北(3)・ 定州 刺 史

2　 元 詮(20,校4-213)

〔王〕→ 〔除〕冠 軍(従3)・ 涼 州刺 史→ 〔進 号〕平 西(3)→ 平南 ・都督 南 討諸 軍事 → 〔除〕

平北 ・定州 刺 史→ 〔除〕侍中(3)・尚書左僕射(従2)(a)

註a:伝 によれば 「尋除侍中、兼以首告之功、除尚書左僕射」 とある。京兆王元愉の反乱に対する

功績が勘案 されての大幅昇進であった。侍中となったのと同時の可能性が高い。
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3　 元彦(a)(19下 、校4-314)

〔王〕→ 〔授 〕驤 騎(4上)→ 〔遷 為〕 冠 軍(従3)・ヒン 州刺 史(b)

註a:伝 では景略を諱 とするが、墓誌は彦が諱で景略は字。なお伝では世彦が字となっている。

註b:伝 では幽州 とす るが、贈官が予州刺史であることを考えればヒン州が正しい。

4　 元萇(14、 『拾 零 』23)

→ 鎮遠(4)・ 撫 冥 鎮都 大 将→ 輔 国(従3)・ 都 督 南征 → 太 中大夫(従3)・ 兼 太 常卿(3)

→ 散騎:常侍(従3)・ 北巡 大使 →征 虜(従3)・ 恒州 刺 史→[益]北 中郎 将(従3)・ 帯 河

内 太守 →河 南尹(3)→侍中(3)・ 度 支 尚書(3)→ 散 騎 常侍 ・安西(3)・ 雍州 刺 史(3)

(a)

註a:全 体 として一括表記であるが、間に句が入ることにより北巡大使、河内太守で切れることは

確実である。残 りの弁別が難 しいが、輔国<太 中大夫<征 虜<四 中郎将とい う序列であるから、それ

に依拠 した遷転 として、このように分けた。なお、北魏では使節の時に帯びる散騎常侍は兼任で

あることが多いので、北巡大使の時に帯びた散騎常侍も同じであろう。

5 元 遥(19上 、 校4-350)

→ 平 西(3)・涇 州 刺 史→ 〔為 〕七 兵 尚書(3)→ 〔遷 〕 中領 軍(3)→[拝]鎮 東(従2)・

真 州刺 史(3)→ 〔除〕護 軍(従2)・ 加右 光禄大夫(2)(a)→ 征 南大(2)・ 都 督南 征諸

軍 事→[除]征 北 大 ・都 督 北征 諸 軍事

註a;伝 では左光禄大夫、領護軍の後に冀州刺史就任 を記すが、校勘記は 『高氏小史』などから採

った際の誤 りであるとする。

6　 元 暉(15、 校5-46)

→:散騎(侍 郎)(5上)→ 中書侍 郎(従4上)→[為]給 事黄 門侍 郎(4上)→ 河 南尹(3)

・加 輔 国(従3)(a)→ 〔転 〕侍 中(3)・領右衛(3)→ 〔転〕吏部尚書(3)・ 加 散騎 常

侍(従3)→[為]鎮 東(従2)・冀 州刺史 → 〔為 〕 尚書 右僕 射(従2)・ 摂 吏部選 事(b)

→ 〔遷 〕左 光禄 大 夫(2)、 尚書 僕射 ・常侍 悉 如故 → 〔転〕侍 中 ・衛 大(2)・ 尚書左 僕 射

註a:伝 では 「世宗即位、拝尚書主客郎、巡省風俗、還奏事称 旨、為給事黄門侍郎」とあるが、正6

の尚書郎から黄門郎への遷転は幅が大に過ぎるし、墓誌では尚書郎 ・太子洗馬になった後、世宗の

即位とされている。伝には誤 りがあると考えられ、墓誌に従 う。また墓誌には 「世宗践昨、頻遷散

騎中書躯絵事黄門縛郎加 輔塵将軍河南尹」とある。句読が難 しいが 、 「散騎」の用例を墓誌から探

ると、于纂(『 彙』200)の 父の官が散騎であった。これは散騎常侍 もしくは散騎侍郎の省略であ

ろう。また元仙(『 彙』133)は 太和 中に起家 して散騎 とな り、太子舎人(前 令で5中 、後令で従

6)に 転 じている。これに該当す る散騎は後令には見当たらない。よって散騎中書郎は散騎侍郎 と

従4上 の中書侍郎のことと考えられる。次が黄門侍郎で、これは伝に記載がある。次に従3品 将軍

号が加えられ、3品 の河南尹 に転 じたのである。この場合、将軍号の方が低いことになるが、地方

長官の場合は将軍号が低いことはよくある。或いは武昌王元鑒 の伝(巻16)に 「加冠軍将軍、守

河南尹」とあることか ら考 えて 「守河南尹」であった可能性 もある。いずれにせ よ4上 →従3と い
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う遷転 と考えてお く。

註b:伝 では尚書左僕射 となっている。その後の官歴は記 さない。墓誌には後にも左僕射になって

いるが、伝では冀州刺史の後 に 「徴拝」 とあるので、冀州刺史→僕射 となる。

7　 元譿(21上 、校5-90)

[歴 〕羽林 監(6)→ 直 閤将 軍

8　 元 昭(15、 校5-253)

→ 〔除〕員 外 常侍(5上)→ 尚書右 丞(従4)・ 兼 宗 正少卿(4上)→ 〔遷 〕 尚書 左 丞(従4

上)、 加 平遠(4)　 (a)→ 以 本 官兼 散騎 常侍 ・北箱 行 台、巡省 州 鎮 → 〔除〕給 事 黄 門侍 郎

(4上)→ 司徒 左 長 史(従3)・ 散 騎 常侍(従3)→ 御 史 中尉(従3)・ 平南(3)→ 侍 中(3)

・撫 軍(従2)・ 領 崇 訓太僕(b)→ 〔除 〕度 支 尚書(3)・ 本 将 軍 ・河 南尹(3)→ 〔益 〕

散騎 常侍(従3)・ 本 将 軍 ・雍遡 史(3)→ 〔益 〕鎮 西(従2)・ 七 兵 尚書(3)→ 〔除〕

散 騎 常侍 ・征南(2)・ 殿 中尚書

註a:墓 誌では員外散騎常侍か ら加平遠将軍(4)ま で一括表記 となっているが、右丞と左丞が同一

時の就任 とい うことはあ り得ないから、3回 の遷転に分けうる。なお、昭は尚書殿中郎であった

とき、太和23年 の斉郡王元簡の死に際 して停廃の処分を受けた。よってその後に記 される員外常

侍か らを世宗期 と見なす。

註b:墓 誌は給事黄門侍郎か ら領崇訓太僕までを一括表記する。将軍号 と散騎常侍を除 く職事の官

を順次経歴 した と考えると、上記のような分け方になる。

9　 元子 直(21下 、校5-282)

[起家]散 騎侍 郎(5上)→ 〔転 〕 中書侍 郎(従4上)→ 〔遷 〕通 直 常侍(4)→ 〔転 〕強

事黄 門侍　 郎(4上)→ 加 冠 軍(従3)、仍 居 門下→ 〔除〕 本(＝ 冠 軍)・ 梁州刺 史

10　 元顕 魏(19下 、校5-339)

[初 為]員 外 郎(7上)→ 〔除〕 給事 中(従6上)、 加 伏 波(従5上)→ 〔転 〕司徒掾(従5

上)、 加 寧 遠(5上)

11　 元煕(19下 、 校5-351)

[起家]秘書郎(7)→ 〔遷 〕 給 事 中(従6上)→[王 襲 爵]→[拝]将作大匠(従3)(a)

→ 〔徒 〕太常少卿(4上)→ 〔俄 遷 〕黄門侍郎(4上)(b)→ 〔転〕光禄勲(3)、 黄 門郎

如 故→ 〔拝 〕安 西(3)・ 東秦 州 刺 史(c)→ 〔為〕整 書監(3)・安西(d)→ 〔拝 〕安 東

・相州刺 史(e)

註a:将 作大匠は世宗の山陵造営のための臨時の就任である。伝では 「兼」とする。

註b:伝 では太常少卿 と黄門侍郎を併せて 「拝」と記す。太常少卿の方が官品は同じでも上位にある。

「俄」の語が付せ られているので、何 らかの事情の存在が考えられる。

註c:伝 は将軍号を平西 とす るが、同じ3品 でも光禄勲より下位にあるので、昇進にならない。安西
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は光禄勲より上位にある。墓誌が正 しいであろう。

註d:墓 誌は将軍号を記 さないが、秘書監は安西より下位にあるので、伝の 「進号安西将軍、秘書監」

が示すように、安西を維持 したのであろう。

註e:伝 は 「本将軍」 とする。但 し相州刺史であれば安東のはずである。

12　 元誘(19下 、校5-354)

員外郎(7上)→ 〔稍遷 〕通 直郎(従5上)(a)→ 〔除〕太 子 中舎 人(5上)→ 〔遷 〕太 子

中庶 子(4上)→ 〔転 〕 征虜(従3)・衛尉少卿(4上)(b)→ 〔授 〕左(3)・ 南 秦州 刺

史註a:墓 誌は通直郎か ら記載を始めるが起家官としては高過ぎ、伝の記載が正 しいと思われる。拙稿

「北魏の宗室」(『 魏晋南北朝官僚制研究』汲古書院、2003所 収)参 照。

註b:伝 では通直郎以下少卿まで並列になってお り、墓誌には征虜が記載 されていない。征虜力が、太

子中庶子、衛尉少卿の敦れに加えられたのか、判断が難 しいが、少卿は中庶子より下位にあり、よ

って征虜が加えられた と考える。

13　 元懌(巻22、 校5-357)

〔王〕→ 〔拝〕侍 中(3)・ 金 紫 光禄 大夫(従2)→ 〔遷 〕尚書僕射(従2)→ 〔転 〕特進(2)

・左光 禄 大夫(2)→ 侍 中 ・司空(1)・ 太 子太 師(2)(a)→ 〔進 〕 司徒(1)・ 侍 中如

故 → 〔登〕 太傅(1)・ 領 太尉 公(1)

註a:世 宗紀延昌元年条には光禄大夫か ら司空になったとあるか ら、墓誌の記載を分割 した。

14　 元乂(16,校6-18)

[初 除]員 外 郎(7上)(a)→ 〔転 〕通 直郎(従5上)→ 〔遷 〕散騎常侍(従3)・ 光禄 少

卿(4上)・領嘗食典 御 → 〔転〕光禄卿(3)(b)→ 〔転 〕侍 中(3)・領軍(従2)・ 領

左右(c)→[尋 加]衛(2)→ 〔授 〕驃 騎 大(従1)・儀 同三 司(従1)・ 尚書 令(2)、侍中

・領左右 如 故 →[除 名]

註a:墓 誌では散騎侍郎 とし、次に通直に転ずるとする。とすれば、この散騎侍郎は員外でなくては

ならない。

註b:墓 誌では少卿を記 さず、光禄少卿を光禄勲 としている。少卿から正卿へ転 じ、他の官職はその

ままであった と考えてよい。

註c:伝 は侍中に遷 り余官はもとのまま領軍を加えられた という。

15　 元寿 安(19上 、校6-42)(a)

→ 〔転 〕揚 州任 城 王(鎮 南)開 府 司馬(従4上)→ 〔為 〕 司空長 史(4上)→ 〔入 補 〕散

騎 常侍(従3)→[出]行 相 州 事→[除]左(3)・ 斉 州 刺史 →[授]右(3)・ 秦 州刺 史→[加]

平西(3)→ 〔為 〕 太 常卿(3)→ 〔遷〕 安 南(3)・ 都 官 尚書(3)→ 〔授 〕殿 中 尚書 、加

撫 軍(従2)→ 〔遷 〕 鎮東(従2)・ 吏部 尚書(3)→ 〔転 〕 衛 大(2)、 加 散 騎 常侍 、 尚書

如 故→ 〔授 〕仮驃 騎 大(従1)・兼尚書右僕射・行秦州事 ・西 道行 台、本 官如 故→ 散騎 常
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侍 ・衛 大 ・雍州刺史 → 以本 官 、加 開府 儀 同三 司 ・秦州 都督 ・兼 尚 書左僕 射 ・西 道 行台 ・　

行 秦 州事

註a:伝 では墓誌が 字 とする脩義を諱 とし、寿安を字とする。通直郎(従5上)で 起家した時が世

宗期の可能性があるが、ここでは確実な司馬から記してお く。

16　 元融(19下 、校6-94)

→ 〔王〕→ 〔除〕驍騎(4上)→ 仮征 虜(従3)、[為]別将 →行揚州事 → 〔除〕征盧 ・并

州 刺 史(3)→ 〔拝〕 宗 正卿(3)→ 以本 官行瀛 州 事(不 行)→ 〔為 〕 散騎 常侍(従3)・

平東(3)・ 青 州刺 史(3)→ 以本 将軍 〔除〕秘書 監(3)→ 長兼 中護 軍(3)→ 加 撫 軍(従2)

・領 河 南尹(3) 、護 軍 故如 → 〔遷 〕征東(2)、 護 軍 ・尹如 故→[官 爵削 除]→(復 王封)

本 将軍 ・征 胡都 督 →[迦]散 騎 常侍(従3)・ 本 将 軍 ・左 光禄 大夫(2)→ 〔除〕衛(2)

→ 〔遷 〕 車騎(2)・ 領左 将 軍(a)

註a:伝 は前駆左軍都督 とする。これが正規の名称であろう。

17　 元淵(18,『 七 朝 』23)

[初為]給 事 中(従6上)→ 〔転 〕 通 直郎(従5上)→ 〔為 〕 中書侍 郎(従4上)→ 〔王 〕

→ 〔為 〕給 事黄 門侍郎(4上)→ 〔増 号〕 冠 軍(従3)・ 前 駆伐 蜀→ 〔授 〕征 虜(従3)・

肆州 刺 史→ 〔為 〕河 南尹(3)・ 兼 都 官 尚書→ 〔除 〕平南(3)・ 秘 書 監(3)→ 〔為 〕安北

(3)・ 恒州刺 史 → 〔遷 〕 鎮 南(従2)・ 衛 尉 卿(3)→ 〔転 〕 光禄 勲(3)→ 〔除 〕殿中尚

書(3)→ 以本 将 軍都 督 北征 諸 軍 事(a)→ 〔増 〕侍 中(3)、 〔進 号〕 征 北、 除 吏部 尚書

・兼右 僕 射 北道 行 台 、即 為 大都督 → 〔授 〕 侍 中 ・衛(2)・ 定 州 刺 史(b)→ 〔為 〕吏部

尚書(3)、 侍 中 ・将 軍如 故→ 〔転〕 車 騎(2)、 余 官如 故 → 〔授 〕7:驃騎大(従1)・ 儀 同

三 司(従1)・ 兼僕 射 東 北道 行 台 、領 前軍 、余官仍 本(c)

註a:「 本将軍」 とあるか ら、光禄勲 ・殿中尚書の時にも鎮南を保持 していたことになる。

註b:伝 では侍中 ・右衛 となっている。侍 中は帯びていたであろ うが、右衛は衛の誤 りであろ う。

註c:伝 では儀同三司 ・大都督 となっている。

18　 元順(19中 、校6-164)

[起家]給 事 中(従6上)→ 〔超 転〕 中書侍 郎(従4上)→ 〔遷 〕太 賞 少卿(4上)→[喪]

→ 〔陵 〕銀 青光 禄 大夫(3)・ 領 給 事黄 門侍 郎(4上)(a)→ 〔為 〕安 北(3)・ 恒 州刺 史

(b)→[転 為]安 東 ・斉 州 刺 史→ 〔為〕黄門郎(c)→ 以本 官 〔除 〕護軍(従2)・ 加 散

騎常 侍(従3)→ 〔遷 〕笹 巨(3)、 護 軍如 故→ 〔益 〕 中軍(従2)・ 吏 部 尚書(3)・ 兼右

僕 射(従2)→ 掌選 如 故 、加 征南(2)・右 光禄大夫(2)→ 〔転 〕兼左僕射(d)

註a:墓 誌では中書侍郎以下を 「歴遷」 と一括表記するが、伝によって遷転を確認できる。

註b:伝 は平北 とす るが、それでは光禄大夫の下位になるので、墓誌が正 しい。

註c:元乂 と対立して地方に出 されていたが、元乂失脚により都に復帰 した。黄門郎だけでは形式的

にはかな りの左遷 とな りかねないから、安東を維持 したままと考え られる。

註d:伝 は黄門郎復帰の後を、兼殿中尚書→侍中→護軍 ・太常卿→吏部 尚書 ・兼右僕射→征南 ・右光
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禄大夫→兼左僕射 と記す。正3の 太常卿が墓誌に見えないが、護軍將軍は従2で あるから、遷転上

は問題は生 じない。

19　 元瞻(19中 、校6-173)

→ 竜驤(従3)・ 光州 刺 史(a)→ 加 征 虜(従3)→ 〔為 〕左(3)・散騎 堂佳(従3)→ 平南

(3)・ 行エン州 事→[拝]平東 ・エン州刺史→[授]撫 軍(従2)・ 行 雍 州 事→ 以金 紫 光禄 大夫

(従2)[加]散 騎 常侍 、撫 軍 如 故

註a:墓 誌では 「初為歩兵校尉」 とあり、伝では 「高祖時、自□大夫稍 遷宗正少卿」 とあり、起

家官が一致 しない。その後は員外散騎常侍、前軍、顕武、宗正少卿と昇進 した。建義元年に51

歳で死去 しているか ら、世宗の初めは22歳 。いつから世宗の時期になるのか、判断が難 しいが、

伝に従って宗正少卿までは高祖時としてお く。

20　 元譚(21上 、校6-177)

[初 為]羽林 監(6)→ 〔遷 〕 高 陽太 守→ 〔除〕 直 閤将 軍→ 〔転 〕太僕少卿(4上)→ 宗 正

少 卿(4上)・[迦]冠 軍(従3)(a)→ 仮 左(3)・ 行徐 州 事→ 〔転〕 光禄少卿(4上)→

行 南 発州 事(b)→ 〔除 〕征 盧(従3)・涇 州刺 史(不 行)→ 〔遷 〕平南(3)・ 武衛(従3)

・銀青 光禄 大夫(3)→ 仮安 北 ・幽州 大都 督(c)→ 〔授 〕司徒 左長 史(従3) 、銀青 如故 、

仍平 南 之 号→ 〔除〕 安 西(3)・ 唐 州刺 史→ 〔改授 〕 秦州刺 史、仍 本 号

註a:墓 誌では 「転太僕卿、冠軍将軍、宗正卿」とし、正光4年(523)に 葬 られた妻司馬氏の墓誌

(校5-196)に も大宗正卿 とするが、伝の 「歴太僕 ・宗正少卿、加冠軍将軍」の方が正確である

と考える。次の光禄卿も伝の光禄少卿が正確であろう。 「加」 は伝による。

註b:行 徐州事、行南克州事の時は正規の将軍号冠軍を保持していたであろ う。

註c:墓 誌は 「遷」から幽州大都督までを一括 して記 している。伝によれば武衛就任の後に杜洛周を

討伐 してお り、大都督 とはこの時のことを指すか ら、分けるべきである。

21　 元端(21上 、校6-193)

[起家]散 騎侍 郎(5上)→ 〔為〕 通 直 常侍(4)・鴻臚少卿(4上)→ 〔除〕太常少卿(4

上)・ 常侍 如 故(a)→[遷]散 騎 常侍(従3)(b)→[為]安 東(3)・ 青州 刺 史(3)→

〔為 〕度支 ・都官 二 曹 尚書(3)(c)→[除 為]撫 軍(従2)・ 巡 → 〔遷 〕散騎 常侍

・鎮 軍(従2)・ 金 紫 光禄 大夫(従2)(d)

註a:墓 誌は太常卿(3)と する。太常少卿元端の記事は 『魏書』礼志などに散見する。なお、太常

少卿は鴻臆少卿より上位 に置かれる。

註b:墓 誌は 「除太常(少)卿 、(通 直)常 侍如故、・・・ 又遷散騎常侍 ・安東将軍 ・都督青州諸軍

事 ・青州刺史」とするが、伝は 「累遷・・・ 散騎常侍、出為安東将軍 ・青州刺史」とある。散騎常

侍を維持したまま刺史 として赴任 したと解釈 しておく。

註c:列 曹尚書は安東の下位にあり、安東を維持 したと考えられる。

註d:青 州刺史以後の官歴は墓誌と伝で大きく異なる。伝では撫軍 ・金紫光禄大夫 ・東南道大使、次

に鎮軍 ・エン州刺史 とな り、都官尚書で没 した という。度支尚書就任の記載はない。大使 となったの
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梁軍の侵攻に対処するためであり、そのまま刺史となったことを伝は記す。墓誌もエン州刺史として

梁軍に対処 して活躍 したことを詳細 に記す。しか し、元端の活躍を裏付ける記載は 『魏書』などに

見られない。ここでは墓誌 の記載に従っておく。なお、遷転上からいえば、尚書の時に墓誌では安

東を帯びていたが、伝の場合だ と鎮軍を帯びていたかの違いが生じる。

22　 元ゲン(21上 、校6-196)

[為]羽 林 監(6)→ 〔転 〕 司徒 主簿(6上)→ 〔遷 〕通 直散 騎侍 郎(従5上)(a)→ 〔除〕

中堅(従4上)・ 宗正(少)卿(4上)(b)→ 〔辟 〕 散騎 常侍(従3)→[加]左(3)・ 左

中大夫(従3)、 常侍 如故

註a:伝 では正員郎つま り散騎侍郎(5上)と なっている。これでも昇進過程としては問題にはなら

ない。

註b:墓 誌では卿 とあるが、次の昇進が散騎常侍であることか ら考えると、3品 の宗正卿ではなく、

宗正少卿が正規の任命であって、それを卿 と表現 した とい うことであろ う。ただ し、そのように考

えても、将軍号が低い。この点については前稿で触れている。

23元 略(19下 、校6-205)

員 外 郎(7上)→ 〔稍遷 〕羽 林監(6)→ 通 直常侍(4)(a)→ 〔転 〕給 事黄 門侍 郎(4上)、

加 冠 軍(従3)→ 〔墨 〕懐 朔 鎮 副将(b)→(梁 に 亡命 → 帰 国)→ 〔鐘 〕 、 〔除〕侍

中(3)→ 〔封 〕東 平 王 、[揺]左 光禄大夫(2)・ 儀 同 三 司(従1)、 領 左衛(3)、 加 車 騎

大(従1)、 侍 中(3)如 故(c)→ 〔遷 〕驃 騎 大(従1)・ 儀 同三 司(従1)・ 領 国士祭 酒(従

3)→ 〔歩〕尚書令(2)(d)

註a:墓 誌では員外常侍(5上)で 釈褐 と記すが 、伝では員外郎を初見官とする。皇子の孫であるが、

始蕃王の第4子 である人物の起家官としては高すぎるので、伝の伝えるところが正 しいであろう。

拙稿 「北魏の宗室」(『 魏晋南北朝官僚制研究』汲古書院、2003)参 照。また墓誌では次が通直

常侍(4)と なっているが、伝に 「自員外郎、稍遷羽林監 ・通直散騎常侍 ・冠軍将軍 ・給事黄門侍

郎」とあるので、羽林監を挟んだと考えられる。伝の 「稍遷」の語は複数の官職 にかかっているが、

このような書き方は他にもあ り、40元 爽は伝には 「稍遷給事黄門侍郎、金紫光禄大夫」とあるが、

墓誌によれば 「除給事黄門侍郎、・・・除散騎常侍 ・征東将軍 ・金紫光禄大夫」となっている。な

お、羽林監 と通直常侍 を同時任命 と考えると、あまりにも官品差の大きい官職を同時に受けたこと

になり、その可能性は低 いと考える。

註b:墓 誌には元乂 によって左遷された鎮副将は省かれている。将軍号は維持 した可能性がある。

註c:墓 誌は義陽王を記 さず、侍中を次の任官の時に合わせて記す。ここは伝に従 う。伝ではさらに

左光禄大夫(従2)・ 儀同三司も与えられていて、これは本紀で確認できる。

註d:伝 では大将軍 となっているが、校勘記 も言 うようにこれは驃騎大であろう。儀同三司も維持 し

ていたことは、河陰の変における死をこの官で記 していることでわかる。

24　 元 湛(19下,校6-209)

[起家]秘書著作郎(7)→ 〔除 〕 司空任城 王騎兵 参 軍(従6)→ 〔補 〕尚書左士郎(6)→
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〔遷 〕左 軍(従4上)→ 〔除 〕中書 侍郎(従4上)→ 〔勅〕兼 吏部 郎(4上)→ 〔遷 〕前(3)

・通 直常侍(4)→ 〔除〕廷尉 少卿(4上)(a)→ 〔拝 〕(廷 尉)正 卿(3)

註a:廷 尉少卿の時には前将軍を維持 したと考えられる。

25　元欽(19下 、校6-212)

[為]員 外 郎(7上)→ 〔為〕 騎 兵 参軍(?)→ 復 本任 、加襄 威(従6上)→ 〔遷 〕員 外 常

侍(5上)→ 〔遷 〕輔 国(従3)・ 通 直 堂侍(4)

26　 元 子正(21下 、校6-225)

→ 〔除〕 散騎 侍 郎(5上)(不 拝)→ 〔改〕 中書(侍 郎)(従4上)→ 〔転 〕 太 常少 卿(4

上)→ 〔王〕 、 〔除〕 侍 中(3)・驃騎 大(従1)・ 司徒 公(1)・ 領 尚書令

27　 元 欽(19上 、 校6-238)

→ 〔除 〕司徒右 長 史(4上)→ 〔為 〕輔 国(従3)・ 吏部 郎 中(4上)→ 〔授 〕散騎 常侍(従

3)・ 黄 門侍郎(4上)→ 〔除〕 大鴻臚(3)→ 〔授 〕 度支 尚書(3)→ 〔転 〕 大宗 正卿(3)

・七兵 尚書(3)→ 〔加 〕撫軍(従2)
、仍 尚書→[母 の 喪]→ 〔除 〕鎮 南(従2)・ 金 紫 光

禄 大夫(従2)→ 〔遷 〕衛 大(2)・ 」中書監(従2)→ 〔除 〕堂書 直僕 射(従2)、 加 車騎 大

(従1)・ 儀同 三司(従1)→ 〔授 〕宗 師 ・侍 中 ・尚書左 僕 射 ・驃騎 大(従1)、仍 儀 同→

[為]大 将軍 ・二道 都督 → 〔除〕 司州 牧(従2)、仍驃 騎 ・儀 同三 司→ 〔授 〕侍 中(3)・

特進(2)・ 左 光禄 大夫(2)(a)→[除]侍 中 ・司 空(1)

註a:病 気が理由である。

28　 元馗(16、 校6-261)

→ 〔除〕宣威(6上)・ 給 事 中(従6上)(a)→ 〔為 〕鎮 遠(4)・司徒掾(従5上)→ 〔除〕

冠軍(従3)・太僕少卿(4上)→ 〔除〕右(3)・ 東 秦 州刺 史→ 〔授〕安西(3)・ 北華 州

刺 史(b)

註a:太 和21年 に太尉参軍事となっていて、その次の任官である。

註b:伝 では安西 ・東秦州刺史。

29　 元継(16,校6-272)(a)

→ 〔除〕征 虜(従3)・青洲刺史(3)(b)→ 〔転〕平 北(3)・恒州刺史 → 〔為〕度 支尚

書(3)→[免 官]爵 → 〔為 〕平東 →(王 爵 に復 帰)〔 復 〕(度 支)尚 書(3)(c)→ 〔除 〕

侍中(3)・領 軍(従2)→ 〔除〕特進(2)・驃 騎(2)、 侍 中 ・領 軍如 故→ 〔加 〕侍 中 ・

驃騎大(従1)・儀同 三 司 、特進 ・領 軍如 故→ 〔遷 〕司 空公(1)、 侍 中如 故→ 〔転〕司徒

公(1)、仍 加 侍 中→ 〔転 〕太爆(1)、 侍 中如 故 → 〔転 〕太傳(1)、 侍 中如 故 → 〔除 〕侍

中 ・太 師(1)・ 太 裡 軍(1)・ 録尚 書事 ・大都 督→ 〔転 〕太尉 公(1)、 侍 中 ・太 師 ・録 尚

書 ・都 督 如 故→ 〔廃 〕 → 〔為 〕太 師 ・司州牧

註a:墓 誌は官歴を一括表記 している。点線を附してそれを示す。遷転は伝の記載による。
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註b:高 祖の時に安北 ・鎮北将軍を経歴 している。

註c:四 平より尚書は上位 にあるので、尚書の時は将軍号を持たなかった と考えられる。その後免官

があったので、四平→尚書 とい う過程をや り直 したのである。従って実質的な遷転は四平→尚書の

1度 である。

30　 元天穆(14,校6-324)

[起 家]員 外散 騎 侍 郎(7上)→ 〔除〕 員外 散 騎常侍(5上)・ 嘗食 典御 → 領太 尉掾(従5

上)→ 充西 北道 行 台[除]征 虜(従3)・并 州刺 史→[加]安 北(3)、 仮 撫 軍(従2)兼 尚書

行 台→ 〔王 〕 〔除〕 太尉 公(1)→ 〔仍除〕 侍 中(3)・ 兼 領 軍(従2)・驃 騎 大(従1)・

京 畿大都 督 → 東 北道 諸 軍 事 、(京 畿)大 都 督 ・本 官 如故 →[加]録 尚書 事 、本 官如 故→

〔除〕世 襲并 州 刺 史 、本 官 ・王如 故(a)→[為]行 台 ・大 都督 →[遷]太 宰(1)

註a:こ の箇所、伝では 「録 尚書事 ・開府 ・世襲并州刺史」 と記 し、孝荘紀では 「為大将軍 ・開府

・世襲并州刺史」とす る。伝は別々の任官をまとめて記 したのであるが、本紀の大将軍(1)は ど

うい う意味があるのであろ うか。州刺史として必要な将軍号が大将軍であるということであろう。

太尉 より上位 に置かれている故に、その次に太宰に任命する際に本紀は 「大将軍元天穆」と表記 し

ている。

31　 元延 明(巻20、 校6-372)

〔王〕→ 〔起 家 〕太 中大 夫(従3)→ 〔除〕征 虜(従3)・ 予 州刺 史(従3)→[加]散 騎 常

侍(従3)→ 〔除 〕左(3)・ 徐 州刺 史→ 〔除〕右(3)・ 雍 州刺 史(不 行)→ 〔拝 〕廷 尉

卿(3)、 将 軍如 故(a)→ 〔除〕前(3)・ 給 事 黄 門侍 郎(4上)→ 〔除〕秘 書 監(3)・ 平

南(3)、仍 黄 門→ 中書令(3)、仍 黄 門(b)→ 〔除〕侍 中(3)・ 安 南(3)→ 〔除 〕鎮 南

(従2)、仍 侍 中→ 〔除〕衛(2)、仍 侍 中、領 国子 祭酒(従3)→ 以 本 官兼尚書右僕射(従

2)→ 〔除〕衛 大(2)・ 東 道 僕 射大 行 台 、本 官 如故 → 以本 大行 台本 官 、行徐 州 事→ 〔除 〕

本 将 軍 ・徐 州刺 史 、侍 中 ・大 行 台僕射 如 故→ 〔除〕本 将 軍 ・雍 州 刺史 → 〔除〕徐 州刺 史 、

仍侍 中 ・本 将軍 →[加]驃 騎 大(従1)・ 儀 同 三 司(従1)→ 〔除〕侍 中 ・驃騎 大 ・開府 儀

同三 司 ・領 国子 祭 酒 ・兼尚書令(2)→ 〔除 〕大 司馬(1)

註a:廷 尉卿 とすると将軍号が低いので廷尉少卿の可能性が高い。 このことについては前稿参照。

註b:秘 書監より并仍黄門まで一括表記 となっている。 「并」とあるか ら、秘書監と中書令は同時

就任ではなく、両職の時にいずれも黄門であったのである。 とすれば平南はどちらに付くか。前

後左右く秘書監く四平<中 書令の順序である。秘書監は前将軍より上位であるか ら、平南を加え、中

書令は平南より上位であるから、平南は省かれたと考えたい。

32　 元□(21上 、校6-377)

[起 家]通 直侍郎(従5上)、 加 朱 衣 直 閤→ 〔転 〕正員 郎(=散 騎侍 郎)(5上)→ 〔移 〕

中書侍郎(従4上)→ 〔遷 〕武 衛(従3)→ 〔徙〕光禄卿(3)(a)→ 〔転 〕給 事 黄 門侍郎

(4上)、仍(光 禄)卿 → 〔遷 〕平 北(3)・ 相州 刺 史(3)(b)→ 〔為 〕 中軍(従2)・ 大

宗正卿(3)→仍 本 将 軍 〔授 〕 給事 黄 門侍郎(4上)→ 〔遷 〕 侍 中(3)・ 車 騎(2)・ 左 光
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禄 大夫(2)(c)→ 〔封 王 〕→ 〔転 〕中 書監(従2)・ 本 将 軍→ 〔復 〕侍 中(3)・尚書 左

僕射(従2)(c)→[拝]車 騎 大(従1)、加持中(d)

註a:伝 では光禄少卿(4上)と なっているが、武衛 の下位になるので、正卿 と考える。

註b:こ こでは格下げとなっている。故に次には大幅な上昇 となった と考える。前稿参照。

註c:伝 では侍 中 ・車騎、封王となっているが、本紀では黄門郎から王となったとある。侍中車騎は

封王に伴 う任官である。なお、伝には左光禄大夫任官は中書監就任の時となっている。

註c:車 騎を維持 していた と考えられる。

註d:墓 誌には車騎大、侍中の記載な し。

33　 元恭(a)(19下 、校6-399)

[除]揚 州別 駕、加襄 威(従6上)→ 〔為 〕 司徒 主 簿(6上)→ 〔俄遷 〕 中書侍 郎(従4上)

→ 〔授 〕 北 中郎 将(従3)→ 〔除〕左(3)・ 東徐 州 刺史(不 拝)→ 〔除〕安東(3)・ 太

司農(3)→ 〔除〕中軍(従2)・ 東 荊 州刺 史(b)→ 〔除〕鎮 西(従2)・兼尚書左僕射(従

2)西北 道大行台 ・晋州 刺 史(c)

註a:字 は顕恭。伝では諱 を顕恭、字を懐忠としている。

註b:伝 では荊州刺史であるが、本紀では東荊州。

註c:墓 誌では将軍号と刺史を欠いている。

34　 元粛(19下 、校7-45)

[起 家]エン州 平 東府 録 事参 軍(7上)(a)→ 〔転 〕徐 州 安東 府 録 事参 軍(7上)→ 〔特 除〕

給事 中(従6上)→ 〔補 〕 直寝→ 〔遷 〕直 閤将 軍(b)→ 〔王 〕→ 〔除〕 散騎 常侍(従3)

→ 〔除 〕後(3)・ 広州 刺 史 、→ 〔除〕衛(2)・肆 州 刺 史 ・常侍 故 如→ 〔除〕侍中(3)

・太 師(1)・ 録 尚書 事→(c)[除]驃 騎 大(従1)・ 東 南 道 大行 台 ・青州刺史(不 行)

→ 〔除〕 太師

註a:伝 では員外散騎侍郎(7上)で 起家したとする。

註b:墓 誌では直閤 とのみ記すカミ、本紀では直閤将軍から王に封ぜ られたとあるので、それに従 う。

註c:墓 誌は前後を一括表記するが、伝により分割す る。なお墓誌は将軍号不記。

35　 元爽(16、 校7-68)

〔起家 〕員 外 郎(7上)(a)→ 〔遷 〕秘書郎(7)→ 尚書 起部 郎(6)・ 加 軽 車(従5)(b)

→ 〔転 〕 寧朔(従4) 、郎 中仍 本 → 〔除 〕給 事黄 門侍 郎(4上)・ 加 平東(3)→ 〔除〕 散

騎 常侍(従3)・ 征 東(2)・ 金 紫光 禄 大夫(従2)・ 領 直長→ 〔遷 〕衛(2)・ 領 左右 、余

故如

註a： 伝では次の秘書郎 を起家官としている。

註b:墓 誌の 「遷秘書郎 ・尚書起部郎、加軽車将軍」は分割 して理解するべきであろう。

36　 元誕(21上 、 校7-163)

[墨 家]通 直侍郎(従5上)→ 〔遷 〕中書侍 郎(従4上)→ 〔遷 〕通直 常侍(4)、 加 竜驤(従
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3)→ 〔王〕→[加]征 虜(従3)→ 〔遷〕平東(3)・ 給 事黄 門侍 郎(4上)・ 加散 騎 常侍(従

3)→ 〔遷 〕征 東(2)、 黄 門 ・常侍如 故 → 〔遷 〕 衛(2)・ 侍 中(3)→(東 魏)

37　 元鷙(14、 校7-277)

→ 〔転 〕直寝→ 〔拝 〕 直 閤将軍(a)→ 〔拝 〕左 軍(従4上)、 直 閤如 故→ 〔除〕竜驤(従

3)・ 武 衛(従3)(b)→ 〔除 〕散 騎 常侍(従3)・ 巡撫 六 鎮大 使→ 〔除〕銀 青 光禄 大夫(3)、

武衛 如故 → 〔除〕金 紫 光禄 大 夫(従2)→ 〔除 〕撫 軍(従2)・ 柔 玄鎮 大 将→ 〔除〕北 中郎

将(従3)、 将 軍 如故 → 〔除〕征 北(2)・ 護 軍(従2)・ 領 左衛(3)→ 以本 官 〔除 〕領軍(従

2)・京畿 都 督(c)→ 除衛(2)、 本 官 如故 → 〔拝 〕車騎 大(従1)・ 儀 同三 司(従1)・ 中

軍大都 督 ・改 封華山王 、護 軍 ・領 軍如 故→ 〔除 〕散騎 常侍 ・驃騎 大(従1)、 儀 同三 司 ・

王 ・余 官如 故→ 〔除 〕本 将 軍 ・加 開府 ・徐 州 刺史 ・侍 中、 王如 故→(東 魏)

註a:「 拝直閤将軍故如」 とあるが、将軍号の記載はこの前にない。何 らかの誤 りがあると考えら

れる。

註b:同 じ従3で あるが、武衛の方が外号将軍の竜驤 より上位にある。

註c:伝 では畿部都督。 この京畿は洛陽を中心 とする地域である。

38　 元均(16,校7-382)

→[為]関 右 大使(a)→ 〔拝〕員 外 常侍(5上)・ 寧 朔(従4)→ 〔転 〕冠軍(従3)→[為]

関 中大都 督(b)→ 〔除〕征 虜(従3)・ 通 直常侍(4)→ 〔加 〕散騎 常侍(従3)・ 安 東(3)

(c)

註a:永 安2年(529)に52歳 で没している。 「弱冠」の年 と記載 され る前に員外郎に就任 している

が、これは太和期 となる。

註b:冠 軍を維持していたと考えられる。

註c:伝 では平東 となっている。これでも散騎常侍よりは上位であるが、孝荘帝即位 に際 しての功績を

評価されての任命であるので、安東が正 しいであろう。

41　寇 猛(93,校4-68)(a)

→ 〔為 〕歩 兵校 尉(5)・ 千牛 備 身→ 〔歴 転 至〕 武衛(従3)・ 燕州 大 中正

註a:墓 誌 は標題に官歴 を記す。一括表記であるが、伝 と照合すれば、官歴が判明する。

42　 司馬悦(37,校4-155)

→ 〔除〕鎮遠(4)・ 予 州刺 史→ 〔益 〕征虜(従3)・郢州刺史 → 〔為〕征 虜(a)・ 予 州

　刺史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註a:伝 では本将軍。

43　 楊 播(58,校4-307)

→兼侍中(3)、 大 使→ 〔魅 〕左衛(3)、 本 官(＝ 平 北(3)・ 太 府 卿(3))如 故→ 〔為 〕

安北(3)・并 州刺 史(固 辞)→ 〔為 〕安西 ・華 州刺 史→ 〔授 〕安 北 ・定 州刺 史→[除 名]
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44　 王紹(63、 校4-286)

〔起 家 〕太 子洗馬(従5上)(a)→ 〔転 〕員外 堂侍(5上)→ 〔遷 〕中書侍郎(従4上)

註a:宗 室以外の起家官 としては高すぎる。特例か。

45　 羊祉(89、 校4-317)

→ 〔為〕左里(従4上)・将作都将(a)→ 〔為〕梁州軍司(b)→ 兼 給事 黄 門侍 郎(4上)

→ 竜驤(従3)・ 益 州 刺 史→ 〔益 〕梁秦 二州 刺 史 、将軍 如故 → 〔転 〕征虜(従3)→[免官]

→ 〔徴 〕仮平南(3)・ 光禄大夫(3)→[加]平 北(c)

註a:墓 誌には将作都将の記載はない。

註b:墓 誌は梁州軍司 とは明示しないが、武興の柢を討 った とあるから梁州 と分かる。次の兼官の時

とともに左軍を維持 したと考えられ る。

註c:墓 誌では平南に 「仮」字はない。 しかし没後の詔では 「新除平北将軍」 とあるので、平南の時

には仮であって、その後正規の四平将軍になったと考えてよい。詔によれば、死の段階では光禄大

夫であったことが確認できる。

46　 崔 景ヨウ(57、 校4-361)

→[母 の喪]→ 〔為 〕左 中郎 将(従4)・ 大都督府長 史(5上)(a)→ 〔授 〕 竜驤(従3)

・太府少卿(4上)→ 〔除〕 営州 刺 史、 将 軍如 故→ 〔為 〕征虜(従3)・ 太 中大 夫(従3)

註a:中 山王元英の都督府である。

47　 辛祥(45、 校5-63)

→ 〔転〕并 州 平 北府 司馬(従5上)(a)→行并 州事 → 〔遷 〕郢 州 竜驤 府 長 史(6上)、帶

義陽太守→行郢 州 事→ 〔遷〕 華 州安 定 王征 虜府 長 史(従4上)(b)

註a:こ の前には并州府属となっているが、府主元丕 の経歴から高祖期であると考えられる。なお、

墓誌には平北司馬の記載はない。

註b：安定 王元休の爵を継いだ元燮 が征虜 ・華州刺史 となっている。始蕃王の長史であるので、従4

上 となる。その前の郢州竜驤府長史の官品が格下げとなっていたので、この任官で補 った可能性が

ある。前稿参照。

48　 司馬昞(37,校5-96)

〔為 〕奉朝 請(従7)→ 牧 王 主簿(7?)→ 員 外 郎(7上)→給事中(従6上)(a)→ 竜驤 府

上佐(6上)(b)→ 〔遷 〕 揚 州車 騎府 長 史(従4上)(c)・ 帯 梁郡 太 守→ 〔授 〕 清河 太

守(4か)

註a:以 上を墓誌は一括表記 しているが、兼任を示す表現もなく、このように昇進 したと考えてよ

いと思われる。牧王主簿は、王であった州刺史の主簿の意であろう。始蕃王、二蕃王の主簿であ

れば正7に 当たる。

註b:竜驤 将軍の長史 ・司馬は正6品 上である。

註c:伝 では驃騎府長史(従4上)。 妻孟敬訓は延昌3年 に死去したが、彼女の墓誌によると、その
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時昞 は揚州長史であった。その段階での揚州刺史は李崇 とい うことになるが、彼は車騎将軍であっ

た。驃 騎は同 じ官品であり、いずれにしても長史の官品は変わらない。墓誌は車騎大 とす る

が、車騎が正しい と考える。

49　 劉道 斌(79、 『河 北 』214)

→ 〔除〕謁者 僕 射(6上)→ 〔転 〕歩兵 校尉(5)・ 広 武(従4)・ 領 中書 舎人(6)(a)→

[加]広 威(従4)・ 行 河 北 郡事 → 〔陵 〕武 邑太 守→ 〔除 〕直(3)・太中大夫(従3)→ 〔遷

本将軍・恒農 太 守 → 〔授〕 右 ・岐 州刺 史

註a:墓 誌は謁者から中書舎人まで一括表記。

50　 李遵(39、 校5-324)

→ 〔除〕員 外 郎(7上)(a)→[転]相州治中(b)→ 〔除 〕相 州 別 駕→ 〔拝〕 奉 車都 尉

(従5上)→ 〔出 補 〕冀州 征 北 大将軍府長史(従4上)、 加 中塁(従4上)→ 〔除 〕冀 州

安東 府 上僚(c)→ 〔遷〕 司空 司馬(4上)

註a:高 陽王雍の法曹行参軍 となっているが、遷都後のことで、さらに服喪を経ている。故にこの官

職からを世宗期 と判断する。

註b:伝 では別駕の前に相州治中となったとある。員外侍郎就任を記 さないが、員外郎 より下位 とは

考えられず、ここに置いた。

註c:長 史もしくは司馬であろう。従5上 であるが、中塁を維持 した と考えられる。

51　賈 思 伯(72,校5-370)(a)

→ 〔除 〕輔 国(従3)→[為]任城王軍司 →[為]河 内太守(不 拝)→ 〔改授 〕鴻臚 少卿

(4上)(b)→[母 の喪]→ 〔除 〕榮 陽 太守 → 〔授 〕征虜(従3)・ 南青 州 刺史 →[父 の

喪]→ 〔除〕 征虜 ・光禄少卿(4上)(c)→ 〔遷 〕右(3)・エン州刺史 →[徴]給 事黄 門侍

郎(4上)(d)→[免]→ 〔転 〕右(3)・ 涼州刺 史(未 拝)→[転]太 尉 長 史(従3)(d)

→ 〔遷 〕安東(3)・ 廷尉卿(3)→ 〔転〕衛 尉卿(3)→ 〔遷 〕太 常卿(3)・兼度支尚書(3)

→ 〔転 〕 殿 中 尚書(3)(e)

註a:神 亀2年 にエン州刺史 としての治績を頌えられた碑 もあり、校5-18に 載せ られている。

註b： 輔国を維持 した と考えられ る。前後の太守の時も同じ。本墓誌は維持 した場合の将軍号は1

例を除き記載 していない。

註c:墓 誌には光禄少卿、将軍号ともに不記載。ここは碑の記載 を採用 した。伝は少卿 ・将軍号とも

に記載。

註d:右 将軍を維持 したであろう。後の太尉長史も同 じ。

註e:伝 では正都官(尚 書)と なっている。衛尉 ・太常卿 ・殿中尚書の時は安東を維持 したであろう。

52　 崔鴻(67,校6-30)(a)

→ 〔遷 〕員 外 郎(7上)・ 兼 尚書虞 曹 郎 中(6)→ 〔遷〕 給 事 中(従6上)・ 兼(尚 書)祠

部 郎→ 〔転 〕 尚書都 兵 郎 中(6)→ 〔為 〕行 台 鎮南 長 史(b)→ 〔徙〕a尚書 三 公郎中(6)
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・加 軽 車(従5)→ 〔遷 〕 員 外 常侍(5上)・ 領郎 中→[父 の喪]→[復]本 官→[加]中 堅

(従4上)、 常侍 ・領郎 如 故→ 〔遷 〕中 散大夫(4)・ 高陽 王友(5上)、 領郎→ 〔為〕 司

徒右長 史(4上)→[加]前(3)→ 〔拝〕給事黄門侍郎(4上)→[尋 加]散 騎常侍(従3)

(c)

註a:墓 誌よりも伝 の方が記載内容が豊富である。よって伝の記載を中心とする。墓誌は点線で示す

官職 しか記載 していない。

註b:こ の時の行台刑巒 は仮鎮南将軍であった。正規の2品 将軍ではない。従って長史も正規の5

品上ではなかった可能性が高い。

註c:子 の崔子元(『 魏書』67)の 上奏文に 「臣亡考故散騎常侍 ・給事黄門侍郎 ・前将軍 ・斉州大中

正鴻」とある。前は黄門侍郎の時にも保持されていたのである。なお前は正光5年 、黄門侍郎は孝

昌元年の授与。

53　 侯 剛(93,校6-36)(a)

→① 〔除〕奉車都尉(従5上)→ ② 右 中郎 将(従4)・領 刀剣 左右 ・加 游 撃(4上)→ ③城

門校尉(4上)(b)→ ④ 〔遷 〕 武衛(従3)・ 通直常侍(4下)、仍 領(嘗 食)典 御(c)

→ ⑤ 〔進 〕右 衛(3)→ ⑥ 以本 官(＝ 右 衛)領 太 子 中庶 子(4上)→ ⑦ 〔除〕衛尉卿(3)

・散騎 常 侍(従3)→ ⑧ 〔為〕侍 中(3)・撫軍(従2)→ ⑨ 〔遷 〕衛(2)・ 侍 中(d)→ ⑩

〔除〕左 衛(3)、 余 官如 故→ ⑪ 〔解〕 嘗食)典 御 → ⑫[加]散 騎 常侍(e)→ ⑬ 〔遷 〕車

騎(2)・ 御 史 中尉(従3)、 常侍 ・衛 尉如 故(f)→ ⑭ 〔為 〕侍 中 ・左 衛 、還領 尚食典

御(9)→ ⑮ 〔迦 〕車 騎 大(従1)・ 題左右 → ⑯ 〔加〕儀同三司(従1)→ ⑰ 〔拝〕御 史中

尉、余 官如 故→ ⑱ 〔拝 〕領 軍(従2)、 加 侍 中、車 騎 ・儀 同 ・中尉 如 故→ ⑲ 本 将軍 ・冀州

刺史 、儀 同如 故→ ⑳征虜(h)

註a:説 明の便宜のため、遷官ごとに丸数字を付す。

註b:② ③は墓誌は不記載。伝は①②③を 「稍遷」として一括するが、墓誌 により明らかに①は別時

の任命である。また城門校尉は加官である游撃より同じ4上 でも上位 にあるから、③は②か らの昇

進と考える。

註c:伝 には通直常侍の前に 「加」字がある。典御は墓誌には不記載であるが、太和年間からこの官

職を維持 し続けている。

註d:墓 誌は⑧⑨ を一括表記するが、伝 により⑨はその後の任命 として扱 う。⑨は撫軍から遷ったの

であり、加官である。

註e:⑩ ⑪⑫は墓誌には不記載。⑩の後、侯剛は罪に問われ、30年 近 く続けて任ぜられてきた嘗食

典御の職を解かれた。散騎常侍を加えられたのは、侍中も解かれていたためであろうか。

註f:衛 尉は⑦で就任 して以後、ずっとその職を維持 してきていたとい うことであろう。なお、墓

誌では常侍 ・衛尉のことは⑦で記 してここでは不記載。

註g:墓 誌は侍中 ・左衛就任を 「復入居常伯、還領禁戎」と記す。典御のことは不記載。なお、⑭の

時、車騎は保持 していた と考えられる。

註h:政 変による左遷である。
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54　于 景(31、 校6-55)

司州 主簿(従7)→ 〔解褐 〕 積 射(7上)・ 直 後→(父 死 去)→ 〔復 起 〕歩 兵校 尉(5)・

領 治書 侍御 史(6上)→ 〔除〕寧 朔(従4)・ 直 寝 ・恒州 大 中正 → 〔為 〕寧朔、 薄骨 律 ・直

平2鎮 将→ 〔為 〕武 衛(従3)→ 〔黜為〕 征虜(従3)・懐荒鎮将(a)

註a:武 衛よ り征虜の方が上位である。この黜は、中央の武官か ら鎮に出された ことを表現 してい

るのであろう。権臣元乂の排除を企てたことに対する措置である。

55　寇 治(42,校6-65)

→ 〔徙〕洛陽令(従5)(a)→ 〔転 〕歩 兵校 尉(5)→ 〔授 〕建威(従4)・ 魯 陽太 守→[父

の喪]→ 〔起 〕前 軍(従4上)(b)→ 〔遷 〕鎮 遠(4)・ 東 荊州 刺 史→ 〔拝 〕 竜驤(従3)

→ 〔授 〕征虜(従3)→[免 官]→ 〔除〕 将作 大 匠(従3)→ 〔除〕 前(3)・ 東荊 州刺 史

→[母 の喪]→ 〔除〕前 ・河 州刺 史 →[免 官]→ 〔遷 〕兼 廷尉(3)・ 兼 度 支 尚書(3)(c)

→[遷]鎮 南(従2)・ 金 紫 光禄 大 夫(従2)・ 行 台 尚書

註a:19歳 で州主簿 となっているが、これは太和12年 と計算 される。釈褐の官も中散であるか ら、

太和年間。その後冠軍長史、太子翼軍校尉、洛陽令を歴任するが、いつから世宗期に入 るのか判

然 としない。ただ、 「帝郷」と洛陽を表現しているので、就任が遷都後であることは確かである。

もっとも世宗期であるかどうかはやは り判断できないが、その後の遷転 と年数 を考慮 して、洛陽

令から世宗期 と考えてお く。なお太子翊軍校尉は太和後令では従5だ が洛陽令より上位に置かれ

ている。ただ し太和中令では上下関係が異なっていた可能性はある。

註b:墓 誌は正3品 の前将軍とするが、その後の将軍号授与をみれば、前将軍はあ りえない。前軍の

誤 りであろう。

註c:墓 誌には 「兼」字はない。ただ、河州刺史の時、反乱に際会 し、また城民に貧状を訴えられ、

赦によって免れはしたが、次の廷尉への任官には 「久之」とある。墓誌は忌諱 して触れていないが、

伝の記載が真実 を伝えている可能性が高い。 もっとも前将軍は奪われていた可能性がある。

56　 楊鈞(58、 『周 書 』22、 『千唐 』440(a))

→ 〔転 〕 中塁(従4上)・洛陽令(従5)(b)→ 行河 南尹(c)→[除]中 山太 守(d)→

〔除〕 司空 長 史(4上)(e)→[除]徐 州 刺 史(f)→ 竜驤(従3)・ 東 荊 州刺 史(g)→

〔除 〕征虜(従3)・ 廷尉 少 卿(4上)→[除]平 北(3)・ 斉 州 刺 史→[母 の喪]→[除]安

北(3)・恒州刺史 →以本 号 〔除〕廷尉卿(3)→[除]撫 軍(従2)・懐朔鎮 大都督(h)

→[授]撫 軍 ・七兵尚書(3)・北道大行 台

註a:『 魏書』巻58の 伝、 『周書』巻22の 伝、墓誌でかな り相違がある。堀井宏之 「『北魏 ・楊鈞

墓誌』の訳注 と考察」(『 駿台史学』144、2012)が 略年譜を作成 しているので、それを参照しつ

つ、筆者の判断を加える。なお 『周書』にもある記載は斜体字 とした。

註b:伝 に 「為長水校尉、中塁将軍、洛陽令」とある。墓誌には長水校尉 と中塁は不記載。長水校尉

は太和後令では正5。 この官を経ての洛陽令任命であるか どうか不明であるが、同時であるとして

も、洛陽令 とともに中塁より官品は低い。中塁を帯びていたはずである。

註c:『 周書』では河南尹 の前に左中郎将(従4)を 記す。行河南昇 と同時の就任の可能性溺ある。
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その場合でも中塁は維持 したであろう。

註d:伝 のみの記載。中塁を維持 していたら従4、 維持せず上郡であれば正4,い ずれの可能性も考

えられる。

註e:伝 では中山太守 と徐州刺史の間に司徒左長史を記す。墓誌にはない。司空長史→司徒左長史の

可能性はあるが、司徒左長史は従3で 、後の竜驤の授与とは整合性に欠ける。伝のみの司徒左長史

は司空長史の誤 りであると判断する。

註f:伝 のみの記載。

註g:伝 では東荊州、墓誌では荊州 となっている。これはいずれ とも決定 しがたい。上州である徐州

の後に上州ではない荊州、東荊州刺史就任 ということがまず問題 となる。可能性はないわけではな

いが、恐 らく徐州は東徐州の誤 りであろ う。東徐州の時の将軍号の記載はない。司空長史からの異

動であるから、それより上位の将軍号 となると、4上 にはないから従3品 将軍 となるはずで、その

最下位は竜驤 である。つまり東徐州 ・(東)荊 州刺史の双方で将軍号は竜驤であったと考えられ る。

註h:伝 は鎮将。

57　章彧(45,校6-77)

→[為]太 尉 騎兵 参 軍(従6)(a)→ 〔益 〕雍州 造中→ 〔転〕別 駕→[父 の喪]→ 〔拝 〕

司空 中郎(5)→ 〔俄 〕 司徒 中郎(5上)・ 領司 徒掾(従5上)→ 〔為 〕 大将 軍 中郎(5上)

→ 〔拝 〕散騎 侍 郎(5上)(b)→ 兼 太 常卿(3)→ 司徒 諮議 参 軍(従4上)→平 遠(4)・ 墓

予州 刺 史→ 〔詔 〕大 将軍征 西 府 長 史(従3)、 〔除〕通 直 散騎 常侍(4)・ 征 虜(従3)(c)

→ 本 官 ・兼 七兵 尚書(3)・ 西道 行 台

註a:墓 誌によれば広陽王元嘉が奏 して騎兵参軍となっている。元嘉が太尉 となった記録はないので、

この太尉は別人。或いは太尉が誤 りか。次の雍州治中は任城王元澄が刺史の時の就任であるが、澄

は世宗時に雍州刺史となった。騎兵参軍を好まず官を去って、その後治中に就いていることから、

騎兵参軍任命 は世宗期であったと考 える。

註b:同 一官品であるが、散騎侍郎は大将軍従事中郎より下位に置かれていて、格下げである。故

に太常卿 を兼任で与えられた。前稿参照。

註c:墓 誌では散騎常侍 となっているが、伝では 「遇大将軍京兆王継西征、請為長史、拝通直散常

侍」となってお り、長史となった段階で通直散騎常侍を与えられていると判断でき、従3の 最上位

の散騎常侍ではなく、4品 の通直常侍を帯びたと考えられる。

58　 宇 文延(44,『 聖殿 』75)

[釈 褐]奉 朝請(従7)→ 〔為 〕直 鋒 → 〔遷 〕員外 侍 郎(7上)(a)→[父 の喪]→[復 本

任]→[授]建 威(従4)西 道 別 将→ 〔特除 〕員外常侍(5上)(b)→ 〔遷〕 直寝

註a:伝 は員外常侍に誤る。

註b:建 威は維持 していたであろう。

59　 宇 文 善(44、 『聖 殿 』74)

→ 〔転 〕強弩(従7上)→ 威 烈(7上)(a)→ 〔遷 〕司空 士 曹参 軍(従6)→ 〔転 〕(司 空)
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功 曹参 軍(6上)→ 〔遷 〕(司空)掾(従5)、 加 寧遠(5上)→ 〔除 〕寧 朔(従4)・ 三 門

都 将、仍 領府掾 →[父 の喪]→ 〔除〕征 虜(従3)・ 中散 大夫(4)→ 〔遷 〕後(3)・ 太 中

大夫(従3)→ 〔為 〕 北 道都 督(b)

註a:墓 誌には 「散騎、頻転武騎 ・強弩将軍 ・威烈将軍」とある。散騎 と武騎常侍は太和前令には見

えるが、後令 にはない。強弩以下を世宗期以後 と考えておく。

註b:伝 には平南(3)・ 光禄大夫(3)と なったことを記すが墓誌には記載がない。北道都督の時に

帯びた可能性があるが、ここでは墓誌に従い、北道都督の時は後将軍を維持 していたとしておく。

60　 辛穆(45,『 七 朝 』24)

→ 〔転 〕東 荊州 竜驤 長 史(6上)・帶西 義 陽太守(a)→ 〔除〕汝陽太守 → 〔遷 〕中 散大

夫(4)→ 〔尋加 〕 竜驤(従3)→ 〔除〕平原相(b)→ 〔拝 〕征虜(従3)・ 太 中大夫(3)

註a:太 和11年 に秀才に挙げられている。いつから世宗期に入るか明言がないが 、北魏が南斉から

義陽を奪ったのが正始元年(504)で あるので、その前後の就任であると考え、ここからを世宗期

とする。

註b:郡 太守の官品は上郡でも正4。 よって竜驤を保持 していると考えられる。

61　王誦(63、 校6-215)

[解 褐]員外郎(7上)→ 司徒 主簿(6上)→ 〔転〕 司徒 属(從5上)→ 〔遷 〕 司空 諮議(從

4)→ 通 直 常侍(4)・ 領 汝南 王友(5上)(a)→ 〔為 〕司徒諮 議(從4上)・ 加 前(3)(b)

→ 〔除〕 光禄 大 夫(3)・ 司徒 諮議 如 故(c)→ 〔解 〕 司徒 諮 議 、領 散騎 常侍(從3)→ 以

本宮 行 幽州 事→[除]左(3)・ 幽州 刺 史→ 〔為 〕 秘 書監(3)(d)・ 兼 度支 尚書(3)

→ 〔正 除〕度 支 尚書(3)→ 〔為 〕平 南(3)・ 光 禄 大夫 ・給事 黄 門侍 郎(4上)(e)→ 〔遷 〕

鎮 軍(従2)・ 金 紫光 禄 大 夫(従2)、 黄 門如 故

註a:伝 では 「自員外郎 ・司徒主簿転司徒属 ・司空諮議 ・通直常侍 ・領汝南王友」 とあり、後半は

明 らかに遷転 を含む履歴を一括表記 している。前半も2官 を一括表記 した可能性が高い。墓誌で

も前半は 「解褐員外郎 ・司徒主簿、転～」とあって、2官 を同時に受けたかの如き書き方になっ

ているが、起家官が官品の異なる2官 である事例はほとんどない。また正6の 起家も高すぎる。2

度の就任 を併せて書いたと考 えてよいだろう。また、墓誌の 「遷司空諮議 ・通直常侍 ・領汝南王

友」も、司空諮議→通直常侍 ・領汝南王友であった可能性が高い。

註b:伝 は前軍(従4上)と あるが、司徒諮議より下位にあるので、加 える意味がない。前が正し

いであろ う。

註c:司 徒諮議のみ 「赦如」とあるので、前将軍は省かれた可能性 も考えられるが、左将軍に転ずる

まで、前将軍を維持 したとしてお く。

註d:伝 は長兼秘書監 とする。その場合は左將軍を維持 していた可能性がある。

註e:尚 書→平南は格下げである。前註cを 含め前稿参照。

62　 源延 伯(41,七 朝28)

[初 為]司 空 参 軍事(7)→[拝]威 遠(従5)・ 西征 統軍 →[授]竜驤(従3)・ 行 夏州 事
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→[除]諌議大夫(従4)・ 仮 冠 軍(従3)(a)・ 北討 都督

註a:墓 誌は仮字なし。伝 に従 う。竜驤が正規の将軍号で仮に冠軍を与え られたのである。

63　 楊イ(58、 校7-39)

→ 〔辟 〕司徒 西 閤祭 酒(7上)(a)→ 〔転〕 司空外 兵参 軍(従6)→ 〔為 〕相 国従 事 中郎

(5か)→ 〔除 〕直閻将軍 ・散騎侍郎(5上)・ 加 中堅(従4上)→ 〔転 〕嘗食典 御 ・兼武

衛→ 〔除〕冠 軍(従3)・ 通 直 常侍(4)→ 〔除〕安南(3)・武衛(従3)・ 加 散 騎 常侍

註a:太 和末に奉朝請で起家 した。その次の官職から世宗期 と考えてお く。

64　 王翊(63,校6-258)

[解 褐]秘 書郎(7)→ 〔転 〕員 外 侍 郎(7上)→ 〔除 〕襄 威(従6上)→ 〔補 〕司空 主 簿(6

上)(a)→ 〔遷 〕(司 空)従 事 中郎(5)(b)→ 〔特 除〕中 書侍郎(従4上)・ 加 鎮遠(4)

→ 〔為〕 清河 王友(5上) 、余 官 如 故→ 〔除〕左(3)・ 遡 史→加 平 東(3)→ 行 定 州

→ 〔除〕 平南 ・散 騎 常侍(従3)→ 〔転 〕安 南(3)・ 銀 青 光禄 大 夫(3)・ 加散 騎 常侍→

〔除〕 鎮南(従2)・ 金紫光六大夫(従2)・領国子祭酒 、常 侍 故如

註a:襄 威に除せ られて司空主簿に転 じたとい う可能性 と、襄威 ・司空主簿に除せ られた可能性 とが

考えられるが、前者であると考えておく。前稿参照。

註b:墓 誌によれば 「追申起家之屈」つ まり起家官が低すぎた という理由づけがなされている。

65　 爾 朱 紹(75,校6-281)(a)

[起 家]寧 朔(従4)・ 歩兵 校 尉(5)→ 〔遷〕撫軍(従2)・ 金 紫光 禄 大夫(従2)、[即 除]

散 騎 常侍(従3)・ 左 衛(3)→[授]侍 中(3)→[転拜]御 史 中丞(従3)(b)

註a:字 は承世。伝では爾朱世承 となっている。

註b:伝 では加侍 中領御史中丞 となっている。侍中の時とともに撫軍 ・金紫光禄は維持 したのであろ

う。

66　 穆紹(27、 校6-339)

→[除]通直常侍(4)・高陽王友(5上)→[父 の喪]→ 〔転 〕 散騎 常 侍(従3)・ 題主 衣

都統 → 〔授 〕秘書 監(3)→ 〔遷 〕侍 中(3)・ 金紫光禄大夫(従2)(a)→ 以 本官(＝ 侍

中)加 撫 軍(従2)・ 光禄卿(3)(未 拝)→[除]衛(2)・ 中書 監(従2)(b)→ 〔授 〕

衛(2)・ 太常卿(3)、 侍 中如 故→ 〔授 〕衛 ・冀州 刺 史→[固辞、 免官]→ 〔復 即〕 本 号

(＝衛)・ 中書 令(3)(不 拝)→ 〔仍除〕殿 中尚書(3)(c)→[母 の喪]→ 〔除〕衛大

(2)・ 左 光禄 大 夫 ② 、加 散 騎 常侍(従3)(d)→ 〔授 〕侍中 ・車騎大(従1)・ 儀 同三

司(従1)(e)→ 以本 号(＝車騎大 〔為 〕定州 刺 史 ・開府 儀 同三 司(不 行)→ 〔還 除〕

前任(＝ 侍 中 ・車 騎 大)、 加 特進(従1)→ 〔拝〕 尚書令(2)・ 司空(1)→(元顥 政権

の)エン 州 刺史→ 〔除 〕驃 騎 大(従1)・開府儀 同三 司 ・青州刺史

註a:秘 書監以下を伝では 「遷秘書監 ・侍中 ・金紫光禄大夫 ・光禄卿、又遷衛将軍 ・太常卿」と省略

して記しているが、この中の金紫光禄大夫(従2)が 墓誌に見えない。侍中の時に加えられた可能
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性を考えておきたい。

註b:次 の任官が 「侍 中故如」とあるか ら、この時も侍中であった。

註c:衛 将軍を維持 している。なお、伝ではこの前に七兵尚書(3)就 任を記す。その可能性はある。

衛将軍を維持 しているか ら遷転上の問題はない。

註d:伝 では衛大 ・左光禄大夫 ・中書監となっている。実は墓誌で衛 ・中書監 となっている箇所は伝

には記載がな く、中書監がここに記 されている。その可能性 もあるが、墓誌の記載に従っておく。

どちらにしても遷転上の問題はない。

註e:伝 によると、先に侍中にな り特進を加えられ、その後に儀同三司 ・領左右 となっている。車騎

大は刺史に任ぜ られた時に初めて見える。特進は衛大将軍より下位に位置するから、その加官は実

際にあった としてもおか しくはないが、後述する侍 中任官時の特進加官が間違ってここに付 された

のではないか。墓誌の記載に従 ってお く。

67　 楊椿(58,王 慶衛:(a))

→ 〔降為〕 寧朔(従4)・ 梁 州刺 史(b)→[母 老 に よ る解 還]→ 冠 軍 将 軍(従3)・ 都督

酉征 諸 軍 至 ・行 梁州 刺 史(c)→兼 征虜 、 時節招 慰 → 〔拝〕 光禄大夫(3)・ 仮平西(3)

・督征 討 諸 軍事(d)→[益]別 將 → 〔ム 〕 太僕 卿(3)・加安東(3)(e)→ 〔除〕 安

北(3)・ 朔州 刺 史(f)→ 加 撫 軍(従2)・ 〔入 除〕都官尚書(3)→ 以 本 将 軍 〔途 〕 定州

刺 史→[除 名]→ 〔除〕輔 国(従3)・ 南秦 州刺 史 → 〔転授 〕 岐州刺 史→ 〔除〕撫 軍 ・衛

盟(g)→ 〔転〕左衛(3)・ 領 右衛(h)→ 征西(2)・兼尚書僕射(従2)(不 行)→

〔加 〕 衛(2)→[除]本 将 軍 ・雍州刺史 → 〔進 号〕 車騎 大(従1)・ 侍 中 ・開府儀 同三 司

→ 以本 官加侍 中兼 尚書 右 僕射[為]行 台→[除]本 将 軍 ・開府 儀同 三 司 ・雍州 刺 史 ・討

蜀大都督 → 〔除〕 司徒 公(1)→ 〔拝 〕太保(1)・ 侍 中(3)

註a:王 慶衛(「 新見北魏 《楊椿墓誌》考」(『 出土文献研究』8,2007)。 遷転については同論文

参照。

註b： 墓誌は将軍号を記 さない。その前には冠軍 ・済州刺史であったが、免官 された。そのため降格

されたのである。

註c:墓 誌は平西 ・梁州刺史。本紀景明4年 条は行梁州事のみ。

註d:墓 誌は銀青光禄大夫 とのみ。本紀正始2年 条は 「詔光禄大夫楊椿仮平西将軍、率衆以討之」と

ある。

註e:墓 誌は安東を記載 しない。以上、墓誌と伝では食い違いが大きいが 、それはもっぱら墓誌の将

軍号の扱いによる。寧朔に降る前の将軍号は冠軍(従3)で あった。その後免官になったが、不名

誉であるので、墓誌には記 さない。復活した段階で将軍号が下 がる。免官を記 さなかったから降格

の理由がなくなるので、墓誌は梁州刺史だけを記す。こうするとその前の冠軍を維持したままであ

ると読む者 は理解す るので不名誉にはならない。母老による離職の後に復帰 した際の将軍号冠軍は

免官前 と同じなので、これも書けない。冠軍より上位の平西は、次に仮 されるので、虚偽にはなら

ない。よって梁州刺史の際の将軍号は平西と墓誌は記 したのである。c,dで 示 したようにこの時

の椿の官職は本紀によって確認できる溺、伝 に一致する。次の太僕も場合は安東 としても何の問題

もないのに墓誌は記載 しない。この理由は不明である。
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註f:伝 は平西 となっているが、これは明らかに誤 りである。

註g:除 名以後ここまで、再度墓誌は将軍号について糊塗行為を行 う。除名処分を受けたことと、従

2の 撫軍から従3品 将軍に降されたことを墓誌は記 さない。したがって衛尉になった ときに加えら

れた撫軍も書かない。それ より上位の将軍に任命 されて初めて将軍号を墓誌は記す。

註h:撫 軍を維持 していた と考え られる。

68　 楊 津(58、 王慶衛 ・王ケン(a))

→ 〔遷 〕長水 越 尉(5)、仍 直 閤→ 〔拝〕左中郎将(従4)(b)→ 〔遷 〕驍 騎(4上)、仍

直閤→ 〔除〕征虜(従3)・岐州 刺 史→[母 の喪]→ 〔起 〕左(3)・ 華州 刺 衷 → 〔除〕北　

中郎将(従3)・帯 河内 太守(c)→ 〔転 〕平 北(3)・肆 州刺史 → 〔転 〕并州刺史 、将 軍

如 故→ 〔拝 〕直 衛(3)→[加]散 騎常 侍(従3)→ 以本 官行 定州事(d)→[加]安 北(3)

・北道 大都 督 ・右 衛→ 〔転 〕左 衛 ・加 撫 軍(従2)→ 〔除〕衛尉卿(3) 、征 官 如 故→[加]

鎮 軍(従2)・ 討 虜都 督 ・兼吏部 尚書 ・北 道行 台→[加]衛(2)(e)→ 本 将 軍 ・荊州刺史

・加 散 騎常侍(不 行)→ 兼 吏部 尚書(3)→ 〔除〕車騎(2)・ 左 光禄 大夫(2)・仍 吏部→

[為] .中軍大 都 督 ・兼領軍将軍(3)→ 〔為〕司 空(1)・ 加侍中(3)→ 〔為 〕驃 騎大(従1)

・兼 尚書令 ・并州刺史 ・北 道大行台 、侍 中 ・司空 如 故

註a:王 慶衛 ・王ケン「新見北魏≪ 楊津墓誌≫ 考」(『 碑林集刊』14、2009)。 伝の方が詳細なので、

伝によって遷転過程を記 し、墓誌に記載のあるものには点線を付す。

註b： 墓誌は 「加驍 騎将軍、尋除左中郎将」となっている。長水校尉→左中郎将→驍騎 と身分が上昇

し、その間一貫 して直閤であったとす る伝の記載に従 う。なお、左中郎将 となったのは、景明2

年(501)の 成陽王元禧の謀反事件の後である。

註c:右 将軍を維持 していたと考えられる。

註d:こ こまで四平を維持 していたと考えられる。

註e:行 定州事以下衛までは定州城に入って葛栄 らの包囲攻撃を防いだ時の官職の変化である。墓誌

では安北 ・行定州刺史→撫軍 ・左衛→衛尉卿→鎮軍 ・定州刺史→衛 とやや簡略化 している。墓誌で

は正規の刺史になった とあ り、その可能性はある。ただ し楊津の身分は鎮軍で示 されているので、

特にこだわ らないでお く。

69　 楊昱(58、 校7-7)

[起家]広 平 王左 常侍(従7)→ 〔為 〕太学博士(従7)(a)→ 〔転〕 員外 郎(7上)→ 領

太 子詹 事 丞 ・加 宣威(6上)・ 給 事 中(従6上)(b)→ 〔辟 〕太尉掾(従5上)・帶中 書舎

人(6)→ 〔除 〕揚烈(5上)・済 陰内史 → 〔除〕征虜(従3)・中書侍郎(従4上)→ 〔遷 〕

給事黄門侍郎(4上)→[免官](c)→ 〔除〕征虜 ・涇州刺 史→ 〔徴 〕吏部郎中(4上)

→ 〔転 〕武 衛(従3)→ 〔転〕北 中郎 将(従3)・加安東(3)・ 銀青 光禄 大 夫(3)(d)→

〔除 〕撫 軍(従2)・度 支尚書(3)(e)→ 〔除〕散騎 常侍(従3)・ 徐州 刺 史(3)→ 〔除〕

征東(2)・右光禄大夫(2)・南 道大 都督(f)→[除 名]→ 〔遷 〕車 騎(2)・ 兼 右僕 射

・東南道行台(9)

註a:16歳 であるから太和17年(493)の こととなるが、皇子常侍に起家 したと墓誌は記す。この
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皇子は伝によれば広平王元懐であ り、彼は本紀の記載では太和21年 の封王。墓誌の年齢記載に誤

りがあることになる。正始年間に広平王の国官であったことは伝で確認できる。故に世宗期の任官

に含めた。なお、太学博士は王国常侍 より上位に置かれる。

註b:伝 では 「以本官帯詹事丞」となっていて、員外郎が本官であったようである。員外郎ではあま

りに官位が低いので、宣威 ・給事中を加官 したのであろう。

註c:免 官の記載は墓誌にはない。なお、黄門郎の時は征虜 を保持 していたであろう。また、復帰後

の征虜は吏部郎中、武衛の時にも保持されていた と考えられる。

註d:武 衛から光禄大夫まで墓誌は一括 して記載するが、伝を参照して分割する。なお、武衛までは

征虜を維持 していた と考えられる。

註e:墓 誌は度支尚書に続けて鎮軍 ・七兵尚書を記す。しか し孝荘帝紀を見ると北海王元顥が梁国を

占領 したのに対 して撫軍 ・前徐州刺史の昱が鎮東 ・東南道大都督 として派遣 されたとあ り、徐州刺

史の時は撫軍であったはずである。この時に鎮軍 というのは納得 しがたい。伝では度支尚書の前に

兼七兵尚書 ・都督 として雍州 を防禦 してお り、その時の記載がここに入った可能性がある。とすれ

ば鎮軍は仮の授与であろう。

註f:伝 には鎮東(従2)・ 東南道都督とい う記事がこの前にある。これは前註の本紀 と同 じである。

しか し北海王の梁国接近に対 して派遣 された呈の官職は伝では征東 ・右光禄大夫 ・南道大都督であ

る。恐らく先に記 された東南道都督は誤 りであろう。ただ、征東か鎮東かについては、2箇 所に記

載がある鎮東を採用することにする。なお、対応する墓誌は右光禄大夫 ・河南尹(3)。

註g:こ の墓誌は伝 との相違が目立っ。特に将軍号がそうである。まず征虜。武衛は征虜の下位に位

置するので、武衛在任中まで、中書侍郎の時に加えられた征虜を維持 していた と想定され る。墓誌

はこの間、将軍号(と いっても征虜の1号 のみであるが)を 書かない。不名誉のことは記載を避け

る傾向が墓誌にはあることを考えると、書けば免官処分に関係することになる将軍号は省いて、そ

れを除けば順調な昇進の形 となる書き方を選んだのではないか。撫軍以降の将軍号の食い違いであ

るが、墓誌 と列伝それぞれの内部での将軍号の序列、官職の序列には問題 ない。従って伝 と墓誌の

どちらが正 しいか判断は留保せざるを得ないが、墓誌不記載の征東以外は、墓誌の記載に従った。

70　 楊 侃(58,校7-16)(a)

〔釈 褐 〕太尉 騎兵 参軍(従6上)→ 〔為 〕揚 州撫軍大 録事参軍(従6上)(b)→ 〔除 〕車

騎大 将軍雍州 録事 参軍(6上)、帯 長安令 → 〔除〕 鎮遠(4)・諌 議大夫(従4)・ 行台左

丞(従4上)→ 〔除〕 通 直散 騎 常侍(4)(c)→ 〔除 〕冠 軍(従3)・東雍州刺史 → 〔除〕

中散 大 夫(4)、 為都 督 、鎮潼 関(d)→ 〔除〕右(3)・ 岐州刺史 →行 北 中郎 将→ 〔除〕

鎮 軍(従2)・度支尚 書(3)(e)・ 兼給事黄門侍 郎(4上)→ 正 黄 門侍 郎 ・加 征 東(2)・

金紫 光禄大夫(従2)→ 兼 尚書僕 射 ・関右慰 労大使 → 〔除〕 侍中(3)、 加衛(2)・ 右 光

禄 大夫(2)

註a:墓 誌は伝より官職記述量が少なく、かっ数次の履歴 した官職をまとめて記すことが多いので伝

によって官歴を記 し、墓誌に記載あるものは点線で示す。

註b:墓 誌では撫軍録事参軍(従6)と なっているが、この時の雍州刺史は長孫稚であり、稚の伝に

よれば彼はこの時撫軍大将軍であった。正2品 将軍の録事参軍は従6上 であ り、太尉騎兵参軍と同
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一官品ながら上位に置かれている。

註c:諌 議大夫を通直常侍に改めたのであり、行台左丞は変わらず。鎮遠を維持 していたと考えられ

る。

註d:冠 軍を維持 していたと考えられる。この任命は墓誌には不記載。

註e:墓 誌は度支尚書以下を一括記載 し、かつ征東不記載。伝により分割 した。

71　 楊 遁(58,校7-19)

[釈 褐]鎮 西府 主簿(7)→ 〔累遷 〕 尚書 郎(6)(a)→ 〔除〕 尚書 左 丞(従4上)→ 〔為 〕

平 南(3)・ 光禄大夫(3)、仍 左 丞(b)→兼黄門郎(4上)、 参行省事 → 〔遷 〕征東(2)

・金紫 光禄 大 夫(従2)

註a:墓 誌は 「転」 とあるが、伝の 「累遷」に従 う。

註b:伝 には平南の記載なし。墓誌には 「除尚書左丞 ・平南将軍 ・銀青光禄大夫」とあるが、伝によ

れば 「除尚書左丞、又為光禄大夫、仍左丞」とするから、平南 ・光禄大夫は後に加えられたもので

ある。なお、6品 から従4上 への昇進は、北海王顥の入洛に際して山東で活動した功績によると考

えられる。

72　 楊 逸(58、 窪 添(a))

[釈褐]員 外 郎(7上)→ 〔除〕給事中(従6上)、 加 寧遠(5上)→ 正 員郎(5上)(不 受)

(b)→ 〔特 除 〕給 事 黄 門侍 郎(4上)・領中 書 舎人(6)(c)→ 〔除〕 吏部郎中(4上)

→ 〔除〕 平西(3)・ 南秦 州刺 史、加 散騎 常侍(従3)(不 行)→ 〔改 除〕平東 ・光 州 刺史

註a:窪 添慶文 「北魏における弘農楊氏」(伊 藤敏雄編 『墓誌を通 した魏晋南北朝史研究の新たな可

能性』(科 学研究費補助金中間成果報告書、2013)参 照。

註b:正 員郎つま り散騎侍郎は同 じ正5上 でも寧遠の下位にある。寧遠を維持 したまま、給事中から

散騎侍郎に転 じるという措置を拒否 したのである。

註c:孝 荘帝が河陽に在 る時、いち早く駆けつけた故の特除である。

73　 楊 仲 宣(58、 校7-12)

[解褐]聾(従7)→ 〔転 〕員 外郎(7上)→ 太尉 記 室 参 軍(6上)→ 太尉掾(従5)→

〔除〕 中書舎 人(6)・ 通 直郎(従5上)→[加]鎮 遠(4)(a)→ 〔除〕征 虜(従3)・ 中

書侍 郎(従4上)→ 〔遷 〕通 直 常侍(4)(b)→ 〔遷 〕平 西(3)・ 正平太守 ・散 騎 常侍(従

3)(c)→[加]安 西(3)・ 銀 青 光禄 大夫(3)(d)→ 〔転 〕征 東(2)・ 金 紫光 禄大夫(従

2)

註a;墓 誌は員外郎か ら太尉記室までを一括 して記すが、従7→7上 →6上 →従5と 上昇 した と考え

る。続いて墓誌は、 「尋去台翼、入司帝言、除中書舎人 ・通直郎」と記す。台翼は太尉の属官を指

す。入司帝言は言 うまでもなく中書舎人である。従5か ら6に 遷ることになるので、従5上 の通直

郎を与えられたのであろう。 ここまでを伝では 「自奉朝請稍遷太尉掾 ・中書舎人 ・通直散騎侍郎、

加鎮遠将軍」と記すから、中書舎人に鎮遠 をも加えられた可能性があるが、従5か ら4品 の官品の

差は大きく、特別の事情も記 されていないので、一度の授与 と見るよりは、鎮遠は暫く時間を経て
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の加官 と考えたい。

註b:伝 にはあるが、墓誌 には記載がない。正4の 通直常侍に遷ったのであり、従3の 征虜は維持 さ

れていたはずである。

註c:墓 誌は平西 ・正平 ・常侍 ・安西 ・銀青を一括記載するが、伝 を参照 して分割 した。ただ し平西

・正平太守→平西 ・散騎常侍 とい う遷転の可能性もある。

註d:伝 では太守 として有能である故に安西を加えられたとしている。その後都に戻った日に一族と

ともに殺害された とし、征東 ・金紫のことは記載がない。都に徴 され る段階での任命の可能性あり。

74　 楊謐(58,校7-22)(a)

[釈 褐]太尉行参軍(従7上)→ 〔転 〕寧遠(5上)・ 員外常侍(5上)→ 〔遷 〕鎮 軍(従2)

・金 紫 光禄 大夫(従2)→ 〔転 〕衛(2)

註a:伝 では諱が謐 、字遵智であるが、墓誌によると諱、字 ともに遵智である。

75　 乞伏 保(86,校7-50)(a)

→ 〔遷 〕 給事 中(従6上)(b)→ 〔転 〕威 遠(従5)・ 羽 林 監(6)→ 〔拝 〕 歩兵 校尉(5)

→ 仮寧 朔(従4)・ 統 軍→ 仮振 武(従4)・ 都 将→ 〔除〕顕 武(4)・ 左中郎将(従4)→ 〔遷 〕

都 善鎮 将 、将 軍 如故 →[母 の喪]→ 〔起 〕南 中郎 将(従3)(c)→ 〔拝 〕武 衛(従3)・

兼左 衛(3)(d)→ 〔除 〕平南(3)・ 銀青 光禄 大 夫(3)・ 太 府卿(3)→ 〔為 〕大 鴻臚 卿

(3)(e)→ 行 広 州 事→ 〔除 〕鎭 南(従2)・襄 州 刺 史

註a:『 魏書』孝義伝に見える乞伏宝と履歴 した官職が一致するので、同一人物であると思われる。

註b:太 和時期から任官 してお り、いつから世宗期なのか判断が難 しいので、明確に太和期であるこ

とが判明する事例か らを記す。

註c:伝 では長兼 となっている。その可能性はある。

註d:同 じ近衛の将軍で上位 の左衛を兼ねる故に中郎将よ りは上位 に位置づけられた可能性が考

えられる。ただ し武衛の時には上位の南中郎将を維持 していた可能性 もある。前稿参照。

註e:太 府卿 と大鴻臚 は同格であるから、平南を維持したであろう。次の行州事の際にも維持 したと

考えられる。

76　 楊機(77、 校7-132)(a)

→[解 褐]奉浅請(従7)(b)→ 〔為〕 京 兆王 国 中尉(7上)→[転]給事中(従6上)→

〔遷 〕伏波(従5上)・ 、廷尉 評(6)→ 行河 陰県事 → 〔為 〕荊州 平南 長 史(従5上)・ 行荊

州事→ 〔為 〕涇 州 平西 府長 史(従5上)(c)→[拜]陵 江(従5上)・ 河 陰 令→[転]洛 陽

令(従5)、仍本将軍 → 〔遷 〕 鎮遠(4)(d)・司 州治中(従6)→ 〔転〕(司 州)別 駕

(従4上)→ 兼 尚書左 丞 ・南道 行 台→ 〔除〕 中散 大夫(4)、 〔復 為〕 別 駕(e)→ 〔除〕

左(3)・清河 内史 →[改 授]河 北太 守(f)→ 〔拝 〕 平 南(3)・ 光禄 大 夫(3)・ 兼 廷尉

卿(3)→ 〔除〕 安 南(3)・ 司州別 駕→[拜]安南 ・銀青 光禄大夫(3)・河南尹(g)→

[転]廷 型卿(3)→ 〔徙〕衛 尉卿(3)、 将軍如故(h)→ 〔除 〕安西 ・華州刺史 →[入]

衛(2)・ 右光 禄 大夫(2)→[除]度 支 尚書(3)
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註a:墓 誌より伝の方が詳細である。よって官歴は伝 により記述し、墓誌に見えるものは点線で示す。

註b:こ の前に河南尹 功曹 となっているが、これは高祖期である。

註c:平 西長史は伏波の下位に位置する。2度 の長史は伏波を維持 していたと考えられる。

註d:伝 は鎮軍とするが誤 りである。

註e:中 散大夫は鎮遠の下位にある。 ここまで鎮遠 を維持 していたと考えられ る。

註f:左 将軍を維持 していたと考えられる。

註g:伝 はこの箇所を 「行河南尹」 とのみ記す。

註h:こ の表現からすれば、廷尉の時も将軍号は元のままであったはずである。

77　 傅豎 眼(70,『 補 遺 』344)(a)

→ 〔為〕 建武(従4)(b)→ 行 直エン州刺史 → 〔転 〕 昭武(4)・ 益州 刺 史→ 〔進 号〕 冠軍

(従3)→ 〔除〕征 虜(従3)・ 太中大夫(従3)→[為]鎮 南 軍 司(c)→ 〔為 〕右(3)・

益州刺史 → 〔加]散 騎 常侍(従3)・ 平 西(3)・ 西征 都 督(d)→ 〔転〕安西(3)・ 岐州

刺史 、常侍 故如 → 〔授 〕撫 軍(従2)・ 梁 州刺 史(e)→ 〔加 〕鎮西(従2)・西 道 大尋台

撫 吏翻 尚書 、剋 皇赦迦.

註a:墓 誌は磨滅 して判読できない箇所力移 い。よって伝を中心として記載 し、墓誌に見られる箇所

に下線(点 線)を 施す。

註b:そ の前に 「常為統軍、東西征伐」とある。揚州の賊討伐に際 してこの将軍を得たのである。な

お東西に討伐 した時の官である左中郎将(従4)は 後令では建武の上位にある。太和前令 ・中令で

は不明。

註c:軍 司の時には征虜を維持 していたと考えられる。

註d:墓 誌では 「除平西将軍 ・益州刺史」とある。益州刺史は変わ らず、将軍号以下が加え られたの

である。なお、この時安西將軍を 「仮」されてもいる。

註e:墓 誌では 「撫」 とのあるが、撫軍の誤 りであろ う。伝では 「転梁州刺史、常侍 ・将軍如故」と

あり、次には仮鎮軍(従2)・ 都督3州 諸軍事 とある。撫軍就任の記載はない。また次の鎮西以下

の記載もない。巻101僚 伝に梁州刺史傅豎 眼が行台であったことが記載 されているので、 『補遺』

の 「大尋台」は 「大行台」とすべきだろう。 「撫」は或いは 「兼」の可能性もある。撫軍は鎮軍と

同格であるから、梁州刺史に任命されたとき、どちらの可能性 もあるが、ひとまず撫軍であるとし、

また次に鎮西に進んだと考えておく。

78　 封 延 之(32,『 北斉 書 』21、 校7-281)

州主 簿→[起家]員 外 郎(7上)→[爲]大 将軍 田曹參 軍(従6上)→ 〔転 〕長 流事→ 仮 征

虜 ・行渤海 郡 事→[除]中 堅(従4上)・ 散騎 侍郎(5上)→ 〔為 〕大行 台右丞(従4か)(a)

→ 〔除〕平 南(3)・ 済 州 刺 史→ 〔加 〕 中軍(従2)→[除]征 東(2)・ 大 丞相 司馬→[除]

衛 大(2)・ 左 光 禄 大夫(2)、 司馬 如故 →(東 魏)

註a:伝 では大行台左光禄大夫。校勘記は大行台左丞かと疑っている。右丞は従4で あるから、この

時には中堅を維持 したと考えられる。
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79　 李 挺(39,校7-303)(a)

[釈褐]奉 朝 請(従7)→[転]司 徒祭 酒(7上)→(司 徒)従事中郎(5上)(b)→[拜]

驍騎(4上)・ 中書侍 郎(従4上)→ 〔遷 〕太 常少卿(4上)→ 〔除〕前(3)・ 荊 州 刺史 →

[遅]大 司農卿(3)→[授]鎮 軍(従2)・ 行相 州事 →[拜]散 騎 常侍(従3)、 領 殿 中尚書

(3)→ 〔転〕中書監(従2)・ 兼 吏 部堂 書(c)→ 「解 除余任 、正 位選 曹(＝ 吏 部 尚書(3))」

(d)→ 〔遷 〕衛(2)・ 右光 壷(2)→[授]散 騎 常侍 ・驃騎大(従1)・ 左 光禄 大夫

・儀 同三 司(従1)・ 兼 尚書 左僕 射 →(東 魏)

註a:伝 は字の神儁 で記載 している。

註b:墓 誌 ・伝 ともに転 として2官 を並べるが、同じ司徒府の官であるから同時の就官ではない。

註c:墓 誌は散騎常侍以下を並列するが、伝により分割する。常侍の時は鎮軍を維持 していたであろ

う。

註d:こ の墓誌の記載に従 えば、官品上は降格 となる。ただ し李挺は孝荘帝の外戚の中の 「望」とし

て尊重され、この段階では爾朱栄との関係もよく、左遷の理由は見当たらない。吏部尚書 となった

ことが重要であったか らこの表現をとったと考えられ、降格 とはならない措置が同時に とられた可

能性がある。前稿参照。なお伝 では挺が恐れて解宮を求め、衛 ・右光禄大夫となったとし、吏部尚

書のみ となったことを記 さない。

80　 李憲(36、 校7-217)

→ 〔為 〕太 子 中庶 子(4上)(a)→ 〔為 〕 尚書左 丞(従4上)(固 辞)→ 〔険 〕驍騎(4

上)・ 尚書 左 丞(従4上)(未 拝)→ 〔除〕長 兼 吏部 郎 中(4上)(b)→ 〔転〕長兼司徒

左長 史(従3)→[遷]守 河南尹(3)→ 〔除 〕左(3)・エン 州 刺史 →[除 名]→ 〔拝〕銀青

光禄大夫(3)→[加]安 西(3)・ 以 本官 行雍州 事→ 〔為 〕撫 軍(従2)・ 七兵 尚 書(3)→

〔転 〕鎮 東(従2)→ 〔為 〕征 東(2)・ 東 討都 督(c)→ 〔除 〕征 東 ・揚 州刺 史 ・醗

　都督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註a:太 和15,6年 に散騎侍郎 として南斉使者を接待 してお り、その後、趙郡内史、吏部郎中の時母

の死に会 う。その後に太子中庶子 となった。世宗期に入るかどうか明確ではないが、この時からを

記すこととする。なお、太和後令では吏部郎は太子中庶子 と同じ官品だが、吏部郎の方が上位にあ

る。 しかし、太和前令では太子中庶子ぶ正3中 であるのに対し、吏部郎は従4上 である。

註b:尚 書左丞のみでは左遷 となる。固辞されて驃騎を与えることで左丞就任を実現させようとした

が、驃騎も太子中庶子より下位 にある。よって中庶子 より上位の吏部郎を与える(伝 によれば長兼

吏部郎、それに従 う)こ とにしたのであろう。吏部郎は太子中庶子 より上位であるから、長兼であ

っても受け入れたのであろうか。伝によれば次の左長史も長兼 となっていて、次に河南尹に遷った

とする。墓誌では 「守」の語を明記していて、河南尹は次の左将軍の上位に位置することを併せ考

えて 「守」の記載を採用する。長兼 ・守は正位の官職ではないが、正位に準ずる扱いではあったよ

うだ。前稿参照。

註c:伝 では仮鎮東 ・徐州都督 となっている。墓誌は明確にふたつに分けているので、それに従 う。

81　 宇 文 測(『 周 書 』27、 『秦 晋 』42)
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[起 家]司 空行 参 軍(従7上)(a)→ 〔拝 〕伏 波(従5上)・ 羽 林 監(6)

(従8上)→ 〔除〕 南エン州 別 駕→ 〔転 〕 洛州 長 史→ 〔拝 〕征 虜(従3)(b)

史(4上)→(西 魏)

註a:正 光中起家 と墓誌 は明言する。一方、伝では奉朝請(従7)で 起家 とする。

註b:伝 は安東(3)と する。

・領殿中侍御史

・司徒右 長

82　 楊 倹(58,『 千唐 』442)

[起 拝]奉 朝 請(従7)・ 領 侍御 史(8)→ 〔転 〕員 外 郎(7上)、 領任 如 初→ 〔遷 〕鎮遠(4)

・頓丘太守(a)→ 〔為 〕黄 門侍 郎(4上)→ 〔除〕太 府少 卿(4上)→[加]左(3)→[免

官]→ 以本 将 軍 ・潁州 刺 史→ 〔尋加 〕散 騎 常侍(従3)・ 平 南(3)(不 行)(b)→ 〔除〕

征南(2)・ 金紫光禄大夫(従2)→ 〔除〕衛(2)(c)・ 北雍 州 刺 史 → 〔除 〕侍 中 ・驃騎

大(従1)(d)→(西 魏)

註a:伝 では寧遠(5上)と なっている。 どちらの可能性 もある。

註b:墓 誌は免官の事実 を書かないと同時に左、平南の将軍号も記載 していない。ただ し散騎常侍は

記す。

註c:伝 は本将軍(＝ 征南)と 記す。

註d:こ の後孝武帝に従い宇文泰のもとに走る。

83　 李彬(『 北 史 』100、 『安 豊』189)

[釈褐]司 空 参軍 事(7)→ 〔除 〕中書侍郎(従4上)→ 〔除〕 大 将軍 諮 議参 軍(従4上)

→ 〔遷 〕竜驤(従3)・ 通 直 常侍(4)→ 〔除〕衛 尉卿(3)→ 〔仍除 〕散騎 常侍(従3)(a)

→ 〔加 〕撫 軍(従2)→ 〔遷 〕征 南(2)・ 金 紫光 禄 大夫(従2)→ 〔仍転〕 車騎(2)・ 左

光禄大夫(2)(b)

註a:衛 尉のままで散騎常侍が与えられたのであろう。墓誌はこの後に句を挟んでから撫軍加官の

ことを記すので、別時のこととして扱 う。

註b:葬 年が武定2年(544)な ので、終わりの頃の就官は東魏時期の可能性がある。

84　 李騫(36,梶 山(a))

大将 軍 法曹参 軍(従6上)→ 太 宰 主簿(6上?)・ 加 陵江(従5上)(b)→ 〔転〕中散大夫

(4)・ 征 虜(従3)(c)→ 左(3)・ 太 中大夫(従3)・ 開府 長 史→ 〔遷 〕中書舎人(6)、

加 通 直 常侍(4)(d)→(東 魏)(e)

註a:梶 山智史 「稀見北朝墓誌輯録」(『 東アジア石刻研究』5、2013)

註b:墓 誌は太宰主簿で起家 したとする。伝は国子学生となったあと、 「歴大将軍法曹参軍 ・太宰府

主簿」と記す。従5品 の将軍号をもった起家官は、起家官が高 くなる傾 向が現れている時期であっ

てもかな り高きに過ぎ、伝の記載を採用する。

註c:墓 誌は中散大夫以下、東魏興和3年(541)の 梁への遣使以前までを一括表記する。伝を勘案

して以下のように分割する。

註d:左 将軍 を維持 していたと考えられる。
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註e:次 は墓誌では中軍将軍 ・散騎常侍、伝では 「尋加散騎常侍 ・鎮南将軍(従2)・ 尚書左丞(従

4上)」 となっている。いずれにせ よ、その次が梁へ使節 となるから、この就官は東魏に入ってか

らの可能性が高い と考え、除外す る。

85　薛 脩 義(『 北斉 書 』20,『 安 豊 』235)(a)

→ 〔転 〕徐 州墨 曹参 軍(7)(b)→ 統軍→ 西道 別 将→2大都督 → 〔除〕 竜驤(従3)・ 竜 門

鎮将 →[反 乱 、降伏]→ 〔益 〕4群大 都 督(c)→ 〔為〕右(3)・陜州刺史 →[為]後

(3)・ 南汾 州 刺 史(d)→(東 魏)

註a:『 安豊』は 「脩」字を 「循」 と誤読している。

註b:こ の前に司州牧咸陽王元禧の法曹従事 となっているが、これは太和年間である。徐州参軍の時

の刺史は始蕃王である北海王元顥であり、その将軍号は撫軍である。始蕃王 と従2品 將軍の列曹参

軍事は同じ官品である。

註c:次 に右将軍を得ているか ら、この時は竜驤～征虜の将軍号を持っていたであろう。

註d:墓 誌は陜州刺史を記さず、 「右将軍 ・南□□刺史」となっている。右将軍と後将軍は同格であ

るので、□□ には汾州が入 るであろ う。
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南朝墓誌覚書

東北大学　　　川　合 安

は じ め に

本報告は、現在知 られ る南朝の墓誌について、考古学的発掘 によって出土 したものを中

心に、墓誌 のつ くられた年代順 に取 り上げて、その概略 と録文、研究の現況な どを覚書 と

して記述 した ものである。なお、陶宗儀 『古刻叢鈔 』に録文を載せ るもの、拓本のみ存在

す るもの、磨滅 して文字がほ とん ど判読できないものな どについても付記 して参考 に供す

ることとした。

一　出土南朝墓誌

1、 謝櫟墓誌:永 初2年(421)

南京市雨花台 区鉄心橋郷大定坊 司家山の6号 墓で出土 し、南京市博物館 ・雨花区文化局

「南京南郊六朝謝櫟墓」(『文物』1998年5期)で 報告 された。筆者 は、この墓誌について

「六朝 『謝氏家族墓誌』につ いて」(『古代文化』54巻2号 、2002年)、 「東晋の墓誌」(平

成14年 度東北大学教育研 究共 同プロジェク ト成果報告書 『『歴史資源』 として捉 える歴史

資料の多角的研究』2003年 所収)で 取 り上げた。その後、張学鋒 「南京司家 山出土謝氏墓

誌研究―東 晋流寓政府 的挽歌」(初 出2004年 、『漢唐考古与歴史研究』生活 ・読書 ・新知三

聯書店、2013年 所収)が 、拙稿 で示 した墓誌 の録文の誤 りについて指摘 してお り、修正す

べ き点がいくつかある。加 えて、羅新 ・葉煇 『新出魏晋南北朝墓誌疏証』(中 華書局、2005

年)〔 以下、『疏証』〕や毛遠 明 『漢魏六朝碑刻校注』(線 装書局、2008年)〔 以下、『校注』〕

に、この墓誌が収録 され たこともあ り、これ らを参照 して、ここに改めて録文を示す こと

にした(1)。 墓誌は、6枚 の磚(い ずれ も縦33㎝ ×横17㎝)に 刻まれているので、番号

を付 して録文を示す。

【1】 宋故海陵太守散騎常侍謝府君之墓／誌／ 永初二年太歳辛酉夏五月戊 申朔廿／七 日甲

戌、豫州陳郡陽夏縣都郷吉遷／ 里謝櫟字景バイ卒、即以其年七月丁未／ 朔十七 日癸亥

安暦丹楊郡江寧縣賴／ 郷石泉里 中。櫟祖父諱奕 、字無奕 、使持／ 節都督司豫幽井五

州揚州之淮 南府?(2)／

【2】淮 南歴 陽盧江安豊堂 邑五郡／ 諸軍事 ・鎮西將軍 ・豫州刺史、襲[封 萬]壽 子。／ 祖

母 陳留阮 氏、諱容、字元容。[父諱]攸 、字／ 叔度、散騎侍郎、早亡。母潁 川[□ 氏]

諱女／ 淑。長伯寄奴 、次伯探遠、并 早[亡]。[次]伯諱／ 淵 、字仲度、義興太守、

襲封萬[壽 子]、 夫人／琅邪 王氏。叔諱靖 、字季度、散[騎 常]侍 、太／ 常卿、常樂

縣侯 、夫人潁 川□[氏]。 叔誰／
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【3】豁 、字安度、早亡。次叔諱 玄、字幼度、散騎／ 常侍 ・使持節都督會稽五郡諸軍事 ・

車／ 騎將軍 ・會稽 内史 ・康樂縣開國公 、謚曰／獻 武、前夫人太 山羊氏、後夫人焦 國

桓／ 氏。次叔諱 康、字超度、出繼從叔衛將軍／ 尚、襲封咸 亭侯、早亡。長姑諱[道]

□、字令姜、／適琅 邪王凝 之、江州刺史。次姑道榮、適／ 順陽范少連、太子洗馬。

次姑道粲 、適高／

【4】 平チ 道胤、散騎侍郎 ・東安縣開國伯。次／姑道輝、適焦 國桓石民、使持節西 中郎／

將 ・荊州刺史。長姉令芬 、適 同郡袁 文子、／ 散騎侍郎。次姉令和、適太原王萬年、

上／ 虞令。次姉令範、適潁 川陳茂先、廣陵郡／ 開國公。妹令愛、適琅 邪王□之。弟

ヨ、字／ 景琳、早亡、夫人河東衞 氏。次弟球、字景／璋、輔 國参軍、夫人琅 邪王氏。

長子寧、字／

【5】 元眞、附馬都 尉 ・奉 朝請、妻王、即櫟第二姉之長女。次子道休 、早夭 。次子奉、字

□／ 眞、出繼弟ヨ 、妻袁 、即櫟夫人從弟松子／ 永康令之女。次子雅 、字景眞、妻同

郡殷／ 氏、東陽太守仲文之次女。次子簡、字徳／ 眞、妻琅 邪王氏、太尉諮議参軍纉

之之／ 女。女不名。／ 櫟夫人 同郡袁 氏、諱エン。夫人祖諱勗 、字／

【6】 敬宗、太尉掾 。 父諱邵 、宇穎叔、中書侍郎。／エン外祖諱 翼、字稚恭、使持節征西將

軍 ・／荊州刺史。／ 櫟本襲次叔玄東興之爵、封豫寧縣開／ 國伯。大宋革命、諸國并

皆削除、惟從祖／ 太傅文靖公安廬 陵公降爲柴桑侯、玄／復苻 堅之難 、功封康樂縣開

國公、餘／ 諸侯爵南康 ・建 昌并皆除國。

※[]内 は墓誌には無いが、『文物』の報告等を参考に補った文字(以 下の録文の場合

も同 じ)。

窪添慶文 「墓誌の起源 とその定型化」(伊藤敏雄編 『魏晋南北朝史 と石刻史料研究の新展

開―魏晋南北朝史像の再構 築に向けて― 』平成18～20年 度科 学研究費補助金成果報告書

別冊、2009年 所 収)(3)は 、この墓誌が 「表題があるが銘辞をもたない」、南朝墓誌に1例

のみみ られる形式 であることを述べた うえで、「宋のごく初期 の事例 だが、この墓誌は磚6

枚で構成 され るとい う形態上の異例 さもさることなが ら、表題 の次 に卒 日を記 し、本籍、

姓名、葬 日、葬地、最後 に家系 と並べ る書 き方は、表題の点を除けば、やは り磚誌である

東晋の謝温墓誌 とほとん ど同 じである。 この型 も東晋の墓誌 の流れの上に生 まれたことが

推測 され る」(12頁)と 指摘す る。

2、 宋乞墓誌:元 嘉2年(425)

南京市雨花台区鉄心橋鎮 の工事現揚の堆土で発見 され、南京市博物館斯仁 「江蘇南京市

中華門外鉄心橋出土南朝劉宋墓誌」(『考古』1998年8期)で 報告 された。『疏証』、『校注』

にも収録 されている。磚 に刻 まれた3点 の墓誌であ り、番 号を付 してそれぞれの録文を示

す。【1】 は、縦34㎝ ×横16.6㎝ 。 【2】 は、縦33.7㎝ ×横16.4㎝ 。 【3】 は、縦33

㎝×横16.4㎝。

【1】 亡祖父儉 、本郡功曹 史 ・關中侯。／ 亡父遠、本郡主簿 ・河内郡河 陽縣左尉。／楊州

丹[楊]建 康都郷中黄里、領豫州陳郡 陽夏縣／都郷扶樂里宋乞、妻丁、丹楊建康丁

騰女。／ 息女草、適丹楊黄千秋。息伯宗、本郡良吏。／ 息駟 、本郡功曹史 ・征虜府
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参軍 ・濮陽令。／ 元嘉二年太歳 乙丑人月十三 日於江寧石泉里建。／

【2】 亡祖父儉 、本郡功曹史 ・關中侯。／ 亡父遠、本郡主簿 ・河 内郡河陽縣右尉。／ 楊州

丹楊建康都郷 中黄里、領豫[州]陳 郡陽夏縣／都郷扶樂里宋乞、字兆懷、泰元 中亡。

／息女草、適丹楊黄千秋。息伯宗、本郡良吏。／息駟 、本郡功曹史 ・征虜府参軍 ・

濮陽令。／ 元嘉二年太歳 乙丑八月十三 日於江寧泉里建作。／

【3】 亡祖儉 、郡功曹史 ・關中侯。／ 亡父遠 、郡主簿 ・河内郡河陽縣右尉。□□黄氏。／

楊州丹楊建康都郷 中黄里、領豫陳郡陽夏縣都郷／ 扶樂里宋乞、妻丁、丹楊建康丁騰

女。/息 女草、適丹楊黄千秋。息伯宗、本郡 良。／息駟 、本郡功曹史 ・征虜府参軍 ・

濮陽令。/元 嘉二年八月十三 日於江寧石泉里建□ □冢一所。／ 〔側面〕伯宗妻、丹

楊王氏、駟妻、丹楊陳氏。

窪添慶文 「墓誌の起源 とその定型化」(前 掲)は 、これ らの墓誌 には表題 も銘辞 もなく、

東晋の墓誌 と同 じ型式であることを指摘する(12頁)。

『考古』の報告では、 この3点 を宋乞墓誌 とす る(『校注』 も3点 すべてを 「宋乞墓誌」

と題 して収録)が 、『疏証』 は、【1】 を宋乞の妻丁氏の墓誌 と考 え、「楊州丹[楊]建 康都

郷 中黄里領豫州陳郡陽夏縣都郷扶樂里宋乞妻丁」 と続 けて読むべきで あるとする。また、

【2】 が宋乞墓誌 で、【3】 が夫婦合葬墓の正式の墓誌であると考 え、窪添氏の前掲論文も

『疏証』 に拠 る(28～29頁 注21)。 なお、朱智武 「東晋南朝墓誌若干問題探析」(『南京農

業大学学報』(社 会科学版)7巻3期 、2007年)は 、3点 の墓誌を 「一誌多方」(一 つの墓

誌が多 く作 られ る)現 象 の例 として取 り上げ、従って宋乞墓誌が3点 作 られた と考 え、3

点になった原 因を刻字 した人が三度試 みても完全な刻文ができなかった結果 とする見解を

提示 している(98頁)。

3、 劉懐民墓誌:大 明8年(464)

山東益都 で出土 したとい うが、出土 した時期や具体的な出土地点は不詳。趙萬里 『漢魏

南北朝墓誌集繹』 〔以下、『集釋 』〕、『北京 図書館藏 中国歴代石刻拓本□ 編』(中 州古籍 出版

社 、1989年)〔 以下、『北図』〕、趙超 『漢魏南北朝墓誌彙編』(天 津古籍 出版社、1992年)

〔以下、『彙編』〕、『校注』 に収録 されている。縦49㎝ ×横52.5㎝ 。

宋故建威將軍 ・齊北海二郡太守 ・笠／ 郷侯 ・東陽城主劉府君墓誌銘/□□ 玄緒、灼

灼飛英、分光漢室、端祿／ 宋庭。曽是天從、凝睿 窮靈 。高沈兩 剋、／ 方圓雙清。眩

紫皇極、剖金連城。野獣／ 朝浮、家犬夕寧。淮棠 不翦 、□□ 改聲。／ 履淑違徴、潜

照長冥。鄭琴再寢 、呉涕／ 重零。銘慟 幽石、丹涙濡纓 。／ 君諱懷 民、青州平源郡平

源縣都郷／ 吉遷里。春秋五十三、大明七年十月／ 乙未薨 。粤 八年正月 甲申葬於華山

／之陽朝。／ 夫人長樂潘 氏、父詢 、字士彦、給事 中。／ 君所經 位 、□□條如左。／

本州別駕、勃海清河太守、除散騎侍/郎 ・建威將軍 ・□□太守。／

表題の次に銘辞が書 かれ るとい う類例のない書き方で、墓誌の定型化途上の状況を示す。

窪添慶文 「墓誌の起源 とその定型化」(前 掲)は 、 「劉懐民墓誌が表題に 「墓誌銘」 と刻 し

ていることの意味は大 きい」 とし、宋の元嘉年間(424～453)以 後の銘辞をもった墓誌 の

流行 の一端を担 った と指摘す る(13頁)。
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劉懐民の子、善明は、『南斉書』巻28に 立伝 されてお り、そ こには、

劉善明、平原人。鎭北將軍懷 珍族弟也。父懷 民、宋世爲齊北海二郡太守。元嘉末、青

州飢荒、人相食、善明家有積粟、躬食□ 粥、開倉以救郷里、多獲全済、百姓呼其家 田

爲續 命 田。……年四十、刺史劉道隆辟爲治中從事。父懷 民謂善明曰 、「我巳知汝立身、

復欲 見汝立官也。」善明磨辟。

とある。

4、 明曇憘 墓誌:元 徽2年(474)

南京太平門外堯晨果 木場で出土 し、南京市文物管理委員会 「南京太平門外劉宋明曇憘 墓」

(『考古』1976年1期)で 報告 された。『彙編』、『校注』に収録 されている。縦65㎝ ×横

48㎝ 。

宋故員外散騎侍郎 明府君墓誌銘／ 祖儼 、州別駕、東海太守。夫人清河崔氏、父逞、

度支尚書。／ 父□ 之、州別駕、撫軍武陵王行參 軍 ・槍梧太守。／ 夫人平原劉氏、父

奉伯、北海太守。後夫人平原杜氏、父融。／ 伯悟之、齊郡太守。／ 夫人清河崔氏、

父丕 、州治 中。後夫人勃海封 氏、父□ 。／ 第三叔善蓋、州秀才 ・奉朝請。／ 夫人清

河崔氏、父模 、員外郎。／ 第四叔烋 之、員外郎 ・東安東莞二郡太守。／ 夫人清河崔

氏、父眺、右將軍 ・冀州刺史。／ 長兄寧民、早卒。夫人平原劉氏、父季略、濟北太

守。／第二兄敬民、給事中寧朔將軍 ・齊郡太守。／夫人清河崔氏、父凝之、州治中。

／第三兄曇登、員外常侍。夫人清河崔氏、父景真、員外郎。／ 第四兄曇欣、積射將

軍。夫人清河崔氏、父勲之、通直郎。／君諱 曇憘、字永源、平原鬲 人也。載葉聯芳、

懋茲鴻丘。晉 徐／ 州刺史褒七世孫、槍梧府君□ 之第五子也。君天情凝澈 、／風韻標

秀、性盡 沖清、行必嚴損。學窮經 史、思流淵岳。少擯／簪縉 、取逸琴書。非皎非晦、

聲逖 邦宇。州辟不應 、徴奉朝請。／歴寧朔將軍 ・員外郎 ・帶武原令。位頒郎戟、志

釣楊馮 。運其／坎 凛、頗爾慷慨。値巨猾掏□ 、鋒流紫闥。君義烈見危、身介／ 妖鏑、

概深結纓 、痛嗟 朝野。春秋卅 、元徽二年五月廿六 日／丙 申、越冬十一月廿四 日辛卯

葬于沂縣戈 壁山。啓奠／ 有期、幽夕 長即、蘭□ 已蕪、青松無極。仰圖 芳塵、俯銘

泉側。／ 其辞曰／ 斯文未隧 、道散羣 流。惟茲 冑彦、映軌鴻丘。佇 艶潤徽、皓詠／ 凝

幽。測靈 哉照、發譽騰□ 。未見其止、日茂其猷。巨レイ于紀 、／侈侵陵□。金飛輦 路、

玉砕宸 □。霜酸精則、氣慟 人遊。鐫 塵／ 玄夕 、志揚言留。夫人平原劉氏、父乘 民、

冠軍將軍 ・冀／州刺史。後夫人略陽垣氏、父闡 、樂安太守。／

窪添慶文 「墓誌の起源 とその定型化」(前 掲)に よれ ば、表題の次に家系記事 が置かれ る

点で、定型化 した墓誌 とは異なる書式である(12頁)。

この墓誌 については、『考古』の報告のほか、張敏 「劉宋 『明曇憘 墓誌銘』考略」(『東南

文化』1993年2期)が あり、また、陸帥 ・胡阿祥 「『明曇憘 墓誌』所見南朝境内的 「青斉

土民」」(『東岳論 叢』35巻3期 、2014年)が この墓誌 を取 り上 げて、宋斉時期の青斉士族

や青斉地域社会にっいて考察 している。録文中の 「位頒郎戟」の郎戟 について、『考古』の

報告では、『宋書』百官志にみえる 「執戟郎」 を指す とし(51頁)、 張敏 「考略」(192頁)

や 『校注』も見解を同 じくす るが、陸帥 ・胡阿祥論文は、『宋書』百官志に 「執戟郎」 とい
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う官職 はみえないことを指摘 した うえで、当時の文献の 「執戟」の用例に検討 を加 え、「執

戟」 とは、散騎侍郎 ・中書侍郎 ・黄門侍郎な どの侍従官を指 し、明曇憘 の場合は、員外散

騎侍郎 になったことを指す ことを明 らかに した(51頁)。

5、 劉岱墓誌:永 明5年(487)

江蘇省句容県で出土 し、鎮江市博物館 「劉岱墓誌簡述」(『文物』1977年6期)で 報告 さ

れ た。『彙編』、『校注』に収録 されている。縦65㎝ ×横55㎝ 。

齊故監餘 杭縣劉府君墓志銘／ 高祖撫 、字士安、彭城内史。／ 夫人同郡孫荀公 、後夫

人高密孫女寇 。／ 曽祖爽、字子明、 山陰令。夫人下ヒ 趙淑媛。／ 祖仲道、字仲道、

餘姚令。夫人高平檀敬容。／ 父粹 之、字季和、大中大夫。夫人彭 城曹慧姫。／ 南徐

州東莞郡梠 縣都郷長 貴里劉岱、字子喬。君齠／ 年岐嶷 、弱歳明通、孝敬篤友、基性

自然、識量淹濟、道／ 韻非假。 山陰令淬 太守事左遷、尚書札、 白衣監餘杭／ 縣。春

秋五十有四、以永明五年太歳丁卯夏五月 乙／酉朔十六 日庚子遘 疾、終于縣廨 。身其

年秋 九月癸／ 未朔廿四 日丙午、始創墳塋于 楊州丹楊郡勾容縣／ 南郷糜 里龍窟 山北。

記親銘德 、藏之墓右。／ 悠悠海岳、綿綿靈 緒、或秦或梁、乍韋 乍杜。淵懿繼 芳、世

盛龜 組。德 方被今、道廼流古。積善空言、仁壽荘昧。／ 清風日 往、英猷長晦。奠 設

徒陳、泉門幽曖。敢書景行、／ 敬遺千載。／夫人樂安博昌任女暉、春秋五十有三。

以永明元年／ 太歳癸亥夏五月己酉朔十三 日辛酉終。／ 父文季、祖仲章。一女、二庶

男。／ 女玉女、適河東裴ガイ。／ 長男希文、婦東海王茂 暎、父沈 之、祖萬喜。／ 少男

希武。／

窪添慶文 「墓誌 の起源 とその定型化」(前 掲)に よれば、表題 の次に家系記事が置かれ、

4の 明曇憘 墓誌 と同様、定型化 した墓誌 とは異 なる書式である(12頁)。

上 の録文の 「山陰令淬 太守事左遷」につ いては、『南斉書』巻26王 敬則伝 に次のよ うな

関連記事があ り、会稽太守王敬則 の事に連座 して左遷 されたこ とをい う。

(永明)三 年、進號征東將軍。宋廣州刺史王翼之子妾路氏、剛暴 、數殺碑 、翼之子法

明告(使 持節 ・都督會稽東陽新安臨海永嘉五郡軍事 ・會稽太守)敬 則、敬則付 山陰

獄殺之、路氏家訴、爲有司所奏、山陰令劉岱坐棄市刑。敬則入朝、上謂敬則曰 、「人

命至重、是誰下意殺之。都 不啓聞。」敬則曰 、 「是臣愚意。 臣知何者科法、見背後有

節、便言應 得殺人。」劉岱亦引罪、上乃赦 之。敬則免官、以公領郡。

この左遷 についての 「尚書札、 白衣監鯨杭縣」の 「札」 とい う公 文書については、中村

圭爾 「両晋南朝墓誌 と公文書」(前 掲伊藤敏雄編 『魏晋南北朝史 と石刻史料研究の新展 開』

2009年 所収)に 詳細 な考察がある(68～69頁)

また、この墓誌の家系記事については、中村圭爾 「『劉岱墓志銘』考― 南朝 における婚姻

と社会階層― 」(『東洋学報』61巻3・4号 、1980年 、『六朝貴族制研究』風間書房、1987

年 に 「婚姻か らみた階層 と官僚身分」と改題 して収録)が あ り、劉岱墓誌の家系記事か ら、

琅邪 の王氏な どの名門貴族 と通婚範囲を異 にす る寒門の家族群 の存在 を明 らかに している。

6、 王 宝玉墓 誌:永 明6年(488)
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『文物』、『考古』等に報告はなく、『校注』等にも収録 されないが、『南京博物院珍藏系

列古代銘刻書法』(天 津人民美術 出版社、2003年)に 、図版 ・解説 ・録文を載せ、1990年

代、南京煉油廠付近で出士 し、縦46㎝ ×横47㎝ とい う。

齊故冠軍將軍東 陽太守蕭 府君側室夫人王氏墓誌／銘／ 夫人姓王、字寳玉、呉郡嘉興

縣曇溪 里人也。建 光宜英、／ 有 自來矣。夫人温朗明淑、神華玉麗、清規素範、夙炳

芬／譽。以建元元年納干蕭 氏、恭雅括懿 、剋隆美訓、享年 □/永 。以永明六年四月

庚戌朔九 日戊午、卒于建節里中、／春秋 廿有八。粤 閏十月丁丑朔六 日壬午□、葬於

臨折縣之黄鵠 山。寂帳□陰、虚 □長霧、秘迹 徒留、芳徽 □樹。／銘文大司馬参軍事

東海鮑 行郷造／潛 寳有耀、懷德有 憐、幽閑之懿 、播問宣音、薫詩潤禮、越玉慕金、

沖約規行、清和佩 心。陂 途易永、夷數難常、中春／ 掩縟 、半露摧芳、方冥方古、敦

云不傷、追昭軌烈、式讃泉／房。息昂年六。

窪添慶文 「墓誌の起源 とその定型化」(前 掲)は 、 この墓誌が、「表題 の次 に姓、字、本

籍 とい う、後に定型化す る書 き方を してい る」(12頁)こ とに注意 しつつ も、同時期 の5、

劉岱墓誌は書き方が異なっていることか ら、「宋、南斉の墓誌は定型化の完成 には至ってお

らず、定型化 の過程 にある とい う中村圭爾氏の判断は支持できる」(13頁)と 指摘す る。

中村氏の判断 とは、「東晋南朝 の碑 ・墓誌について」(初 出1988年 、『六朝江南地域史研究』

汲古書院、2006年 所収)に 示 された見解(399頁)を い う。定型化 とい う観点か らは、「銘

文大司馬参軍事東海鮑 行郷造」 と、墓誌銘の撰文者の官職 と姓名を刻 している点も重要で

あろ う。

また、この墓誌については、邵磊 「南斉 『王宝玉墓誌』考釈― 兼論南朝墓誌的体例」(初

出2003年 、『冶山存稿』鳳鳳 出版社、2004年 所収)が あ り、次の ように指摘する。 まず、

王宝玉については、史籍 に記載がないが、墓誌 によって呉郡嘉興県の人であることがわか

る。 この嘉興の王氏については、『呉志』孫策伝注所引 『呉録』か ら、後漢末、孫策の江東

進出にかかわる政治闘争のなかで合浦太守王晟 を代表 とす る嘉興の王氏一族 が族誅 された

ことが知 られ る。墓誌 の表題 によれば、王宝玉は、「齊故冠軍將軍東陽太守蕭府君側室夫人」

である。「蕭府君」とは、蕭崇之(蕭 順之の弟、梁の武帝の叔父)で あ り、冠軍将軍 ・東陽

太守 となったが、永明4年(486)、 唐寓之の乱で戦死 した(『 南斉書』巻44沈 文季伝)。蕭

崇之の妻 は毛氏であった(『 梁書』巻24蕭 景伝)が 、本墓誌 によれば、正室の毛氏のほか

に、王宝玉を側室 としていたことがわかる。

7、蕭 融墓誌:天 監元年(502)

8の 王慕韶 墓誌 とともに、南京太平 門外棲霞 区甘家巷で出土 し、南京市博物館阮 国林 「南

京梁桂陽王蕭融夫婦合葬墓」(『文物』1981年12期)で 報告 され た。『彙編』、『校注』に収

録 されている。縦60㎝ ×横60㎝ 。

[桂陽王]墓 誌銘序／[王諱]融 、字幼達、蘭陵郡蘭陵縣都郷 中都里人、(下闕)／

□□文皇帝之第五子也。王雅 亮通明、器識韶 潤、清情秀氣、峨然 自高、峻／ □□衿、

皆焉未聞。佩□□□ 、則風流引領、勝冠鳳起、則縉冕屬 目。齊永明／ 元年、大司馬

豫章王府僚[簡]重 、引爲行參 軍、署法曹。隆 昌元年、轉 車騎番／ 陽王行參 軍。建
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武元年、□ □初闢 、妙選時英、除太子舍 人、頃轉冠軍鎭軍／ 車騎三府參 軍、署外□ 。

又爲車騎江夏王主簿、頃之、除太子洗馬、不拜 。元／ 昆丞相長沙王、至德 高勳 、居

中作宰。而凶昏在運、君子道 消、惡 直醜正、嫁／茲 濫酷。王春秋卅 、永元三年十二

月十二 日、奄從 門禍。中興二年、追贈給／ 事黄門侍郎。皇上神武撥亂 、大造生民。

冤恥既雪、哀榮甫備。有詔、／ 亡弟齊故給事黄門侍郎融、風標秀特、器體淹 弘。朕

繼天紹命、君臨萬寓、／祚 啓□ 縢、感興魯衛、事往運來、永懷 傷切。可贈散騎常侍 ・

撫軍將軍 ・桂 陽／郡王。天監元年、太歳壬午、十一月 乙卯一 日葬於戈 壁 山、禮也。

懼金石有／朽、陵谷不居、敢撰遺行、式銘泉室。梁故散騎常侍 ・撫軍大將軍 ・桂陽

王／ 融諡 簡王墓誌銘。□□長兼尚書吏部郎 中臣任昉 奉敕 撰。於昭帝／緒、擅美前王、

緑 圖丹記、金簡 玉筐。龕 黎在運、業茂姫 昌。蝉聯寫 丹、清／ 越而長。顯允初筮 、適

道宣哲。藝軍漆書、學窮繍 税。友于 惟孝、閑言無際。鄒／釋 異家、龍趙分藝、有一

於此、無競惟烈。信在闢 金、清由源□ 。齊嗣猖崚 、惟／ 昏作ゲツ。望 □高翔、臨河永

逝。如何不吊、報施冥滅。聖武定鼎、地居魯／ 衛。沛易且傳 、楚詩將説。桐珪誰戯 、

甘業何憩。式圖 盛軌、宣美來裔 。／

羅宗真 『古代江南の考古学―倭 の五王時代 の江南世界― 』(中 村圭爾 ・室山留美子訳、白

帝社、2005年)は 、この蕭 融 と8の 王慕韶 と夫妻の墓誌 を唐代の墓誌 と比較すると、共通

する点が多 く、ただ、誌蓋のない点が唐 の墓誌 と異なる点であることを指摘 し、南朝の梁

代 には基本的な定型が あった とする見解 を提示 している(166頁)。

羅宗真前掲書でも 「撰文者 の姓名 と官職があること」 を唐の墓誌 との共通点の一つ に挙

げてい るよ うに、「□□長兼 尚書吏部郎中臣任昉 奉敕 撰」とあ り、6の 王宝玉墓誌 とも共通

する。また、本墓誌には、「亡弟齊故給事黄門侍郎融、風標秀特、器體淹 弘。朕繼 天紹命 、

君臨萬寓、詐啓□ 縢、感興魯衛、事往運來、永懷傷切。可贈散騎常侍 ・撫軍將軍 ・桂 陽郡

王。」 とい う詔が引用 されているが、 これについては、中村 圭爾 「両晋南朝墓誌 と公文書」

(前掲)で 考察 されている(65～66頁)。

蕭融は、蕭順之の第五子で、梁の武帝の弟だが、南斉末、東昏侯(在 位498～501)に よ

って、武帝の長兄の蕭懿 とともに殺害 された。『梁書』巻23桂 陽嗣王象伝に付伝があ り、

『南史』巻51梁 宗室伝 上に立伝 され るが、その記述はきわめて簡略であるので、本墓誌 は、

8の 王慕韶墓誌 とともに、史書の記述 を補 う点が多い。

8、 王慕韶 墓誌:天 監13年(514)

7の蕭 融墓誌 とともに出土 した。縦49㎝ ×横64.4㎝ 。

梁桂陽國太妃墓誌銘。吏部 尚書領國子祭酒王羊造。／ 太妃姓王、諱 慕韶 、南徐州琅

邪郡臨沂縣都郷南仁里人也。／ 周儲命氏、世載厥德 。清源華幹、派別綿昌。祖深、

新安太守。父／僧 聰、黄 門郎。冠冕 承業、映遵前軌。太妃識備幽閑、體含貞粹。／

履四德之淳範、播七行之高風。皇基積祉、本枝克盛。岐／ 陽之功載遠、隆姫之祚在

焉。禽幣思賢、允歸 卿挨。既霄 燭有／ 行、降禮 中饋。親理徴 漠、躬事組絢 。處 不踰

閾、行必待傅。閾 儀觀則、□ 列承風。齊季昏虐、時惟交喪。蘭玉倶摧 、人綱已絶。

太／ 妃援鏡貶皀 、鴻鵠興辭 。操 深恭姜、慟 均杞室。我皇啓聖御／ 天、應符受命。瞻
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言唐衛、利建維城。簡王無嗣、以宣武王第九／子象繼 世、承封爲桂陽王。天監三年

十二月策命拜 桂陽王／ 太妃。文曰 、於戲 、維爾令德 克昭、静恭靡□ 、式儀蕃序、允

樹芳／ 徽。是故遵以朝序、用 申彜服。往欽哉。其茂烋 烈、可不慎歟 。太／ 妃禮秩愈

重、身志彌約。奉上謙恭、率下沖素。傍無薫飾餝 、服有／皀□ 。茲 撫均愛、弘斯教

範。雖斷 機貽 訓、平反有悦、無以加焉。／報施空云、暉塵□ 謝。天監十三年、十月

丙子朔、廿 日乙未薨 。／ 春秋□ 二。有詔曰 、桂陽國太妃奄至薨隕 、追痛切割、今便

／臨哭 、喪事所須、随由備辨 。鴻臚 持節監護喪事。粤 其年十一／ 月丙午朔、十 日乙

卯□葬戈 辟里戈 辟 山。年序 云邁、陵谷徂／ 遷、俾茲 不朽、茂列是鐫 。其辭曰 、悠哉

洪緒、基 □□□ 。奄／藹 世猷、蝉聯餘 慶。亦誕徽音、稟茲 淑行。藏圖踐 言、□史成

□。／婦德 載 宣、女師以鏡。言歸 王室、作嬪 君子。聲穆 □□、譽 流□／沚。 運屬 屯

夷、義冠終始。帝曰 周親、維翰斯俟。 門寓嗣□、／顯茲 錫履。輜□ 式耀、寵服有章。

母儀藩 國、化絹蘭房。夙搴淪 芳。靜 枝標慕、停 引哀傷。祖行撤奠 、□柳在庭。寒原

／眇黙、松嶂 葱青。輟驂 夕壟 、罷吹晨□ 。留芳昭代 、永勒流冥。／息男象、字世翼、

襲封桂陽王、年十七。天監十二年、閏三月十／ 二 日、詔除寧遠將軍丹陽尹。／ 妃張

氏寳和、年十九。亡祖父安之、揚州主簿／ 亡父弘策、車騎將軍□ 陽愍 侯。／ 息□ 、

年二。

この墓誌 には、天監三年(504)十 二月に王慕韶 を桂陽王太妃 を任命 した ときの策の文が、

「於戲 、維爾令德 克昭、静恭靡式、式儀蕃序、允樹芳徽。是故遵以朝序、用 申彜服。往欽

哉。其茂烋 烈、可不慎歟 。」 と引用 されているが、これ についても中村圭爾 「両晋南朝墓

誌 と公文書」(前 掲)で 考察 されてい る(70～71頁)。 また、夫の墓誌 と同様、 「吏部尚書

領國子祭酒王羊造」 と、撰文者 の官職、姓名が刻 されている。

9、 程度墓誌:太 清3年(549)

湖北省 の襄 陽で出土 し、『集繹』、『彙編』、『校注』 に収録 されてい る。縦56.8㎝ ×横

31.2㎝ 。

梁故威猛將軍 ・諮議參 軍 ・益昌縣開國男 ・宋新／ 巴晉源三郡太守程度 、字子猷、陰

時六十入。扶／ 業承基、辯 和意續 、素品積孱 。安定南陽白土人／ 也。少烈、才過崇

謀。 自敢駈率六戎、鎮翼羆 虎。馨／ 聲甘風。歌示之國寳、四隣嚮僕 、万化美 同。是

故／ 忠誠、三王獻 聞、天子授印、爵班三品、食 邑封侯／□ 之婚 □夢世、馨保金存。

捨身恭造、乘願?正道／ 詔表之神道／ 太歳 己巳丁亥朔、二月廿人 日甲寅營訖 事。　／　　　　　　　　　　　　

10、衛和墓誌:太 建2年(570)

出土地不明。『北図』、『彙編』、『校注』 に収録 されている。縦35㎝ ×横33㎝ 。

陳故衛將軍墓誌名并 序。／ 君諱 和、衛姓、平陵人也。其先僻讐／ 來南沙、遂家焉。

君少孤、耽教 、有／(脅)〔膂 〕力、抱風木之悲、懷馬革之志。／ 侯景竄蘇□ 入海。

君預毀 港上／船 、不得渡、遂被□ 。司徒王僧辯 知／ 之、召爲前鋒將軍。會高祖与僧

/辯 不睦、知有變 、稱病歸 里、耕鑿 以終。／ 年四十二、于 太建二年歳次庚寅十一月
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／葬于 河陽邨 引鳳池上。銘曰 、／蒼天不吊、□ 與壽考。黄 土母情、／ 長埋忠孝。樹

茲碩德 、終焉食□。／

二　 その他の南朝墓誌

11、謝濤墓誌:大 明7年(463)

陶宗儀 『古刻叢鈔 』に録文 を載せ る。謝濤の本籍について、「揚州丹陽郡秣陵縣西郷顯安

里領豫州陳[郡]陽 夏縣都郷吉遷里」 と書かれてお り、2の 宋乞墓誌 と同様 の書き方 をし

ている。謝濤は元嘉18年(441)に 死去 してい るが、大明7年 、夫人の王氏(琅 邪)が 死

去 したのを機 にこの墓誌 が作 られたよ うで ある。

12、劉襲墓誌:泰 始6年(470)

陶宗儀 『古刻叢鈔 』に録文 を載せ る。劉襲は、宋の武帝劉裕の弟道鄰 の孫。 「道鄰 」は、

『宋書』や 『南史』では 「道憐」に作るが、顔師古 『匡謬正俗』巻5に よれば、顔師古の

家に所蔵 され る 『宋 高祖集』では、「道鄰 」となってお り、史書が誤 りであるとい う。この

ことについては、中華書局標 点本 『宋書』『南史』の長沙景王道憐伝 の校勘記に指摘 されて

いる。

この墓誌 には、家系の記事 が多いため、中村圭爾 『六朝貴族制研究』(前 掲)第 三篇補章

「墓誌銘 よりみた南朝の婚姻 関係 」で取 り上げ られている。特にこの墓誌を取 り上げた郡

磊「劉宋臨□忠侯 『劉襲墓誌』疏証」(邵磊 前掲 『冶 山存稿』所収)も ある。

13、張雅児墓誌:元 徽元年(473)

陶宗儀 『古刻叢砂 』に録文 を載せ る。張雅児は、宋 の 「臨滑侯湘東太守」張済の第三女

とい う。張済の夫人は丘氏 といい、 これは呉興の丘氏 と考 えられ るか ら、張氏 も丘氏 と同

じく呉姓の呉郡の張氏であろ う。

14、 呂超墓 誌:永 明11年(493)

『集釋 』、『校 注』 に収鍮 『校 注』では 、『集釋 』に収録 され て い るこ とに、言 及 しな い。

『集釋 』 に よれ ば、縦37.5㎝ ×横49㎝ 。1916年 、紹 興 で出土 。文 宇 は磨滅 して 読 めな

い ところが 多い。

15、蕭 敷墓誌:普 通元年(520)

16、蕭 敷妻王氏墓誌:普 通元年(520)

蕭敷夫妻の墓誌 は、原石が失われ、宋代 の拓本を残す(上 海博物館蔵)の みである。『彙

編』、『校注』に収録 されている。拓本によって文宇 を読む ことはできるが、 もとの墓誌で

の改行箇所は不明。この墓誌 については、羅宗真 「梁蕭 敷墓誌的有関問題」(初出1986年 、

羅宗真 『探索歴史的真相― 江蘇地区考古 ・歴史論文― 』江蘇古籍 出版社、2002年 お よび

南京博物院編 『羅宗真文集 ・歴史考古巻』文物 出版社 、2013年 所収)が あ り、葬地の考証
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な どを行っている。

夫妻 の墓誌は、 ともに 「尚書右僕射 ・太子詹 事徐勉奉勅撰」 と刻 されている。

蕭敷 は、蕭順之の第二子で、梁の武帝の次兄で、南斉 の建武四年(497)に 死去 したが、

妻 の王氏の死去の際 に墓誌が作 られた。蕭 敷 について は、『梁書』巻23永 陽嗣王伯游伝 に

付伝があ り、『南史』巻51梁 宗室伝上に立伝 され るが、その記述 はきわめて簡略であるの

で、7、8の蕭 融夫妻 の墓誌 と同様、史書 の記述を補 う点が多い。

17、 輔国将軍墓誌:普 通二年(521)

南京 中央門外燕子磯付近で発見 された南朝残墓で出土 し、南京市文物保管委員会 「南京

郊 区両座南朝墓清理簡報」(『文物』1980年2期)で 報告 された。縦100㎝ ×横80㎝ 。文

字 は読 めなくなってい るところがあ り、墓主の姓名は不詳で、わずかに 「輔国将軍」、「普

通二年人月七 日葬于琅 邪臨沂 」な どが判読 できる。家系記事 も読 めるので、中村圭爾 『六

朝貴族制研究』(前掲)第 三篇補章 「墓誌銘 よ りみた南朝の婚姻関係」で取 り上げ られ てい

る。

18、蕭 偉?墓 誌:中 大通5年(533)?

南京堯 化門で出土 し、南京博物院 「南京堯 化門南朝梁墓発掘簡報」(『文物』1981年12

期)で 報告。墓誌は三つ出てお り、その一つは縦1O6㎝ ×横83㎝ で、112文 字 ほどが判読

できる。墓主については判読できないため、『彙編』では、「残墓誌」 として収録する。『文

物』の報告では、墓 の規模等、いくつかの条件を考慮 した うえで、墓前の 「神道石柱碑」

に、「梁故侍 中中撫」な どの文字が見えるこ とか ら、梁の宗室のなかで 「侍 中 ・中撫軍」に

なったことのある蕭偉(蕭 順之の第八 子、梁の武帝の弟、『梁書』巻22太 祖五王 ・南平王

偉伝)の 可能性が最 も高い と考えている。

19、蕭 象墓誌:大 同二年(536)?

南京煉油廠建設中に発見 された南朝墓か ら出土 し、南京博物院 「梁朝桂陽王蕭象墓」(『文

物』1990年8期)で 報告 された。縦73㎝× 横63㎝ で、600字 ほ ど判読できるとい うが、

録文全体は公表 されてお らず、『校注』等にも収録 され ていない。判読可能な部分に、墓主

の経歴が記載 され、それが 『梁書』巻23桂 陽嗣王象伝の記載 と一致す るため、蕭象の墓誌

であることは確 かである。蕭象 は梁 の武帝の長兄蕭懿 の第九子だが、子のなかった蕭懿(7、

8の蕭 融夫妻墓誌 を参照)の 桂陽王を継承 した。

20、 黄法□ 墓誌:太 建人年(576)

南京市雨花 区西善橋鎮で出土 し、南京市博物館 「南京西善橋南朝墓」(『文物』1993年 第

11期)で 報告 された。縦65㎝× 横75㎝ 。文字は読めない ところが多 く、墓主の姓名の部

分 もみえないが、判読できる部分が、『陳書』巻11黄 法□伝 の記述 と合致す るので、黄法

□墓誌 と判明 した。この墓誌は、『疏証』、『校注』に収録 され るほか、王素 「陳黄法□ 墓誌

校証」(『文物』1993年 第11期 、『漢唐歴史與 出土文獻 』故宮出版社、2011年 所収)も ある。
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この墓誌には、「左民尚書江總 制。太子率更令[大 著作]東 宮舍 人顧野王[撰]。 冠軍長

史謝衆書」と、墓誌銘作成 にかかわった三名が記 されてい る点が注 目され る。『疏証』によ

ると、志文を作成 したのが江總 、銘辞 を作成 したのが顧 野王、書写 したのが謝衆である。

お わ り に

以上、南朝墓誌 について、現在筆者 が把握 している情報を、覚書風 に整理 してみた。本

当の覚書であ り、新知見があるわけではないが、今後、研究を進 めてい くうえで役立つ と

ころが少 しでもあれば幸いである。 こうして整理 してみ ると、南朝期の墓誌 でも、劉宋初

期 の1、 謝櫟墓誌や、2、 宋乞墓誌は、まだ東晋的な墓誌 といえるのではないだろ うか。

その後、劉宋後半以降は、銘辞が記され るのが主流 とな り、6の 王宝玉墓誌 に、撰文者 の

官職 ・姓名が書かれ るようにな り、梁以後には、唐の墓誌に近い型式になってゆく流れが

読み とれ るようである。 しか し、 もとよ り南朝の墓誌の事例 は少な く、また梁代の墓誌は

宗室のものが多い とい うこともあるので、早急 に結論を出すのは困難である。

注

(1)朱 智武 「東晋南朝墓誌研究綜述与理論思考」(『中国史研究動態』2011年6期)は 、拙

稿 「東晋の墓誌」を取 り上 げ、「如以劉宋謝櫟墓誌来討論東晋墓誌的内容格式、自然不

妥」 と指摘するが、この墓誌は、謝温墓誌 〔義煕2年(406)〕 や謝球墓誌 〔義煕3年

(407)〕 な ど他 の陳郡 の謝氏の東晋末の墓誌 と関連 して取 り上げる必要があると考え

て、東晋の墓誌 に含 めて考察 したのである。本文 に後述す るよ うに、 この墓誌は、内

容や形式の面で、特に東晋 の墓誌 と異なる特色 を有す るわけではないので、東晋の墓

誌に含 めて考察す ることに不都合 はないと考 える。なお、朱智武氏は、「将張鎮墓誌判

定為 『張鎮夫人郭氏墓誌』、顕然有誤」 とも指摘するが、所謂 「張鎮墓誌」をみると、

「吾故散騎常侍建威將軍蒼梧呉二郡太守奉車都尉興道縣德 侯呉國呉張鎮字義遠之郭夫

人」 とい う書 き出 しで文面がはじまってい るので、夫人の墓誌 と考えたのである。墓

誌の内容か らいって も、張鎮の墓誌 とは考え難いので、この第二 の指摘にも従えない。

(2)『 文物』では 「府」 と釈読、拙稿 もそれに従っていた。張学鋒論文は、「郡」、『疏証』、

『校注』は、 「歴」。

(3)こ の論文は、『立正史学』105号(2009年)に も掲載 されているが、「紙幅の関係 で記

述量を最小限に抑 えた」 ものであるため、引用は、科研費報告書による。
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「考 古資 料 」 と 「文献 史料 」 の あ いだ

大 阪市 立大 学都 市 文 化研 究 セ ンター

室 山　 留 美子

は じ め に

周 知 の よ うに 、趙 萬 里 『漢魏 南 北 朝 墓 誌 集 釈 』(北 京 ・科 学 出 版 社 、1956年 。

以 下 、 集 釈)、 趙 超 『漢 魏 南 北 朝 墓 誌 彙 編 』(天 津 ・天 津 古 籍 出版 社 、1992年 。

以 下 、彙 編)に よ る墓 誌 集 成 以 降 、 大 陸 で は新 出 墓 誌 史 料 が加 速 的 に収 集 整 理

され 、 良 質 な墓 誌 集 成 が相 次 い で 刊 行 され て い る。 魏 晋 南 北朝 期 で あれ ば 、拓

本 ・釈 文 を完 備 し、現 在 も刊 行 が続 く 『新 中 国 出 土 墓 誌 』(文 物 出版 社)シ リー

ズや 、釈 文 ・考 釈 を附 した 羅 新 ・葉煇 編 『新 出魏 晋 南 北 朝 墓 志 疏 証 』(中 華 書 局 、

2005年 。 以 下 、 疏 証)、 拓 本 ・釈 文 ・考 釈 ・校 注 を 附 した 毛 遠 明 校 注 『漢 魏 南

北 朝 墓 誌 校 注 全10冊 』(線 装 書 局 、2009年 。 以 下 、校 注)な どが あ る。 な か

で も 『校 注 』 は 、 造 像 銘 や 碑 刻 も含 み 、 そ のす べ て に明 瞭 な拓 本 写真 と忠実 に

再 現 した異 体 字 に よ る釈 文 が完 備 され てお り、 原 石 や 原 拓 本 を 直接 調 査 す る こ

とが 日常的 に不 可 能 な海 外 研 究 者 に とっ て は 、 至極 便 利 で あ る1。

さ らに各 博 物 館 ・研 究所 内 に は 、未 整 理 ・未 公 開 の墓 誌 が 大 量 に存 在 す る と

聞 く。 筆 者 の現 在 の 研 究対 象 は 北朝 で あ るが 、 当該 時 期 は 文 献 史 料 の残 存 状 態

が脆 弱 で あ り、 ま た 異 民 族 政 権 で あ る に も 関 わ らず 、 現 存 す る史料 が 漢 民 族 の

文字 に 限 られ て い る た め、 これ ら北 朝 墓 誌 の 存 在 は 、 そ れ が正 史 と同様 に漢 民

族 の言 語 に よ る も の で あ っ て も、史 料2の 量 的 拡 大 とい う面 で大 き な意 義 が あ る。

こ の よ うな動 き に伴 い 、 これ ま で 以 上 に墓 誌研 究 も活 発 で あ る。 近 年 の 日本

にお け る公 的 な助 成 を受 け る研 究 の な か で 、 中 国 古 代 中世 史 の 多 くが 、 刻 字 資

料 ・石 刻 史 料 を何 らか の形 で そ の研 究 対 象 に含 め て い る こ とが 、 そ れ を如 実 に

示 して い る。 しか し、 新 史 料 の 蓄積 と研 究 環 境 が充 実 す る につ れ て 、解 決 しな

けれ ば な らな い 課 題 も明 確 に な りつ つ あ る よ うに思 われ る。 そ の一つ は 、 個 人

が 収 蔵 して い た墓 誌 ・拓 本 や 伝 世 品 に つ い て の真 贋 問 題 で あ る。 墓 葬 か らの 出

土 が確 定 で き な い 墓 誌 の場 合 、 そ の真 偽 は経 験 豊 富 な専 門家 の 判 断 に任 せ る し

か方 法 は な い 。す なわ ち利 用 可 能 と確 認 で き る墓 誌 が 、増 大す る新 出墓 誌 群 と、

直 ち に比 例 せ ず 、 一 定 期 間 の調 査 の の ち、 明 確 な外 形 的 証 拠 ・史 的根 拠 の あ る

1し か し、校 注 に は拓 本 の ない 史料 につ い て は収 録 され ず 、 また 多少 の未 収 録墓 誌 もあ る

た め、注 意 が必 要 で あ る。ま た筆 者 は 、本科 研 にお け る墓 誌 釈 文照 合 作業 にお いて 、校 注 ・

彙編 ・疏 証 の釈 文 の違 い が非 常 に多 い こ とを知 った 。 した が っ て本稿 の墓誌釈 文は 、拓 本

との 照合 か ら判 断す る と、 よ り精 度 が 高 い と思 われ る校 注 の釈 文 で統 一 して あ る。
2本 稿 で は、 「史料 」 は文献 資 料 ・文 字史 料 を指 し、 「資料 」 は 非文 献 資料 ・非 文字 資 料 を

指 す。
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場 合 を 除 き、結 果 的 に は 不 明 も し くは 、真 贋 の濃 淡 をつ け る に止 ま ら ざ るを得

な い墓 誌 も多 い。

そ の ほ か に 、墓 誌 の 史 料 的 性 格 の位 置 づ けの 問 題 が あ る。 歴 史 研 究 にお い て

文 献 史 料 を使 用 す る場 合 、歴 史 学 の基 本 的 な 作 業 で あ る史 料 批 判(内 的 批 判 ・

外 的 批 判)3を 行 い 、 まず そ の 文 献 の性 格 を は っ き りさせ る。 しか し、対 象 が 墓

誌 とな っ た 場 合 、 多 く は史 料 批 判 の 段 階 か 、 あ る い は 正 史 と墓 誌 の 記 事 の 照 合

と補 完 ・訂 正 に留 ま り、 墓 誌 とい う史料 が 総 体 と して ど の よ うな性 格 で あ るの

か 、 とい うこ とま で は 、 と りた て て 意識 され て こ な か っ た よ うに思 う。 もち ろ

ん、 急 速 に増 え 続 け る新 出 墓 誌 を読 み こな してい くこ とは 急 務 かつ 優 先 され る

べ き重 要 な基 礎 的 作 業 で あ り、 そ の よ うに読 み 込 ま れ た墓 誌 の 記 事 の一 つ 一 つ

が 、 そ して そ れ らが 蓄 積 した集 合 体 が、 将 来 的 に これ 以 上 の飛 躍 的 な増 加 が 見

込 めな い 文 献 史 料 を補 充 す る うえで 、 大 き な存 在 に な っ て い く こ とは、 十 分 に

理解 して い る。 そ して 、 膨 大 な 墓誌 の情 報 量 と新 出墓 誌 補 充 の ス ピー ドに圧 倒

され な が ら も、 個 別 墓 誌 の検 証 や デ ー タ 化 、 集 積 と緻 密 な 分 析 作 業 は 、 着 実 な

成 果 を挙 げ て い る。

しか し、墓 誌 につ い て 文 献 史 料 と同等 に厳 密 な史 料 批 判 を行 い 、 そ の 史料 的

性 格 を俯瞰 的 に把 握 し よ う とす る鋭 利 的 な試 み を、 そ れ ぞれ が 自覚 しな い ま ま

に個 々の 研 究 に利 用 し続 け て いれ ば 、それ が墓 誌 を 中心 に据 えた研 究 に して も、

持論 を補 強 す る た め の 補 助 的 な利 用 で あ っ て も、 そ こか ら抽 出 され た歴 史 理 解

は 、結 果 的 に無 秩 序 で バ ラバ ラ な もの に な っ て しま うの で は な い か 、 とい う危

惧 を筆 者 は持 つ の で あ る。 も ち ろ ん 、 これ ま で の個 々 の墓 誌研 究 に お い て 、 こ

の よ うな 問題 意 識 は確 か に 存在 して い る4。ま た 、木 簡 学 や 出 土 文 書 の分 野 で は、

よ り徹 底 的 な蒐 集 と、 緻 密 な 史 料 批 判 を経 た鋭 利 な解 析 に よ り、 高 度 な研 究 が

長 年 蓄積 され て き た こ とは贅 言 を要 しない 。 しか し、 そ れ らが 総 体 とな って 、

現 在 の 中国 史 学 界 共 通 の課 題 と認 識 され 、 所 謂 「史 資 料 学 」 とい う形 に結 実 し

て い く よ うな 力 強 い 動 き とい う もの ま で に は、 表 出 して い ない 。 そ こで 、本 稿

で は 、墓 誌 の 史 料 性 とい う点 に主 眼 を置 き 、 い くつ か の墓 誌 を取 り上 げ て具 体

的 に検 証 して み た い と思 う。

しか しな が ら、 本 稿 は 、 い ま だ 初 歩 的 な検 証 と考 察 に留 ま る も の で あ る。 ま

た 、 本 来 で あれ ば 、 中 国史 研 究 にお け る独 自の 「史 資 料 論 」 に 沿 って 考 え るべ

3今 井登 志喜 『歴 史 学研 究法 』東 京 大学 出版 会 、1953年 。
4趙 超 『古 代墓 志 通論 』紫 禁 城 出版 社 、2003年 、趙 振 華 『洛 陽 古代 銘刻 文 献研 究 』三 秦 出

版社 、2009年 、毛遠 明 『碑 刻 文献 学 通論 』 中華 書 局 、2009年 、林 登順 『北 朝墓誌 文研 究 』

麗文 文化 事 業股扮 有 限公 司 、2009年 、伊藤 敏雄 編 『魏晋 南 北朝 史 と石 刻 史料研 究の新 展 開

―魏晋 南北 朝史 像 の再 構 築 に 向 けて― 』2009年2月 、平 成18年 ～20年 度 科 学研 究費補 助

金基 盤研 究(B)「 出土 史 料 に よ る魏 晋 南北 朝史 像 の再構 築 」成 果 報 告書 別 冊)、 呂建 中 ・

胡戟 主編 『大唐 西 市 博物 館蔵 墓 志研 究 続― 』険西 師範 大学 出版 総 社 有 限公 司 、2013年 、李

鴻 賓 主編 『中古墓 志 胡 漢 問題 研 究』黄 河 出版 伝媒 集 団 ・寧夏 人 民 出版社 、2013年 、明治 大

学東 ア ジア石刻 文 物研 究 所 に よる 『東 ア ジ ア石 刻研 究 』 の発 刊 を は じめ とす る一連 の取 り

組 み 、 な ど。
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き だ が、 墓 誌 につ い て 総 合 的 にま とめ られ た 「史 料 論 」 は、 今 ま で ほ とん ど見

られ な い。 そ の た め 、本 稿 で は、かつ て 「学 界 に お け る暗 い谷 間 」5と 称 され た

「史 資 料 学 」 の深 化 を 意 欲 的 に進 め 、 そ の経 過 と成 果 をま とめ続 け て い る 日本

史 研 究 を参 考 に して い る部 分 が 多 い。 この よ うに、 本 稿 は 多 くの欠 点 と課 題 を

残 す のだ が 、 これ か らの 墓 誌 研 究 の可 能 性 を 探 ろ う とす る試 み の 一 つ と して、

今 後 の議 論 の俎 上 に 載 せ て い た だ けれ ば幸 い で あ る。

一　 墓 誌の 史料 性

1.墓 誌 史 料 の 分 類

墓 誌 とは どの よ うな 史 料 な の か を考 え るた め に、 歴 史研 究 にお け る史 資料 の

分 類 をみ てお き た い 。 日本 史 学 に お い て最 も 常識 的 ・通 俗 的 ・平 均 的 な分 類 法

は、1.文 字 に よ っ て記 され た 文 献 史 料 、2.物 と して 遺 存 して き た 遺 物 史 料 、3.

風俗 ・習 慣 ・伝 説 ・民 話 と して伝 承 して きた 民 俗 史 料 、 で あ る。1は さ らに、

文 書 ・記 録 ・編 著 に 小 分 類 され 、 そ れ ぞ れ が 古 文 書 学 、 古 記 録 学 、 文 献 学 ・書

誌 学 、2が 考 古 学 、3が 民 俗 学 の専 門 分野 とな る6。 そ の ほ か の史 資料 の性 格 分

類 で は 、史 資 料 は、 自然 ・自然 物 とな ん らか の人 為 が加 わ っ て い る もの とに ま

ず は大 別 され 、 後 者 を 「も の」 と して あ る もの と、 人 間 に よ る表 象 と して あ る

も の に分 別 し、 さ らに そ の 後 者 を 、形 の有 無 で 区別 す る。 この 形 の あ る もの に

属 す る碑 文 や 典 籍 ・文 書 類 が 「文 字 史 料 」 で 、 これ らが 所 謂 「文 献 史 料 」 で あ

り、絵 画 や 彫 刻 な どの 画 像 ・図 像 資 料 は 「準 文 献 史料 」 で あ る7。 ま た 考 古 学 で

は 、存 在 形 態 に よ る考 古 資 料 の分 類 が 基本 で あ り、1.本 来 の機 能 で使 わ れ て い

ない もの 、2.本 来 の機 能 を な お担 っ て い る も の 、 に分 別 で き るが 、 そ の ほ か に

形 質 や 機 能 に よ る分 類 も必 要 で あ る8。 こ の ほ か に も様 々 な分 類 法 が存 在 す る9。

今 井 登 志 喜 氏 は 、 い ろ い ろ な標 準 か ら行 わ れ た分 類 は10、 実 際 上 の必 要 か ら

で あ って 、 史 料 を蒐 集 し整 理 保 存 す る場 合 に は 実用 的 価 値 が あ るが 、 方 法 論 的

には この よ うな 常識 的 分 類 で は な く、「更 に 内 的 に鋭 利 な分 類 が研 究 の 作 業 の 必

要 に 基 い て 立 て られ る 」 とい う11。 ま た福 井 憲 彦 氏 が指 摘 す る よ うに 、 現 在 ま

5石 井進 「『史料 論』 ま えが き」『日本歴 史　 別 巻2　 日本 史研 究 の方 法』 岩波 書店 、1976

年。
6前 掲石 井進 「『史 料論 』ま え が き」。同 「文 書史料 論 」(網 野善 彦 ・石 井 進 ・谷 ロー 夫編 『帝

京大 学 山梨文 化財 研 究 所 シ ンポ ジ ウム報 告集　 中世 資料 論 の現 在 と課 題― 考古 学 と中世

史研 究4― 』名 著 出 版 、1995年)。
7福 井 憲彦 『歴 史学 入 門』岩波 書店、2006年 。詳 細 な史 資料 分類 は同 書 「図2-1史 資料 の

性 格分 類 」図 参照 。
8小 野 山節 「2資 料 論 」(『岩 波 講座 日本考 古学1　 研 究の 方法 』岩 波 書店 、1985年)。
9そ の ほかの分 類 法 は、ベ ル ンハ イム(E.Bernheim)の 基 礎 的 な分 類 法 を始 め、今 井登 志

喜 「史 料 学」(今 井 氏 前掲 書)に 詳 しい。
10「 例 えば、時 間 に基 く分類 、場 所 に基 く分 類 、史 料 の 内容 の性 質 に よ る分類(政 治 史料 、

経 済史 料 、宗 教 史料 、芸術 史 料 等)、 史 料 の外的性 質 に よる分類(文 献 的 史料 、遺 物遺 蹟等
の物 的 史料 、 口碑 伝 説 制度 風 俗 習慣 の無 形 史料等)」 今井 氏 前掲 書 、21-22頁 。
11今 井 氏 前掲 書 、21-22頁 。
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す ます 史 資 料 の種 類 は多 様 化 し、歴 史 学 の問 いや 研 究 方 法 も変 化 して お り、 ど

こに基 準 を置 くか に よっ て 、史 資 料 の性 格 分 類 は 変 化 す る12。 す な わ ち、 史 資

料 の どの面 に ウエ イ トを置 くか に よっ て 、 問題 設 定 や 研 究 方 法 に よ っ て 、項 目

や 基 準 は そ の都 度 変 化 す る た め 、境 界 は 曖 昧 とな り、 どの よ うな分 類 も不完 全

で あ る。 これ は今 井 氏 の言 うよ うに 、 史 料 と して 使 用 され る も の の史 料 的性 質

は必 ず しも単 一 で は な く、 あ る とき は 陳述 的 に、 あ る とき は 遺 物 的 に用 い られ

る ので あ る か ら、 書 簡 ・公 文 書 ・碑 銘 な ど外 形 的 性 質 に よっ て 区別 され て い る

事 物 に、 史 料 と して 使 用 され る要 素 の方 法 を 当て は め る こ とに 無 理 が あ るの だ

が 、 遺 物 と陳 述 とい う分 類 は史 料 の実 物 を分 け る原 理 で は な く、 適 切 には 史 料

の もつ性 質 、 それ に 基 づ くそ の取 り扱いの 態 度 だ か らで あ る(傍 点 筆 者)13。

墓誌 は 、 第 一 に 地 下 か ら出 土 す る遺 物(考 古 資 料)で あ る。 第 二 に 、 出 土 文

献 史料 で あ る。 ま ず は 、 こ の二 重性 を 十 分 に意 識 して お く必 要 が あ る。 そ して

この二 重 性 は 、 墓 誌 の 史 料 的 性 格 を考 え る上 で 重 要 な 点 で あ る と考 え る。 なぜ

な ら、「文 献 史 料 」 と 「考 古 資 料 」 で は 、そ の性 格 が根 本 的 に異 な る た め 、対 象

とす る史 資 料 に 対 して行 うア プ ロー チ が違 う。 そ もそ も文 献 史 学 と考 古 学 研 究

は 、各 々独 立 した 学 問 で あ り、 学 問 と して の発 生 も成 立 過 程 も異 な る。 こ の点

につ い て 、朱 淵 清 氏 に よ る指 摘 は 的確 で あ る。 す な わ ち、実 物 資 料(考 古 資 料)

を用 い て伝 来 文 献 を検 証 す る こ と は、 そ れ ぞれ が 異 な った 性 格 を有 して い るた

め、極 めて 複 雑 か つ 困 難 な 作業 で あ る。 出土 した 実 物 資 料 は そ れ だ けで は 何 も

語 らな い た め、 まず 実 物 資料 自体 を解 釈 す る必 要 が あ る の だ が 、 そ う した解 釈

の 出発 点並 び に拠 り所 は屡 々伝 来 文 献 で あ る か ら、 循 環 論 に陥 る。 それ 故 に 、

この方 法 論(こ こ で は 王 国 維 の二 重証 拠 法 を指 す)は 歴 史 研 究 の方 法 に極 め て

前途 有 望 で あ りな が ら、非 常 に荒 削 りな構 想 で あ り、史 料 に 即 して よ り精 緻 に 、

よ り限 定 した形 で 適 用 す る こ とに よ り、 最 終 的 に 他 の方 法 論 と 同等 に 、誰 も が

扱 うこ との で き る歴 史 研 究 の 具 体 的 な方 法 とされ な け れ ば な らな い14。 す な わ

ち墓 誌 とい う史料(資 料)を 考 え る とき 、 こ の よ うな 考 古 学 と歴 史 学(文 献 史

学)と の 協 同 と融 合 とい う難 題15は 、絶 えず 意識 せ ね ば な らな い ので あ る。

12福井 氏前 掲書 。
13今 井 氏前 掲 書 、28頁 。
14朱淵清(高 木 智 見訳)『 中国 出土文 献 の世 界　― 新発 見 と学術 の歴 史― 』創 文 社 、2006

年 。
15か つ て上 原 専祿 氏 は、歴 史学 と考 古 学 の結 合 は、そ の可能 性 が 存在 す る に もかかわ らず 、

それ ぞれ の学 問 の成 立過 程 の 隔た りや 、歴 史学 研 究 の 「文 字 的資 料 的 中心主 義 」が 打破 さ

れ 、考 古 学研 究側 の 「歴 史 学化 」が進 行 しな い 限 り、楽観 で き ない 、 と主 張 した(「 歴 史 学

と考古 学」『歴 史学研 究』 大明 堂 、1958年 、初 出1956年)。 だ が 、従 来 の伝 統 的な文 献歴

史 学 では史資 料 として 認 定 されず 、い わば歴 史 学研 究 の 「補 助 学科 」 と してみ られ てい た

民俗 学 ・考古 学 ・美 術 学 ・建 築学 な どの史資 料 につ い て、歴 史研 究 の直接 対象 とし、 人 間

の生 活 を総体 と して捉 え る必 要 の ある こ とは、日 本 にお け る 「戦 後 歴 史 学」 の 限界 が認 知

され て以 降 、す で に研 究者 の共通 認識 とな りつつ ある。 最近 で は、 文 献史 学 と考古 学 ・民

俗 学 の整 合 を特化 的 に 意 図 した共 同研 究 が行 われ て い る。近年 の 日本 史研 究 で は、人 文系 、

自然 科学 系 を超 え た3分 野 以上 の学 融合 を 目指 す総 合史 料 学の創 成 も試 み られ てい る(網

野善彦 「序 章　 史料 学発 展 の た めに」(『日 本 中世 史料 学 の課題　― 系 図 ・偽文 書 ・文 書』
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さ らに、 第 二 の 出 土 文 献 史 料 とい う点 に お い て も、 そ の な か で 厳 密 に細 か く

分 類 され る。爾 来 出 土 文 献 史 料 は 「金 石 史 料 」 と呼 ばれ るが 、「金 石 史 料 」を扱

う金 石 学 の史 料 の 種 類 は 、 甲骨 、竹 簡 、 陶文 、 璽 印 な ど多 くな る傾 向 に あ る。

だ が 一般 の 書 物 との 違 い は 、 文 字 が書 かれ て い る物 体(媒 体)が 史 料 の性 格 を

大 き く左 右 し、 そ れ を離 れ て は 史 料 が 成 り立 た な い よ うな史 料 が 、 広 義 の金 石

史 料 で あ る16。 こ の よ うに素 材 に よ る物 理 的 分 類 も重 要 で あ る が 、 そ の機 能 性

に 注 目す る な ら、例 え ば 朱 淵 清 氏 は 、 出 土刻 字 資 料 を 、1.所 有 者 ・名 称 ・単位

な どを表 す た め の実 用 的 な標 識 や 記 号 の類 、2.原 始 的 文 書 ・档案 の類(朝 廷 ・

地 方 の文 書 、 帳 簿 ・日常 の 書 信 、暦 譜 、喪 葬 に 関 す る祈 祷 の記 録 、 遺 言 書 、遣

策 を含 む)、3.思 想 を記 憶 し知 識 を伝 え、 文 化 を蓄 積 す る も の(書 籍 類)、 の3

つ に分 類 して い る17。 ま た 、上 記 の 朱 氏 の 分 類 で は2に あた る木 簡(竹 簡)に

対 象 を絞 っ た場 合 、 大 庭 脩 氏 は 、 発 掘 され る場 所 か らみ て 、1.フ ィー ル ドの木

簡 、2.墓 葬 の 木 簡 、 に分 類 す る18。 この よ うに 出 土刻 字 資 料 は 、 種 々 の機 能 面

に 分類 で き、そ して必 ず し も墓 内 に埋 葬 す る こ とを前 提 とは しな い が 、墓誌 は 、

墓 の 内部 に埋 葬 され る こ とを成 立 条 件 とす る。 さ らに 、木 簡 ・文 書 類 は 、 そ の

残 存 の あ り方 に つ い て 、1.廃 棄 され よ うと した もの 、2.廃 棄 され な が ら再 利 用

の た め に伝 来 した も の 、3.通 常 の経 緯 で選 択 ・保 存 され て伝 わ っ た もの 、 とに

分 類 で き る19。 こ の 「廃 棄 」 とい う視 点 は 、 吐 魯 番 文 書 群 で は特 に注 意 す べ き

区別 で あ り、 そ れ に よっ て 史 料 の性 格 が 大 き く変 わ る20。

翻 って 墓誌 を考 え て み れ ば 、墓 誌 は、 あ る人 物 の死 を 契機 と して作 られ るの

で あ り、墓誌 文 の元 とな る文 書(行 状 な ど)、 あ るい は 後 代 の 書 籍 に銘 文 が採 録

され る場合 は 別 と して 、 誌 石 の廃 棄 や再 利 用 は、 合 葬 や 改葬 な どで起 こ り うる

か 、古 代 墓 誌 を 再利 用 す るか 、 とい う場 合 を 除 き 、 原 則 的 に誌 石 は墓 に埋 納 さ

れ て完 結 す る。 す な わ ち 墓 誌(誌 石)は 、墓 内 に永 久 に保 管 され 続 け 、基 本 的

弘文 堂 、1996年 、国 立歴 史 民俗 博 物館 編 『新 しい史料 学 を求 めて 』吉川 弘 文館 、1997年 、

前川 要編 『中世総 合 資料 学 の提 唱 中世 考古 学の 現状 と課 題』新 人物 往来 社 、2003年 、同

『中世総 合資料 学 の可能 性　 新 しい学 問体 系 の構 築 に向 け て』新 人物 往 来社 、2004年)。

この よ うに、 異 な る特 質 を持 つ史 料 ・資料 を基 礎 と し、異 な る方 法 を持つ 諸学 の協 力 が決

して容 易 では な い こ とが 、 日本 に お いて史 料学 ・資料 学 の確 立 と発展 が 強 く要 請 された 背

景 に あ る。 そ の ほか 、台 湾 で の考 古学 ・文 献学 整合 の試 み と して 、臧 新 華編 輯 『中央研 究

院 歴史 語言研 究 所會 議 論 文集 之 四　 中國考 古學 與歴 史學 之整 合 研 究　 上 下』(中央 研 究院歴

史 語言研 究所 、1997年)が あ る。
16湯 浅達 郎 「2　金 石 学 ・考 古学 」(井 上 進 ・浅原 達郎 ・大沢 顕 浩 「史 資料 を読む た めに」

礪 波護 ・岸 本美 緒 ・杉 山正 明編 『中国歴 史研 究入 門』名 古屋 大 学 出版 会 、2006年)は 、金

石 学史料 を扱 う上 での ご く基 本的 な姿勢 と して 、「上 策 ・中策 ・下策 」の 三策 を挙 げてお り、

参照 され た い。 ほか に 、中国史 研 究 の対象 史料 が所 謂 「書 籍(史 籍)」 中心 で あ る ことの特

異性 につ いて は 、井 上進 「目録 学― 読 書 の 門径 」(同 書)に 詳 しい。
17朱 淵 清氏 前掲 書。

18大 庭脩 編 『木 簡　 古 代 か らの メ ッセー ジ』 大修 館 書店 、1998年 。
19泉 雅博 「能登 と北前 舟 交易― 「上 時国 家文 書」の整 理 作業 の 中 か ら」(『歴 史 と民俗 』10 、

平 凡社 、1993年)。
20吐魯 番 文書 内 の保存 と廃棄 の 区別 と史資 料 的考察 は、 拙 稿 「吐魯番 北 涼 文書 の作成 、保

存 、再利 用 、廃 棄 、埋納 過程 に関す る一考 察 」(大 阪市 立大 学都 市文 化研 究 セ ン ター 『都 市

文化研 究 』11号 、2009年3月)。
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に後 代 の人 為 的 な 発 掘 ・発 見 に よっ て 現 代 に伝 わ る。 ゆ え に、 この よ うな墓 内

に あ る墓 誌 と地 上 に あ る墓 碑 とは 、 区別 しな けれ ば な らな い 。 こ の よ うに 、誌

石 自体 は墓葬 内 で完 結 す る とい う明解 な 固定 的位 置 づ け を持 つ の で あ る が、 で

は そ の機 能 面 は とい え ば 、 単 純 に分 類 し得 えず 、 文 書 類 の よ うに分 類 で き る段

階 に は な い 。 確 か に 死 者 を悼 む 目的 が あ る の だ が 、 墓 誌 の役 割 が そ れ だ け に留

ま る の か は 、 慎 重 に判 断 す べ きで あ る。 墓 誌 が こ の よ うな機 能 面 で の分 類 が 俄

に で き な い こ と は、つ ま り 「墓 誌 が 造 られ た 目的 は何 か 」「墓 誌 と は何 で あ るか 」

とい う根 本 的 な 問 い で あ り、 そ の 問 い こそ が 、 い わ ば 墓誌 研 究 の 主軸 に あ る と

思 われ る。

2.墓 誌 の 史 料 的 限 界

以 上 に述 べ た墓 誌 の 二 重 性 は 、墓 誌 の歴 史史 料 と して の 限界 性 も示 して い る。

考 古 資 料 的 限 界 と して は 、 次 の数 点 が あ げ られ る。 ま ず 、考 古 資 料 はそ の ま

ま で は何 も語 らず 、寡 黙 で あ る 。ま た 、墓 葬 の新 発 見 と発 掘 調 査 の ほ とん どは 、

行 政 に よ る土 地 開 発 と密 接 に 関 わ る とい う物 理 的 な 選 択 を うけ る。この こ とは 、

墓 誌 発 見 地 点 が 偏 在 す る こ と、 現 存 墓誌(分 子)に 対 して そ の全 体 数(分 母)

が無 限 に不 明 で あ り続 け る こ とだ け で な く、原 石 の保 存 ・管 理 体 制 や 膨 大 な発

掘 報 告 書 作 成 の 問題21を も併 発 す る。 原 石 は大 陸各 地 に分 散 して所 蔵 され て お

り22、 原 石 か ら情 報 を得 て 総 体 を把 握 す る こ とを物 理 的 に 困難 に して い る。 拓

本 は 、刻 字 と画 像 部 分 で あ り、無 地 の側 面 ・背 面 は ほ とん ど見 る こ とはで きず 、

墓 誌 を立 体 的 に把 握 す る こ とは難 しい 。 さ らに 、近 年 出 土 の墓 誌 以 外 は、 ほ と

ん どが伝 世 品 、 出土 地 不 明 、 出 土 地 点 は 文 献 で 確 認 で き るが 詳 細 不 明 で あ り、

均 質 な情 報 と、 資 料 と して の確 実 な信 頼 性 を得 る こ とが 困難 で あ る。

文 献 史 料 の 限界 は 、正 史 も墓 誌 も、 そ の 時代 全 体 か らみれ ば、 それ ぞれ が 断

片 的 な情 報 で あ り、 そ して 多 くの墓 誌 は基 本 的 に は 「墓 誌 銘 」 で あ る こ とに あ

る。 す な わ ち それ は 、死 者 に 対 して 大 な り小 な り何 らか の作 為 性 が 介 在 す る恐

れ が 多 分 に あ る。 ほ とん どの誌 主 は文 献 史 料 上 に 無名 で あ る か ら、 そ れ を確 認

す る術 を持 た ない 。 そ こ で墓 誌 と正 史 の 記 事 の差 異 が 問題 とな っ て くる。 さ ら

に 、 同 時 代 史 料 で あ る墓 誌 と後 の 時 代 の 正 史 、 誌 主 の た め の作 為 性 の あ る墓 誌

と国 史 目的 の 作 為 性 を持 つ 公 的 な正 史 、 とい う対 比 が 、 この 限 界 性 を よ り複 雑

に して い る。

こ の よ うに 、墓 誌 が考 古 資 料 ・文 献 史 料 とい う二 重 性 を持 ち 、 文 字 史 料(陳

21膨 大 な発 掘 史料 の 山、情 報 の洪 水 の た だ中 にあ る考古 学研 究者 は、多 方 面へ の 要求 に応

え るた めに 、一 定 の均 質 的な情 報 を発 掘 報告 書 に織 り込 む努 力 を行 うが、 それ は定 型化 と

形 骸化 を招 き、取 捨選 択 され て 記載 され た情報 以外 、圧 倒 的 な数 の資料 と雑 多 な情 報 が 、

発 掘 当事者 以 外 には永 遠 に葬 られ る結 果 とな って い る こ とが 指摘 され てい る(小 野正 敏 「中

世 の考 古 資料 」『岩 波 講座 日本通 史 別 巻3史 料論 』岩 波 書 店 、1995年)。
22梶 山智史 編 『明治 大 学東 洋 史 資料 叢 刊11北 朝階 代墓 誌 所在 目録 』、 汲古 書院 、2013

年。
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述)と 考 古 資 料(遺 物)そ れ ぞ れ の 限 界 が あ る こ とは 、 十 分 に認識 して お か ね

ば な らな い。しか し これ らの 限界 性 は 、研 究 に とっ て 大 き な壁 で あ るに して も、

そ こ か ら可能 性 を 生 み 出 す 場 合 もあ る。 考 古 資料 の 揚合 、 そ れ らは 実 像 の 資 料

で あ り、何 らか の 二 次 的 フ ィル ター を通 さず 一 次 的 な存 在(同 時代 史 料)で あ

る とい うこ と、 量 的 に 将 来 も増 え続 け い ろい ろ な分 野 の資 料 の 蓄 積 が 可能 で あ

り、 研 究 者 が調 査 技 術 と分析 技 術(方 法 論 や 能 力)さ え用 意 で きれ ば 、 そ こか

ら無 限 の情 報 を汲 み 出 せ る23。 例 え ば 、 誌 石 の成 分 分 析 に よ る分 布 状 況 か ら生

産地 と実 際 の 埋 葬 地 点 の移 動 が 追 え るな らば 、 古 代 中国 社 会 に お い て 重 要 視 さ

れ る 「帰葬 」 の実 態 が み えて くる か も知 れ ない 。

こ の よ うに 、 史 資 料 の 歴 史 学 的 有用 性 や 特 質 を捉 えて 、歴 史 史 料 と して 再 生

させ る た め に は 、 そ の 史 資 料 と して の 限 界 を 明確 に して お く こ とが まず 不 可 欠

で あ り、そ こ か らそ の 史 資 料 的 性 格 を認 識 して い くこ とが必 要 で あ る と考 え る。

で は、 文 献 史 料 の 限 界 性 は ど うで あ ろ うか 。 特 に正 史 と墓 誌 の 差 異 と作 為 性

に つ い て 、 そ こか ら何 らか の 可 能 性 を 生 み 出 す こ とは 可 能 だ ろ うか。 差 異 につ

い て は 、 は じ め に述 べ た よ うに 、 墓誌 を正 史 記 事 の補 訂 ・正 誤 判 断 の材 料 と し

て扱 うか 、 あ るい は ど ち らか の記 事 が真 偽 で あ る とい う解 釈 を選 択 し、 と りた

て て意識 され て こ な か っ た 。 こ の差 異 と作 為 性 とい う点 に つ い て 、 か つ て筆 者

は考 察 した こ とが あ る24。 以 下 、 墓 誌 の 史 料 批 判 を考 え て い く た め の 具 体 的 な

例 と して 、 墓 誌 の製 作 時 期 と、 政 治 的 背 景 を 基 点 と して 、 数 例 の 北 魏 墓 誌 を取

り上 げ て簡 単 に述 べ て お きた い 。

二　 墓 誌 の 製作 時期

1.追 贈 と 改葬

官 僚 が 死 亡 した場 合 、 朝 廷 か ら贈 官 が な され るが 、 そ れ は次 の 二 つ に分 け ら

れ る。一 つ は、官 僚 が 死 亡 した場 合 に議 を経 て与 え られ る通 常 の贈 官(A)と 、

様 々 な理 由 か らそ の と きは 身 分 に応 じた 贈 官 を受 け られ な か っ た り、贈 官 そ の

も のが な か っ た が 、 の ち に 事 情 が変 化 して 改 めて 与 え られ た り、 あ るい は 一度

贈 官 を うけ た上 に さ らに高 い位 の 贈 官 を受 け る よ うな 場合(B)で あ る。『魏 書 』

で は 、(A)の 場 合 、「贈 」 「追 贈 」 とい う語 句 を使 用 し、(B)の 場 合 は 「追 贈 」

「追 崇 」 「後 贈 」 「重 贈 」 「進 贈 」 とい う語 句 が 見 られ る。 こ の うち 「重 」 「復 」

「進 」 とい う場 合 は 、 以 前 に一 度 受 け た贈 官 に新 た に贈 官(通 常 は よ り高 い ラ

23小 野正敏 「館 ・屋敷 の空 間構 造 を め ぐって― 寡 黙 な考 古資料 と語 り合 う試み― 」(『帝

京大 学 山梨文 化財 研 究 所 シ ンポ ジ ウム報 告集 中世資料 論 の現 在 と課 題　― 考 古学 と中世

史研 究4― 』名 著 出版 、1995年 。拙稿 「北朝隋 唐 墓 の人 頭 ・獣 面 獣 身像 の考 察　― 歴 史的 ・

地域 的分 析― 」(『大 阪 市 立大 学東 洋 史論 叢』13、2003年)。
24拙 稿 「北 魏 墓誌 の 「史 料 」 的性格 につ いて　― 追 贈 と改葬 を手 がか りに」(明 治 大 学東

アジ ア石刻 文 物研 究所 編 『中国仏 教 社 会 の基層 構 造 の研 究 』汲 古書 院 、近 刊 予定)、 「「出土

刻 字資 料 研究 にお け る新 しい 可能 性 に向 けて　― 北魏 墓 誌 を 中心 に― 」(『 中国 史学 』13、

2010年)。
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ン ク)を 追 加 す る。(B)の 場 合 は 、封 爵 や 賜謚 につ いて も 「追 封 」 「追謚 」 「改

謚」 な どの事 例 が あ る。

本 章 の 考 察 で 中心 とな るの は 、(B)で あ る。 こ こ で は これ を表 現 す る に 、便

宜 上 「追 贈 」 とい う語 句 を用 い 、(A)の 場 合 を 「贈 」 と して お き た い。(A)

の場 合 に も使 用 され て い る2つ の用 語 を 、 こ の よ うに使 用 す る こ とに よ って 、

語 句 上 の混 乱 を 招 く恐 れ が あ る こ とは十 分 承 知 して い る が 、 現 在 の と こ ろ他 に

分 別 す る 的確 な用 語 が 得 られ ない た め、 以 上 の 用 語 を以 て一 時 的 な 区別 と した

い。

そ も そ も 「贈 」 や謚 に は 一 定 の基 準 が あ り25、 贈 られ る州 の 上 下 ラ ン ク を め

ぐっ て 官 僚 等 が 策 略 を練 っ た記 事 も あ り26、 そ れ らの決 定 に あ た って は政 治 的

な背 景 や 権 力 グル ー プ の 存 在 が 反 映 され る。「追 贈 」の場 合 は、い っ た ん 下 され

た社 会 的評 価 を改 変 す る の で あ るか ら、 尚更 で あ る。 この よ うな追 贈 が行 わ れ

る背 景 を具 体 的 にみ れ ば 、様 々 な契 機 や 理 由が あ り、 それ らは お お ま か に 次 の

2つ に分 け られ る。

一 つ は
、朝 廷 に 君 臨 す る政 権 グル ー プ が交 替 した 時 と、政 権 を牛 耳 る 立場 で

あ っ た 特 定 の外 戚 や 恩倖 等 が 失 脚 した り諒 殺 され た り した時 に 多 く見 られ る。

具 体 的 な例 で あれ ば 、 孝 文 帝 崩 御 後 の 宣 武 帝 ・霊 太 后期(景 明 ・延 昌 ・孝 昌年

間)で あ り、河 陰 の 変 後 の爾 朱 氏 専横 時(太 昌 年 間)、 そ の爾 朱 氏 を撲 滅 した 時

期(永 安 年 間)で あ る。 こ の よ うな 時期 に行 われ る追 贈 の 目的 は、 主 と して 死

亡者 本 人 の名 誉 回 復 で あ り、 ひ い て は政 権 交 代 に よ っ て 引 き 起 こ され た不 安 定

な政 治 的情 況 を 収 拾 し、人 心 を慰 撫 せ ん とす るが た め の、朝 廷 の 思 惑 で あ る27。

ま た 、 死 亡 した 官 僚 の 縁 故 者 らの 訴 え に よ る もの も あ る。 或 い は ま た 、 あ る人

物 が 皇 帝 の庇 護 を受 け て政 治 的 権 力 を握 っ た り、 一族 の 女 性 が 皇 后 とな っ た り

寵 愛 を賜 った り した 場合 、当 事 者 の父 母 諸 兄 な ど一 族 の者 が 引 き 立 て られ るが 、

彼 らが そ の 時 既 に死 亡 して い る 場合 は 、 遡 って 追 贈 され る。 これ は皇 帝 自 らが

判 断す る こ と も あ り、周 囲 の 官 僚 が 進 言 した り、 本 人 自身 か ら皇 帝 に請 求 し許

可 を受 け た りす る場 合 もあ る。 こ の追 贈 に は 、本 籍 地 へ の改 葬 を伴 うも の が多

く、 そ の ほ とん どが 恩 倖 や 外 戚 で あ り、 そ して 『魏 書 』 を記 した魏收 に よ っ て

そ の 出 自が仮 託 で あ る こ とを 明 らか に され た り、 疑 問視 され た り して い る よ う

な類 の 氏 族 で あ る。 二 っ め は、 臨終 を迎 え た 官 僚 が 、 違 令 に よっ て 「贈 」 「諡」

請 求 を 拒 絶 し、 子 孫 等 は 遺 言 を遵 守 した が 、後 に 追贈 され る例 で あ る。

追 贈 され た こ とに よっ て 、当事 者(死 亡者 や縁 故 者)は 、多 く は改 葬 され る。

25窪 添 慶文 「北 朝 にお ける贈 官 を め ぐって」(『魏 晋 南北 朝官 僚 制研 究 』汲 古 書院 、2003

年所 収)。
26初 、世 宗欲 贈冀 州 、 黄 門甄 深 以[刑]巒 前 會劾 己、乃 云　瀛 州巒 之 本邦 、人情 所欲 、 乃従

之、及甄 為 詔、 乃 云優 贈 車騎 将 軍 ・瀛州 刺 史 、議 者笑甄 浅 薄 、諡曰 文 定(巻65刑巒 伝)。
27二 十 日、洛 中草 草、猶 自不安 、死 生相 怨 、人懐 異 慮 、貴 室 豪家 、并 宅競竄 、貧 夫賎 士 、

搬 負争 逃 、濫 死者 普加 褒 贈 、三 品 以上贈 三公 、五 品以 上贈 令 僕 、七 品以 上贈 州 牧 、 白民贈

郡 鎮 、於 是稍 安(『 洛 陽伽 藍 記』 巻1城 内永寧 寺)。
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誅殺 や 遭 害 、 あ る い は 爵 位 を追 奪 され た者 に対 す る追 贈 の 場 合 、本 来 の あ るべ

き身 分 や 追 贈 され た身 分 相応 の禮 に よっ て埋 葬 がや り直 され る。元愉 ・元懌(『 魏

書 』 巻22、 以 下 『魏 書 』 は巻 数 のみ 記 す)、裴 植(巻71)、 杜 道儁(巻83上)

や 、河 陰 の変 で の犠 牲 者28、 弘農 楊 氏一 族(巻58)を 初 め とす る爾朱 氏誅 殺 後

の 追 贈者 、李 延寔(巻83下)、 元 天 穆(巻14)な ど、多 数 の 追 贈 と改 葬 が 確 認

で き る。さ ら に追 贈 と改 葬 が 本 籍 地 を対 象 と して な され た具 体 例 を列 挙 す る と、

外 戚 で は 、 高 宗 の乳 母 常 氏 一 族 の 常 亥 ・常澄(巻83上)、 高 肇 の父 高麗 と兄 高

現(巻83下)、 恩 倖 で は趙 脩 の父 趙 恵 安 ・趙ヨウの祖 父 趙 嶽(巻93)、閹 官 の孫

小 の 父孫サン(巻94)が あ る。この ほか に、追 贈 後 の 二 度 の改 葬 例(恩 倖 の王 叡 ・

巻93)が あ り、ま た 改葬 は 不 明 だ が 、立 碑 した例 が あ る(寇 謙 之 の 父 脩 之 ・巻

42)。

以 上 の よ うに 、 追 贈 時 に は改 葬 を多 く伴 う。 た だ し、 追 贈 の 理 由や そ の 時期

だ けで な く、 それ ぞ れ の墓 主 と朝 廷 との諸 事 情 も関係 す る か ら、 追贈 され れ ば

必 ず 改 葬 が あ る とい うわ け で は ない 。 だ が、 改葬 の 一 つ の契 機 に 追贈 が あ る こ

とは確 か で あ る。 そ して 、 この 追贈 に よ る改 葬 時 に は 、 新 しい 墓誌 が 作 製 され

た 可 能 性 が あ る。 す な わ ち これ は 、 これ ま で に蒐 集 ・公 表 され た墓 誌 群 の な か

に 、追 贈 ・改 葬 時 に 作 られ た墓 誌 が あ る とい うこ と、つ ま り本 稿 で言 うと ころ

の 「贈 」を受 けた 死 亡者 の墓 誌 と、「追 贈 」者 の墓 誌 が混 在 して い る こ とで あ る。

追 贈 の墓 誌 が 存 在 して い る こ と 自体 は、 既 に周 知 の こ とで あ る が、 果 た して通

常 の 「贈 」 で あ る墓 誌 と 「追 贈 」 の墓 誌 の 区別 は 、 格 別 意 識 され て き た だ ろ う

か。先 に述 べ た よ うに 、「追 贈 」は 「贈 」よ りも時 間 的 に遅 く行 わ れ るの で あ り、

また 追 贈 され る事 情 とい うの は 、そ の時 の政 治 状 況 と密 接 に 関 わ る。とす る と、

「贈 」 と 「追 贈 」 とい う2つ の 性 格 を もつ それ ぞれ の墓 誌 を 、 単 純 に墓 誌 史 料

と して 同 一 に扱 えず 、 慎 重 に判 断 して い か な くて は な らな い。

この よ うな 問 題 を よ り深 く 自覚す るた め に、 次 に具 体 例 を挙 げ て 、墓 誌 の製

作 時 期 に つ い て検 証 した い 。

2.諸 例

(1)元 簡 墓 誌29

元 簡 墓 誌 は 、贈 官 の記 載 が 無 く、 さ らに後 半部 分 が 欠 け て い る た め 正確 な情

報 が掴 めな い が、 洛 陽遷 都 直 後 の墓 誌 と して重 要 で あ る。

【誌 蓋】闕

【銘文 】太保 齊郡 王姓元,諱 簡,字 叔 亮,司 州 河南郡洛 陽縣都郷洛 陽里人,

高 宗 之 叔 子,皇 帝 之 第 五叔 也,惟 王 稟旻融 度,資 造 流 仁,澄 神 守 質,志 性

28窪 添 慶 文 「河 陰の 変 小考 」(窪 添 氏前 掲 書所 収) 。
29校 注366「 元 簡 墓誌 」:1926年　 洛 陽城 西 北高溝 村□ 水 西 出土　 石73×33(残 欠)㎝
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寛雅,冥 慶 舛 和,端 宿 墜冏,以 太 和 廿 三 年 歳 在 己卯 正 月 戊 寅 朔 廿 六 日癸卯,

春 秋□,寢 疾,薨于 第,謚曰 順 王,其 年 三 月 甲午 即葬于 河 南 洛 陽 之 北 芒,

迺鏤□石 銘,式 述 徽蹤(下 残 欠)

墓 誌 の埋 葬 年 に は 「其 年 」 とあ る こ とか ら、趙 萬 里 氏 は死 亡 年 と同 じ太 和23

(499)年 の3月18日 と比 定 した30。 だ が 、 巻20文 成 五 王斉 郡 王 簡 伝 に は、

次 の よ うな 記 事 が あ る。

二 十 三 年薨 …諡曰 霊 王 、 世 宗 時 、 改諡曰 順

こ の記 事 に よれ ば 、 元 簡 は世 宗 時 に 「順 」 と諡 を 改 め られ て お り、墓 誌 に み え

る 「順 王 」 は つ ま り世 宗 時 の 記 事 とな り、 こ の墓 誌 が 太 和23年 の もの で は な

い 可 能 性 が あ る。 趙 萬 里 氏 は この 点 につ い て 、 墓 誌 に は 死 亡 時 と埋 葬 年 が僅 差

に して 、諡 が順 王 とあ る か ら、『魏 書 』 に見 え る 「霊 」 の諡 は な か っ た こ とが 明

らか で あ り、 そ もそ も 「霊 」 とい う不 名 誉 な諡 が 元 簡 に贈 られ る理 由 も見 あ た

らな い 、 とす る。

こ こで も う一 度 、 「其 年 」 とい う語 句 と、『魏 書 』 にあ る改諡 と墓 誌 の諡 に つ

い て 、先 に記 し た 「追 贈 」 とい う視 点 か らみ て み た い。 ま ず 墓 誌 記 載 の 年 月 日

をみ てみ る と、 陳 垣 『二十 史 朔 閏 表 』(中 華 書 局 、1962年)に よれ ば 、確 か に

太 和23年 の3月 で あれ ば 、 甲午 は18日 とな る。 しか し、3月 甲午 は太 和23

年3月 以外 に も、 世宗 期 に は数 年 確 認 で き(景 明3年3月6日 、正 始2年3月

29日 、 正 始5年3月11日 、 永 平2年3月17日 、 永 平3年3月22日)、日 付

だ け か ら考 え る と、 こ の墓 誌 が世 宗 時 の も の で あ る可 能 性 が 全 くな い わ けで は

な い。 そ して い ま 、伝 をみ てみ る と、

斉 郡 王 簡 、 字 叔 亮 、 太 和 五 年 封 …妻 常 氏 、 燕 郡 公 常喜 女 也 、文 明太 妃 以 賜

簡 、(中 略)子 祐 、襲 、字 伯 授 、母 常 氏 、 高祖 以 納 不 以 禮 、不 許 其 為 妃 、世

宗 以 母 従 子 貴 、 詔 特 拝 為 斉 国 太 妃

と あ る。 常 氏 の父 は燕 郡 公 常 喜 で 、 前 述 した 常 英 の 弟 で あ る が 、 文 明 太 妃 が 元

簡 に 賜 った 時 に 「以 納 不 以 禮 」 で あっ た が、 子 の 元祐 が 顕 貴 とな っ た こ とに よ

っ て31、 常 氏 が 斉 国太 妃 とな っ た こ とが わ か る。 これ ま で 述 べ た 追 贈 の過 程 を

考 え る とき 、一 族 の誰 か が 顕 貴 とな っ た 時 に、 そ の周 辺 の親 族 が と もに 再評 価

され る こ とは 常 で あ っ た か ら、 こ の とき 、 つ ま り世 宗 時 に 元 簡 の改諡 が行 われ

た 可 能 性 は十 分 あ る。 「太 妃 斉 郡 順 王 常 妃 誌 銘 」 と記 され た墓 誌 蓋 が洛 陽 か ら、

しか も元 簡 と同 時 に 出 土 して お り32、 常 氏 は そ の こ妃 と して 元 簡 と合 葬 され た

の だ ろ う。 つ ま り、 こ の元 簡 墓 誌 は孝 文 帝 期 で は な く、 次 の 宣武 帝 期 に作 製 さ

れ た 可 能性 が 全 くな い わ けで は ない 。

80『 集釈 』巻4北 魏 宗 室 下「 元 簡 墓誌 」。
81元 祐 は元簡 の世 子 と して 爵 を継 いだ の ち、正始2(505)年 に◇(馬+龍)驤 将 軍通 直

散騎 常侍 、永平5(512)年 に特節督涇 州 諸軍 事征 虜 将 軍涇 州刺 史 とな り、神 亀2(519)

年正 月 に洛 陽 で死 亡 し、2月 に「 北 芒」 に埋 葬 され る(「 元 祐墓 誌 」校 注550)。
32集 釈 巻4 、 彙編37頁 。
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要 す る に、 元 簡 墓 誌 の 例 を もっ て言 え る こ と は、 墓 誌 と史 書 にお け る記 述 の

矛 盾 は 、 追 贈(こ の 場 合 は 改諡)と い う視 点 か らみ る と、 墓 誌 自体 の製 作 時 期

が い つ か 、 とい うこ と に深 く関 わ る の で あ る。 ま た これ は 、 墓 誌 に記 載 され て

い る埋 葬 時期 と墓 誌 の 製 作 時 期 が 、 果 た して ほ ぼ 同 時 期 で あ る のか 、 あ るい は

「其 年 」 とい う記 事 が 指 す 年 が 、 先 に記 され て い る死 亡 年 と単 純 に 一 致 す る の

か33、 とい う基 本 的 な 問題 を も提 示 して い る よ うに思 う。

(2)そ の 他 の 墓 誌

元簡 墓 誌 の 例 は 、 墓 誌 の 製 作 時 期 を考 え る に 良 い 例 で あ っ た が 、 そ の ほか の

例 に つ い て は 、 同様 に 追 贈 と改 葬 を手 が か り して 、 い くつ か簡 単 に検 証 して お

き た い34。

元 緒 墓誌35(校 注430)は 、赴 任 地 で 死 亡 した元 緒 が 都 洛 陽 に遷 葬 され る ま

で の経 緯 が 、 時 系 列 に記 され る とい う特徴 的 な 墓 誌 で あ る。 正 始4(507)年2

月8日 に 「中堂 」 で 死 亡 し、 「遷柩 於 東 都 」(4月27日)、 「達 京殯 於 第 之 朝 堂 」

「詔 遂 贈 本 官 」(5月27日)、 「葬 於 洛 陽 城 之 西 北 、□塋 於 高 祖 孝 文 陵 之東 」(10

月30日)と 記 され 、 これ をみ る に 、元 緒 の遷 葬 の 場 合 は 、都 に柩 が 着 き殯 を

行 っ た 時 点 で贈 官 され て い る か ら、 そ れ は遺 体 の運 搬 中 に朝 廷 内 で の 議 を経 て

決 定 され た の だ ろ う。 元 誘(「 元誘 墓 誌 」36校 注683)は 、 正 光 元 年(520)9

月3日 に 「冀州 」 で 死 亡 した の ち、 孝 昌元 年(525)11月20日 に埋 葬 され る

が 、 墓 誌 に は 「詔 追 贈 使 持 節 車 騎 大 将 軍 儀 同 三 司都 督 秦 雍 二 州 諸 軍 事 雍 州 刺 史

都 昌縣 侯 、諡曰 恭 恵 公 、 禮 也 」 と あ り、 この 贈 官 は巻19下 に あ る、 元 誘 へ の

「追 贈 」 「後 贈 」 「追 封 」 のす べ て を網 羅 して い る。 とい うこ とは 、 こ の墓 誌 は

す べ て の追 贈 が 為 され た 後 に造 られ た もの で あ る。 この ほか に 、元 煕 墓誌(校

注682)、 元 纂 墓 誌(校 注686)、 元詳 墓 誌(校 注434)な ど多 数 の墓 誌 が 、追

贈 後 に墓 誌 が作 製 され た こ とが 確 認 で き る。

以 上 の墓 誌 は追 贈 後 に充 分 な 時 間 を とっ て墓 誌 を製 作 し、埋 葬 が 行 われ た例

で あ るが 、そ の よ うな経 過 を 踏 む こ とが で き な か っ た 墓 誌 が数 例 あ る。「元 端 墓

誌 」(校 注638)は 、 「贈 」 と 「追 贈 」 が記 され て い る墓 誌 の一 つ で あ るが 、 墓

誌 文 内 に 「使 持 節 儀 同 三 司 都 督 相 州 諸 軍 事 車 騎 大 将 軍 相 州 刺 史 」 とあ り、墓 誌

末 尾 に埋 葬 年 と同 じ 日付 で あ る 「維 大魏 建 義 元 年 歳 次 戊 申七 月 丙 辰 朔 十 七 日壬

申」 とあ る。 しか しそ の 末 尾 日付 の 直 前 に、 「又 追 贈 司空 公謚曰 文 」 と刻 す 。拓

本 を見 る に、追 贈 と謚 は予 定 外 の追加 的 位 置 に あ る こ とは 明 らか で 、「贈 」の 内

33墓 誌 記載 の 「其 年 」につ いて は 、高橋 継 男 氏に よ って、そ れ が前 記述 の 紀年 を指す のか

どうかが疑 問視 され て い る(高 橋 継 男 ・玉 野卓 也 ・竹 内洋 介 「唐 〈楊 漢公 墓誌 〉考釈(下)」

『東 洋 大学 ア ジア文 化 研 究所 研 究 年報2006年 』41、2007年2月)。
34詳細 につい て は、 前掲 拙稿 「北 魏墓 誌 の 「史料 」 的性格 につ い て　― 追贈 と改 葬 を手 が

か りに 」 を参 照 され た い。
35校 注430元 緒 墓誌:1919年 洛陽 城北 安駕 溝 西南 出土　 石66×68㎝　 蓋 欠

36校 注683元 誘墓 誌:1923年 洛 陽城 北 安駕 溝村 北 出土　 石77 .3×77.3㎝　 蓋欠
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容 を前 提 に製 作 して い た 墓 誌 が完 成 す る直 前 に、 あ るい は 埋 葬 目前 に 追贈 が あ

った こ とが 予 想 で き る。

ま た 、追 贈 が反 映 され て い ない 墓 誌 も あ る。 高猛(「 高 猛 墓 誌 」校 注638、 巻

83下 、『中原 文 物 』1996-1)は 、初 め の 埋葬 時 に 「贈 」 を 受 け、 そ の後 の 「複

贈 」 が 史 書 に確 認 出 来 る が 、 そ れ は墓 誌 に反 映 され て い な い。 つ ま りこ の墓誌

は1回 目の 贈 官 時 に 製 作 され た も ので あ る こ とが わ か る37。

3.小 結

以 上 数 例 を挙 げ て 墓 誌 の 製 作 時 期 につ い て検 証 した が 、 追 贈 とい うこ とを一

つ の 手 が か りにす れ ば 、墓 誌 の正 確 な製 作 時期 を 判 明 で き る可 能 性 が あ る こ と

が わ か る。 追 贈 ・改葬 墓 誌 で あ る な らば 、大 幅 に埋 葬 年 と死 亡 年 の 開 き が大 き

い こ とは 自明 の こ とで あ り、 そ うで な い 墓 誌 につ い て も本 稿 に 挙 げた 墓 誌 数例

か らわ か る よ うに 、 緻 密 な検 証 作 業 が 必 要 で あ る38。 ま た 墓 誌 の 形 態 的 分 類 を

行 う際 に も 、 こ う した 細 か な製 作 時 期 の ズ レが 蓄 積 され て い くの で あっ て 、厳

密 な製 作 時 期 を確 定 して い くこ とは 、必 要 不 可 欠 な作 業 で あ る。 そ して 、墓 誌

と正 史 の記 述 の差 異 は、 こ の よ うな製 作 時 期 の ズ レに起 因 す る可 能性 が あ る。

ま た 、 追 贈 と改 葬 は そ の と きの 政 治 的 背 景 を色 濃 く反 映 した 結 果 で あ り、 す

な わ ちそれ は 墓 誌 制 作 時 点 の評 価 や 、 そ の背 景 の な か で 墓 誌 が 造 られ た とい う

こ とで あっ て 、『魏 書 』 の記 述 と異 な る こ とも予 想 され る。 次 章 に お いて 、 この

点 に つ い て検 証 す る。

三　墓誌製作の政治的背景

1.北 魏 後 期 の 政 治 状 況

前 章 に お い て 、 墓 誌 の 製 作 時期 の 問題 を検 討 した が 、 そ こ で墓 誌 の製 作 時期

に は 、 そ の 時 の 政 治 的 評 価 が 色 濃 く反 映 して い る可 能 性 が あ っ た。 これ を検 証

す る に あ た り、 北 魏 後 期 の 宣 武 帝 ・孝 明帝 期 の墓 誌 を 取 り上 げ た い。

宣 武 帝 期 は魏收 が 「尚 書令 高 肇 以 外 戚 権 寵 、 専決 朝 事 、 又咸 陽 王憘 等 並 有 算

故 、 宗 室 大 臣、 相 見 疏 薄 、 而 王畿 民 庶 、労 弊 益 甚 」(巻72陽 尼 伝)と い うよ う

に 、 北魏 政 権 が 急 速 に 衰 退 して い く諸 原 因 の 端 緒 を発 した 時 期 と して 捉 え られ

る。 ま た孝 明 帝期 も、「自霊 太 后 預 政 、淫 風稍 行 、及 元 叉 檀 権 、公 為 姦穢 、 自此

37こ の ほか に贈 官や諡 の通 達 が 間 に合 わず 、当該 部 分 を空欄 に した ま ま埋 葬 され て い る墓

誌(「 席 盛墓誌 」 校 注617、 「王紹 墓誌 」 校注508な ど)、 正面 に刻 され た合 葬 の期 日よ り

あ とに墓 誌 が完成 した こ とを背 面 の刻字 か ら確認 でき る墓誌(元 淑合 葬 墓誌 、校 注439・ 『文

物 』1989年 第8期)な どが あ る。

38す な わち、東 賢 司 「卒年 ・葬 年 か ら見 る墓誌 制作 の過 程　― 魏 晋 南 北朝 時代 の墓 誌銘 の

文 末記 録 に注 目 して― 」(浦 野 俊則 主編 『望岳 室古 文 字書 法論 集 』2006年)、 同 「北 魏墓 誌

の作製 に 関わ る二 人 の人 物 」(『古 代東 ア ジア の情報 伝 達』 汲 古書 院 、2008年)の よ うに、

死 亡年 と埋 葬年 の 間隔 を計算 して 、墓誌 や墓 をつ くるた め に必 要 で あ った日 数 を換算 す る

とい う単純 作業 は、事 実 に反 して い る。
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素族 名 家 、遂 多 乱 雑 、 法 官 不 加 糾 治 、婚宦 無貶 於 世 、 有 識咸 以 歎 息矣 」(巻56

鄭羲 伝)と 、 そ の社 会 的 風 紀 の 乱れ が も はや 極 限 に 向 か って い る こ とが 指 摘 さ

れ る。 正 史 に依 れ ば 、孝 文 帝 の崩 御 直 後 か らす で に 、朝 廷 内 で は宗 室 ・外 戚 ・

恩倖 らに よる政 治 的 抗 争 が 激 化 して お り、 そ の 結 果 、 政 治 を掌 握 す る グル ー プ

は、宣武 帝 ・孝 明 帝 治 世 の 約30年 間 に極 めて 短 い 間隔 で 幾 度 も交 替 して い る。

この 時 期 に該 当す る北 魏 墓誌 が 多 い こ と、 そ の ほ とん どが 官僚 の も の で あ る こ

とか ら、 こ こで は この 宣 武 帝 ・孝 明 帝 期 の墓 誌 を対 象 と して 、 墓 誌 の製 作 時期

と政 治 的 情 況 を み て い き た い。

ま ず は 、 宣武 帝 ・孝 明 帝 期 の 政 治 的 抗 争 の大 ま か な 政 治 状 況 を み て い くが、

誌 面 の都 合 上 、 こ こ で は 簡 潔 に概 略 を述 べ るに 留 め る39。

宣武 帝 期 の政 治 的 抗 争 グル ー プ は 、 六 輔 を含 む 元 氏 宗 族 、 外 戚于 氏 、 外 戚 高

氏 に大 き く分 け る こ とが で き る。 これ らそ れ ぞ れ の軸 に 、 恩倖 や 室 官 、 さ らに

は名 望 と され る 漢 人 氏 族 も加 わ って 構 成 され る。

六 輔 輔 政 期(太 和23年4.月 ～景 明2年1月)は 、 若 き 皇 太 子 の補 佐 と して

六 輔(広 陽王 元 嘉 、成 陽 王 元憘 、北 海 王元 詳 、任 城 王 元 澄 、漢 人 の 王 粛 ・宋 弁)

と元魏 に後 事 が 託 され るが 、宋 弁 は 孝 文 帝 崩御 前 に死 亡 し(巻63)、 王 粛 は外

地 に 出 され て 南 朝 との 戦 闘 に従 事 し(巻63、 景 明2年 死 亡)、 帰 第 した 元 澄 の

代 わ りに 元協 が 入 っ て 元 氏 宗 室 の 四 王 制 とな る。 孝 文 帝 を長 陵 に埋 葬 した 翌 月

に は 、数 年前 に 逝 去 した 皇 后 高氏(高 肇 の妹)を 文 昭 皇 后 と追 尊 して 終 寧 陵 に

改葬 した こ とで 、 宣武 帝 の 亡 祖 父 母(文 昭 皇 后 の父 母)で あ る高 氏 一 族 も追 贈

され 、帝 は この 時 初 め て 高 肇 ・高 猛(高 肇 の甥)・ 高顯(高 肇 の 弟)と 対 面す る。

3名 は同 時 に封 爵 され 、以 後 高肇 は 宣武 帝 の親 任 を得 た と 『魏 書 』に は あ るが 、

高 肇 が 本 格 的 に 政 権 を左 右 す る勢 力 を持 つ の は も う少 し後 の こ とで 、 こ の とき

は六 輔(の ち元 氏 四王)及 び 宣 武 帝 の外 戚于 氏 、 そ して 趙 脩 ら数 名 の 恩 倖 の專

横 期 で あ った 。

宣 武 帝親 政 期(景 明2年1月 ～延 昌4年1月)は 、 当 初 は于 后 の外 戚 干烈 ・

于忠 で あ った が 、于 后 と幼 子 の急 死 に よ り後 ろ盾 を失 い 、 元 氏 宗 室 は 元憘 の よ

うに反 旗 を翻 す も失 敗 し、 つ い に外 戚 高 肇 に よ る専 横 が絶 頂 を迎 え る。 恩倖 の

活 動 も 単独 で 、 あ る い は そ れ らグル ー プ を渡 り歩 く官 僚 ら と と も に、 あ る 時 は

結 託 し、あ る時 は妬 みや 背 反 な どか ら造 反 を繰 り返 す 。しか し、延 昌4年(515)

正 月 、俄 に宣武 帝 が崩 御 し、唯 一 生 存 してい た 皇 子翊 が 立つ と(孝 明帝)、 高 肇

は于 忠 らの 手 に よっ て 暗 殺 され る。 そ の9月 に は幼 年 の 孝 明帝 の補 佐 と して 、

胡 太 后 が聴 政 を開 始 す る。

こ こで は 次 に取 り上 げ る墓 誌 の 関係 か ら、つ ぎ の孝 明 帝 期(延 昌4年2月 ～

39北 魏 後期 の政 権 闘争 の詳細 につい て は、谷川 道雄 「北魏 官界 にお け る門閥 主義 と賢 才主

義 」(『増 補隋 唐 帝 国形 成 史論 』 筑摩 書房 、1998年 所収)、 窪 添慶 文 「北 魏 後期 の 政争 と意

志決 定 」(窪 添 氏前 掲 書所 収)、 張金龍 『北魏 政治 史研 究』甘粛 教 育 出版 社 、1996年 、前掲

拙稿 「出土刻 字 資料 研 究 にお ける新 しい可 能性 に 向け て　― 北 魏 墓誌 を中心 に― 」 を参 照

され た い。
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孝 昌4年3月)に お け る権 力 闘 争 の過 程 は説 明 を割 愛 す る が 、孝 明 帝期 は 、于

忠 專横 期(延 昌4年1月 ～9月)、 胡 太 后 臨 政 期(延 昌4年9月 ～ 正 光元 年7

月)、 元 叉 ・劉 騰 専 横 ・胡 太 后 幽 閉期(正 光 元 年7月 ～孝 昌元 年4月)、 胡 太 后

再 臨期(孝 昌 年 間 ま で)の4つ に分 別 で き る。

この よ うに 政 治 権 力 を掌 握 す る グル ー プ と反 勢 力 は決 して 固定 した もの で は

な く、 お お ま か に 区別 す る こ とは 可能 で あ っ て も、 そ の 内 部 で 複 雑 に細 分 化 さ

れ た 血縁 的 、あ るい は利 害 関係 が あ り、かつ 事 象 に よ って は 敵対 勢 力 と癒 着 し、

内部 に お い て も造 反 を繰 り返 す こ と に も注 意 しな けれ ば な らな い。 ま た 外 戚 は

皇 妃 ・皇 太 子 の 生 存 と彼 女 らに対 す る皇 帝 か らの寵 愛 の厚 薄 に左 右 され 、 恩倖

はそ の成 り立 ち 自体 が皇 帝 との 直 接 的 関係 に 依 拠 す るた め に 、 政 権 グルー プ の

交 替 に関係 な く と も、 皇 帝 の 態 度 如 何 に よっ て 突 然 にそ の 立場 を失 う場 合 が あ

る。 そ の 一 方 で 、 弾劾 を逃 れ な が ら、 時 の権 力 者 を渡 り歩 い て 生 き残 る高 聰 ・

劉欽(巻68、55)な どの 官 僚 もい る。 こ の よ うに政 治 な 抗 争 を繰 り広 げ る グル

ー プ は
、 そ の 内部 構 造 も複 雑 で あ り、 単 純 に勢 力 関係 を 規 定 す る こ とは で き な

い ので あ る が 、注 意 す べ き は 、 こ の よ うな政 権抗 争 の 結 果 、 北 魏 後 期 で は短 期

間 で 政 権 を掌 握 す る グル ー プ が 交 替 しつ づ け てい る こ とで あ る。

政権 グル ー プ が 交替 した とき 、新 し く権 力 を握 っ た者 に よ っ て 、 そ れ ま で の

権 力 掌 握 グル ー プ は、 直 接 的 に は誅 殺 や 罷免 ・左 遷(外 地 任 務)と い う形 で 排

除 され る。ま た それ は 生 者 だ け で な く死者 も対 象 とな る(劉 騰 ・巻94)。 逆 に 、

反 政 権 グル ー プ掌 握 時 に誅 殺 され た 者 につ い て は 、贈 官 ・諡 な どを改 めて 与 え

て 改 葬 し、 生 存 して い る子 孫 に は 襲 爵 させ 良 き官 位 を与 え る(郭祚・裴 植 ・章

儁、 元寿 興 、奚 康 生 な ど。 順 に巻45、64、15,73)。

ま た 、前 章 で 述べ た よ うに、 あ る人 物 が 顕 貴 とな った 時 に は、 逝 去 した祖 先 に

遡 っ て追 贈 ・追 封 ・賜諡 され る。こ の よ うに政 権 グルー プ の 交代 は、現 在 の各 々

の 立 場 が 逆 転 す る だ けで な く、死 者 に 対 す る評 価 を も覆 す 。

我 々 が 現 在 目にす る北 魏 墓 誌 の 大 半 は、 そ の よ うな政 治 的 抗 争 が頻 発 す る宣

武 帝 期 以 降 の 紀 年 を もつ 墓 誌 で あ る。これ ら誌 主 は 、どの 政 権 グル ー プ に属 し、

い つ どの よ うな最 期 を迎 え 、 い か な る評 価 を 与 え られ た の か。 そ の評 価 に は 、

墓 誌 が製 作 され た 時 点 で 政 権 を掌 握 して い る グル ー プ に よ る意 図 が 反 映 され て

い る可 能性 が あ る。

そ こで次 に 、 墓 誌 製 作 に政 治 的影 響 が 関 わ って い る の か ど うか を 、 い くつ か

の墓 誌 を と りあ げ て 具 体 的 に検 証 して み た い。 た だ し、 誌 面 の 都 合 か ら代 表 的

な 数 例 の墓 誌 を取 りあ げ る。

2.諸 例

(1)元 珍 墓 誌40

40校 注550　 元 珍 墓誌:1920年 洛 陽城 北 北 陳荘村 南 陵 出土　 石71 .5×66.6㎝ 。 蓋欠
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元 珍 は 巻21下 に よれ ば、 高 肇 に 曲事 し宣武 帝 の寵 愛 を得 、 元 魏 の殺 害 を実

行 した人 物 で あ る。 だ が1片 が70セ ン チ を超 え る大 き な墓 誌 に は、 彼 の身 体

的 美 点 か ら 「太 和 中 、 選 入 武 騎 侍 郎 」 か ら始 ま る官歴 と許 多 の戦 功 を記 し、 実

に墓 誌 の大 半 に 渡 り美 徳 を連 ね る。 毛 遠 明 氏 は 『魏 書 』 に記 され た 元 珍 の 姿 と

比 べ 、墓 誌 は ほ とん ど虚 飾 で あ る と指 摘 す る(『 校 注 』)。 しか し、元 珍 の 死 亡 と

埋 葬期 を見 れ ば 、

以延 昌三 年 、 歳 次 甲午 五 月 戊 申朔 、廿 二 日己 巳寝 疾 不 豫 、薨于 篤 恭 里 第 …

追 贈 侍 中 ・使 持 節 ・驃騎 大 將 軍 ・冀州 刺 史 、諡 曰 〈空 格 〉。 公 以 其 年 十 一 月

丙 午 朔 、 四 目己 酉葬于 河 南 東 垣 之長 陵

とあ り、 高肇 が 実 権 を握 る時 期 で あ る こ とが わ か る。 先 にみ た よ うに 、 高肇 の

失脚 と暗 殺 は 、延 昌4(515)年 の宣 武 帝 の死 に よっ て 突 然 も た ら され た の で あ

るか ら、 元 珍 の延 昌3(514)年11月 の埋 葬 は、 高 肇 專 壇 の 絶 頂 期 内 で あ る。

元 珍 は 高 肇 か らす れ ば 、 元協 を除 い た功 労 者 で あ り、 そ の よ うな待 遇 の 中で 、

死 亡 か ら埋 葬 ま で の約5ヶ 月 の 間 に贈 官 が決 定 し、 この 墓 誌 が造 られ た と考 え

て よい。 つ ま りこれ は 、 誌 主 が 所 属す る グル ー プ が 政権 掌 握 時 に製 作 され た 墓

誌 で あ る。 とす れ ば 、『魏 書 』に 記 され る元 珍 とは 異 な っ た そ の時 の 政 権 か ら の

評 価 が、 墓 誌 製 作 の 背 景 に あっ た はず で あ る。

諡が 空 欄 で あ るの は 、埋 葬(填 刻)ま で に そ の 決 定 が 間 に合 わ な か っ た と考

え られ るが 、 遅 延 の 理 由 は 不 明 で あ る。 後 で触 れ る よ うに 、表 向 き に発 表 され

た 元魏 の 死 因 は事 故 で あ っ た が 、 殺 害 の真 相 は ほ とん ど明 確 な事 実 で あ った か

ら、諡 の議 論 が す ぐに解 決 しな か っ た の か も しれ な い が 、 そ れ に つ い て 直接 に

指 し示 す 史料 は な く、 不 明 で あ る。

次 に取 り上 げ る元協 ・元 詳 墓 誌 は 、元 珍 の 場 合 とは反 対 に 、 反 所 属 グル ー プ

の 政 権 掌 握 時 に製 作 され た墓 誌 で あ る。

(2)元協 墓 誌 ・元 詳 墓 誌41

墓 誌 を み るま え に 、誅 殺 され た 場合 、 どの よ うな状 態 で あ る か を み て お き た

い 。『南 斉 書 』 巻57魏 虜 伝 に は 、 「虜 法 、 謀 反 者 不 得 葬 、 棄尸 北 芒 」 とあ る。

こ の よ うな者 に は 、 お そ ら くは 遺 体 の あ る場 所 に何 か し らの 目印 は施 され た で

あ ろ うが 、 墓 誌 は用 意 され な い 可 能 性 が 高 い と思 わ れ る。 宣 武 帝期 に謀 反 を企

て て誅 殺 され た 元憘 は 、

遂 賜 死 私 第 … 同謀誅 斬 者 数 十 人 、潜愧憘 於 北□ 。絶 其 諸 子 族 籍 。憘 之諸 女 、

微 給 資 産 奴 碑 、 自餘 家 財 、 悉 以 分賚 高 肇 ・趙 脩 二 家(巻21上)

とあ る し、 元 愉 は 「□以 小 棺□ 之 、 諸 子 至 洛 、 皆 赦 之(巻22)」 とい う。 ま た

謀 反 に協 力 した官 僚 の 多 くは誅 殺 され 、 そ の家 族 も死 を賜 る か 、 北 辺 に遷 され

41校 注435元協 墓 誌:1919年 洛 陽城 北 張羊 村西 一 里 出土　 石63×60㎝　 蓋 欠

校注434元 詳 墓誌:1920年 洛 陽城 北十八里 後 海 資村 北 平塚 出土　 石69×49　 蓋欠
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て い る42。 そ のご 、 「[元]通(憘 の長 子)弟 翼 … 後 會 赦 、詣闕 上書 、求葬 其 父 、

頗 年 泣 請 、 世 宗 不 許(巻21上)」 とあ り、 ま た 元脩 義 が 孝 明帝 初 に 、 「表 陳庶

人憘 ・庶 人 愉 等 、 請 宥 前愆 、 賜 葬 陵 域 」 と請 うも胡 太 后 に許 可 され ず(巻19

上)、 正 光 中に 初 めて 赦 され て 王 禮 を以 て 改葬 され てい る(「 後靈 太 后 令 愉 之 四

子 皆 附屬 籍 、追 封 愉 臨 挑 王 、子 寳月 襲 。乃 改 葬 父 母 、追服 三 年 」、「詔 日… 頃者 、

成 陽 ・京 兆 王 … 両 門 諸 子 、 並 可聴 附屬 籍 、 後 復憘 王 爵 、葬 以 王 禮 」 巻21上)。

この よ うに、誅 殺 され た 場 合 は 、 朝 廷 か らの許 可 を得 な けれ ば 改葬 はで きず 、

ま た 爵 を 追 復 され 王禮 を以 て葬 る こ とは 、 爵 位 をつ ぐ子 孫 に とっ て 重 要 な こ と

で あ っ た。

さて 、元協 の最 期 は 巻21下 に詳 しい 。宣 武 帝 の 同意 が あ った か は不 明 だ が 、

高 肇 の 企 み に よっ て 事 前 に 計 画 され 、 酒 宴 の あ と に、 元 珍 率 い る武 士 らに強 い

られ て 毒酒 を あ お っ た 。 だ が 、表 向 きの 死 因 は、

向晨 、 以 褥 裏 屍 、 輿從 屏 門 而 出 、載 屍 帰 第 、 云 王 因飲 而薨

と され て お り、 事 故 死 と して 宣 武 帝 はす ぐに哀 悼 の 意 を示 し、

世 宗 為 畢 哀 於 東 堂 、給 東 園 第 一秘 器 、 朝 服 一 襲 、 騨 銭 八 十 萬 、 布 二 千 匹 、

蝋 五 百斤 、 大鴻臚 護 喪 事(同 伝)

追 崇 假 黄□ ・使 持 節 ・都 督 中外 諸 軍事 ・司徒 公 ・侍 中 ・太 師 、 王 如 故 。 給

鑾輅九旒 、 虎賁 班 剣 百 人 、 前 後 部 羽 藻 鼓 吹 、 軽 鯨 車 …諡 日武 宣 王(同 伝)

と した。 だ が 、墓 誌 をみ る と永 平 元 年(508)9月19日 に死 亡 して か ら、11月

6日 に は 「長 陵 北 山 」 に葬 られ てお り、約1ヶ 月 半 の 間 に早 急 に事 が進 め られ

た こ とが わ か る。

北海 王 元 詳 は 、 宣武 帝 と同 じ高 太后 の 子 で あ り、 か っ て は弟 と して 帝 の 寵 愛

を受 け て い た(巻21上)。 だ が 高肇 に よっ て 「云[元]詳[茄]皓 等 謀 為逆 乱 」

(同 巻)と 読 言せ られ 、 宣 武 帝 は茄 皓 ・劉 冑 ・常 季 賢等 に は 死 を賜 う。 しか し

元 詳 に は、

可免 為 庶 人 、 別 営 坊 館 、 如 法禁 衛 、 限 以 終 身(巻21上)

とい う決 定 を下 し、 監 禁 す る館 を洛 陽 縣 の 東 北 隅 に造 り元 詳 を徙 した もの の 、

元 詳 は そ こで 暴 死 した(正 始 元 年)。 高 肇 の 関 与 が有 る と もい わ れ る元 詳 の死 だ

が 、 あ くま で も表 向 き に は 、 そ れ は謙 殺 で は な く事 故 死 で あ り、 す ぐ さま宣 武

帝 は詔 して、「明 便擧 哀 、可敕 備辯 喪 還 南 宅 、諸 王 皇 宗 、悉 令 奔赴 。給 東 園 秘器 、

貝冒物 之 数 一依 廣 陵故 事 」 とい う決 定 を 下 して い る。 しか し、

詳 貧 淫 之 失 、雖 聞遠 近 、 而 死 之 日、罪 無 定 名 、 遠 近 歎 怪 之。 停殯 五載

とあ り、埋 葬 され た の は元協 と同 日の永 平 元 年(508)11月6日 の こ とで あ る

(同 伝)。 そ の 直 前 の 永 平 元10年 に、

詔曰 … 、 便 可追 復 王 封 、 …諡 日平 王(同 巻)

とい う詔 が 出 され て お り、 これ は お そ ら く元 魏 へ の贈 官 ・誰 の決 定 と、 ほ とん

42巻39李 寳 伝
。
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ど時 を 同 じ く して発 表 され て い る と思 わ れ る。

これ ら二 誌 は 、 書 者 は別 で あ るが 書法 は 来 源 を一 に す る酷 似 の もの と指 摘 さ

れ て お り43、 元協 ・元 詳 の 葬 儀 と埋 葬 は、 贈 官 と謚 の決 定 を受 け て 同 時 に進 め

られ て い た と考 え られ る。 だ が 、 元 詳 墓 誌 は、 そ の埋 葬 揚 所 が2字 分 の空 間 に

「長 陵 北 山」 と4文 字 が 小 さ く刻 され て お り、 しか も墓 誌 最 後 部 に は余 白が無

く、字 か ら して も この4文 字 は 明 らか に後 刻 で 、贈 官 や謚 が決 定 され て は い て

も、実 際 の葬 地 は墓 誌 の 刻 字 ま で に は決 定 して い なか っ た こ とが わ か る。

で は なぜ 、元協 は早 急 に 、元 詳 は こ の時 に王 禮 を以 て 正 式 に埋 葬 され た の か。

これ まで 宗 族 の 元 僖 ・元 愉 や 恩 倖 へ の謙 殺 が あ りは した が 、 元 氏 の な か で も歴

代 の皇 帝 よ り最 も厚 い親 任 が あ り、 かっ 人 望 もあ る元 魏 を も排 除 で き た とい う

高 肇 の カ は、 内外 に これ ま で に ない ほ どの強 い衝 撃 を も た ら した 。 この 事 件 以

後 、宗 族 で あ る任 城 王 元 澄 は 、

数 為 肇所 読 、懼 不 自全 、 乃 終日酣 飲 、所 為如 狂 、 朝 廷機 要 無 所 関豫

とあ り、胡 注 に よれ ば そ の き っ か け は 「懲彭 城 王協 之 禍 也 」 とい う(『 通 鑑 』巻

148梁 紀4)。 だ が 同 時 に 、内外 に よ り強 い 反 発 を決 定 づ けた こ とも事 実 で あ り、

魏 既 有 大 功 於 國 、 無 罪 見 害 、 百姓寃 女 、行 路 士 女 、 流 涕 而 言曰 、高 令 公枉

殺 如 此 賢 王 、 在 朝 貴賤 、莫 不 喪 気(巻21下)

とい う状 況 で あ っ た か ら、 王 朝側 は あ くま で も元協 を 事 故 死 と して 、 正 式 に禮

を以 て埋 葬 す る必 要 が あ っ た の で は な い か 。 加 え て元 詳 の時 も 、人 び との 疑 惑

は 大 き か っ た か ら(前 掲)、 こ の機 会 に追 贈 ・賜 誰 し、両者 を共 に正 式 に埋 葬 す

る施 政 者 側 の対 応 を 印象 づ け る こ とで 、人 び との 懐 柔 を謀 ろ う と した の で は な

い か。 そ うで あ る な らば 、 二 誌 主 の 『魏 書 』 に 見 られ る事 跡 に 対 して、 二 誌 が

あ ま りに も簡 略 な文 言 で あ る の は(元協 に つ い て は 、そ の官 歴 は 、墓 誌 に 、「仕

歴 侍 中以 下 至 太 師 、 十 七 除官 」 と あ るの み で 、前 掲 の 元 珍 墓 誌 とは 対 象 的 で あ

る)、 や は り墓 誌 の製 作 時 期 が 、反 勢力 で あ る高 肇 の権 勢 最 高 潮 期 に あ る こ と、

しか もあ くま で も事 故 死 と して処 理 され 、 そ の 旨が 公 式 に発 表 され た うえ で葬

られ た こ とが 関係 して い る と思 われ る。

所 属 グル ー プ政 権 掌 握 時 に 製 作 され た墓 誌 は 、 元 珍 の ほ か に 北 族 の高 猛 墓 誌

が、 反 所 属 グル ー プ の 政 権 掌 握 時 に製 作 され た墓 誌 は 、 元 魏 ・元 詳 の ほか に、

元 叉 墓 誌 が あ る。 あ るい は本 稿 で は省 略 した が、 政 権 交 代 後 に 追贈 を受 けて 製

作 され た 墓誌 に は 、楊 播 墓 誌 、元懌 墓 誌 、 元 煕 墓 誌 、元 誘 墓 誌 、元 纂 墓 誌 、 元啅墓誌がある44。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.小 結

43澤 田雅 弘 「北 魏墓 誌 の 書者 と刻者 につ い て　－－元協 墓 誌 と元 詳 墓誌－－」(大 東 文 化大 学

書道研 究 所 『大東 書道 研 究』14、2007年10月)。

44詳 細 は、前掲 拙稿 「出土刻 字 資料 研 究 にお け る新 しい可能 性 に向 けて　― 北魏 墓誌 を中

心 に― 」。
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以上 、 数 例 の墓 誌 を あ げ て 、 そ の政 治 的背 景 か ら製 作 状 況 を考 察 した。 一 つ

一 つ の墓 誌 の製 作 時 期
、誌 主 とそ の時 の政 権 との 関係 、 政 権 側 の 葬 儀 ・追 贈 に

対 す る思 惑 が 、 そ の製 作 状 況 に 深 く関 わ って い る とい う可 能 性 が 、 少 な く とも

これ らの墓 誌 に は 認 め られ た よ うに 思 う。つ ま りそれ は 、 個 々 の墓 誌 の 製 作 目

的 が、 そ の とき の 政 治 事 情 に よっ て 異 な って くる の で は ない か 、 とい うこ とで

あ る。 とす れ ば 、 北 魏 墓 誌 が 『魏 書 』や 正 史 を正 誤 ・補 充 す る 手 だ て と して 有

効 で あ る こ とに 異 論 は な い が 、 それ は ど ち らが 正 し く、 どち らが聞 違 っ て い る

か とい う問題 に 留 ま る もの で は な く、 どち ら もそ の時 の政 治 的 状 況 を反 映 して

い る可 能 性 も あ る こ とを 、 ま ず 史 料 の性 格 と して 強 く意 識 して お くこ とが必 要

だ ろ う。

む ろ ん 、す べ て の 北 魏 墓 誌 が そ うで あ る とは言 え な い が 、 これ ま で 検 証 して

き た よ うに、 少 な く と も本 稿 で あ げ た 数 例 の墓 誌 につ い て は 、 墓 誌 が造 られ た

時 点 で の政 治 的権 力 の影 響 を受 け て お り、政 治 的 な要 素 が 墓 誌 製 作 に 関 わ っ て

い る こ とは指 摘 で き る。 現 在 史 料 と して使 わ れ る数 百 を 超 え る北 魏 墓 誌 は 、 ほ

とん どが 『魏 書 』 に 詳 細 な伝 が あ った り、死 亡 時 期 の状 況 が判 明 す る人 物 で は

ない が 、 しか し、 本 稿 で 取 り上 げた よ うな状 況 の 墓 誌 で あ る可 能 性 が全 くな い

と もい い きれ な い 。 例 え ば 、 死 亡 年 と埋 葬 年 が極 端 に離 れ て い た り、 そ れ が政

権 交代 時 を跨 ぐよ うな 墓 誌 な ど は、 少 し注 意 を要 す るだ ろ う。 ま た 、 諮 の符 合

しな い 墓 誌や 空 白 に され て い る誌 主 に っ い て は、 た ん に通 達 が それ ま で に間 に

合 わ な い こ とも あ った ろ うが、 史 書 に散 見 す る誰 の議 論45と 関係 す る のか も し

れ ず 、 本 稿 で述 べ て き た よ うな、 そ の墓 誌 が製 作 され た 時期 に よ っ て 、政 権 交

代 に よ る評 価 の 逆 転 が 附 され て い る の か ど うか とい うこ とに 留 意 す る こ とは 、

墓誌 の 史 料 性 を考 え る上 で 、 ま た そ の内 容 を見 て い く上 で 、非 常 に 重 要 で 、 か

つ慎 重 に注 意 す べ き 姿 勢 で あ る と思 わ れ る。 これ ら数 例 の墓 誌 は 、 故 人 へ の 追

憶 とい う面 以 上 に、 政 治 的 な産 物 で もあ る面 が よ り強 く意 識 され る もの で あ っ

た し、 同 時 に、 墓 誌 よ りも時 期 的 に は 後 につ く られ た 史 伝 の な か に描 か れ た 人

物 像 ・人 物 評 価 は 、どの よ うな意 味 を持 つ の か とい う検 証 作 業 も必 要 で あ る46。

お わ り に

48干 忠 は 、胡太 后 臨 政 中の神 亀 元年(518)に 死 亡 し、東 園 秘器 ・朝 服 一具 ・衣 一襲 ・銭 二

十 万 ・布 五 百匹 ・蝋 三 百斤 を賜 り、侍 中 ・司空公 を贈 られ た(本 伝)。 た だ し、その諡 につ

いて は于 忠の悪 い面 を捉 えた 太 常少 卿元 端案 の 「武 醜公 」 と、 良 き面 を強調 した太 常卿 元

脩 義案 の 「武敬公 」 が紛糾 し、結 果 的 に胡太 后 に よっ て元脩 義 案 が採 用 され た。

46近 年 の 成 果 と して 、 史 書 と墓 誌 に描 かれ た 人物 像 を詳 細 に検 証 した もの に 、会 田大 輔

「「宇 文 述墓 誌」と 『隋書』宇 文 述伝　－－墓誌 と正史 の宇 文 述像 をめ ぐって－‐」(『駿 台 史学』

137、2009年9月)が あ る。
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本 稿 で は、墓 誌 の史 料 性 に主 眼 を 置 き 、墓 誌 が 史 料 と して もつ 二 重 性 を考 え、

そ れ ぞ れ の 限界 性 を 明 示 し、 特 にそ の文 献 史 料 面 で の 限界 性 か ら、墓 誌 と正 史

の記 述 の 差 異 と作 為 性 にっ い て 考 察 して きた 。 具 体 的 には 、 墓 誌 の 製 作 時期 と

政 治 的背 景 を一 つ の手 が か りとす る こ とで 、 そ の墓 誌 の 限 界 性 は 、 この 時期 の

社 会 の どの部 分 を 語 っ て い る の か 、 とい う可 能性 へ と転 換 され 得 る こ との予 測

を示 した が、は じ め に述 べ た よ うに 、本 稿 は初 歩 的 な考 察 に 留 ま る もの で あ る。

そ こで こ の ほか に 、 北 朝 期 墓 誌 にお け る新 しい墓 誌 研 究 の 可能 性 を 開 く と思 わ

れ る最 近 の 重 要 な成 果 を 、 い くつ か 挙 げ てお き た い。 窪 添 慶 文 氏 は、 墓 誌 の 形

態 と定型 化 、銘 辞 の分 析 か ら、 北魏 墓 誌 は南 朝 の影 響 を受 け て 、遷 都 後 短 い 期

間 に定 型 化 した こ とを示 した47。

徐 沖 氏 に よる墓 誌 製 作 過 程 の研 究 は 、誌 石 の 余 白、 界 格 な ど外 形 的検 証 か ら

墓 誌 の製 作 時 期 と刻 字 過 程 を 、あ る い は文 献 史料 か ら墓 誌 文 起 草 の過 程(行 状)

を求 め て い る48。 澤 田雅 弘 氏 は、 北 魏 墓 誌 は 通 常 は複 数名 の分 担 で刻 され て お

り、職 人 の 担 当 部 分 や 技 術 的 な 面 で も、 秩 序 が見 られ な い 場 合 が あ る こ とな ど

を、 刻 法 か ら証 明 し、 墓 誌 製 作 工房 の 具 体 的 な様 相 を追 求 して い る49。 い ず れ

も、 墓 誌 そ の も の の 史 料 的 性 格 を考 察 す る手 だ て と して捉 え る こ とが で き 、注

目に値 す る。 また 、 墓 誌 の形 態 そ の もの の分 析 か ら墓 葬 文 化 の 伝 播 を考 察 した

研 究50も 、今 後 の 新 出 墓 誌 の 増加 に伴 い ま す ま す そ の 精 度 を増 してい くで あ ろ

う。

こ こで墓 誌 研 究 の新 しい 試 み と して 、澤 田氏 の偽 刻 墓 誌研 究 を あ げ て お きた

い。 これ ま で の墓 誌 研 究 に お い て 、墓 誌 の真 贋 を見 極 め る 目的 は 、 ほ とん どが

「この 墓 誌 を利 用 して よ い か 」「記 述 は真 実 か」 とい う点 に あ り、い っ た ん偽 刻

と判 明 され た 墓 誌 は 、 研 究対 象 か ら速 や か に排 除 され て き た。 澤 田氏 は、 これ

を偽 刻 墓誌 の様 態 を表 す 重 要 な 「史 料 」 と して捉 え 直 し、 数 点 の 偽刻 墓 誌 に 跨

る 同 手 の偽 刻 者 を特 定 し、 偽 造 時期 と周 辺 組 織 の 存 在 、 完 成 ま で の具 体 的 な製

作 手 順 の解 明 を試 み た51。 澤 田氏 の これ ら一 連 の研 究 は 、 た とえ偽 造 品 で あ っ

47窪 添 慶文 「墓 誌 の起 源 とそ の定 型化 」(『立 正史 学』105 、2009年)、 「北魏墓誌 の銘辞 」

(『立 正大 学文 学部 論 叢 』133、2011年3月)。
48徐 沖 「北魏 墓 志 的生 産 過程 与 洛 陽社 会 的 目常政 治　― 以 洛 陽 出土 北魏 墓 誌 中的"異 刻"

現 象為 中心 」『復 旦 学 報(社 会 科 学版)』2011年2月 、余 欣編 『中古時 代 的 礼儀 ・宗 教与 制

度』 上海 古 籍 出版 社 、2012年 所収)。
49澤 田雅 弘前 掲論 文 、 同 「北魏 墓 誌 の鐫 刻 にっ いて 」『大東 書 道研 究 』7、1999年 、「東魏

墓 誌 の刻 につ い て　― 李挺 墓 誌 ・劉 幼 妃墓 誌 ・元季 聡 墓誌― 」 『大東 書道 研 究』17、2009

年 。
60張 銘 心 「十 六 国 時期碑 型 墓 志源 流 考 」(『文史 』2008年2月) 、宋 馨 「関朧地 区対 北朝 墓

志 形成 的影 響」(中 国魏 晋 南北 朝 史学 会 ・山西大 学歴 史文 化 学 院編 『中 国魏 晋南 北朝 史学 会

第 十届 年会 盤 国際 学術 検 討 会論 文集 』 山西 出版 伝媒 集 団 ・北 岳文 芸 出版 社 、2012年)。
51澤 田雅 弘 「偽 刻墓 誌 考　―(北 魏)張 君夫 人 李淑 真墓 誌 ・(陳)到 仲 挙 墓誌―」『書学 文化 』

10、2008年 、「東魏 墓 誌 の刻 につ いて　― 李挺 墓誌 ・劉幼 妃墓 誌 ・元 季聡 墓 誌―」『大東 書道

研 究』17、2009年 、 「偽 刻家Xの 形 影　― 同手 の偽 刻 北魏洛 陽墓誌 群―」『書 学 書道史 研 究』

15、2005年 、「偽刻 北 魏 墓誌 考　― 朱奇 墓誌 ・般 峻徳 墓誌 ・李 願 墓誌 ・陳 廠墓 誌 ・高珪墓 誌
一」 「隋代墓 誌 の刻 につ い て　―張盈 墓 誌 と夫人蕭 氏 墓誌―」『大東 書道 研 究』16 、2008年 。
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て も研 究者 の 視 角 に よ っ て は重 要 な 史 料 に な り得 る こ とを 示 し52、 さ らに他 の

偽 刻 墓 誌 判 別 へ の 途 を 開 く もの で あ る。

そ もそ も史 資 料 につ い て 、 「一 級 資 料 」 「二 級 資 料 」 な どの等 級 付 け が、歴 史

学 の 問 い の 多様 化 や 史 資 料 の 幅 の拡 大 に伴 い 、もは や そ れ 自体 が 意 味 を持 たず 、

そ の よ うに初 め か ら史 資 料 の価 値 を否 定 ・差 別 す る こ とが 、 却 っ て歴 史研 究 の

幅 を 限 定 的 ・排 他 的 にす る障 碍 で あ る と考 え られ る53。 本 稿 で若 干 の 分 析 を し

た よ うに、 墓 誌 と正 史 の 差 異 と作 為 性 を史 料 の 優 劣 の問 題 に 収 束 す る の で は な

く、 そ こか らこ そ 、 多 様 な歴 史 像 が 構 成 で き る可 能 性 が あ る と思 わ れ る。 か つ

て 中国 の 文 物 が 日本 に 紹 介 され始 め た20世 紀 初 期 か ら半 ば に 、 日本 で は 、 文

物 と文 献 学双 方 か ら古 代 中 国 を叙 述 し よ うと した 濱 田耕 作(考 古 学)・ 小林 太 市

郎 氏(美 術 史)ら の研 究 が あ っ た。 当 時 の 考 古 資 料 の ほ とん どが伝 世 品 で 出 自

がわ か らず 、 ま た 考 古 資 料 の 総 体 が 極 少 で あ った とい う制 約 が あ り、 現在 か ら

み れ ば 、そ の 結 論 は恣 意 的 に 文 献 史 料 と結 びつ け た 結果 とな り、 致 命 的 な誤 解

が 多 くあ る こ とは 事 実 で あ る54。 そ れ に して も、 そ れ らが 紡 ぎ出 す 古 代 中 国 の

世界 が魅 力 的 で あ るの は 、文 献 史料 と考 古 資 料 の融 合 に よ り、 それ ぞ れ だ け で

は描 き きれ な い 当時 の 人 び とが息 づ く世 界 を叙 述 で き る 可 能 性 を見 せ て くれ て

い る か らだ ろ う。 だ が 現 代 で は考 古 資 料 の増 大 に よ り、 こ の よ うな作 業 を研 究

者 が 一 人 で行 うこ とは 、 ほ とん ど不 可 能 で あ る55。 しか しな が ら、 は じめ に 述

べ た よ うに 、 墓 誌 の 蒐 集 ・整 理 と、 良 質 な墓 誌 集 成 の刊 行 、 鋭 利 的 な分 析 に よ

る個 別 の墓 誌 研 究 の 蓄積 に よ っ て 、墓 誌 そ の も の の史 料 性 を求 め る条 件 は 、確

実 に揃 い つつ あ る と思 われ る。

52偽作 ・偽 文 書 は、偽 刻 墓 誌 の揚 合 と同様 に、贋 物 で あれ ば研 究 対象 か ら排 除 され て きた
が、 その 利用 意義 を強調 した も のに 、網 野善 彦 「偽文 書 の成 立 と効 用 」(『 日本 中世 の非 農

民 と天皇 』岩 波 書店 、1984年)、 弓削達 「Ⅱ史 料論 」(『歴 史 学入 門』東 京 大学 出版 会 、1986

年)、 網 野 善彦 「第2部　 偽 文 書 」(『日本 中世 史料 学 の課題　― 系 図 ・偽 文 書 ・文書 』弘文

堂 、1996年 、佐 藤 弘 夫 「本 覚論 ・未 来記 ・日本紀　― 方 法 と して の偽 書 」(『国文 学 解釈

と教 材 の研 究』44-8、1999年)な どが あ る。但 し中国 の偽刻 墓誌 の多 くは 、お そ ら くは現

実 的 な営 利 目的 に よ る製作 で あろ うこ とか ら、上 記 の偽 作 ・偽 文 書 の歴 史学 に お ける利用

意義 とは峻別 す る必 要が あ る。 また近 年 は 、墓誌 そ の ものが 盗掘 に遭 っ てい るこ とが 報告

され てお り(陳 西 省 考 古研 究院 「険西 撞 関税村隋 代壁 画 墓線刻 石 棺 」『考 古与文 物 』2008

年 第3期)、 これ か ら も新 しい偽 刻墓 誌(拓 本)が 量産 され るこ とが 予測 され 、 古偽刻 墓

誌 と新偽 刻 墓誌 が 併存 す るな ど、 この 問題 は よ り複 雑 化 ・深刻 化 しつ つ ある。
53注52参 照 。
54拙 稿 「□頭 と祖 明　― い わ ゆ る鎮墓獣 の名 称 をめ ぐっ て― 」(『大 阪 市立 大 学東洋 史論 叢』

15、2006年)。 なお 、濱 田耕 作氏 はそ の著 書 『通論 考 古学 』(大 詮 閣、1922年)に お いて、

文献 史料 の扱 い を参 考 に して 、遺 物 を、第 一 等遺 物:考 古 学者 自 ら発 掘 し、発 掘地 点 、共

存遺 物 の明 な るもの 、第 二 等 遺物:発 掘地 明確 な るも、其 他 の状 態 不 明 な るもの 、第 三等

遺 物:発 見地 不 明な る も、真 物 た る こ と疑 い な き もの、等 外遣 物:真 偽 不 明 な るもの、 と

い う等 級 をっ け、 研 究 には 一等 ・二等 の遺物 を資料 として 、三 等 は参 考 にす べ きで あ り、

これ らの 区別 を考慮 せ ず に研 究 を進 め る と、そ の結 果 は科 学的 性 質 を失 うこ とを強調 して

い る。 しか し中国 由来 の文 物 につい て は、 当時 の状 況 では この よ うな等級 付 け に よる取捨

選択 は非 常 に 困難 で あっ た と思 われ る。
55狭川 真 一編 『墓 と葬 送 の 中世』 高志 書院 、2007年 は、 日本 中世 の 「遺棄 葬 」 とい う同一
の事 象 につい て 、各 分 野(考 古 学 、文 書学 、絵 画 、文 化人 類 学 な ど)の 得 意 とす る専 門的

方 法 か らそれ ぞれ 分析 ・考察 した具 体 的 な試 み と して 注 目で き る。
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だ が そ の 一 方 で い ま 、 こ う して 出 土刻 字 史 料 が 急 速 に増 大 す る こ とに よ り、

新 た な 問題 も生 ま れ つ つ あ る。 これ ま で本 稿 で 述 べ た よ うに 、 出土刻 字 史料 は

ま さ に“ 「考 古 資 料 」 と 「文 献 史 料 」 の あ い だ” に あ り、双 方 の もつ本 来 の 資 史

料 の 可 能 性 と限界 を見 極 め な が ら利 用 す る こ とが必 要 で あ る が 、 そ の 基 本 的 な

大 前 提 と して 、 そ れ らを全 て とは言 わ ず とも大 半 を入 手 し、 総 体 的 に 把 握 しな

けれ ば な らな い 。 しか し、 す で に そ れ は 、 量 的 に も資 金 的 に も 、研 究 者 一 個 人

で継 続 して行 うこ とは ほ とん ど現 実 的 に は不 可 能 で あ る。 仮 に 恵 まれ た環 境 に

あ る研 究 者 が史 料 を網 羅 的 に整 理 し考 察 した と して も、 そ れ は あ くま で もそ の

特 定 の整 理 者 に よっ て 変 成 され た 結 果 で あ る。 っ ま り、 昨 今 の急 激 な 墓 誌 史 料

の膨 張 は、 歴 史 学 に お け る墓 誌 研 究 の 発 展 と飛 躍 を約 束 す る よ うで い て 、 実 は

徐 々 にそ の 可 能 性 を狭 めて い る と もい え る。 筆 者 が考 え る に、 この状 況 に対 処

す るた め に は 、 や は り資 史 料 の一 元 化 を 目的 と して整 理 ・公 開 す る た め のセ ン

ター とな る資 史料 提 供 施 設 の 存 在 が求 め られ 、 そ れ ら原 資 史料 を用 い て様 々 な

方 面 か ら議 論 し考 察 す る よ うな 共 同研 究 を継 続 して 行 っ て い く こ とが 、 学 界 に

お け る共 通 の課 題 とな る の で は ない だ ろ うか 。 この よ うな期 待 を込 め、 拙 い 内

容 で は あ るが 、 こ こで本 稿 を終 え た い。

[付 記]本 稿 は 、 「第5回 中国 中古 史 青 年 学者 聯 誼 会 」(於 首 都 師範 大 学 、2011

年8月)に お け る発 表 「試 論 北魏 墓 志 史 料 的 特 性 」 を も とに 改訂 した も の で あ

る。
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漢晋史研究における文献史料の可能性

人物伝を中心に

阪南大学 永 田 拓 治

は じ め に

中国では古 くか ら種 々の文宇記録 が残 されてきた。 なかで も 『史記』・『漢書』 といった

王朝史をは じめ とす る、多 くの 「史」書が編纂 されて きた。かかる 「史」書を通時代的に

生み出 して きた中国において、魏普期 は 「史」の発展 の画期 と位 置づ けられ、「史」が当該

時代の歴史的性格 を うかが ううえで重要であると考 えられてい る。

ただ、古来 よ り中国では連綿 と 「史」書が編纂 されてお り、なにも魏晋社会のみに特徴

的な現象 とはいえない。ではなぜ 「史」が魏普期 を特徴づける歴史的性格 として認識 され

てい るのであろ うか。

魏晋期 が 「史」発展 の画期 と位置づ けられるゆえんは どこにあるか とい うと、そ の第一

にあげ られ るのは、書 目分類 における 「史」部の独立であるとい える。周知 のとお り、『漢

書』藝文志で 「史」は、六藝略春秋 に属 してお り、書 目分類 の一角 とはみな されていなか

った。 これ が魏晋期に至 り、「史」部が成立するわけであるが、その詳細については、『晴

書』経籍志 の序か ら概観 してお きたい。

魏氏代漢、采□ 遺亡、藏在祕 書 中 ・外三閣。魏祕 書郎鄭默 、始制 中經 、祕 書監荀勗 、

又因中經、更著新簿、分爲四部、總括羣 書。一曰 甲部、紀六藝及小學等書。二曰 乙部、

有古諸子家 ・近世子家 ・兵書 ・兵家・術數 。三曰 丙部、有史記 ・舊事 ・皇覽 簿 ・雜事。

四曰 丁部、有詩賦 ・圖讚 ・汲冢 書。大凡四部合二萬九千九百四十五巻。

と、祕書監 の荀勗 が魏 の祕 書郎鄭默 が記 した 『中経』 によ り 『新簿』 を著 した とある1。こ

こで注 目すべ きは、『新 簿』 が四部 で構成 され、 丙部 に 「史記 、舊 事、皇覽 簿、雜 事」

といった 『漢書』藝文志では六藝略春秋に属していた書物が配されているとい う点である2。 また同

志序には、

1『 文選』巻四六序下、王文憲集序に引く王隠 『晋書』には、

荀勗、字公曾。領秘書監、與中書令張華依劉向別録整理錯亂、又得汲冢竹書、身 自撰次、以爲中経。

とあり、王隠は荀勗 の著 した書を 『中経』としている。また、鄭默 の著 した とされ る 『中経』については、

阮孝緒 『七録』序、古今書最には引かれておらず、その詳細は不明である。

2戸川芳郎氏(「 四部分類 と史籍」『東方学』八四
、一九九二年)は 、魏晋書 目の史部の創設について 「丙

部に史記や旧事が属 しているからといって、この 「晋中経簿」の部立てが史部の開宗であるとは断定でき

ない」 と指摘する。
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惠

・懷之亂 、京華蕩覆、渠閣文籍、靡有孑 遺。東晉 之初、漸 更鳩聚。著作郎李充、以

(荀)勗舊簿 校之、其見存者、但有三千一十四卷。充遂總 没衆篇 之名、但以 甲乙爲次。

自爾因循、無所變 革。

と、西晋末の混乱で書籍 は失 われ、東晋期 に著作郎であった李充が荀勗 の 『新 簿』によ り

対校 した ところ、29,945巻 の うち3,014巻 のみが確認できた とある3。李充はそれを 『新

簿』 と同 じく四部 とし、篇名 を省 き、単に甲部 ・乙部 として順序づ けた。これ については、

『文選』巻 四六序 下、王文憲集序に引 く臧栄緒 『晋書』に、 「五經 爲 甲部。史記爲乙部。諸

子爲丙部。詩賦爲丁部。」 と、五経 を甲部 に、史記を乙部 に、諸子 を丙部 にした とある。こ

こか ら、東晋の李充によ り荀勗 『新簿』 の乙部 と丙部が入れ替 え られ、現在の四部分類 と

同様 に経史子集 の順序が確立す ることとなる。

このように魏晋期 に、書 目分類 に 「史」部 が立て られ、経部 につ ぐ地位が与 え られたこ

とをもって、魏晋期 に 「史」が発展 してきたことの根拠 とす ることは共通する認識 である

とい える。 しか し、この 「史」部の独立 については、「史」書の増加 にともない経部 から析

出 された とす る見解 と、その独立を当該社会の史的変化 を反映す るもの、 ととらえる二つ

の考え方がある。

「史」書の増加 にその原 因をもとめ るもの としては、古 くは梁の阮 孝緒がその書 『七録』

の序(『 広弘明集』巻三)で 、 「史」書 の増加 により史部が析 出された との考えを示 してい

る。 これ は内藤湖南4・武 内義雄5・ 倉石武四郎氏6ら にもみ られ る意識 である。

これ に対 して、戸川芳郎氏 は 「書籍 の類別 の うえでの、史部 の経部か らの この独立は、

「六略」か ら 「四部」へ と展 開する背景 にあ らわれた漢魏期文化の大きい史的変化を反映

す る」7と、そ こに後漢か ら魏 にか けての歴史的変化 をみいだす。また、井上進 氏は、この

戸川氏の指摘をふ まえ、「魏晋 の際、史書 が本格的 に増加 しは じめたその時に、す ぐ新たな

四部分類 が登場 した とい う事実 は、単に史書 の量的な増加 か らだけでは説 明しきれない」8

と述べてい る。

これについては、西晋末の混乱で書籍 が失われ、東晋期 には、荀勗 『新簿』の約十分の

一 しか残 っていなかったにもかかわ らず
、李充が四部分類 を採用 し、 かつ乙部 と丙部 を入

れ替えていることか らも、戸川 ・井上 両氏が指摘す るように、史部 の析出は 「史」書 の増

加 とい うよりは、 「史」 に対す る意識の変化であると考え られる。

3李充の書 目編纂 について姚名達(『中国 目録学年表』商務印書館
、一九四〇年)は 、穆帝の永和年間(345-356

年)と 推定している。

4「 支那目録学」(『内藤湖南全集』一二、筑摩書房、一九七〇年)参 照。

5『 支那学研究法』(岩 波書店
、一九四九年)参 照。

6『 目録学』(東 京大学東洋文化研究所付属東洋学文献センター刊行会
、一九七三年)参 照。

7戸 川前掲論文参照
。

8「 四部分類の成立」(『名古屋大学文学部研究論集』五十周年記念論集、史学四五、一九九九年)参 照。
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では、 ここでい う 「史」書 とは どの ような書物 を指す ので あろ うか。そこで、まず魏晋

期 の 「史」書 を うかが ううえで最 も重要 な史料 となる 『隋書』巻三三経籍志史部(以 下、

『隋書』経籍志史部)を みておきたい。『隋書』経籍志史部 には、古 くは先秦期 から唐初に

至るまでに編纂 された 「史」書 が、他の分類(と くに経 ・集部)に 比べ て多 く収載 されて

いる。史部 は、正史 ・古史 ・雑史 ・覇史 ・起居注 ・旧事 ・職 官 ・儀注 ・刑法 ・雑伝 ・地理 ・

譜系 ・簿録の13に 分類 され、計817部 ・13,264巻(実 数812部 ・13、220巻)が 収 められ

てい る。その内訳を収載部数の多い ものから見てみると、雑伝217部 ・1,286巻 が群 を抜

いて多 く、つぎに地理139部 ・1,432巻 、72部 ・917巻 の雑史 と続 く。王朝史た る正史 は、

67部3,083巻 、古史には34部666巻 の収載が確認 できる。

従来、『隋書』経籍志史部 に収載 されている 「史」書 の多 くが魏晋期 に編まれてい ると

いう状況 か ら、この時代が 「史」書を、なかで も、「雑伝」に収載 された書籍を生み出すに

適 した歴史的特質 をそなえた時代であると考え られ てきた9。

そこで 『隋書』経籍志史部雑伝 に分類 された書物 をみてみる と、「耆旧伝 」「先賢伝」・「家

伝」・「類伝」(高 士伝 ・孝子伝 ・逸民伝 ・列女伝等)・ 「仏道類伝」(高 僧伝 ・列仙伝 ・神仙

伝等)・ 「志怪書」(「捜神 記」・「霊鬼志」等)な ど10が収載 されている。ただ、これ ら雑伝

9逮耀東 「魏晋史学的時代特質」(『魏晋史学及其他』東大図書公司、一九九入年)参 照。10

『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されている書物の分類について、古 く 『通志』藝文略 「伝記」では、者

旧 ・高隠 ・孝友 ・忠烈 ・名士 ・交遊 ・列伝 ・家伝 ・列女 ・科第 ・名号 ・冥異 ・祥異の十三種に区分する。

また、重沢俊郎氏(「 文献 目録を通 して見た六朝の歴史意識」(『東洋史研究』一人-一 、一九五九年)は 、

①地域別有名人を対象 とした記録、②別伝 ・家伝、③同一の性格 をもつ伝を集めたもの、④列異 ・捜神記

の四分類に、小林昇氏(初 出 『早稲田大学大学院文学研究科紀要』七、一九七三年。のち同著 『中国 ・日

本における歴史観 と隠逸思想』早稲 田大学出版部、一九八三年、所収)は 、①先賢 ・耆旧 ・高士 ・列女②

別伝 ・家伝③列仙 ・道士 ・高僧④列異 ・捜神記の四つに分類 している。そのほか、 佐野誠子氏(「雑伝書

としての志怪書」『日本中国学会報』五四、二〇〇二年)は 、耆 旧 ・高隠 ・孝友 ・忠節 ・名士 ・雑伝 ・家

伝 ・童子 ・交遊 ・列女 ・僧侶 ・神仙 ・鬼神 の13種 に分類する。また、逮耀東氏(「『隋書 ・経籍志 ・史部』

及其 「雑伝類」的分析」『魏晋史学的思想与社会基礎』東大図書公司、二〇〇〇年)は 、『三国志』裴注 ・

『世説新語』劉注や類書によって 『隋書』経籍志を補って以下のように分類 している。

分類

隋志

輯補

合計

郡書

36

15

51

家史

28

39

67

類伝

63

24

87

別伝

6

205

211

仏道

38

3

41

志怪

36

36

合計

207

286

493

このように、各人によって分類 の仕方が異なることがわかる。ただ、ここで注 目したいのは、重沢 ・小林 ・

逮氏が、隋志史部雑伝には収載 されていない 「別伝」を補っていることである。なお、「別伝」が隋志に

収載されなかった理由について小林氏は、「別伝の人物が殆 ど全て正史の列伝に含まれているとともに、

別伝が片片たる小冊子に過ぎなかったか ら」 と推測している。
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に収載 されている書物 はすべ て散佚 してお り、完本 としての伝 来は確認で きず、『三国志』

裴松之注(以 下、裴注)・ 『後漢書』李賢等注 ・『世説新語』劉孝標注(以 下、劉注)や 、『藝

文類聚』・『北堂書鈔 』・『初学記』・『太平御覧』 といった類書 に供文を残すにすぎない。そ

こか らその編纂者 、編纂時期が明 らかなものをうかが うに、「耆旧伝」 「先賢伝」・「家伝」

は後漢か ら東晋期 にかけて集 中的に編纂が行われたことがわか る。また、「類伝」は後漢か

ら南 北朝にかけての広範 な時期 に11、「仏道書」・「志怪書」12は魏晋 以降に編纂 が盛ん とな

った と思われ る。

ここか ら看取 される ことは、その編纂時期が 「魏晋」ではな く 「漢晋」(後 漢三国両晋

期)で あったとい うことである。この魏晋期 を特徴付 ける とされ る 「史」書が後漢期、すで

に編纂 されていた とい う事実 は重要であると考える。

つぎに 『隋書』経籍 志史部雑伝 に収載 されている書物の特徴であるが、志怪書 をのぞい

ては、人物 を対象 とした 「伝」で あるこ とが指摘できる。 この人物伝 は、『史記』・『漢書』

といった紀伝体 を構成す る列伝 と同様 に故人の事蹟 を記 した ものであ り、その体裁 も列伝

とかわ るところはない。ただ、列伝 と大き く異なる点は、王朝史 に繋が らない人物伝 であ

る、 とい う点である。なお、本稿 で用いる人物伝 について定義 しておきたい。本稿 では、

人物伝 を、漢晋期 に簇 出 した王朝史 と関わ らない(王 朝史に含 まれない)、故人の事蹟 を対

象 とした伝 とす る。

本稿では、漢晋期に集 中的に編纂 が行われた人物伝が、 当該時代 の歴史的性格 を反 映す

るものであるとの予測 のもと、その史料 的可能性にせま りたい。

一　人物伝研究の現状 と課題

1、 人物伝研究 と 「雑伝書」研究

『三国志』裴注 ・『世説新語』劉注 などの史注や 『藝文類聚』・『初学記』・『北堂書鈔 』・『太

平御覧』 といった類書 には、多 くの人物伝 が残 され ている。 これ まで も 『階書』経籍志史

部雑伝に収載 された人物伝の多 くが魏晋期 に編纂 された とい う点に着 目し、かかる人物伝

を研究対象 として魏晋期 の歴 史的性格にせまるとい う研究手法が多 くみ られた。

これ らの研 究は大 き く二つに分類できる。一つは、『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 され

ている人物伝を 「雑伝 書」 としてその全体か ら考察を加 えるもの、いま一つ は、個別の人

11高士伝 ・逸民伝 ・孝子伝は西晋以降にその編纂が盛んになった と思われる。なお、「類伝」編纂者の特

徴 として、王朝史の編纂者が多いことが指摘できる。加えて、習鑿歯 ・孫盛 ・袁宏 ・徐広 ・王韶之と編年

体の王朝史を編んだ者が多いことも興味深い。 「高士伝」・「逸民伝」については、松浦崇氏 「逸民伝 ・高

士伝を通してみた隠逸思想の展開(上)」 『福岡大学 人文論叢』二〇一二、一九八八年)参 照。

12『階書』経籍志史部雑伝に収載 されている志怪書に注 目したものとしては
、劉苑如 「雑伝体志怪与士伝

的関係」(『中国文哲研究集刊』八)、 一九九六年、佐野前掲論文があげ られ る。
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物伝 に考察 を加 えるものである。

前者 として、逮 耀東 氏13と胡宝国氏14の業績があげ られ る15。逮耀東氏 は、魏晋期に独 自

の社会 と思想 の変遷 が、両漢 、お よび隋 唐 とは異なる独 自の魏晋史学を形成 した とし、な

かでも 「雑伝書」(本 稿 でい う人物伝)が 魏晋史学の特色であると指摘す る。

そ こで氏は、魏晋 史学を特徴 づけるとす る 「雑伝書」について、二つの視角か ら考察 し

ている。一つは、両漢期 に権威的であった経学が衰退 し、玄学思想が盛 んになることで個

人の意識が覚醒 し、史学家 の人物評論に新 しい標準が生まれ た と思想面か ら考察 してい る。

いま一つ は、門閥を重視する社会的風潮 のなかで、世家大族が中心 となって史学の発展 を

促進 した と政治 ・社会の側 面か ら分析を加えている。 そ して、このよ うな思想 ・政治 ・社

会 の状況 を背景 として 「雑伝書」が生み出 された とし、かかる 「雑伝書」の素材 となった

のが、後漢後期 よ り流行 をみた人物評 であった とす る。 この人物評 は、世族大族がその担

い手 とな り、同等の郡望家族の構成員同士が、互いを比較評価す ることで、門閥社会内部

での婚姻 関係 、家柄 の不 同の区分が進み、閉塞的な社会を形成す る。 これ によ り、 ある家

族の郡望 ・家学 ・家風 ・婚姻 関係 が家族 の高下(家 格の高下)を 構成す る重要な要素 とな

り、魏晋期 の雑伝 中にみえる 「家史」・「家伝」・「世録」な どが形成 され ていった と述べ る。

また、この種 の人物評 の形式は、本来両漢の地方察挙にお ける郷里での評議が基礎 とな

っているこ とか ら、そ こには地域差が存在す ると指摘す る。この地域差 は、後漢末の混乱、

後漢 の崩壊、群雄 の割拠 とい う時代の局面が生みだ された ことに より、先鋭化 し、魏晋雑

伝 中で地域を主体 とした 「耆旧伝」 「先賢伝」な どの人物伝 が形成 された とする。

以上 のように、逮耀東 氏 は、漢晋期 に流行 した 「家伝」・「耆旧伝」「先賢伝」といった 「雑

伝書」の担い手を世族 大族 にもとめ、その役割をかれ らが より排 他的な社会(門 閥社会)

を構築す る手段 であった と結論づ ける。

この 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 され る人物伝 と門閥社会の関係 につ いて、宮川 尚志

氏16は、「六朝史学は貴族 の史学」で あった とし、 「史学の存立は貴族 の手 中にあ り、貴族

の関心す る所が多 く史書に反映 している。即 ち家 門の名誉 と栄貴 とを宣伝 し誇示するため

13逮耀東 「魏晋別伝的時代性格」(『 魏晋史学的思想与社会基礎』(東 大図書公司、二〇〇〇年)参 照。

14胡宝国 「雑伝与人物品評」(『漢唐間史学的発展』商務印書館
、二〇〇三年)参 照。

15そ のほか、小林昇 「魏晋時代の伝記と史官」(初 出、一九七三年。のち 『中国 ・目本における歴史観と

隠逸思想』早稲田大学出版部、一九八三年所収)、 仇鹿鳴 「略談魏晋的雑伝」(『史学史研究』一、二〇〇

六年)が ある。

18宮川 尚志 「六朝時代の史学」(『東洋史研究』五一六、一九四〇年)参 照。なお、人物伝の流行の背景に

門閥社会の存在を見いだすものとしては、銭穆 「略論魏晋南北朝学術文化与当時門第之関係」(『中国学術

思想史論叢』東大図書公司、一九八五年)、 周一良 「魏晋南北朝史学発展的特質」(『魏晋南北朝史論集』

北京大学出版社、一九九七年)、邱 敏 『六朝史学』南京出版社、二〇〇三年、第四章 「六朝史書(下)」 第

一節雑伝譜系)な どがあげられる
。
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に譜学 ・家伝 の類が多 く作 られ、また家門の血統の一つ一つ の環である個人の性行に関す

る記述 として伝記 ・逸話集(世 説新語の如き)の 類が編述 され」た と、その担い手は貴族

であ り、伝記の編纂 に家門の血統 を飾 る役割を見いだ している。また、人物伝 について、

「貴顕な る地位 にある個人及びその属す る家門に対す る関心がつ よい こと。(中略)こ れ は

耆旧伝や某 々別伝の形 で著 され るものについてい う。そ してこの場合の関心はむ しろ個人

の属す る家族に向け られているので、家伝や譜系の類が作 られた事情は当時の門閥崇尚の

風潮 と伴 うものであることい う迄 もない」 と、嗜 旧伝」 「先賢伝」・「家伝」・「別伝」 とい

った人物伝 の編纂 が個人の事蹟 を重視 した とい うよりもむ しろ、その個人の背後 にある家

門にあった ことを端的に指摘 してい る。

この貴族 の手によって行 われ た人物伝 の作成が、当該社会 のなかで どのよ うに機能、す

なわち貴族制社会 を構築維持す るた めに どのよ うに機能 していたかについて、渡邉義浩氏

は、「家柄 と通婚圏に価値 を置 く貴族 は、史書 を利用 したそれ らの偽造に対 して史料批判 を

行 うことで、家柄 によ り表現 され る貴族の 自律的秩序 を維持 しよ うとした。「史」は貴族 の

自律的秩序 を守 るための文化的価値 となった」17と、貴族が新興す る勢力 の記す人物伝 を

は じめとす る 「史」書 に史料批判 を加 えることで排他的な社会 を維持(自 律的秩序の維持)

していた との見解 を示 してい る。

ここか ら うかがえることは、魏晋期 に発展 を遂 げた 「史」書 の一形態 として人物伝 は、

世族大族(貴 族)を 担い手 として、かれ らが生きる社会、す なわち門閥を重視す る社会の

なかでかれ らの政治的社会的地位を維持する手段 として位置づ けられてい るとい うことで

ある。

しか し、このよ うな考 え方に対 し、胡宝国氏 は、『隋書』経籍志 史部雑伝 に収載 されて

いる 「郡書」(本 論でい うところの 「耆旧伝」「先賢伝」)・「家伝」・「高士伝」・「別伝」か ら

「雑 伝書」に分析 を加 える。そこでは、その編纂 時期 が後漢末か ら東晋期 であ.ることを指

摘 し、門閥観念が強 固となる南朝劉宋期 において人物伝 が激減す るとい う事実か ら、「雑伝

書」の流行 と門閥を重視す る社会の関係 を否定す る。そ して、 これまでは ともに門閥社会

を維持する手段 とされて きた 「郡書」 と 「家伝」 とを区別 し、大族 を輩出 しない地域では

「郡書」が、多 くの大族 を輩 出す る地域では 「家伝」が、それ ぞれ対抗す る目的をもって

編纂 された と指摘す る。す なわち、胡氏は 「雑伝書」を門閥社会成立前夜 の社会的状況か

ら生み出された もの と考 えていることがわかる。

また、劉宋期 にその編纂が激減 したこ とについて、後漢後期 に皇帝権力の弱体化によ り

流行 した人物評 が、南朝にはい り徐 々に皇帝権力の強化 とともに、国家に収歛 されたこと、

お よび、家柄 の確定によ り個人の事 蹟よ りも、家柄 の高下を重視す る社会が台頭 してきた

ことにもとめる。

17渡邉義浩氏(「 「史」の自立―魏晋期における別伝の盛行を中心 として―」『史学雑誌』一一ニ-四、二〇

〇三年)参 照。
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以上、『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されている人物伝全体から考察を加えた先行研究を

みてきた。そこでは、魏晋期における 「史」の発展を特徴づける 「史」書の一形態 として

の 「雑伝書」(人物伝)に ついて、世族大族を担い手として、門閥社会成立過程および成立

後の社会で、新興勢力をおさえ、排他的な社会を維持する手段 と位置づけるこれまでの見

解 と、門閥社会成立前夜に流行し、門閥社会の成立を期に衰退 したとみる胡宝国氏の見解

について概括を加えた。

2、 人物伝研究 における 「別伝」の位相

つ ぎに、各人物伝 を対象 とした先行研 究についてみてお きたい。 ここでは人物伝のなか

でも とくに 「別伝」に注 目して整理 を行 いたい。なぜな ら、「別伝」については、これまで

各人物伝の素材 とい う視 点か ら言及がな されてお り、各人物伝 に考察 を加 える うえで、 こ

の 「別伝」の位置づ けを明確 に してお く必要があると考えるか らである。

漢晋期社会にお ける 「別伝」 の重要性 に注視 した専論 としては、矢野主税氏 の 「別伝 の

研究」があげ られる18。矢野氏は、 「別伝」について、一家 ・一 門によって作 られたもので

はな く、世評をもとに して外部か ら眺 めた人物論であったとす る。その製作時期 について

は、立伝対象者 の死後で あった ことを前提 とし、伝主 と近い時代 あるいは同時代 の人が直

接資料 に基 づいて編纂 したもの と、後世の人が間接資料 にもとついて編纂 した ものの二つ

にわけ られ るとす る。

また、「別伝」の作者 の多くが不 明であることについては、一家 ・一門ではな く 「当時世

上に流布 していた人物評 を基 として書 かれたとい う性格― 勿論 その編纂 にあたっては種々

の資料をその家 に求めたか も知れないが― によって、それ ら別伝 はあ る個人の作 とい うよ

りも、当時の社会 の作 とい うべき ものであったか らではあるまいか。換言すれば、別伝 と

は門閥社会の、その人物 に対する評価 であったと考え られ るのである」 とし、矢野氏は、

門閥社会の存在 を前提 として流行 したこの 「別伝」が、同 じく門閥社会のなかで流行 した

「家伝」編纂の材料 となった可能性を指摘す る。ただ、門閥社会 の評価 である との結論 に

は曖昧 さが残る。

これに対 し、逮 耀東氏 は、 「別伝」 とは魏晋期 に流行 した叙 述形式 であ り、その作者は

著名 な文筆の士で、作者 と伝者 の関係 の多 くは血縁、あるいは婚姻 関係にあ り、互いに立

伝が行 われたもので、 これは魏晋時期 の特殊な社会構造である門閥制度 と密接 に関わるも

のであるとす る。そ してこの 「別伝」が、同 じく世族大族 の手 によって編 まれた 「家伝」・

「耆旧伝」 「先賢伝」の素材 となった とす る。

以上 より、矢野 ・逮耀東氏 はともに 「別伝」流行 の背景に門閥社会 の存在 をあげる19。た

18矢野主税 「六朝門閥の社会的政治的考察」(『長大史学』六、一九六一年)、 「別伝の研究」(『長崎大学教

養(育)学 部社会科学論叢』一六、一九六七年)参 照。

19「別伝」の流行と門閥社会 との関わ りに言及するものに
、李傳印 『魏晋南北朝時期史学与政治的笑系』
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だ、その作者を著名 な文筆家で、伝主 と作者の関係は血縁 ない しは婚姻 関係にある とする

逮耀東氏2°に対 し、矢野氏は、その作者 は一家 ・一門ではない、世評 に基づいた外部 か ら

の人物評 であった とす る点において異なる。

「別伝」の作者 について逮 耀東氏は、211種 の 「別伝」21をあげ、その うち作者が明 らか

な27種 、23名 をもとに考察を加 えてい る。渡邉義浩氏 は、逮耀東氏の見解 を受け、「魏晋

期に固有の史書である 「別伝」も、(中 略)個 人のため、家のた め、その記述は偏向を持ち

歪曲 された歴史が描かれた。「名 士」やその後進である貴族 は、九品中正 の状を有利 にする

ための手段 として、或いは政争の具 として史書 を濫造 したのである」と、「別伝」がみず か

らの立場 を有利 にす るた めに編 まれた偏 向の多 い史書22である と、その役割をよ り明確 に

示 している。ただ、作者 と伝 主の関係がわか るものは、わずか13組 にす ぎず、これ らの事

例か ら 「別伝」の作者の傾 向を特定することは難 しい と考える。

つぎに、矢野氏 が指摘す る 「世評」に基づいた外部か らの人物評であ るとの指摘 に検討

を加 えたいのであるが、矢野氏の述べるようにその作者の多 くは不明であ り、分析 を加 え

るにもその手がか りが少ない。そこで、「別伝」の編纂 をべつ の角度か ら考察 した例 をみて

みたい。それは 「別伝」の編纂 と史官の関係 に注 目したものである。

船木勝馬氏は、『宋 書』百官志 の 「音制、著作佐郎始 めて職 に到 るに、必ず名臣傳 を撰

す。(晉 制、著作佐郞 始到職 、必撰名 臣傳。)」 とい う記事に注 目し、これを著作佐郎 に任

じる際 の資格試験的な もので あると解釈 し、魏晋期 に個人の伝記が多 く編 まれたのは、こ

(華中科技大学出版社、二〇〇四年、)仇鹿鳴 『略談魏晋的雑伝』、『史学史研究』二〇〇六年第一期)等 が

ある。

20渡邉氏(前 掲論文)は
、逮 耀東氏の見解を支持 し、「縁故者の伝主を描 く別伝は、その家に有利な史書

を著すことにより、門地の社会的評価を上昇 させることを 目指 したものと考える。伝主を描 くことは、単

に伝主だけでなく、その一族の名声の上昇にとって有利なことだったのであろう。」 と述べる。

21「別伝」の時代 ごと ・書物ごとの編纂数については、逮耀東 氏(「 魏晋別伝的性格」前掲書)が 、『三

国志』裴注 ・『世説新語』劉注、『太平御覧』・『北堂書砂』・『藝文類聚』・『初学記』に収録されている 「別

伝」を収集 し、戦国1名 、前漢5名 、三国52名 、西晋46名 、東晋95名 の合計211名 の 「別伝」をあげ

ている。なお氏は、『後漢書』注 ・『文選』注 ・『水経注』などにも若干の 「別伝」が収録 されているが、

数が僅かであることと、内容が重複 していることか ら収録 しなかったとする。

22各人物伝の史料的価値については
、その価値を高く評価するものと、『隋書』経籍志史部雑伝序 ・『史通』

雑述の評価により、問題のあるものとする考えがある。前者 として、矢野氏(前 掲論文)は 「別伝」を 「正

史に比して劣るものではない」 とその価値を高く評価 している。 これに対 し、渡部武(「 「先賢伝」「耆旧

伝」の流行 と人物評価の関係について」(『史観』八二、一九七〇年)・ 松浦崇(「逸民伝 ・高士伝を通 して

みた隠逸思想の展開(上)」 『福岡大学　人文論叢』二〇-二 、一九八八年)両 氏は、『隋書』経籍志史部雑

伝の 「史官の筆のすさび」 とい う評価を踏襲 している。
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のことに起 因す るもの としている23。これは、非常に示唆的で興味深 い指摘である。確 か

に史官に任官す るときに編むべき 「名臣伝」であれば、作者の名 が不明で あるの も頷 ける。

ただ、小林昇氏が、「別伝」は後漢期、史官による制作によ り、三国以降 は私人による編纂

が行 われた と推測 してい る24ように 「別伝」の編纂 をすべ て史官 に帰す のも難 しい。

そ もそも、「別伝」については漢晋期の歴史叙述にあれ ほ ど多弁である 『史通』がまった

く言及 していないだけでな く、全 く異なる 「別伝」認識を持ってい ること25、また 『階書』

経籍志 が収録 してい ないこ とか ら、書物 としての体裁を とっていなかった と考 えることが

できる。

では、『隋書』経籍志史部 には一書 も収録 されてお らず26、『史通』で も言及 されていな

「別伝」 は、なぜ漢晋期の人物伝 として重視 され るにいたったのであろ うか。漢晋期の人

物伝のなかで 「別伝」 に注 目した先駆 ともい うべきは、清の考証学者 である湯球 と章宗源

であろ う。湯球は、『晋諸公別伝輯本』で 「別伝」の佚文 を収録 してい る。そこで湯球 は 「別

伝」について、「夫別傳者何、蓋別乎正史而名之也」 と、正史 とは異なるこ とか ら 「別」と

名付 けられた との考えを示 してい る。

また、章宗源 は、『隋書経籍 志考證 』(『二十五史補編』開明書店原版重印、 中華書局、

一九五五年
、所収)で 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 されていない 「別伝」一八 四家を史

部雑伝 に収録 している。この 『隋書』経籍志史部雑伝に 「別伝」 を収録する とい う考え方

は、その後、侯康 『補三国藝文志』(『二十五史補編』所 収)や姚 振宗 『隋書経籍志考證 』

(『二十五史補編』所収)ら に踏襲 されることとなる。 これが、「別伝」を 『隋書』経籍志

史部雑伝 に収載 し、「別伝 」が漢晋期 の人物伝の一つ として認識 され るよ うになる画期 とな

った といえる27。

以上、『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されてい る人物伝 についての先行研 究について概括

を加 えて きた。そこで、気づいたい くつかの問題点 を整理 しておきたい。

まず人物伝研究全体についていえ ることは、後漢末 に郷里社会 を中心に流行 した人物評

にその淵源 をもとめてい ること、また、人物伝の編纂が魏晋期 の社会において、その編者 、

および関係者 の社会的地位 向上 をはかるものであったとい う点において共通 しているとい

うことである。

23船木勝馬 「晋朝における史官 ・修史をめぐって」(『日野開三郎博士頬寿記念　論集中国社会 ・制度・文化

史の諸問題』中国書店、一九八七年)参 照。

24小林前掲論文参照
。

25本文に引用 した 『史通』雑述第三四の 「別伝」の項にあるように
、劉知幾は、劉向 『列女伝』・梁鴻 『逸

民伝』・趙采 『忠臣伝』・徐広 『孝子伝』 といった人物類伝を 「別伝」 としてあげている。

26『隋 書』経籍志史部雑伝は、『東方朔伝』八巻、『貫丘儉伝』三巻、『管輅伝』三巻を収載するが、「別

伝」の名は見えない。
27な お 「別伝」については、別稿(「 漢晋期流行的別伝」未刊行)で 詳述 している。
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後漢後期、郷 里社会 を中心に行 われた人物評(郷 評)が 、政治的社会的に規制力 を有 し、

当該社会 に大きな影 響、すなわち、政治的社会的地位 の浮沈 を左右 した ことにつ いてはつ

とに先学の指摘す るとお りで ある28。これ を うけ渡邉義浩氏は 「九 品中正制度施行後の人

物伝は、制度 の根幹 である人物評価 に係 わる著作 となるだけに、大 きな政治的影響力を有

した」29とす る。

確かに人物評は、生 きている人士を対象 として行われるものであ り、それが任官の際に重

視 され、大きな影響力 を持 ったこ とについては理解 しやすい。 しか し、その人物評をもと

にしている とはい うものの、被評価者の没後に記 された人物伝 がいったい どのよ うに して、

またいったい誰の社会的地位 の向上に役 立つのか、 とい う点 については疑問が残 る。た と

え人物伝が人物評 をもとに編 まれた としても、素材 を同 じくす るこ とが、その社会的 目的

をも同 じくす るとはい えないのではなかろ うか。 これまでの研究では、故人の事蹟 を人物

伝 として編纂する ことが、いかに して当該社会において社会的地位 の向上に結びつ くのか、

とい う点を明確 に意識 していなかった ように感 じる。人物評 と人物伝 の関係を明らかにす

るためには、両者 を区別 し、互いが当該社会 にいかなる役割 を担っていたかを再検討する

必要があると考 える30。

つ ぎに 「別伝」については、『隋書』経籍志、『史通』に収載 され ていないにも関わ らず 、

章宗源が 『階書経籍志考證 』 に 「別伝」 を採録 して以降、魏晋を代表す る人物伝で ある と

の認識が 自明の こととして議論 されているように感 じる。しか し、「別伝 」をは じめ、これ

までの人物伝研究では、その内容か ら導 き出された とい うよ りも、当該社会の状況 か ら導

き出 された結論、 とい う印象 を受 ける。

28東晋次 『後漢時代の政治 と社会』第五章 「地方社会の変容と豪族」第三節 「豪族社会の構造 と選挙」(名

古屋大学出版会、一九九九年)参 照。

29渡邉前掲論文参照。

30人物伝の再検討については、拙稿 「「先賢伝」「耆旧伝」の歴史的性格―漢晋時期の人物 と地域の叙述と

社会」(『 中国―社会と文化』ニ一 、二〇〇六年)、状 と 「先賢伝」「耆旧伝」の編纂― 「郡国書」から 「海

内書」へ―」(『東洋学報』九一-三 、二〇〇九年)、 「『汝南先賢傳』の編纂」(『立命館文学』六一九、二

〇一〇年)、 「漢晋期 における 「家伝」の流行と先賢」(『東洋学報』九四-三 、二〇一二年)、 「上計制度与

耆旧伝」「先賢伝」的編纂」(『古代長江中游社会研究』上海古籍出版社、二〇一三年)等 を参照。なお、

人物伝にっいては、同 じく当該時期に現れた墓誌 との関わりに注目する研究がある。たとえば、胡宝国氏

(前掲論文)は 、墓誌 を 「石上の別伝」と呼ぶよ うにその関係に注 目す る。確かに墓誌の素材 もまた一族 ・

郷里における記録が中心 となった と思われる。しか し、素材が同じであることが、その社会的役割(目 的)

をも同じくすることを意味 しない。同じ素材であった としてもその素材が どのような意図をもって記録さ

れたか、が重要となる。それが、福原啓郎氏(「西晋の墓誌の意義」『中国中世の文物』京都大学人文科学

研究所、一九九三年)が 述べ るように、定義が曖昧で、その起源が明らかでない墓誌であれば、なおさら

慎重に議論する必要があると考える。
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いったいなぜ このよ うな問題 が生 じたのであろ うか。以下、次節 では問題 の所在 をよ り

鮮明にするために、漢晋期 に流行 した人物伝 を研究す る うえで欠 くこ とので きない 『隋書』

経籍志についてみておきたい。

二　人物伝研究における 『隋書』経籍志の位相

1、 歴代書 目と 『隋書』経籍志

『漢書』藝 文志が成 されてか ら 『隋書』経籍志成著 まではお よそ六百年。 『隋書』経籍

志は 『五代史志』(梁 ・陳、斉 ・周 ・隋)の 一部 として編纂 され、高宗顕慶元(656)年 に

上梓 され る。その間の代表的な書 目には、(魏)鄭 黙 『中経』 ・(西 晋)荀勗 『新簿』 ・

(東晋)李 充 『晋元帝 四部書 目』 ・(宋)王 倹 『元徽元年四部書 目録』 『今書七志』 ・(梁)

院孝緒 『七録』等 がある。

なかで も後漢末 から魏晋期 にかけては、その書 目分類に大 きな変化が興 った時代であっ

た ことについては、す でに述べ たとお りである。 しか し、その変遷過程 の詳細 については

現在 『七録』序 ・目録以外 はすでに散逸 してい るためあき らかに しがたい。そのため、『漢

書』藝文志以降に編纂 された書物を研究す るにあたっては、唐初 に、 『五代史志』 として

『七録 』を土台に成 った といわれ る 『隋書』経籍志31に よる他な く、そ の地位 を相対的に

高めてい る。これ について清水凱夫氏は、「従来の南北朝期の文献研究 に於いては、往々に

して 『隋書』経籍志の記事が確実な立論の根拠 として採用 されていることが多 く、既に一

種の権威 ある規準 と化 している傾 向が強い」32と指摘 してい る。

では、漢晋期 に編纂 され た書物を研究す る うえで、 『隋書』経籍志が 「権威 あ る基準 と

化」す ることで どの ような問題が生 じるのであろ うか。

た とえば、『隋書』経籍志 と 『隋書』経籍 志のもとになった とされ る阮孝緒 『七録』の

分類 を比べてみる と、『七録』で国史 と一括 してされていた紀伝体 と編年体の書籍が、『隋

書』経籍志で は正史(紀 伝体)と 古史(編 年体)に わけられている。また、『七録』では雑

伝 と鬼神 にわけ られていた ものが、『隋書』経籍志では雑伝 に一本化 されていることが看取

できる。 このよ うに 『隋書』経籍志 よ りも漢晋期 に近い梁 の時代 に編 まれた 『七録』の分

類 とであってもこのよ うな違いが生 じてい る。

このよ うに、漢晋期の 「史」書 を分析す るうえで基本 となる 『隋書』経籍志史部の分類

が、そ の収載対象 となってい る時代の書物 に対す る認識 を反映す るもの とはいえない こと

31従来
、『隋書』経籍志は、梁阮孝緒 『七録』を土台に作成 されたものとの見解が一般的であるが、金文

京氏(「中国目録学史上における子部の意義―六朝期 目録学の再検討― 」『斯道文庫論集』三三、一九九八

年)は 、隋の秘書丞許善心が編纂 した七部分類である 『七林』が、『隋書』経籍志に最 も近い目録であろ

うと推測する。

32「 『隋書』経籍志の位相 と改訂復元法」(『日本中国学会報』通号五一
、一九九九年)参 照。
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がわかる。『隋書』経籍志史部 の分類 をもとに漢晋期の書籍 に分析 を加 えることについて、

「東漢末、魏晋期 の、史籍 の、 さらには著述一般 の、制作の実相 をことさらに把握 しにく

い ものとな して しまってい る」33とす る、戸川芳郎氏の指摘は示唆的である。

さらに、注意すべきは、後漢初に成 った 『漢書』藝文志か ら魏晋期に 「史」部が独 立す

るまでに編まれた後漢時期の書物が、「史」部 に分類 されてい るとい う点である。この こと

か ら、書 目分類 で 「史」が意識 され る以前の書物(後 漢期)と 、明確 に意識 されたあ との

書物(魏 晋期)で は、同一 の書名 であって もそ こには違いがあるのではないか、 とい う疑

念がわいて くる。

た とえば、 さきにみた 『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されてい る 「耆旧伝」 「先賢伝」

は、後漢の光武帝の詔 によ り編纂がは じまった とされ、後漢初期 か ら東晋末までのお よそ

四百年にわた り編纂 が行 われ た。 この 「耆旧伝」 「先賢伝」なる人物伝 は、はた して 「史」

が確立す る前 の後漢時期の もの と 「史」が確立 した後の束晋時期 のものでは、その名 が同

じとい うだけで 「史」書 とし、一括 してよいのか、 とい う疑念で ある34。

この疑念を明 らかにす るには、魏晋期 に先立つ後漢 の位 置づ けを明確にす るこ とが必須

であ り、本稿が考察の対象 を 「漢晋」期 とす るゆえんはここにある。魏晋 を 「史」学史上

での画期 ととらえることは重要な視点で あるが、それ に先立つ 後漢期の位置づ け、お よび

その連続性 を、 よ り明確 に意識す る必要があると考 える。

2、 『隋書』経籍志史部雑伝の検討

つ ぎに漢晋期に流行 した人物伝 に検討 を加 える うえで欠かす こ とのできない 『隋書』経

籍志史部雑伝について分析 を加 えたい。

『隋書』経籍志史部雑伝序には、

又漢時、阮 倉作列仙圖、劉 向典校經籍、始作列仙 ・列士 ・列女之傳、皆因其志尚 、率

爾而作、不在正史。後漢光武、始詔南陽、撰作風俗。故沛 ・三輔有耆舊 節 士之序。魯 ・

盧江有名德 先賢之讚 。郡 國之書、由是而作。魏文帝又作列異、以序鬼物奇怪之事。□

康作高士傳、以敍 聖賢之風。 因其事類、相繼 而作 甚衆、名 目轉廣、而又雑以虚誕怪

妄之読。推其本源、蓋亦史官之末事也。載筆之士、刪 採其要焉。魯 ・沛 ・三輔、序贊

竝亡、後之作者、亦多零 失。今取其見存、部而類之、謂之雜 傳。

とあ り、雑伝書 に対す る認識 が示 されている。ここでは、前漢 の阮倉 が 『列仙 図』を成 し、

劉向が 『列仙伝』、『列士伝』、『列女伝』 を作 るも、それは各々の好む ところにより性急 に

作成 された もので、正史には入 らない とす る。また、後漢 の光武帝の詔によ り編纂がは じ

33「 四部分類 と史籍」(『東方学』八四、一九九二年)参 照。

34古勝隆一氏(「 『隋書』経籍志史部 と 『史通』雑述篇」『東方学報(京都)』八 五
、二〇一〇年)は 、魏晋

以降に発展 した史学 と漢代以前の 「史」による著作とを同一に 「史学」として扱 うこととの問題について

言及する。
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まった郡国の書や、魏 の文帝 の 『列異伝』、□康の 『高士伝』を継いで編まれた種 々の書に

は、怪 しげな説 もま じってお り、その起源 をた どれば 「史官の筆のす さび」であろ う、 と

す る。また、その作品の多 くは散佚 して しまったので、現存 してい るものをあげて分類 し、

「雑伝」 としてい る。 では、 ここでい う 「雑」 とはいかなる意味で使用 されてい るのであ

ろうか。雑伝 の 「雑」の意 を明 らかにす ることで、『隋書』経籍志のなかにある人物伝に対

す る意識を顕在化 させ、その うえで、『隋書』経籍志史部雑伝収載 の書 を 「雑伝書」 として

研究対象 とす ることの有効性 を確かめておきたい。

そ こで、この 「雑」に検討 を加 えるにあた り、同 じく 『隋書』経籍志史部で 「雑」の字

を関す る 「雑史」 をみてお きたい。 その序 には、

自秦撥 去古文、篇籍遺散。漢初、得戰 國策。蓋戦國遊士記其策謀。其後陸質作楚漢春

秋 、以述謙鋤秦 ・項之事。又有越絶 。相承以爲子貢所作。後漢趙曄、又爲呉越春秋。

其屬辭 比事、皆不與春秋 ・史記 ・漢書相似。蓋率爾而作、非史策之正也。靈 ・獻之世、

天下大亂 、史官失其常守。博達之士、愍其廢 絶、各記聞見、以備遺 亡。是後羣 才景慕、

作者甚衆。又 自後漢 已來、 學者多砂撮舊 史、 自爲一書、或起 自人皇、或斷 之近代、亦

各其志、而體 制不經 。又有委巷之説、迂怪妄誕、眞虚莫測。然其大抵皆帝王之事、通

人君子、必博采廣覽 、以酌其要、故備而存之、謂之雜 史。

とあ り、「雑伝」(「率爾 に して作 り、正史 に在 らざるな り」)と 同様 に、「率爾に して作 り、

史策の正 に非 ざるな り」 と、性急 に作成 されたもので あり、正史ではない との見解が示 さ

れている。つ ぎに、これ も 「雑伝」(「雜うるに虚誕怪妄 の説 を以てす」)と よく似た評価 と

して、「委巷の説有 り、迂怪妄誕」と、巷間の説が含 まれてお り、その内容には怪 しげなも

のが混 じっている とす る。

このことか ら、 「雑伝」・「雑史」 としてさまざまな書を収載 した理 由をみてみ ると、「雑

伝」 は、怪 しげなものが混 じっているとしなが らも、「載筆 の士は、刪 りて其の要 を採 る」

と、そのなかには採 るべ きもの も含まれているとの理 由で、「雑史」は、有識者は怪 しげな

ものであっても、「必ずや博采廣覽 し、以て其 の要 を酌む」はずであるか ら残 した と、その

収載するにいたった理由が述べ られてい る。このことか ら 『隋書』経籍志は、「眞虚測 るな

し」 とされ る書物 を分類す るにあた り、 「真」・「虚」 の判断 を 「載筆の士」に委 ね、 「真」

(採 るべき説)と 「虚」(雑駁 な説)を 入 り混ぜて収載 していることがわかる。すなわち 「雑」

には、 「真 ・虚」をまぜ て収載 した、 との意35が込め られてい ると考 える。

この ように 『隋書』経籍志史部雑伝 が、玉石の入 り交 じった さまざまな伝 をま とめて 「雑

伝」 として収載 した とす るな らば、 ここに一つの疑問が生 じる。それ は、 さきにみたよ う

に 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 され ている人物伝を 「雑伝書」 と一括 して議論すること

の有効性へ の疑 問である。なぜ な ら、これまで同様の歴 史的性格 を持 ったもの として研究

され てきた 「雑伝書」 は、 うえでみたよ うに、かな らず しも同 じ歴史的性格をもった書 と

35佐野前掲論文は
、この 「雑伝」とい う言葉の由来について検討を加えている。
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して認識 され分類 され たわけではな く、それぞれに異 なった ものであった可能性があるか

らである。

三　人物伝研究における 『史通』雑述の位相

『史通』原序36によれ ば、劉知幾 は長安二年(702)、 著作佐 郎に任 じ、国史 の編纂 も兼

任 していた。つづいて左史 とな り門下省で起居注の執筆を行 っている。その後 しばらく史

官を離れ るものの、中宗の即位ののち、著作郎 に任 じられ再び修 史を行 ってい る。劉知幾

の回顧す るところによると、劉知幾 は二帝 に仕 え、なが らく書籍 を扱 う役所で、記録 を掌

る立場にあ り、景龍 四年(710)に 『史通』を成著 してい る。この ことか ら、劉知幾 が目に

した多 くの書籍は、『隋書』経籍志 と同じく王朝所蔵 の書籍で あったことが確認できる。

以下では、『史通』にみ える人物伝への認識に分析 を加 えたいのであるが、まず、史書に

対す る劉知幾の考 え方 をみておきたい。『史通』六家第一 には、

古往今來、質文逓變 、諸史之作、不恆厥體 。権 而爲論、其流有六。一曰尚 書家、二曰

春秋家、三曰 左傳 家、四曰 國語家、五曰 史記家、六曰 漢書家。

と、古の史体 を六種 に分類 している。つぎに人物伝 に対する評価 についてみてみ ると、『史

通』雑述第三四には、

愛及近古、斯道漸煩。史氏流別、殊途并鶩 。権而爲論、其流有十焉。一曰 偏紀、二曰

小録 、三曰 逸事、四曰 項言、五曰 郡書、六曰 家史、七曰 別傳、八曰雜 記、九曰 地理書、

十曰 都 邑簿。

と、 うえでみた六つ の史書以外のものを10種 に分類 している。そ こでは、

汝 ・潁奇士、江 ・漢英靈 、人物所生、載光郡國。故郷人學者、編而記之。若 圏稱陳留

耆舊・周斐汝南先 賢 ・陳壽益都者舊 ・虞預會稽典録、此之謂郡書者也。

と、「郡書」(本稿でい うところの 「耆旧伝」「先賢伝」)と して周 斐 『汝南先賢伝』・陳寿 『益

部耆 旧伝』等をあげ、

郡書者、衿其郷賢、美其邦族 、施於本國、頗得流行、置於他方、罕 聞愛異。其有如常

□之詳審、劉昞 之該博、而能傳諸不朽、見美來裔 者、蓋無幾焉。

と、「郡書」は郷里 の学者の手によるものであ り、その編纂の 目的 は郷里 を誇 るものである

37との認識が示 されてい る
。

36長安二年、余以著作佐郎兼修國史、尋遷左史、於門下撰起居注。會轉 中書舎人、暫停史任、俄兼領其職。

今上(中 宗)即 位、除著作郎 ・太子中允 ・率更令、其兼修史皆如故。又屬 大駕還京、以留後在東都。無幾、

驛徴入京、專知史事、仍遷秘書少監。 自惟歴事二主、從宦兩 京、遍居司籍之曹、久處載言之職。昔馬融三

入東觀 、漢代稱榮、張華再典史官、晉朝稱美。嗟予小子、兼而有之。是用職思、其憂、不遑啓處。嘗以載

削餘暇、商権史篇、下筆不休、遂盈筐篋。於是區分類聚、編而次之。

37夫郡國之記 ・譜諜之書
、務欲矜 其州里、誇其氏族。讀之者、安可不練 其得失、明其眞僞者乎。至如江東
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「家史」については、

髙門華冑、奕世載德 、才子承家、思顯父母。 由是紀其先烈、胎厥 後來。若揚雄家諜 ・

殷敬世傳 ・孫氏譜記 ・陸宗系歴。此之謂家史者也。

と、富貴 ・貴族の子弟が代 々徳を重ね、徳才を兼ね備 えた人が跡 を継 ぐと、父母を顕彰す

ることを考 える。そ こで祖先の事蹟 を記 し後代にその事蹟を残そ うとす る。それが、揚雄

『家諜』・殷敬 『世傳』 といった書物 であるとい う。また、以下に、

家史者、事惟三族 、言止一 門、正 可行於室家、難以播於邦國。且箕裘 不墮 、則其録猶

存、苟 構 已亡、則斯文亦喪者矣 。

と、その内容 は、一族内 にとどまる内容 であ り、全土へ広 がる(全 国に伝 えられてい く)

ことは難 しく、その家が栄えていれ ば記録は残 るが、その家が滅びれば、その記録 も亡ん

で しま うものである との認識 が示 されている。

同 じく 『隋書』経籍 志雑伝 に収載 されている 『列女伝』や 『逸民伝』については、

賢士貞女、類聚區 分 、雖 百行殊途、而同歸於善。則有取其所好、各爲 之録。若劉向列

女 ・梁鴻逸民 ・趙采忠臣 ・徐 廣孝子、此之謂別傳者也。

と、「別伝」として分類 し、かかる書は著者 の関心により記録 された ものであるとする。こ

こか ら劉知幾 は、本稿で とりあげる 「別伝」 とは異 なった書 を対象 と していることがわか

る。ただ、阮 倉の 『列仙 図』、劉向の 『列仙伝』、『列士伝』、『列女伝』に対 し、「皆な其の

志尚 に因 り」 とす る 『隋書』経籍志史部雑伝序の評価 とは通底す る。 また、

別傳者、不出胸臆 、非 由機杼 。徒以博採前史、聚而成書。其有足以新言加 之別読者、

蓋不過十一而已。如寡聞末學之流、則深所嘉禽。至於探幽索隱 之士、則無所取材。

と、「別伝」は著者 自身か ら生み出 された ものではな く、前史か ら集 めてきて編纂 した もの

で、そ こに新 たに付 け加 えられる ものは十に一つにすぎない とす る。

最後に、劉知幾は正史以外の史書 について、

於是考茲 十品、徴彼 百家、則史之雜 名、其流盡 於此矣 。至於其聞得失紛糅 、善惡 相兼、

既難爲□ 縷。故粗陳梗概。

と、これ らの書 のなかには良書 ・悪書が入 り乱れ、評価 も定 まらず詳 しくは述べ ることが

できないので、概観 だけを述べ るに とどめた とす る。

以上、『隋書』経籍志史部雑伝 と 『史通』雑述か らお もに漢晋期 に流行 をみた人物伝 に対

する評価 ・認識 を見てきたのであるが、ここからは二つの ことが指摘で きる。

一つは両者 とも人物伝 を正史に比べ
、問題有 りとしなが らも、見るべき内容 もあるため

「史」書 として収録 ・認識す るとい う態度である。ただ、『史通』に比べ 『隋書』経籍志の

ほ うがよりおおまかに さまざまな書 を収載 してい ることが指摘できる。

では、なぜ正史に比べ問題がある 「史」書であるとの認識 が生 まれたのであろ うか。 こ

五儁、始 自會稽典録、潁川人龍出於荀 氏家傳、而修晉漢史者、皆徴彼虚譽、定爲實録。(『史通』第一五采

撰)
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れを考えるには、そ もそ も古来 中国では、「史」書 とは どの ようなものであると認識 されて

いたのかを明 らかに してお く必要があると考 える。

川勝義雄氏 は、 「中国の史書 に見 られ る大 きな特色 は、強烈 な倫理的批判 であ り、執拗

なまでの倫理的政治的考察 である。伝統的な 「史の直筆」の観念そのものが、倫理的動機

によるよ うに、いわゆる 「奉秋 の大義」に由来す る 「義」の追求 と強調が、あきあきす る

ほ どくりかえ され ることを、われ われは中国の史書 において見 るだろ う」38と、中国にお

ける歴 史叙述の特色についてその倫理的な側 面(「 春秋の大義」)に 注 目している。 また、

安田二郎氏は、「現実の政治や社会 との受動 ・能動の緊張関係は、歴 史学が有す る本来的な

特質 なのであって、『春秋』の例をことさらひ くまでもな く、その人が生 きる時代に対す る

批判精神 こそが、歴史著述 ・編纂へ と うながす根底 の動機 にほかな らず、人々 にとって著

述 ・編纂はそれが対象 とした王朝史な り時代史に仮 りた 「現代」批判の 書なる性格 を帯有

す る。私撰か勅撰 か、故人 によるか史局体制下のそれ か等々、従事す る立場や環境 に応 じ

て、確かに少なか らぬ違 いが見 出され るが、かかる性格は基本的に一貫 し通底 しているよ

うに思われ る」39と、歴 史叙述の帯び る批判精神を指摘す る。

事実、『史通』曲筆第二五 には、 「蓋史之爲用也、記功司過、彰善痺悪、得失一朝、榮辱

千載。」と、善 を誉 め悪を既 めるとい う、春秋 の義にそ くした史書の倫理的役割が記 されて

お り、劉知幾 もまた 「史」書に倫理的批判 としての役割 を見いだ していることがわかる。

ただ注意すべきは、川勝氏が、 「杜預以前には、『春秋』が史書の模範 であるとい う考 え

方はない。そもそも史書 とい う観念そのものが明確でなかった。」と述べ るよ うに、西晋の

杜預以前 に、編者のなかに 「史」書 とい う明確 な意識 はなかった と思われ る点である。 と

すれば、杜預以前の編者が 「史」書 と意識せず に記 した書 を 「史」書 として扱 うこ とは、

編者が生 きた時代の実像 と乖離 したものになるのではなか ろ うか。す なわち、「史」書 とい

う観念そのものが確立 していない後漢期 に編纂 された人物伝 を、魏晋以降の人物伝 と同列

に議論す るこ とは問題 であるといわ ざるを得 ない。 これ は従来の人物伝研究 において欠け

ていた視 点である と考 える。

いま一つ は、つ とに内藤湖南氏が、「劉知幾 は従来 の歴史 の由って起 る所によ り、隋書経

籍志 は現在 ある所の歴史 によって分類 したのである。勿論劉知幾 も正史 とい う語を使用 し

てい るが、(古今正史篇)彼 の所謂正史 は隋書経籍志の正史 とは異な り、その中には単に紀

伝体のみな らず、時 としては編年体 も含んでいる。隋 書経籍志 と史通の出来た年代 には大

差がないが、その分類 はか くの如 く相違 してい る」40と指摘す るよ うに、両者の分類 ・認

識には少 なか らぬ異同があることである。 これは、【表】にあるよ うに、『隋書』経籍志で

38川勝義雄 『中国人の歴史意識』(平 凡社
、一九九三年、四一 ・四二頁)参 照。

39安田二郎代表 『中国における歴史認識 と歴史意識の展開につ いての総合的研究』(平 成4・5年 度科学研

究費補助金総合研究(A)研 究成果報告、一九九四年)参 照。

4『 支那史学史』(平 凡社、一九九二年、一九八頁)参 照。
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は 「史」部ではなく 「子」部小説 に収載 されている劉義慶 『世説』・裴栄期 『語林』などが、

『史通』では、 「史」書の一種 である 「項言」 と認識 されてい ることか らも明 らかである。

このこ とは、『隋書』経籍志 の書 目分類 が必ず しも唐代において絶対的 な書 目分類で なかっ

たこ と、 と同時に当時すで に人物伝 が編まれた本来の意味が正確 に認知 されていなかった

ことをも示 してい るといえ る。 このこ とも 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 されてい る人物

伝 を 「雑伝書」 としてとらえる場合 に注意すべ き点である と考える。

むすびにかえて

これまでの各人物伝 に対す る認識 は、その史料的性格に起因す るものであるが、それぞ

れ の叙述 内容か ら導 き出 された とい うよ りは、『隋書』経籍志や 『史通』の認識 、またすで

に明 らか にされてい る漢晋期の政治的社会的状況が前提 となって形作 られてきた ように感

じられ る。 その うえで王朝史 との比較 でその史料 的価値 が下 されてきた。

本稿 は 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 された人物伝 が、漢晋期 に特徴的な歴史的性格 を

有 していたことに疑義 をはさむ ものではない。漢晋期 に集 中的に編纂 が行われた人物伝 が、

当該時期 に編纂 され た王朝史 と同様、その社会 と密接 に関わ りを持 ち記 された書であった

ことは容易に推測がつ く。 しか し、そこに王朝史 と同様の役割(春 秋 の義 ・現代批判の書)

を見いだ し検討を加 えることが、漢晋期 の社会 を うかが ううえで、はた して有効な手段 と

いえるのであろ うか。 史書の基準が王朝史(紀 伝体 ・編年体)で ある以上、かかる人物伝

の評価 は、た とえば、正史列伝 に比べて劣 るとい う、低い評価 にな らざるを得 ない。 これ

はすでに 『隋書』・『史通』のなかに顕在化する意識 であるが、「史」書 とい う前提 をもとに

人物伝 を研究す る限 り、 この評価 か らは逃れ ることはできない。

いま 「特定のジャンル の作品が、ある一っの時代 に集 中 して産み出 され るとい う現象が

見 られ るとき、その根本 の原因は、そ うした作品に共通す る形態 とそ こに盛 られ る内容 と

が、その時代に特有な社会の しくみや人々の価値観 を結晶化 して表明するのに適合 してい

るこ とにあった と考 えることができよ う」41とい う小南一郎 氏の言葉 を想起す るな らば、

人物伝 もまた当該社会の あ りよ うと密接 な繋が りを持 ち、当該社会の歴史的特質を著すも

のであった と考 えることがで きる。ここでは、「史」書の優劣 とい う問題設定ではな く、そ

もそも人物伝が漢晋 とい う時代のなかでなぜ籏出 したのかが問われなければな らないであ

ろ う。

また、漢晋期 を通 じて当該社会の人士に人物伝が 『隋書』経籍志や 『史通』 の認識 と同

様 に、「史」書 として認識 され ていた とするな らば、王朝史でない 「史」書のあ り方 にっい

て再検討 しなけれ ばな らないであろ う。加 えて、当時、「史」書 は広汎 な人々によって書 き

記 された ものであ り、当時の史学 を 「貴族の史学」であった と、その担い手 を世族大族 ・

41小南一郎 「干宝 「捜神記」の研究」上(『 東方学報』京都六九
、一九九七年)参 照。
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貴族 に一元化す ることについても再考の余地があると考 える。

以上のことをふま え、各人物伝 ごとにその佚文 を基礎 として、その編纂時期 を後漢 ・三

国 ・西晋 ・東晋期 の四時期 に区分 し、時期 ご とに検討 を加 えることで、『隋書』経籍志や 『史

通』で欠落 している 「史」確立以前 の 「史」書に対す る認識(後 漢期 に編 まれた人物伝の位

相)と 、 「史」が独立 したその後の時代 との連続性がよ り明確 になる。 このような手法 をと

ることで、漢晋期 に集 中的に編纂 された各人物伝 は、いまだ可能性 を秘 めてい る史料であ

るといい うる。
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【表三】 『史通』雜述篇と 『隋書』経籍志

1

z

3

4

5

6

7

8

9

10

『史通』雑述

偏
記

小

録

逸
事

瑣言

郡
書

家
史

別
伝

雑
記

地
理
書

都
邑
簿

陸賈 『楚漢春秋』

楽資 『山陽載記』

王韶之 『晋安陸(帝)紀』

姚最 『梁昭後略』

戴逵 『竹林名士』

王粲 『漢末英雄』

蕭世誠 『懐旧志』

盧子行 『知已伝』

和□ 『汲冢紀年』

葛洪 『西京雑記』

　　　　顧協 『瑣語』

謝綽 『拾遺』

劉義慶 『世説』

裴栄期 『語林』

孔思尚 『語録』

陽□松 『談藪』

圏称 『陳留耆旧』

周斐 『汝南先賢』

陳寿 『益都耆旧』

虞預 『会稽典録』

揚雄 『家諜』

殷敬『世伝』

孫氏 『譜記』

陸宗 『系歴』

劉向 『列女』

梁鴻 『逸民』

趙采 『忠臣』

徐広 『孝子』

祖台 『志怪』

于宝 『捜神』

劉義慶 『幽明』

劉敬叔 『異苑』

盛弘之 『荊州記』

常□ 『華陽国志』

辛氏 『三秦』

羅含 『湘中』

潘岳 『関中』

陸機 『洛陽』

『三輔黄図』

『建康宮殿』

『隋書』巻三三経籍志

雑史

雑史

古史

古史

雑伝

雑史

　雑伝

雑伝

古史

舊事

子部小説

雑史

子部小説子部小説

雑史

子部小説

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

地理

覇史

地理

地理

『楚漢春秋』九巻 陸賈撰

『山陽公載記』十巻 楽資撰

『晋紀』十巻宋呉興太守王韶之撰

『梁後略』十巻　姚勗

『竹林七賢論』二巻 晋太子中庶子戴逵撰

『漢末英雄記』八巻 王祭撰

『懐旧志』九巻 梁 元帝撰

『知己伝』一巻 盧思道撰

『紀年』二十巻

『西京雑記』二巻

『項語』一巻 梁金紫光録大夫顧協撰

『宋拾遺』十巻 梁少府卿謝綽撰

『世説』人巻 宋臨川王劉義慶撰

『語林』十巻 東晋士斐啓撰。亡

『宋斉語録』十巻 孔思尚撰

『解順』二巻 陽斡松撰

『陳留者旧伝』二 巻漢議郎囲称撰

『汝南先賢伝』五巻 魏周斐撰

『益部者旧伝』十四巻 陳長寿撰

『会稽典録』二十四巻 虞豫撰

『列女伝』十五巻 劉向撰、曹大家注

『志怪』二巻 祖台之撰

『捜神記』三十巻 干宝撰

『幽明録』二十巻 劉義慶撰

『異苑』十巻 宋給事劉敬叔撰

『荊州記』三巻 宋臨川王侍郎盛弘之撰

『華陽国志』十二巻 常□撰

『洛陽記』一巻 陸機撰

『黄図』一巻

備考

『宋審5巻60王 紹之伝 「輒自書窩,太元 。隆安時事,小
大悉撰録 之,韶 之因此私撰 『晉安帝陽秋』。」

『周書」巻47姚 僧垣伝、附次子(姚)最 伝 「撰 『梁後略』
十卷,行 於世。」

『隋志』校勘記 「陽□松、原作 「□松□」。姚考:『 史
通』雜述篇及 『直斎書録解題』史部傅認類載、陽□松著
『談藪』二卷， 此處 『解頤』即 『談藪』之異名。」

『文選』巻46r王 文憲集序」引く 『七録』に 「子雲家
牒」

『旧』譜牒： 『殷氏家伝』十巻殷敬等撰、『新』雑伝:
『殷氏家伝』三巻殷敬

『旧」 ・『新』譜牒:『 孫氏譜記』十五巻

『新』譜牒:『 呉郡陸氏宗系譜 』一巻　 陸景献

皇甫臚 『高士伝』序 ・『後漢書』列伝73梁鴻伝 「仰慕前
世高士,而 為四皓以來二十四人作頌。」

『旧』雑伝:『 孝子伝』三巻徐広撰

『後漢書』列伝57李膺伝李賢等注引く 『辛氏三秦記』

『水経注』巻38、 『太平御覧』巻39・49等 に 『羅含湘中

記』の引用有 り

『旧』： 『関中記』一巻潘 岳撰

『太平御覧』巻176に 『建康宮殿簿』なる書がある

※空白＝未著録 『旧』＝ 『旧唐書』経籍志、 『新』=『 新唐書 』藝 文志
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【表1】(『隋志』により作成)

　隋　　志　部数巻数

部数(実数)
巻数(実数)

経
627

5,371

644

5,456

史

817

13,264

812

13,220

子
853

6,437

1,177

11,897

集

【表2】[阮 孝緒 『七録 』(上),『隋志』史部]

 七 　録　

記伝録

種数

国史
216

注暦
59

旧事
87

554

6, 622

600

6,624

　隋　　志　

職官
81

儀典

80

法制
47

僞史
26

雑伝
241

鬼神
29

土地

73

譜状
42

簿録
36

巻数 4596

1221

1038 801 2256 886 161 1446 205 8 69 10 64 338

史部
部数
巻数

正史

67

3083

古史
34　

666

雑史
72

917

覇史
27

335

起居

44

1189

旧事

25

404

職官
27

336

儀注
59

2029

刑法
35

712

雑伝
217

1286

地理

139

1432

譜系
41

360

簿録
30

214

正史 ・古史以外に魏晋期の書 目と『隋志』の間にみえる相違では、 「鬼神」が挙げられ る。梁阮 孝緒撰 『七録』で、一分類 として した 「鬼神」の部が、

省かれた とい うことか ら、唐初には 「鬼神」が史部の一類 目として認識 されていなかったことを示すのではなかろうか。

計
1020

14888
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【表3】【隋志史部雑伝】(佐野誠子「雑伝書としての志怪書 『日本中国学会』54,2003,80頁)

分類
数量

耆旧

39

高隠
11

孝友

9

忠節

6

名士
9

【表4】【隋志史部雑伝】(逮耀東《魏晉史學的思想與社會基礎》97頁)

分類
隋志

輯補

郡書
36

15

家史
28

39

類伝
63

24

別伝

6

205

仏道
38

3

雑伝
8

志怪

36

家伝
30

合計

207

286

童子
2

交遊
5

列女
13

僧侶12

神仙
24

鬼神
39

合計
207

計
812

13220

『隋志』で

合計

5167

87 211 41 36 493

・小林昇:① 先賢 ・耆旧 ・高士 ・列女 ②別伝,家 伝 ③列仙 ・道士 ・高僧 ④列異 ・捜神記
(「魏晋時代の傳記 と史官」 『早稲 田大学大学院文学研究科紀要』7,1973)

・重澤俊郎:① 地域別有名人を対象 とした記録 ②別伝 ・家伝 ③同一の性格をもつ伝を集めた もの ④列異 ・捜神記

(「文献 目録を通して見た六朝の歴史意識」『東洋史研究』18-1,1959)
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